
 

 

平成２８年第４回（１２月）坂城町議会定例会会期日程 

平成２８年１２月１日 

日次 月  日 曜日 開議時刻 内       容 

１ １２月 １日 木 午前10時 ○本会議 
・町長招集あいさつ 

・議案上程 

２ １２月 ２日 金  ○休 会 （一般質問通告午前１１時まで） 

３ １２月 ３日 土  ○休 会  

４ １２月 ４日 日  ○休 会  

５ １２月 ５日 月  ○休 会  

６ １２月 ６日 火  ○休 会  

７ １２月 ７日 水  ○休 会  

８ １２月 ８日 木 午前10時 ○本会議 ・一般質問 

９ １２月 ９日 金 午前10時 ○本会議 ・一般質問 

１０ １２月１０日 土  ○休 会  

１１ １２月１１日 日  〇休 会  

１２ １２月１２日 月 午前10時 
○本会議 

○委員会 

・一般質問 

・総務産業、社会文教 

１３ １２月１３日 火  ○休 会  

１４ １２月１４日 水 午前10時 ○本会議 
・条例案、補正予算案等質疑 

 討論 採決 



 

 

 

 

 

 



 

 

付議事件及び審議結果 

１２月１日上程 

専決第１４号 平成２８年度坂城町一般会計補正予算（第８号）につい

て １２月 １日 承認 

議案第５３号 上田地域定住自立圏形成に関する協定の変更について １２月１４日 可決 

議案第５４号 坂城町職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正

する条例について １２月１４日 可決 

議案第５５号 坂城町有線放送電話設備基金の設置、管理及び処分に関

する条例の一部を改正する条例について １２月１４日 可決 

議案第５６号 坂城町税条例等の一部を改正する条例について １２月１４日 可決 

議案第５７号 坂城町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につい

て １２月１４日 可決 

議案第５８号 坂城町福祉医療費給付金条例の一部を改正する条例につ

いて １２月１４日 可決 

議案第５９号 坂城町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び

運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例に

ついて １２月１４日 可決 

議案第６０号 平成２８年度坂城町一般会計補正予算（第９号）につい

て １２月１４日 可決 

議案第６１号 平成２８年度坂城町国民健康保険特別会計補正予算（第

２号）について １２月１４日 可決 

議案第６２号 平成２８年度坂城町下水道事業特別会計補正予算（第

２号）について １２月１４日 可決 

 

１２月１４日上程 

議案第６３号 坂城町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例について １２月１４日 可決 

議案第６４号 坂城町の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する

条例及び特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の

一部を改正する条例について １２月１４日 可決 

議案第６５号 平成２８年度坂城町一般会計補正予算（第１０号）につ

いて １２月１４日 可決 

発委第 ７号 地方議会議員の厚生年金制度への加入を求める意見書に  



 

 

ついて １２月１４日 可決 
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平成２８年第４回坂城町議会定例会会議録 

 

１．招集年月日    平成２８年１２月１日 

２．招集の場所    坂城町議会議場 

３．開   会    １２月１日 午前１０時００分 

４．応 招 議 員    １４名 

    １番議員  塚 田 正 平 君    ８番議員  吉 川 まゆみ 君 

    ２ 〃   塩野入   猛 君    ９ 〃   塩 入 弘 文 君 

    ３ 〃   朝 倉 国 勝 君   １０ 〃   山 﨑 正 志 君 

    ４ 〃   小宮山 定 彦 君   １１ 〃   中 嶋   登 君 

    ５ 〃   柳 沢   収 君   １２ 〃   大 森 茂 彦 君 

    ６ 〃   滝 沢 幸 映 君   １３ 〃   塚 田   忠 君 

    ７ 〃   西 沢 悦 子 君   １４ 〃   入 日 時 子 君 

５．不応招議員    なし 

６．出 席 議 員    １４名 

７．欠 席 議 員    なし 

８．地方自治法第１２１条第１項の規定により説明のため出席した者 

 町 長  山 村   弘 君  

 副 町 長  宮 下 和 久 君  

 教 育 長  宮 﨑 義 也 君  

 会 計 管 理 者  塚 田 陽 一 君  

 総 務 課 長  青 木 知 之 君  

 企 画 政 策 課 長  柳 澤   博 君  

 住 民 環 境 課 長  金 子   豊 君  

 福 祉 健 康 課 長  大 井   裕 君  

 子 育 て 推 進 室 長  小宮山 浩 一 君  

 産 業 振 興 課 長  山 崎 金 一 君  

 建 設 課 長  宮 嶋 敬 一 君  

 教 育 文 化 課 長  宮 下 和 久 君  

 収 納 対 策 推 進 幹  池 上   浩 君  

 まち創生推進室長  竹 内 祐 一 君  

 総 務 課 長 補 佐 
総 務 係 長  

関   貞 巳 君  

 総 務 課 長 補 佐 
財 政 係 長  

伊 達 博 巳 君  

 企画政策課長補佐 
企 画 調 整 係 長  

堀 内 弘 達 君  

 代 表 監 査 委 員  大 橋 房 夫 君  

９．職務のため出席した者 

 議 会 事 務 局 長  臼 井 洋 一 君  

 議 会 書 記  小宮山 和 美 君   
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10．議事日程 

第 １ 会議録署名議員の指名について 

第 ２ 会期の決定について 

第 ３ 町長招集あいさつ 

第 ４ 諸報告 

第 ５ 報告第 ３号 町長の専決処分事項の報告について 

第 ６ 議案第５３号 上田地域定住自立圏形成に関する協定の変更について 

第 ７ 議案第５４号 坂城町職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 

第 ８ 議案第５５号 坂城町有線放送電話設備基金の設置、管理及び処分に関する条例の

一部を改正する条例について 

第 ９ 議案第５６号 坂城町税条例等の一部を改正する条例について 

第１０ 議案第５７号 坂城町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

第１１ 議案第５８号 坂城町福祉医療費給付金条例の一部を改正する条例について 

第１２ 議案第５９号 坂城町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例について 

第１３ 議案第６０号 平成２８年度坂城町一般会計補正予算（第９号）について 

第１４ 議案第６１号 平成２８年度坂城町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）につ

いて 

第１５ 議案第６２号 平成２８年度坂城町下水道事業特別会計補正予算（第２号）につい

て 

11．本日の会議に付した事件 

 10．議事日程のとおり 

12．議事の経過 

議長（塚田君） おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１４名であります。 

 定足数に達しておりますので、これより平成２８年第４回坂城町議会定例会を開会いたしま

す。 

 なお、会議に入る前にカメラ等の使用の届け出がなされており、これを許可してあります。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 地方自治法第１２１条第１項の規定により、出席を求めた者は理事者を初め各課等の長であ

ります。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１「会議録署名議員の指名について」 

議長（塚田君） 会議規則第１２７条の規定により、９番 塩入弘文君、１０番 山﨑正志君、

１１番 中嶋登君を会議録署名議員に指名いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第２「会期の決定について」 

議長（塚田君） お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、本日から１２月１４日までの１４日間といたしたいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議長（塚田君） 異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は本日から１２月１４日までの

１４日間とすることに決定いたしました。 

 なお、一般質問の通告は明日２日午前１１時までといたします。質問時間は答弁を含め１人

１時間以内とし、発言順位はさきの全員協議会において決定したとおりであります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第３「町長招集あいさつ」 

議長（塚田君） 町長から招集の挨拶があります。 

町長（山村君） 皆さん、おはようございます。本日ここに、平成２８年第４回坂城町議会定例

会を招集いたしましたところ、議員の皆様全員のご出席をいただき開会できますことを心から

感謝申し上げます。 

 さて、世界中が注目する中、去る１１月８日に投開票が行われたアメリカ大統領選挙は、共

和党候補のドナルド・トランプ氏が、優位とされていた民主党候補のヒラリー・クリントン氏

を退け勝利するという結果となり、世界に衝撃が走ったところであります。 

 これを受け、来年１月２０日に第４５代アメリカ大統領に就任することとなるトランプ氏に

つきましては、選挙期間中、米国の国益最優先を掲げ、日米安全保障条約に関して、米軍駐留

経費の負担増を求めたり、環太平洋連携協定（ＴＰＰ）からの脱退を主張するなど、日本への

影響も避けられないものと予想されるところですが、大国のリーダーとして責任ある行動を期

待するものであります。 

 特に、当町への影響も懸念される環太平洋連携協定（ＴＰＰ）に関しましては、今後の日米

両政府の動向を注視するとともに、町といたしましても、今月１５日文化センター大会議室に

おいて、特定非営利活動法人中山間地地域フォーラム理事柴田寛氏を講師に「ＴＰＰ今後の見

通し」と題し、米国の動向や日本の製造業・農業に与える影響についてご講演いただきます。

議員各位を初め、企業経営者、農業従事者など大勢の方のご参加をお願いいたします。 
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 さて、１１月２２日から２６日まで、坂城国際産業研究推進協議会によるミャンマー・ベト

ナムビジネス環境現地視察が行われ、竹内明雄会長、宮後睦雄副会長を初めとする町内企業の

経営者、金融機関の代表、塚田議長など、私を含めて計１４名が参加いたしました。 

 ５日間で２カ国を訪問するという密度の濃い研修でしたが、ミャンマーでは、外国人技能実

習制度に基づいてミャンマー人実習生の日本企業への送り出しを行っているミャンマー ケン

トク エージェンシー、シャツ製造を行っている千曲市のフレックスジャパン株式会社の製造

現地法人であるホワイト アウル ファッション、日本貿易振興機構いわゆるジェトロ ヤン

ゴン事務所、日本とミャンマー政府が官民一体となって進めているティラワ経済特別区の開

発・運営会社であるミャンマー ジャパン ティラワ ディベロップメントの４カ所を視察い

たしました。また、ベトナムでは、下諏訪町の日本電産サンキョー株式会社の製造現地法人で

あるベトナム日本電産サンキョー、佐久市の東京マイクロ株式会社の製造現地法人である東京

マイクロベトナム、ジェトロ ハノイ事務所の３カ所を視察いたしました。 

 軽工業を中心に多様な海外企業が進出し始めているものの、電力、水道、道路などインフラ

整備はまだまだこれからで、発展に向けて大きな可能性を持っているミャンマー、近隣諸国と

比較して豊富で低廉な労働力、安価な公共料金、安定した電力供給などが強みとなって多くの

日本企業が既に進出し、安定的な経済成長を維持しているベトナムを実際に視察し、参加され

た皆さん全員が大きな成果を持ち帰られたものと思います。私もそれぞれの国の勢いや人々の

活気を肌で感じてまいりましたので、町の産業振興に役立ててまいりたいと考えております。 

 こうした中、大変うれしいお知らせもございました。宮後工業株式会社代表取締役社長の宮

後睦雄さんが平成２８年秋の褒章で農業、商業、工業等の業務に精励し、ほかの模範となるよ

うな技術や事績を有する方に贈られる黄綬褒章を受章されました。 

 宮後さんは、宮後工業株式会社を精密金属加工分野の先端企業に育て上げ、中国、タイにも

製造拠点を設けるなど、グローバル化する市場にいち早く対応しておられます。また、テクノ

ハート坂城協同組合理事長、公益財団法人さかきテクノセンター理事及び長野県中小企業団体

中央会理事を務め、卓越したリーダーシップにより、地域産業の振興発展にも多大な貢献をさ

れておられます。宮後睦雄さんのご功績に対し心から敬意を表するとともに、一層のご活躍を

ご祈念申し上げ、今後も坂城町の発展にお力添えをいただければと思います。 

 さて、日本を取り巻く世界の経済情勢につきましては、日本総研などによりますと、アメリ

カは、企業部門の持ち直しを背景に成長が加速し、雇用・所得環境の改善が持続しているもの

の、次期大統領に決定したトランプ氏は、保護貿易や排他主義などの主張を展開していること

から、企業や家計マインドの悪化に注意する状況となっており、ヨーロッパでは企業の生産活

動に持ち直しの動きがあるものの、原油価格の値上がりを主因としたインフレ率の上昇が続く

と予想され、所得環境の一服で個人消費の先行きが懸念される状況となっております。 
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 また、中国においては、７～９月期の実質成長率が前年同期比プラス６．７％と２四半期連

続で前の期から横ばいとなったものの、来年には購入刺激策の終了に伴う自動車販売の減少や

住宅ローンの頭金比率の引き上げ等により住宅販売が頭打ちとなることが見込まれるなど、年

明け以降、経済成長率が再び低下すると予想されており、引き続き注視していく必要があるか

と考えております。 

 次に、国内の状況でありますが、内閣府による１０月の「月例経済報告」では、「景気は、

このところ弱さもみられるが、緩やかな回復基調が続いている」とし、先行きについては、

「雇用・所得環境の改善が続くなかで、各種政策の効果もあって、緩やかな回復に向かうこと

が期待される。」としている一方で、「海外経済で弱みがみられており、中国を始めとするア

ジア新興国や資源国等の景気が下振れし、我が国の景気が下押しされるリスクや、英国のＥＵ

離脱問題など、海外経済の不確実性の高まりや金融資本市場の変動の影響に留意する必要があ

る。」としております。 

 また、長野県内の状況につきましては、日銀松本支店が１１月に発表しました「金融経済動

向」によりますと、公共投資、住宅投資、設備投資、個人消費の個別観測から「生産の動きは

新興国経済の減速の影響などから横ばい圏内、雇用・所得は、全体として着実な改善が続いて

いる」とし、「総論として長野県経済は、一部に弱めの動きがみられるものの緩やかに回復し

ている。」としております。 

 当町におきましては、１０月に実施しました町内の主な製造業２０社の経営状況調査の結果

では、生産量は３カ月前のプラス３．５６％からプラス０．１３％と３．４ポイント以上減少

し、売り上げについてもほぼ同様な傾向が見られます。雇用については、７から９月の実績が

総計でマイナス３人と、前回調査のプラス４８人から大きく減少いたしましたが、来春の雇用

は、ほとんどの企業が増員及び減員分の補充を予定しており、全体では４１人の増員予定と

なっております。 

 続いて、２８年度の主な事業の進捗状況について申し上げます。 

 まず、坂城町まち・ひと・しごと創生総合戦略の重点プロジェクトに位置づけている、トー

タルメディアコミュニケーション「つながる あんしん 坂城町」構想推進事業、さかきワイ

ナリー形成推進事業、坂城スマートタウン構想推進事業の進捗状況であります。 

 トータルメディアコミュニケーション施設整備事業につきましては、同報系防災行政無線の

整備に向け、設計業者の決定後、電波調査及び屋外スピーカーの音響や音達調査を終えて、実

施設計業務を進めております。 

 また、住民の皆様には「広報さかき」等でお知らせを行ったほか、１１月に町内４カ所にお

いて計５回の住民説明会を開催し、現行の有線放送電話の運用終了のお知らせ、同報系防災行

政無線による新たな情報伝達の仕組みのほか、有線放送でインターネットをご利用いただいて
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いる皆様への手続のお知らせや「さかきまちすぐメール」登録のご案内など、広く周知してい

るところであります。年度内に設計業務を完了させ、平成２９年度からの整備に向け、事業を

進めてまいります。 

 トータルメディアコミュニケーション構想におきましては、高齢者の見守りシステムについ

ても調査研究を進めており、既存の「あんしん電話」につきましても、有線放送電話の廃止時

期に合わせ、新システム導入の検討を進めております。また、ＩｏＴを活用する中で、県企業

局等と連携し、水道事業者としては全国初となる水道メーターを活用した見守りシステムの実

証実験への取り組みや人感センサーを活用した見守りの方法につきましても、開発業者と協力

し研究を進めているところであります。 

 ワイナリー形成推進事業につきましては、試験圃場におけるワイン用ブドウの実証試験栽培

が４年目を迎え、この秋には赤系・白系合わせて約１，３００ｋｇが収穫されました。現在、

サントリーワインインターナショナル株式会社へ醸造をお願いし、ワインの分析・品質評価を

行う中で、来春の販売を視野に商品化を目指しております。また、町振興公社や千曲川ワイン

バレー特区連絡協議会も含めた周辺自治体と連携し、ワイン振興に向けたＰＲイベントに取り

組んでまいります。 

 坂城スマートタウン構想推進事業につきましては、家庭におけるエネルギーの効率的で最適

な利用に向け、エネルギー設備設置補助金を９月補正予算にて増額し、創るエネルギーのほか、

蓄えるエネルギーとして蓄電池等の普及促進に努めております。また、テクノさかき工業団地

のスマート工業団地化に向けた取り組みにつきましては、現在工業団地の企業の皆さんを対象

に電力使用に係る実態調査を行うなど、エネルギーの効率的な需給調整等の実現に向け、国の

補助事業を活用して町と企業の共同参画による「事業化可能性調査」を進めております。 

 これらの取り組みを通じて、引き続き家庭分野、産業分野における再生可能エネルギーのさ

らなる導入促進と省エネルギーの推進を図り、スマートタウン坂城の構築を進めてまいります。 

 さて、信州さかきふるさと寄附金につきましては、坂城町のすばらしさをより多くの皆様に

知っていただき、坂城町の応援団になっていただけるような魅力を発信すること、また地元特

産品等のＰＲ、販路拡大など地元経済の活性化目的とし、本年６月から、寄附された方へお礼

の品をお送りしております。町の事業者の皆さんのご協力をいただき、返礼品を設定する中で、

本年１１月末現在で、東京を初めとした首都圏や大都市圏を中心に、北は北海道から南は沖縄

県まで全国の皆様から２千万円を超えるご寄附をいただいているところで、返礼品ではブドウ

を初めとした果樹類が人気となっております。なお、このたび事業者の皆様のご協力により、

多くの魅力的な返礼品をそろえられたことから、想定を上回って寄附のお申し込みをいただい

ており、今議会最終日に補正予算を上程させていただくことにしておりますので、よろしくお

願いいたします。 
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 今後も、商品などを提供していただける事業者の皆さんをさらに募集し、返礼品の充実を図

る中で、町の魅力を発信し、地元特産品のＰＲ等に努めてまいります。 

 さて、前回９月議会におきまして予算及び契約についてお認めいただきました、前田工業団

地用地のミヤリサン製薬株式会社への売却が完了し、これにより、現在、分譲可能な工業用地

は坂城インター工業団地の約３千ｍ２のみという状況でございます。町の基幹産業である工業

振興の観点からも、工業用地につきましては企業のニーズに迅速に応えられるよう、一定規模

の面積を確保する必要があると考えているところであり、今後町内企業に対するニーズ調査を

行う中で、全体的な土地利用計画とも調整を図りつつ、工業団地の造成に取り組んでまいりた

いと考えているところであります。 

 さて、インフラの長寿命化に向けた橋梁修繕事業につきましては、今年度、産経大橋と昭和

橋で修繕工事を進めており、通行規制でご迷惑をかけておりました産経大橋は、皆様のご協力

により順調に工事が進み、交通を再開することができました。引き続き橋梁下部の工事を進め、

１２月中には完了する予定となっております。 

 昭和橋につきましても、今年度は村上側のローゼ橋の８連目及び９連目とゲルバーガーター

橋を施工しており、年内は全面通行どめとなっております。なお、断面補修に取りかかる予定

の年明け１月４日からは、歩行者及び自転車等の通行を可能にできるよう調整しているところ

でございます。工事期間中は、皆様には大変ご不便をおかけしますが、引き続きご理解とご協

力をお願いいたします。 

 びんぐしの里公園整備事業につきましては、屋外ステージの屋根に係る鋼材等特殊な製作を

伴うことから先行して発注し、年度内完成に向け工場製作や基礎工事に着手しております。引

き続き、バックヤードトイレ及び控室の建設を予定しており、屋外ステージを活用した各種イ

ベントなど、多くの皆様にご利用していただけるよう実施してまいります。また、公園管理セ

ンターと公園内の駐車場トイレの改修等も実施してまいります。 

 さて、移住・定住対策の一環として今年度から取り組んでおります若者交流事業につきまし

ては、１１月２２日に第２回社会人交流会を開催し、町内企業から３７名が参加し軽スポーツ

やレクリエーションなどで親睦を深めました。企業の垣根を越えた交流や情報交換をすること

で、町内企業の活性化とともに、坂城町の魅力を知り、町内の事業所に勤めている若い方々に

坂城に住んでいただくこと、また坂城に住んでいる方には定住していただくことを期待してお

ります。 

 １１月１０日、坂城町、千曲市、上田市、長野市で構成する新国道上田篠ノ井間建設促進期

成同盟会及び上田市と東御市で構成する上田バイパス第二期工区建設促進期成同盟会と合同で、

国土交通省を初め関東地方整備局、財務省、地元選出国会議員の方々に国道１８号バイパスの

早期完成の要望を行ってまいりました。 
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 なお、国道事務所によりますと、国道１８号バイパス坂城町区間の予算につきましては、平

成２７年度１億５千万円、平成２８年度は１億８千万円と前年比１．２倍に増額されており、

用地交渉・契約を経て、今後埋蔵文化財の調査後、工事着手へ進めていく計画でございます。

この国道１８号バイパスにつきましては、地元の皆様方のご協力を得る中で、町としましても

引き続き国への要望活動を行うなど、一日も早い完成に向けて努力してまいりたいと考えてお

ります。 

 また、１１月１１日、商工会主催により、町内企業の振興及び地域経済の発展のため、町内

の従業員５０人以上の企業経営者の皆さんにご参加いただき、「地域経済振興懇話会」が開催

されました。懇話会では、私からは「坂城町の防災への取り組み」についてお話をさせていた

だきました。企業の皆さんからは、自社の防災対策や、大地震等の緊急時に行うべき行動など

をあらかじめ整理して取り決めておくＢＣＰ、これは事業継続計画についてお話をお聞きしま

した。懇談会でいただいた提言やご意見を参考に、「安心で暮らしやすいまちづくり」を目指

してまいります。 

 また、１１月１２日に開催されました「ねずみ大根まつり２０１６」は好天にも恵まれ、大

勢のお客様にご来場いただきました。今年のねずみ大根は、９月の天候不順もあり、例年より

小ぶりで収量も少ない状況でありましたが、収穫体験ではご家族連れなど５００名ほどのお客

様でにぎわい、大根の収穫を楽しんでいただきました。また、メーン会場のさかき地場産直売

所「あいさい」では、ねずみ大根や農産物の販売のほか、お楽しみ抽選会、おしぼりうどんの

振る舞いなどのイベントが行われ、１２時前には準備したうどん５００食が終わってしまうな

ど、大盛況でありました。 

 また、１１月１３日、坂城駅前多目的広場において、１６９系電車撮影会を初めて開催し、

１６９系電車のユニットに実装されていたヘッドマークや方向幕、行き先表示板などを取りつ

けての写真撮影が行われたほか、車両内には県内外の１６９系ファンクラブの皆さんからお持

ちいただいた貴重な品物を初め、数多くの鉄道関連グッズなども展示されました。 

 会場には、町内を初め宮城県、東京都、愛知県など県外からも大勢の鉄道ファンにお越しい

ただき、町で静態保存する貴重な１６９系電車を通して町のＰＲにつながる機会になったと考

えております。今後も１６９系電車の利活用を図るとともに、町内の文化や歴史、温泉などの

観光資源を持つ坂城町の魅力を大勢の皆さんに知っていただき、お越しいただくよう情報発信

をしてまいりたいと考えております。 

 また、１１月１７日には町内企業に３０年勤務され、当町の産業と企業の発展に寄与された

７３名の皆さんの永年の功績に対しまして、各企業を回り、永年勤続表彰をさせていただきま

した。今後におきましても、健康にご留意され、引き続き坂城町の産業振興にご尽力いただく

ようお願い申し上げます。 
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 また、１１月１９日、文化センターにおきまして女性団体連絡会と男女共同みんなの会で構

成する実行委員会により、女と男と書きますが、「女（ひと）と男（ひと）ふれあいさかき

２０１６」が開催されました。 

 当日は第１部において「坂城町に生活して」をテーマに、パネラーとして紅谷菓子舗の常盤

松子さんと、３年前から坂城町に移住し、農業に従事されているキタムラヴィンヤードの北村

智香さん、またコーディネーターを大久保美智子実行委員長としたパネルディスカッションが

行われました。また、第２部では元ＮＨＫキャスターの村松真貴子さんを講師にお迎えし、

「はじめの一歩 男女共同参画をめざして」と題して講演をしていただきました。幅広いお話

の中、これからの老若男女共同参画社会の環境づくりに役立つことを期待しているところでご

ざいます。 

 また、１１月２９日、さかきテクノセンターで公益財団法人さかきテクノセンター等の主催

により、坂城経営フォーラム／ＡＲＥＣ・Ｆｉｉ、ＡＲＥＣ（エイレック）、浅間リサーチエ

クステンションですね、これとＦｉｉ、信州大学の繊維学部の関係ですけれども。このＡＲＥ

Ｃ・Ｆｉｉプラザ第１８４回リレー講演会が開催され、私も講師の１人として、「坂城町の新

たな取組み」と題して、坂城町で進めようとしている取り組み、地方創生戦略、工業振興施策

などについて話をいたしました。今、第４次産業革命と言われるようにＩｏＴ、ビッグデータ、

人工知能等による変革が、従来にはないスピードとインパクトで進行しております。 

 これまで実現不可能と思われていた社会の実現が可能になりつつあります。これに伴い、産

業構造や就業構造も劇的に変わる可能性があります。私自身も、これからのこれらの変化に的

確に対応していかなければならないとの思いを強くいたしました。 

 さて、明後日１２月３日土曜日には、一人一人がともに認め合い、ともに支え合う人権感覚

を養うとともに福祉の理解を深めるため、「人権を尊重し豊かな福祉の心を育む町民集会」を

テクノセンターにおいて開催いたします。今回は記念講演の講師として、ザ・タイガースの一

員で音楽家として、また著述家としても活躍されている瞳みのるさんをお招きし、中国留学を

含む三十数年にわたる教員生活と二度の大病を通して、日中文化のはざまで絶えず感じてきた

人権に対する考え方などをお話いただく予定です。大勢の皆様のご参加をお待ちしております。 

 次に、教育関係について申し上げます。 

 南条児童館の建設事業につきましては、１０月１１日に建設委員会を立ち上げ、以降２回の

委員会を開催し、昨年新築した佐久市の児童館の視察や児童館建設に係る基本コンセプトにつ

いて協議を行ったところであります。今後につきましては、プロポーザルによる設計業者を決

定する中で、建設委員会で設計提案の検討を行い、本年度内に基本設計をまとめたいと考えて

おります。 

 また、１０月２９日、３０日には第４５回坂城町文化祭が文化センターを主会場として開催
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され、数多くの作品が展示され大勢の皆さんが訪れました。２９日の午後には、さかきふれあ

い大学文化祭記念コンサートとして、チェリストの海野幹雄さん、ピアニストの海野春絵さん、

ＮＨＫ交響楽団バイオリン奏者の松田拓之さんによる「クラシックコンサート」が開催され、

来場した大勢の皆さんは、大河ドラマ「真田丸」のテーマ音楽などの生演奏に盛り上がってお

りました。 

 さて、１１月１３日、復旦大学日本研究センターの胡令遠センター長と沈浩先生が当町を表

敬訪問されました。先生方には最近の中国の産業、経済、マーケティング状況などを詳しくお

話をいただき、今後、小学生の教育文化交流はもとより、以前から連携をしてまいりました産

業分野におきましても引き続きご協力をお願いしたところであります。 

 また、１１月１９日、大阪城ホールで開催された全日本小学校バンドフェスティバルに昨年

に引き続き２年連続で出場を果たした南条小学校金管バンド部が見事銀賞を受賞しました。日

ごろの練習の成果を精いっぱいに発揮した結果に心からお祝いを申し上げます。 

 続きまして、１２月補正予算の主な内容について申し上げます。 

 まず、歳入のうち法人町民税についてであります。 

 リーマンショック以降、長らく低迷を続けていた法人町民税につきましては、一部企業の好

調な業績を大きな要因として、昨年、一昨年と急速な回復を見せ、基幹財源である町税全体の

大幅な増収につながっているところであります。各企業におきましては、国の経済政策に加え、

みずからのご努力により業績の改善に努められており、町内大手企業の皆さんとの懇談会等の

中でも今年度も引き続き業績は好調に推移しているとお聞きしております。 

 こうした状況の中で、さらなる業績の拡大に向けた機械設備の拡充など大型の投資も活発に

なってきておりますが、法人町民税の算出基礎となります国の法人税の申告上、こうした一定

の要件に当てはまる大型の投資は、一時的に経費が算入できるといった幾つかの特例措置があ

り、税収と業績が一致しない場合があります。今回お願いいたします法人町民税の７千万円の

減額補正につきましては、こういった特例的な措置の適用が大きな要因となっていると解して

いるところであります。企業からの税収が多い当町としての厳しさを一面では感じるところで

あります。 

 続いて、歳出について申し上げます。 

 消費税率の引き上げによる影響緩和のため、所得の低い方々に対して支給している臨時福祉

給付金について、税率引き上げの延長期間に対応するため、国の第２次補正で新たな給付金の

予算が措置されました。今回は平成２９年８月ごろまでをめどに、平成２８年度の住民税非課

税の方を対象に１万５千円を支給いたします。年度をまたいでの事業実施となりますが、今議

会で平成２８年度中に支給を見込む事業費及び事務費についての必要経費を計上いたしました。 

 また、町道の除雪委託につきましては、除雪を迅速に実施するため、町内建設業者の保有す
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る大型除雪機械で除雪を実施し、町民の皆様の生活に必要なバス路線や町内の学校、駅等の主

要施設へのアクセス道路を優先して除雪を行うための除雪予算を計上したものでございます。 

 ここに来て、福島県沖での地震が再び活発化しておりますが、当町の中核避難所であります

３小学校体育館につきましては、昨年度実施いたしました天井の落下防止工事により、耐震整

備は全て完了となったところであります。本補正予算をお願いいたしますのは、中学校の体育

館の耐震整備につき、今回、国の第２次補正により補助事業の内定がされましたので、工事費

を予算計上したものであります。 

 以上、２８年度の主な事業の進捗状況並びに主な１２月補正予算の内容について申し上げま

した。 

 今議会に審議をお願いする案件は、専決報告が１件、協定の変更が１件、条例の一部改正が

６件、一般会計、特別会計の補正予算３件、計１１件でございます。よろしくご審議を賜り、

ご決定いただきますようお願い申し上げまして、招集の挨拶とさせていただきます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第４「諸報告」 

議長（塚田君） 地方自治法第１９９条第１項及び第４項の規定により定期事務監査が実施され、

監査委員より報告書の提出がありました。監査委員の審査所見を求めます。 

代表監査委員（大橋君） ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、過日実施いたし

ました坂城町定期事務監査の結果についてご報告申し上げます。 

 お手元に配付されております平成２８年度定期事務監査報告書として取りまとめてあります。

なお、この報告書は昨日ですが、地方自治法第１９９条第９項の規定に基づきまして町長、議

長、教育委員長に提出してあります。 

 このたびの定期事務監査は、地方自治法第１９９条第４項の規定によるものでありまして、

毎会計年度、少なくとも１回以上、期日を定めて監査をしなければならないという規定に基づ

いているものであります。 

 監査の対象として、次に掲げる八つの会計がございます。坂城町一般会計、坂城町有線放送

電話特別会計、坂城町国民健康保険特別会計、坂城町同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会

計、坂城町工業地域開発事業特別会計、坂城町下水道事業特別会計、坂城町介護保険特別会計、

坂城町後期高齢者医療特別会計。それぞれの会計について、平成２８年度の歳入歳出の執行状

況を９月３０日現在の数値をもって監査いたしました。 

 また、定期事務監査にあわせまして地方自治法第１９９条第５項の規定による監査として、

平成２８年度に実施中または施工済みの工事箇所について、実地検分により監査をいたしまし

た。監査の期間は、平成２８年１０月２０日から２７日の間において坂城町役場庁舎内におい

て実施いたしました。 
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 監査の方法は、平成２８年度坂城町一般会計及び特別会計の歳入歳出計算書等をもとにしま

して、関係各課等により予算執行の状況及び主要施策の進捗度の状況について説明を受け、質

疑形式により監査を進めました。また、必要に応じまして各課から財産管理の状況、事務事業

の年間計画とその執行状況等について資料の提出を求め確認をしております。 

 なお、次に掲げております四つの事項は地方自治法に規定されているものでありまして、①

として住民福祉の増進に役立っているか、②最小の経費で最大の効果を上げているか、③執行

機関の組織や運営が合理的、効率的に行われているか、④予算の執行や事業の取り組みは予定

どおり行われているかであります。これらの項目を主眼にして監査を実施いたしております。 

 監査の結果でございます。各所管における財務に関する事務処理及び事業の契約、執行等に

ついては、関係法令、条例、規則に準拠して、適正に執行されているものと認めました。 

 次に、事務及び事業の状況についてご報告申し上げます。平成２８年度の予算執行について

は、実施計画に沿って執行されており、主要事業及び本年度新たに執行した事業については、

なお積極的な取り組みがなされていると認識いたしました。また、地方自治法に定める住民の

福祉の増進に重点を置き執行されているものと受けとめております。 

 １として予算執行の状況について。金額による集計になりますが、平成２８年９月末現在に

おける状況を会計ごとにまとめてあります。歳入については予算に対する割合、歳出について

は執行率として表示しております。また、予算執行が年度末に実施されているものが多くあり

ますので、記載されている数値となっております。 

 なお、予算対比割合については前年同期と比較分析して記載のとおりでありますが、若干の

数値の変動はあります。ほぼ例年どおり行われていると認められます。 

 各事業の詳細につきましては、先ほど町長の招集のご挨拶の中で紹介されているところでご

ざいます。 

 次に、平成２８年度町税の賦課徴収の状況について説明いたします。９月末の徴収実績につ

いて、町税全体として収入済額は１５億７，８３６万５千円であります。前年に比較して１億

７，６８０万円の減となっております。 

 また、主な税目として、個人町民税の収入済額は現年分３億４，４２８万９千円で、前年比

２２５万１千円の増で、緩やかな増加傾向にあります。また法人町民税の収入済額は現年分

２億１，４３５万５千円で、２億１９８万３千円減となっております。ほぼ半減という状況に

あります。先ほど町長のほうでご説明ありましたように、これは税制における投資減税が効果

的に働いた結果と受けとめております。この投資減税ですが、納税者にとりましてはその年に

有利に働きます。一方行政にとりましては、翌年以降に税収につながってくるということを今

回の数値を見て改めて認識したところであります。 

 一方、固定資産税ですが、現年分の調定額は４１６万３千円減の１２億９，２４８万９千円
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となりました。これは償却資産の償却を受けて、その償却後の金額に課税されることで、その

課税額が減少したものと考えられます。なお、収入済額は１，７５０万１千円増の９億

１４５万７千円であり、収入率の向上という結果になっております。 

 ３として、主要事業とその執行状況については、既に総括のところでご報告してあります。

事務事業の年間計画に従い、ほぼ計画的に執行されております。 

 ４として、工事の執行状況については、報告書の末尾につづられております。工事等検査箇

所調書に記載されている箇所をそれぞれ現地に赴き検分いたしました。施工中の工事箇所につ

いてはおおむね予定どおり執行されており、施工完了した箇所については計画どおり執行され

ていることを確認いたしました。 

 次に、監査の所見であります。一般会計については各課等の指摘事項として、また特別会計

については会計ごとに記述してあります。 

 定期事務監査の期間におきまして、関係各課等から事業内容を聴取する中で、今回は移住定

住対策と人材育成を軸にしまして、対応が可能なものについてまとめてみました。個々の内容

については触れませんが、お目通しいただきたいと思います。 

 なお、記述に至らなかった部分の指摘事項につきましては、その場でその都度口頭にて検討

をお願いしております。 

 以上ですが、定期事務監査の結果のご報告といたします。 

議長（塚田君） 審査所見の報告が終わりました。 

 また、監査委員から例月現金出納検査報告書が提出されております。お手元に配付のとおり

であります。 

 次に、本日までに受理した請願はお手元に配付のとおりであります。所管の常任委員会に審

査を付託いたしましたので、報告いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（塚田君） 次に、日程第５「報告第３号 町長の専決処分事項の報告について」を議題と

し、議決の運びまでいたします。 

 職員に報告を朗読させます。 

（議会事務局長朗読） 

議長（塚田君） 朗読が終わりました。 

 提案理由の説明を求めます。 

町長（山村君） それでは、専決第１４号「平成２８年度坂城町一般会計補正予算（第８号）」

についてご説明申し上げます。 

 本件は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２５万円を追加し、歳入歳出予算の総額

を６２億２０１万６千円といたしたものであります。 
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 歳出の内容といたしましては、南条小学校金管バンドが１１月１９日に大阪城ホールで開催

されました全国大会、これは全日本小学校バンドフェスティバルに、東海地区代表として２年

連続で出場を果たしたことから、その補助金として２５万円を増額したもので、急を要する案

件のため専決といたしたものでございます。 

 なお、歳入につきましては、財政調整基金から同額の繰入金を計上いたしたものでございま

す。 

 以上、専決処分事項について報告いたします。 

議長（塚田君） 提案理由の説明が終わりました。 

 ここで議案調査のため１０分間休憩いたします。 

（休憩 午前１０時４９分～再開 午前１１時００分） 

議長（塚田君） 再開いたします。 

◎日程第５「報告第３号 町長の専決処分事項の報告について」 

 専決第１４号「平成２８年度坂城町一般会計補正予算（第８号）について」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）承認」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（塚田君） 日程第６「議案第５３号 上田地域定住自立圏形成に関する協定の変更につい

て」から日程第１５「議案第６２号 平成２８年度坂城町下水道事業特別会計補正予算（第

２号）について」までの１０件を一括議題とし提案理由の説明まで行います。 

 職員に議案を朗読させます。 

（議会事務局長朗読） 

議長（塚田君） 朗読が終わりました。 

 提案理由の説明を求めます。 

町長（山村君） それでは、議案第５３号から６２号まで一括してご説明申し上げます。 

 まず、議案第５３号「上田地域定住自立圏形成に関する協定の変更について」ご説明申し上

げます。 

 本協定は、上田市を中心市とする上田地域定住自立圏形成について、相互に連携、協力、役

割分担による定住自立圏の取り組みを進めるため、平成２３年６月の町議会で協定案を可決い

ただいた後、上田市と協定を締結したものであります。 

 平成２８年度までの取り組みを定めた共生ビジョンが終期を迎えるに当たりまして、次期の

共生ビジョンの内容を検討してきたところ、現在締結している協定の内容を拡大し、より幅広

い課題への対応について連携する必要が生じたことから、現在、圏域が抱える課題について効

果的かつ効率的に対応し、圏域全体の活性化を図るため、既に締結している協定を変更するも

のであります。 
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 次に、議案第５４号「坂城町職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例につ

いて」ご説明申し上げます。 

 本案は、外国で勤務等をする配偶者とともに生活をすることを希望する職員に対して、最長

３年間の休業を認める「配偶者同行休業」制度につきまして、国家公務員の制度改正に合わせ、

休業期間の再度の延長ができる特別の事由を定めるため、条例の改正をするものであります。 

 休業期間の延長は、現行の制度では一度に限り認められますが、延長期間後も引き続き配偶

者が外国で勤務をすることとなり、延長の申請時にそのことが不確定であった場合、再度の延

長を可能とするものであります。 

 なお、休業期間の延長、再度の延長をした場合においても、通算した休業期間は３年を超え

ることはできないこととされております。 

 次に、議案第５５号「坂城町有線放送電話設備基金の設置、管理及び処分に関する条例の一

部を改正する条例について」ご説明申し上げます。 

 町では、有線放送電話施設にかわる新たな情報伝達の仕組みとして、「デジタル防災行政無

線施設」の整備を計画し、現在設計業務を進めているところであります。 

 本案は、既存有線放送電話施設の撤去及び同報系防災行政無線施設の整備について、有線放

送電話設備基金の活用を図るため、本条例の一部改正をするものであります。 

 次に、議案第５６号「坂城町税条例等の一部を改正する条例について」ご説明申し上げます。 

 本案は、地方税法の一部を改正する法律及び関係法令等の改正に伴い、坂城町税条例等の一

部を改正するものでございます。 

 改正内容といたしましては、個人町民税、法人町民税において、減額更生後、増額更正・増

額修正申告を行った場合の延滞金の計算の除算期間等を定めるものでございます。 

 また、個人町民税において、平成３０年度から３４年度までの各年度分に限り、医療薬から

市販薬に移行した特定一般用医薬品等、いわゆるスイッチＯＴＣ医薬品の購入費を所得額から

控除する医療費控除の特例を追加したもの、特例適用利子及び特例適用配当等を有する者に対

し、当該特例適用利子等及び特例適用配当等の額に係る所得について、分離課税とすることを

定めるもの、軽自動車税において、今年度から実施している排出ガス性能及び燃費性能にすぐ

れた環境負荷の小さいものに適用している税の軽減措置、いわゆるグリーン化特例の適用期間

について１年間延長し、２９年度においても行うとしたものでございます。 

 次に、議案第５７号「坂城町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について」について

ご説明申し上げます。 

 本案は、外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関す

る法律が一部改正されたことに伴い、坂城町国民健康保険税条例の一部を改正するものでござ

います。 
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 改正内容といたしましては、国民健康保険税の所得割額の算定及び軽減判定に用いる額に、

特例適用利子等及び特例適用配当等の額に係る所得を含めるものでございます。 

 続きまして、議案第５８号「坂城町福祉医療費給付金条例の一部を改正する条例について」

ご説明申し上げます。 

 本案は、子供や障がい者、母子・父子家庭等の医療費自己負担分の給付を行っている町福祉

医療費給付金について、準用しているひとり親家庭の支援を目的とする児童扶養手当法施行令

が改正され、項ずれが生じたことに伴い改正を行うものであります。 

 次に、議案第５９号「坂城町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例について」ご説明申し上げます。 

 本案は、介護保険法及び関係政省令の一部改正により、平成２８年４月１日から通所介護の

うち、利用定員１９名未満の小規模な通所介護を「地域密着型通所介護」として、地域密着型

サービスにおいて実施していくこととされました。 

 地域密着型サービスでは、サービスを提供する事業所を各市町村が指定することとされてい

るため、事業所指定について人員、設備及び運営に関する基準を国の基準などを参酌する中で、

本条例に追加するものでございます。 

 なお、市町村における地域密着型通所介護の指定基準の条例制定につきましては、施行から

１年間の経過措置を設けているため、今回条例改正するものでございます。 

 次に、議案第６０号「平成２８年度坂城町一般会計補正予算（第９号）について」ご説明申

し上げます。 

 本案は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６，３８０万２千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を６２億６，５８１万８千円とするものであります。 

 歳入の主な内容につきましては、法人町民税現年度分で７千万円を減額し、臨時福祉給付金

給付事業費補助金等の国庫支出金３，５０５万７千円、障害者自立支援医療費負担金等の県支

出金２８９万５千円、学校教育施設等整備事業債９００万円、基金繰入金８，５７３万６千円

をそれぞれ増額するものでございます。 

 一方、歳出の主な内容につきましては、国の第２次補正予算を受けての経済対策事業であり

ます臨時福祉給付金給付事業２，５６４万円、自立支援医療費５１０万円、補装具支給等支援

事業費１００万円、和平線・平沢線の除雪に係る重機借上料１００万円、町道等に係る除雪経

費１，１５０万円、消火栓工事負担金１１１万４千円、中学校体育館の非構造部材等落下防止

事業費１，８００万円をそれぞれ増額するものでございます。 

 また、平成２９年度予算において一般廃棄物収集運搬等業務を行うための債務負担行為の補

正につきましてもあわせてご審議を賜るようお願い申し上げます。 

 続いて、議案第６１号「平成２８年度坂城町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）につ
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いてご説明申し上げます。 

 本案は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３，５１５万円を追加し、歳入歳出予算の

総額を１８億９，９３１万２千円とするものであります。 

 補正予算の主な内容でございますが、歳入につきましては、療養給付費交付金１，３１６万

９千円、基金繰入金２，１９８万１千円を。 

 歳出につきましては、退職被保険者等療養給付費１，８００万円、一般被保険者療養費

２００万円、一般被保険者高額療養費１，２００万円、退職被保険者等高額療養費３１０万円

をそれぞれ増額するものでございます。 

 最後に、議案第６２号「平成２８年度坂城町下水道事業特別会計補正予算（第２号）につい

て」提案理由をご説明申し上げます。 

 本案は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，０９７万円を追加し、歳入歳出予算の

総額を８億３，４５４万４千円とするものであります。 

 今回の補正は、平成２７年度消費税の確定に伴う補正、坂城インター線先線用地内に位置し

ている管路の移転に伴う測量設計等を行うもので、歳入につきましては、汚水処理施設整備交

付金を６０７万円、県負担金を６５０万円、消費税還付金を４４０万円増額し、町債を

６００万円減額するものでございます。 

 歳出につきましては、総務管理費を５３０万円減額し、下水道事業費を１，６２７万円増額

するものでございます。 

 以上、よろしくご審議を賜り、適切なるご決定をいただきますようお願い申し上げます。 

議長（塚田君） 提案理由の説明が終わりました。 

 以上で本日の議事日程は終了いたしました。 

 お諮りいたします。 

 明日２日から１２月７日までの６日間は議案調査等のため休会いたしたいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議長（塚田君） 異議なしと認めます。 

 よって、明日２日から１２月７日までの６日間は議案調査等のため休会とすることに決定い

たしました。 

 次回は１２月８日、午前１０時より会議を開き、一般質問を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

（散会 午前１１時１９分） 
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１２月８日本会議再開（第２日目） 

 

１．出席議員     １３名 

    １番議員  塚 田 正 平 君    ８番議員  吉 川 まゆみ 君 

    ２ 〃   塩野入   猛 君    ９ 〃   塩 入 弘 文 君 

    ３ 〃   朝 倉 国 勝 君   １０ 〃   山 﨑 正 志 君 

    ４ 〃   小宮山 定 彦 君   １１ 〃   中 嶋   登 君 

    ５ 〃   柳 沢   収 君   １３ 〃   塚 田   忠 君 

    ６ 〃   滝 沢 幸 映 君   １４ 〃   入 日 時 子 君 

    ７ 〃   西 沢 悦 子 君    

２．欠席議員     １２番議員  大 森 茂 彦 君 

３．地方自治法第１２１条第１項の規定により説明のため出席した者 

 町 長  山 村   弘 君  

 副 町 長  宮 下 和 久 君  

 教 育 長  宮 﨑 義 也 君  

 会 計 管 理 者  塚 田 陽 一 君  

 総 務 課 長  青 木 知 之 君  

 企 画 政 策 課 長  柳 澤   博 君  

 住 民 環 境 課 長  金 子   豊 君  

 福 祉 健 康 課 長  大 井   裕 君  

 子 育 て 推 進 室 長  小宮山 浩 一 君  

 産 業 振 興 課 長  山 崎 金 一 君  

 建 設 課 長  宮 嶋 敬 一 君  

 教 育 文 化 課 長  宮 下 和 久 君  

 収 納 対 策 推 進 幹  池 上   浩 君  

 まち創生推進室長  竹 内 祐 一 君  

 総 務 課 長 補 佐 
総 務 係 長  

関   貞 巳 君  

 総 務 課 長 補 佐 
財 政 係 長  

伊 達 博 巳 君  

 企画政策課長補佐 
企 画 調 整 係 長  

堀 内 弘 達 君  

４．職務のため出席した者 

 議 会 事 務 局 長  臼 井 洋 一 君  

 議 会 書 記  小宮山 和 美 君  

５．開  議     午前１０時００分 
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６．議事日程 

第 １ 一般質問 

 （１）資源物回収奨励金についてほか 入日 時子 議員 

 （２）さかきワインについてほか 中島  登 議員 

 （３）あいさつの町は明るい町ほか 柳沢  収 議員 

 （４）南条児童館についてほか 山﨑 正志 議員 

 （５）運転免許証返納について（その２） 塚田  忠 議員 

７．本日の会議に付した事件 

  前記議事日程のとおり 

８．議事の経過 

議長（塚田君） おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１３名であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。 

 なお、会議に入る前に、１２番 大森茂彦君から欠席の届け出がなされており、これを許可

してあります。本日から一般質問の期間中、カメラ等の使用の届け出がなされており、これを

許可してあります。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１「一般質問」 

議長（塚田君） 質問者はお手元に配付したとおり、１３名であります。質問時間は答弁を含め

て１人１時間以内でありますので、理事者等は通告されている案件について、簡明に答弁され

るようお願いいたします。 

 なお、通告者もこれには格段のご協力をお願いいたします。 

 それでは順番によりまして、初めに１４番 入日時子さんの質問を許します。 

１４番（入日さん） まず最初に、７月に私の不注意で骨折をしてしまい、９月議会や諸会議等

を欠席することが多く、皆様にご心配、ご迷惑をおかけしたことをおわびいたします。 

 それでは、通告に従い一般質問に入ります。 

 １．資源物回収奨励金について 

 イ．奨励金の引き上げを 

 平成３年に資源物回収奨励金制度ができ、当初は１ｋｇ当たり３円でした。平成９年から

５円になり、１６年には３円、２４年からは２円で推移しています。資源物回収奨励金は、Ｐ

ＴＡや幼稚園、地域の育成会などの重要な活動資金として使用されています。しかし、スー

パーなども回収を始め、ポイントなどの特典もあることから、ＰＴＡや幼稚園、育成会など地
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域での回収量が減り、奨励金も２４年度は８７万６千円でしたが、２５年度は７８万１千円、

２６年度は７６万５千円、２７年度は６６万１千円と年々回収奨励金が減少し、育成会など地

域の活動資金や学校・幼稚園の備品整備等の資金不足につながっています。地域や学校の備品

資金のためにも回収奨励金を引き上げられないか答弁を求めます。 

住民環境課長（金子君） １．資源物回収奨励金について、イ．奨励金の引き上げをについてお

答えいたします。 

 資源物回収奨励金制度につきましては、平成３年度に開始した新聞、雑紙、段ボールの分別

収集にあわせＰＴＡ・育成会等の非営利団体を対象とした集団回収奨励金制度交付要綱を設置

し、回収した資源物の量に応じ奨励金の交付を行い、分別収集の促進を図ってきたところでご

ざいます。 

 この奨励金の推移につきましては、制度を開始いたしました当初は１ｋｇ当たり３円でござ

いましたが、平成９年度には資源物の分別意識の高揚や資源化の再利用のさらなる促進を図る

ため、１ｋｇ当たり３円から５円に引き上げを行った経過がございます。その後、当町の資源

物の分別収集が進む中、町民の皆様のご理解・ご協力をいただき分別の徹底が図られてきたこ

と、また回収団体にとりましては資源物が有価回収されると業者の買い取り量と町からの奨励

金からの双方からの収入になることなどから、一旦は奨励金の廃止も検討したところではござ

いますが、各団体から継続の要望もあり、平成１６年度には１ｋｇ当たり５円から３円、平成

２４年度には１ｋｇ当たり３円から２円に引き下げ、現在に至っております。 

 当町における資源物の分別収集につきましては、平成３年度の新聞等の分別収集開始以降、

平成８年度に瓶、缶、平成９年度にはペットボトル、平成１５年度からはプラスチック製及び

紙製容器包装の収集を開始し、これを契機に地域の皆様にご理解をいただき、収集所での当番

制も開始されたところであり、平成２７年度からは自治区に委託料をお支払いする中で分別収

集にご協力をいただいているところでございます。 

 また、朝の時間帯に資源物を収集所に出せない方等の利便性を図るため、平成２２年度から

毎月１回のサンデーリサイクルを実施しておりましたが、平成２６年度からは毎月２回に増設

し、プラスチック製容器包装、紙類、缶、瓶、ペットボトル、布類の資源物のほか粗大ごみの

有料回収や使用済み小型家電の無料回収など一層の充実を図り、平成２７年度には、ごみと資

源物の分け方、出し方、減らし方のパンフレットを全戸配布し、住民の皆様への分別等につい

ての周知を図ってまいりました。 

 奨励金制度につきましては、学校や育成会等において有効に活用されておりますことや、資

源回収による活動が地域の新たなコミュニケーションにつながるなどメリットも承知しており

ますが、制度の目的や町民の皆様に分別方法等の周知が図られている状況を踏まえ、今後のあ

り方について検討をしてまいりたいと存じます。 
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１４番（入日さん） ただいま課長から今後については検討したいという答弁がありました。こ

の間テレビを見ていたら、長野市の資源回収について報道をしていました。長野市は回収奨励

金を平成８年から３円を６円に引き上げています。それでも年々回収量が減り、収入が減って

きたため、育成会の活動資金が不足して地域の行事ができなかったというふうに役員は嘆いて

いました。 

 千曲市は、ＰＴＡや育成会にはキロ６円、区や自治会には４円を出しています。やり方は先

ほど課長から説明がありましたように違いますが、今、紙や段ボールなどほとんどゼロ円です。

収入は自治体で出す資源物回収奨励金だけという状況が続いています。回収量の減少で回収奨

励金も年々減ってきています。仮に１円上げて３円にした場合、２７年度実績で換算すると、

３２万６，９５０円奨励金が増えます。１円上げただけでも効果があります。資源物回収奨励

金は学校や幼稚園・育成会などの重要な収入源になっています。少しでも安定的に確保するた

めに、回収奨励金の引き上げを検討してほしいと思います。そのことを強く要望して次の質問

に入ります。 

 ２．介護用品購入費補助について 

 イ．対象範囲の拡大を 

 現在、要介護３以上で寝たきりの高齢者を在宅で介護する場合、介護者の精神的・経済的負

担軽減のために紙おむつの購入費に補助をしています。しかし、家族がいない場合、施設に入

らざるを得ない人も多くいます。施設入所はお金がかかります。確かに在宅介護と比べ精神

的・身体的負担は減りますが、金銭的負担は大きいのが現状です。多くの高齢者は年金も少な

く、施設の入所費を払えればよいほうだと思います。 

 私の知り合いも身寄りがいないため施設に入所していますが、紙おむつも施設で用意しても

らうため１日５５０円も取られ、３０日で紙おむつ代が１万６，５００円かかります。年間で

は１９万８千円にもなります。少ない年金生活者の精神的・金銭的負担はとても大きいと思い

ます。せめて本人が住民税非課税の場合は、紙おむつの購入費を補助できないか答弁を求めま

す。 

福祉健康課長（大井君） 介護用品購入費補助の対象者の拡大をについてお答えを申し上げます。 

 介護用品購入費の支給事業につきましては、在宅で介護を受ける要介護３から５の方と重度

障がい者の方を介護する家族介護者を対象として、日常生活において常に介護を必要とする状

態の方のおむつ類として布または紙おむつ、パンツ型おむつ、尿取りパッドの購入費用につい

て１人につき年額で７万５千円を上限にして支給するものでございます。ここ数年、この事業

の利用状況を見ますと、年間で１２０人前後の方が利用されておりますので、対象となる方の

ほぼ全員が利用されているといった状況となっております。 

 現在、支給の対象としております在宅で介護をされている方は、休みたいときに休めない、
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常に自分のことは後回しなどの時間的拘束感に加え、いつまで続くのかといった不安感により

精神的な負担へと発展しやすいと言われております。また、認知症状のため夜間の介護が必要

な方も多く、介護者の不眠状態が深刻な問題となっている場合もございます。 

 このように在宅で介護をする介護者の負担ははかり知れないものがあり、介護者が感じる精

神的負担、肉体的負担により、その８割近くが限界を感じているとの調査結果もございます。

こういった在宅での介護者に対する負担軽減と慰労を目的に介護慰労金の支給、寝具洗濯等

サービス、訪問理美容サービスとあわせて介護用品購入費の支給を実施しております。 

 ご質問の施設に入所されている方につきましては、特別養護老人ホームと老人保健施設のお

むつ代は入所費用に含まれておりますので、入所費としてご負担をいただいております。また、

認知症対応型共同生活介護、通称グループホームにつきましては、施設利用料とは別におむつ

代をご家族がご負担しております。 

 施設入所をされている方で本人が非課税の場合は、この事業の対象範囲に含めないかとのご

質問でございますが、本事業の目的は、あくまでも家庭において寝たきりの高齢者等を常時介

護している家族介護者の労をねぎらい、その経済的負担を軽減するためのものでございますの

で、在宅での介護を行っている介護者の方を対象として事業を実施してまいりたいと考えてお

ります。 

１４番（入日さん） ただいま、課長の答弁では年間１２０人前後の人が利用していると。在宅

介護は非常に大変だという答弁でした。私も親を在宅介護したので、その大変さは十分承知し

ております。近隣市町村の状況を見ても、実際には在宅で介護するという方に介護用品の補助

はしていますが、施設入所は対象外というところが全てでした。 

 しかし、この制度がつくられてから十数年がたっており、家族がいないため施設入所せざる

を得ない高齢者が増えています。高齢者対策費として所得の少ない高齢者の養護老人ホームの

入所措置費を町も補助しています。そういうことを考えれば、低所得者の紙おむつ、介護用品

購入費用の補助も可能ではないでしょうか。国の政策や制度の不足を補い、暮らしやすい町、

安心して暮らせる町にするのが自治体の仕事だと私は思います。町長は他町村にまねるのでは

なく、町独自に坂城町から発進する先駆的なまちづくりをしたいとおっしゃっています。施設

入所でも、本人が町民税非課税の場合は介護用品の補助ができないか、町長の答弁を求めます。 

福祉健康課長（大井君） 施設入所の方の本人の非課税の場合の補助ということでございますけ

れども、基本的に考えまして紙おむつですとか、そういったものでの補助ではなくて、施設入

所をされている方の費用負担が大変ということであれば、それにつきましては実態を把握する

中でまた新たな対応の仕方というのは検討してまいりたいと思います。 

 ただ、紙おむつとか、そういったものに限定して補助をしていくというものとは別のもの、

今回定めておりますのは在宅介護で介護者の慰労ということでございますので、施設入所費用
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が大変ということでの部分には適用していかないという考え方でございます。 

１４番（入日さん） 先ほど課長から介護用品ではなくて、全体的な観点から何か対応を考えな

ければいけないという答弁をいただきましたので、ぜひそのようにしていただけたらと思いま

す。 

 私の夫も自分で動けないので、介護つき老人施設に入っています。個室代や共益費、アメニ

ティー代、医療費などで月１５万円ほどかかります。よほど年金をもらっていないと支払うこ

とができません。夫の年金では足りないため、毎月持ち出しです。家族がいるから施設に入っ

ていられますが、家族がいない低所得者は介護保険料を払っても必要な介護すら受けられない

のが現実だと思います。 

 介護制度ができる前は、措置制度で応能負担が原則でした。お金がなくても払える範囲で必

要なサービスを受けることができ、施設にも入れました。そういう意味では、介護保険は保険

料や利用料を取りながら審査会の判定や、お金の有無で本人が望む十分なサービスが受けられ

ない欠陥の多い制度だと言わざるを得ません。介護保険制度は誰もが必要になったら安心して

利用できるようにする必要があると思います。それでは次の質問に入ります。 

 ３．子育て支援について 

 イ．ファミリーサポート事業について 

 ファミリーサポート事業を町は社会福祉協議会に委託していますが、現在の利用状況はどう

なっているのか答弁を求めます。また、２５年度から病児・病後児保育も行っているが、利用

状況はどうか答弁を求めます。 

 ロ．障がい児の加配について 

 今、保育園にもいろいろな障がいを持った子供たちが入園しています。今年度は３園で

２４人が在園しています。私は以前から発達障がいなどの園児の加配に対して１年間同じ保育

士にしてほしいという要望を何度もしてきました。２７年度からは前総務課長のご尽力もあり、

年長児に対しては１年間同じ保育士が保育に当たれるようになりました。その成果があらわれ、

パニックになる回数が減り、落ちついて保育園生活が送れるようになったと聞きました。 

 この間、テレビで自閉症の子供の生活を追ったドキュメンタリーを見て、自閉症児について

初めて詳しく知ることができました。ほんのちょっとした変化もなれるまでに時間がかかり、

環境や人が変わるとパニックになってしまう、本当に大変なことだと思いました。特に幼児期

は周りの環境に左右されやすく、なれるまでに時間がかかります。発達障がいがあれば、なお

さら保育士さんに心を開くのに時間がかかります。また、保育士にしてもその子の性格や障が

いの内容を把握し、適切に対応するには時間もかかります。１年間同じ保育士なら園児にとっ

ても、保育士にとってもよりよい保育ができると思います。半年交代にしても費用は同じなの

ですから、加配が必要な園児がいる場合は１年間雇用が必要だと思います。障がい児について
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通年雇用ができないか答弁を求めます。 

子育て推進室長（小宮山君） 子育て支援について順次お答えいたします。初めに、イのファミ

リーサポート事業についてでございますが、仕事と子育てを両立させたいと考えているご家庭

に、子育て応援、支援することを目的に坂城町社会福祉協議会が実施主体となって行っている

事業でございます。 

 この事業は会員組織によって行われており、依頼会員となる子育てを手伝ってもらいたい人

と協力会員となる子育てを応援したい人によって有償で行われております。このため、ご利用

いただくには会員登録が必要とされており、依頼会員は坂城町に在住されている方か、または

勤務されている方で、生後６カ月からおおむね小学校６年生までのお子さんのいる方が対象と

されています。また、協力会員としましては自宅で託児が可能な方で、社会福祉協議会で実施

しております子育てサポーター養成講座を修了された方、または看護師、保育士の資格のある

方が対象とされております。 

 会員数は、本年１１月末現在で依頼会員数が６１名、協力会員数が１５名で合計７６名の方

が会員登録されており、依頼会員では、お子さんが中学になったときに脱退される場合もあり

ますが、毎年七、八名程度の増加があり、また協力会員につきましても、毎年二、三名ずつの

増加があるということをお聞きしております。 

 利用状況につきましては、過去３年間の利用件数から見ますと、平成２５年度が４３件、

２６年度が５７件、２７年度が少し減り２２件ということでしたが、今年度は４月から１１月

末で４４件の利用件数があったということであります。また、利用内容としましては、保護者

の方が仕事に復帰するために、未就園のお子さんを預けられる場合が全体の７割を占めており、

そのほかは園児を保育園まで送迎する際での利用、小学生を塾に送迎する際での利用などが挙

げられております。 

 ご質問にあります平成２５年度から開始されました病児・病後児についての利用状況といた

しましては、開所当初の平成２５年度は利用者がいなかったということでありますが、平成

２６年度で２件、平成２７年度で１件、本年度においては１１月末現在で１件の利用があった

ということで、お子さんが熱を出した後や発疹が出た際に利用があったということであります。

また、病児・病後児につきましては、医師から第三者の方に預けてもよいという許可が必要と

されておりますので、お子さんが風邪等の病気にかかり、症状が入院を必要とするような重篤

な場合は利用ができないということでありました。 

 ファミリーサポート事業のＰＲにつきましては、町としましては社会福祉協議会で作成され

ましたＰＲチラシを保育園を通して保護者に配布したり、また子育て支援センターや保健セン

ター、福祉健康課等にチラシを設置して、来られた方に周知しているところであります。また、

町で作成し、町内の事業所や飲食店などに配布しました子育て支援パンフレットの中でも紹介
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したり、町のホームページでも社会福祉協議会のホームページからファミリーサポート事業の

部分をリンクして周知を図っているところであります。 

 ファミリーサポート事業は日曜、祝日、また２４時間を超えない範囲で、朝から翌朝まで利

用ができることから利便性が高いため、今後におきましても引き続きＰＲに努め、ファミリー

サポート事業の支援をしていきたいと考えております。 

 次に、ロの障がい児加配についてお答えいたします。町内の保育園では医療機関からの診断

書や児童相談所からの意見書により、発達面でのおくれや情緒不安等で集団行動がとれなかっ

たり、個別に援助がないと活動が難しいお子さんにつきまして、６カ月で雇用をしています

パート保育士の方を加配につけています。また、昨年度から年長児の中で特にこだわりが強く、

切りかえが困難なため新しい環境になれることが極めて難しいお子さんに対しまして、１年間

の雇用をしています臨時職員の方を加配につけ、障がい児保育の充実を図っています。 

 臨時職員の加配を年長児について実施していることにつきましては、就学を控えた１年間に、

そのお子さんに合ったよりよい保育を行うことで健やかな成長を促し、よりスムーズに就学に

つなげていくため実施しているものであります。この取り組みにつきましては、職員が意見を

出しながら数々の事業を実施していく、チャレンジＳＡＫＡＫＩの障がい児保育の充実の中で

取り組んだものでもあります。この取り組みにより、環境の変化に弱く、保育士がかわること

で落ちつかず、そのためトラブルを起こしたり、パニックになりがちなお子さんが危険な行為

も減り、安定して就学につなげることができたという成果がありました。 

 １年間通しての保育士が加配として必要なお子さんかどうかの判断につきましては、年中児

を対象に実施しています５歳児すくすく相談や、すくすく相談後の個別支援計画等でかかわり

のある臨床心理士や教育コーディネーター、家庭児童相談員、保健師などで組織する要支援児

保育支援委員会で審議をしております。支援が必要なお子さんの中には切りかえが難しく、環

境の変化になれることが難しいお子さんと、パート職が加配であっても十分に効果が得られる

お子さんとの二通りに別れ、支援が必要なお子さん全員に１年間同じ加配が当たることが必要

というものでもありません。 

 年長児以外の年少・年中児への加配に１年雇用の臨時職員を配置できないかというご質問で

ございますが、年少・年中児での段階では生まれ月の違いや性格、生育環境の違いなどから発

達や成長にも個人差があり、個性なのか障がいなのか判断に迷うものがあります。したがいま

して、この段階で同じ保育士が加配に当たることが必要なのかどうかについての判断も難しい

ところにあります。このため、年中児を対象に実施しています５歳児すくすく相談での様子を

基本として、専門的な判断をいただく中で、計画的に取り組んでいきたいと考えておりますの

で、今後におきましても集団生活への適応がはっきりと見えてきます年長児を対象として実施

していきたいと考えております。 
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１４番（入日さん） ファミリーサポート事業についてですが、課長の答弁では２５年度は

４３件、２６年度は５７件、２７年度は２２件で２８年度は１２月１日現在で４４件という答

弁でした。２６年度は病児・病後児保育の預かりは２件、２７年度は１件、２８年度は１件と

いうことでした。 

 先ほどＰＲについてもね、社協を通じてチラシをつくって保護者に渡しているということが

答弁されましたが、実際に毎年地区ごとに保育懇談会が行われているんですが、その中でいつ

も保護者から要望が多いのが病児保育、病後児保育なんですよね。これだけそのＰＲをしてい

るのに、なぜ知らされていないのかということが非常に不思議なんですけれど、保育士さんも

ちゃんとそのことを知っていて、そういうＰＲをなされているのか。それから入園したときに、

そういう案内を皆さんに配ったり、そういうお知らせをしているのか、そのことを再度確認し

たいと思います。 

 それから、前にも重度障がい者の紙おむつの補助を知らなかったという人がいましてね、

せっかく町で町民のためにいろいろな補助金や助成金制度をつくっても、町民が知らないとい

うことが多々あるんです。それは本当にどこに問題があるのかということで、せめて該当する

対象者にどのように知らせるかという基本的なマニュアルができてるのかどうかということを

非常に私も疑問に思うわけですが。せっかくこういう制度を２５年度からやって、特に病後児

だと本当に、はしかなどが治ってもね、病状が落ちつくまで休まなければならないというのが

あって、勤めている人はとてもやはり休みづらいし大変だと思うんです。それがファミリーサ

ポート事業の中で病後児保育ができるようになったというね、そのことは非常に成果があると

思うんですけれども、それをやっぱり知らないで、利用できない人が多いということを私は今

問題にしているんですよね。そのことについてチラシを配っているんだからという先ほど答弁

がありましたが、本当に知らない人がないような取り組みを今後どのようにしていくのか、そ

のことについて再度答弁を求めたいと思います。 

子育て推進室長（小宮山君） チラシについての保育士への周知のことでございますけれども、

社会福祉協議会作成のチラシを園児に配布するに当たっては、保育士もそのチラシ内容を確認

する中で配布を行っており、保育士も周知をしているところでございます。それから入園後の

早い段階で社会福祉協議会作成のチラシは全園児に配布しているところです。 

 それから、周知を知らないお子さんにつきましてでありますけれども、これは未就園のお子

さんとなるかと思います。例えば子育て支援センターでいいますと毎月行事予定のチラシを未

就園のお子さんの世帯、全世帯に配布をしております。このようなチラシ等の配布にあわせて、

病児・病後児保育の子育てファミリーサポートのこともチラシに同封する中で配布するのも周

知の仕方の一つの方法と考えております。 

１４番（入日さん） チラシを配布しても、それを読まないのかどうか、実際にその保育懇談会
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で毎年出るということは、どこに問題があるのかなと思いますが、せっかくそういういろいろ

な取り組みをやっていても、やっぱり知らないで利用できないということのないように、これ

からはしていっていただきたいと思います。 

 それから、ロの発達障がい児の加配についてですが、５歳児すくすく相談で切りかえの難し

い子に対しては、年長のときに１年間を通じて雇用するようにしたと。それから年少や年中は

個性なのか障がいなのか判断ができないという答弁がありましたが、私も保育園の運動会や入

園式や卒園式などの行事に出席する中で、園児の様子もかいま見ることができます。今年も保

育園に行ったときに年少でしたか、まだ本当に小さい子が全く集中しないで１人で園庭を駆け

回っているという光景を見まして、それはもう個性とは言えなくて、やはり発達障がい、ＡＤ

ＨＡ、多動性の子供だと思います。そういう子供をやはり早くから通年で保育することで、も

う本当に年中・年長になれば落ちついて就学にも支障のないような取り組みができるのではな

いか、本当にそう思いました。 

 やはり、そういう障がいを持った子供の保護者や保育士の苦労はいかばかりかと、本当にそ

のときに思ったんですよね。先ほども年長に対して１年間同じ保育士が保育に当たることで非

常に成果が出たと。それは本当に喜ばしいことですし、やはりそういう取り組みが早目にされ

ればされるほど、そういう障がいに対しての一定の前進・改善が見られるのではないかと思い

ます。 

 山村町長になって、子育て支援や教育の施策が充実してきました。それは町民にとってもと

ても喜ばしいことです。子供たちの発達のためにも成長のためにも町長の英断で全ての障がい

児加配が通年雇用になることを期待して次の質問に入ります。 

 ４．金融教育について 

 イ．２９年度研究校に応募を 

 この間、県の金融広報委員会が２９年度の金融教育研究校を募集している回覧板が回ってき

ました。私も回覧板で初めて知ったのですが、確かに学校教育ではお金の使う順序など教えま

せん。そのためか、大人になっても自分の欲しいものにお金を使ってしまい、家賃や税金など

滞納してしまう人もいます。お金に関して子供のうちから学習をし、大人になっても困らない

ように知識は身につけておくことも必要だと思いました。 

 研究校は原則２年間で、小学校はお小遣いの必要性に関する学級討論、ものの値段が決まる

仕組みの考察、ロールプレイングによる適切な購入方法の検討。中学はひとり暮らしにかかる

費用の試算を通じた家計への関心の涵養。１次関数を使った最適な携帯電話利用プランの選択。

複利計算の実習による利息の仕組みの理解などがあります。金融教育の資料は提供してもらえ

ますし、講師も無料派遣しています。研究費の助成もあり、町としても経費は余りかかりませ

ん。２９年度の金融教育研究校の応募について答弁を求めます。 
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町長（山村君） ただいま、入日議員さんから金融教育についてご質問をいただきました。また、

来年度２９年度の研究校に応募したらどうかという話でございます。何点かお話申し上げたい

と思っております。 

 今ご指摘ありましたように、まさに人が生活していく上でお金とは切っても切れない関係で

あり、お金を使うとかお金を借りる等の場面において、またさまざまなリスクとかトラブルに

直面することも少なくありません。また、坂城町は企業の多いところですから、企業を運営す

るための資金繰りですとか、そういう面で保護者の様子を見ている子供はたくさんいるかなと

思っております。子供が早いうちにお金とのつき合い方をしっかり身につけていくということ

は、大変重要なことであると考えております。 

 今、お話にありました長野県金融広報委員会は、経済・金融に関するホームページなどでの

情報提供ですとか、講演会や出前講座の開催、金融学習グループへの支援のほか、小・中学校、

高等学校などにおいても金融教育の支援をしております。具体的には、児童が社会人になって

も役立つ金融知識を身につけるため、学校教育の中で金融教育の要素を取り込んだ授業を幅広

く展開する金融教育研究校の募集を行っているというところであります。 

 今もお話ありましたけれども、金融教育研究校に選ばれますと、委嘱を受けて金融教育に関

する指導書等の資料の提供ですとか、金融広報アドバイザー等の専門的講師の派遣ですとか、

また金融教育に必要な図書や資料の購入等について支援を受けるというところであります。県

内におきまして調べましたら、金融教育研究校の委嘱を受けた小・中学校は平成２７年度が

３校、２８年度が５校と聞いております。 

 先ほど申し上げましたけれども、金融教育というのは金銭や金融・経済等のさまざまな働き

を理解して、それを通じて暮らしや社会について深く考え、生き方や価値観を磨きながら自主

的に行動できる力を育成する教育をいい、人が生きていく上で欠かせないお金に関する幅広い

学習を通じて子供たちの、いわば要は生きる力を生み出す、育みますというところであります。 

 現在ですね、坂城町の小・中学校において行っている金融に関する学習ですね、これは例え

ば小学校では６年生の社会科の授業の中で、税金の働きですとか市町村の予算等について、ま

た中学校では３年生の公民分野の授業の中で、金融の役割や金融政策について学習を行ってお

ります。 

 また、生きる力を育成するという面では、小・中学校でいわゆるキャリア教育としての体験

学習等も行っております。来年度、町内の小・中学校もこの金融教育研究校に応募したらどう

かという質問でございますけれども、小・中学校の学習指導要領においては、現在ご案内のよ

うに必修授業数が非常に増加しているという傾向にありまして、新たにこの金融教育に関する

取り組みを加えるとなると、その分ほかの授業や学校事業を削らなきゃならないという問題も

生じてまいります。 
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 また一方、坂城町では各校が信州型コミュニティスクールという取り組みをしておりまして、

地域との連携を大切にしているところであります。また、坂城町には金融団４支店ですね、が

ございまして、私もほかの市町村と比べて、本当にこの金融団の皆さんが企業もあるいは役場

とも非常に密接な関係があるというふうに理解しております。 

 そこで今後、町としてはですね、町内の金融団の皆様とさまざまな連携を図って、今行って

いる金融教育をもう少し実践的なものにできないかということを相談していきたいというふう

に思っております。例えば、昨年からタイ国への高校生の海外研修をしておりますけれども、

これも単に観光ではなくて、坂城町の企業がどのようにタイで運営しているか、まさに経済・

金融の勉強もしているわけであります。せっかくのご提案でありますので、坂城町に合ったよ

り実践的なですね、金融・経済に関する教育というのも私もよく見ながら、教育委員会とも相

談して進めていきたいと思っております。来年はそんなことで対応していきたいというふうに

思っております。 

１４番（入日さん） ただいま町長から答弁がありましたが、２８年度の金融研究校は小学校で

は茅野市が１校、松本市が２校、飯山市が１校、中学校は飯山市が４校で、高校は飯田市、飯

山市、松代、豊科と４校でした。各学校に合った研究テーマでお金の使い方や金融の仕組みな

どを学ぶことも大切だと思います。もちろん先ほど町長の答弁にありましたように、今、小・

中学校、実際には時間割も厳しくて、教科をこなすだけでも精いっぱい。非常に生徒も教師も

疲れ切っている、そういう実態があります。 

 先ほど町長は、お金は身近にあって常に使うものであるので、町に合った実践的な金融の教

育をしていきたいという答弁がありましたが、実際にやはり一番身近なお金、それをどのよう

に使うか、あるいはものの成り立ち、値段の決め方がどのようになっているかということを

知っていくというのは非常に大切だと思います。町にはいろいろな企業もありますので、そう

いう中で企業見学をして原価、それからそれをどのような利潤を見込んで売っているのかとか、

あるいはものづくりの大切さとか、そういうものを取り入れながら、金融団とも連携した本当

に人間が生きていく上で力のつけられるような金融教育をしていただきたいと思います。 

 それではまとめとして、アメリカの大統領選は最悪の大統領が選ばれたという感があります。

それも二大政党の弊害のあらわれだと思います。米軍基地の維持費の増額を日本に要求し、出

さないなら撤退するというトランプ氏に、多くの日本人は自分の税金を米軍に使われるより介

護保険や年金・教育等社会福祉に使ってほしいと思っています。米軍基地が撤退されれば、日

本国民は米兵による犯罪もなくなり、辺野古の自然も守れます。トランプ氏が強気なのは、日

本の首相はアメリカの忠実な下僕で、決して逆らわないと認識しているからです。それはトラ

ンプ氏の当選後すぐに会談に行ったことにもあらわれています。私たちは真に日本の自主独立

を貫く政治家を選ばないと、いつまでもアメリカの属国のままで、国際社会では恥ずかしい国
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になってしまいます。世界中で貧富の差が広がり、政情不安が続いています。貧富の格差をな

くし、世界平和とつくるために私たちに何ができるか、何をしなければならないか考え行動す

るときかもしれません。 

 日本の国会では年金カット法案が審議され、将来の年金がますます減らされようとしていま

す。そもそも年金を株の運用に回し、損失の責任を誰もとらず、年金をカットすることに多く

の国民は納得しないでしょう。それでも国会に数の力で強行採決され、民主主義がじゅうりん

されています。私たちは選挙で自分たちの意見を採り上げてくれる議員を選ばなければならな

いと強く思っています。以上で私の一般質問を終わります。 

議長（塚田君） ここで１０分間休憩いたします。 

（休憩 午前１０時４８分～再開 午前１０時５９分） 

議長（塚田君） 再開いたします。 

 次に、１１番 中嶋登君の質問を許します。 

１１番（中嶋君） ただいま、議長より発言の許可をいただきましたので、通告に従い一般質問

をさせていただきます。 

 さて、この質問は同僚議員であります小宮山議員がワイン好きということもあり、詳細に研

究をなされて、多方面から数回にわたり一般質問をされておりますが、今回は一区切りで小休

止ということでありましたので、焼酎好きの私が質問をさせていただきます。 

 町のブドウ農家の方は、土地も少ないし生食と比べれば値段も安くワインブドウは坂城じゃ

無理だというのが今までの定説でありましたが、山村町長がご就任され、さかきＮＥＷチャレ

ンジをもとにワイナリー形成事業が町長の公約となり、都会の風が吹いたなと思うものであり

ました。 

 そうは言いましても、当時東御市の玉村さんを中心にワインづくりを初め、６次産業のレス

トランも開業され成功している話なども聞いておりました。私も政治には夢もなければいけな

いという持論を持っており、またこの議会で賛同もいたしました。したがって、ワイナリー形

成事業には我々議会にも責任があると私は思うものであります。当然、今後も注視していくと

ともに農家の高齢化、そして耕作放棄地問題もワインの産地化により大幅に解消していくもの

と思われます。そのためにも大いに議論をし、議会側からもワイナリー形成事業推進のため、

町民益を一番と考えていろいろな角度からご提言をしていく所存であります。 

 １．さかきワインについて 

 イ．今までの成果と進捗状況は 

 先ほども申し上げましたが、町長の公約でありますワイナリー形成推進事業がいよいよ４年

目を迎えました。当初計画より４年間の成果と進捗状況をお尋ねをいたします。 

 ロ．今後の計画と終着点は 



 

－ 32 －  

 よく通告漏れであるとか答弁漏れであるとか、通告がどうたらというようなここで議論が

時々あるわけでございますが、私いろいろ考えてみるに、通告を今私ロ．今後の計画と終着点

は、これで本来いいんです。そうすると何でも聞けちゃうんですよね、これは。議員の立場と

して、そういうテクニックもあるわけです。ご答弁の方は何も言えない、全部入っちゃうから。

そういうことは、この議論の中で多少のマナーがあるということで、今回少し今後の計画と終

着点はなんていうようなことだけじゃなくて、自分の聞きたいことを少しここで聞いてみたい

と、こう思うわけであります。それに果たして反論するんだったら、私はやりますよ、そうい

うことで。あんまりそういう失礼なことを言ってはいけませんので、少し細かい一般質問をさ

せていただきます。 

 試験圃場もあと１年で５年となり結果が出たと思うが、このまま続けていくのか。その結果

と今後、民間移行も含めて町のお考えをお尋ね申し上げます。 

 産地化したいと町長のお考えであるが、当然耕作放棄地をゼロにすれば一石二鳥で解決でき

ますが、当面の目標としては最低どのぐらいの、これ何ｈａと申しますかね、何ｈａぐらいの

ことをやっていただきたいと思うんですが、栽培農地をどのぐらい、何ｈａ、考えているのか

をお尋ねいたします。 

 それからですね、坂城のまさにたくみ技や企業力による醸造機の開発構想があり、将来は夢

のような話ではあるが、坂城の技術力で車や竹内製作所の建機のように、きめ細かな醸造機を

つくり、世界輸出なんてお考えもあったように思いますが、この進捗状況はどうなっているか

お尋ねを申し上げます。 

 第６次産業によるワイナリーやジビエ料理も含めたワインレストラン構想も少しは聞こえて

きておりますが、この進捗状況もお尋ねをいたします。そして、この事業を町の事業として継

続していくのか、また民間へ移行させていくのかをもお尋ねをいたします。 

 最後に、私も中沢町政のころから提案をしておりました。横坑利用であります。この横坑利

用による、これは私の言い分であれなんですが、蚕棚方式、ワイン貯蔵庫のお考えはどうなっ

ておるのかもお尋ねをいたします。これは私のある意味、長年の懸案事項でありました。ご答

弁を願いたいと思います。以上、第１回目の質問といたします。 

町長（山村君） 今、中島議員さんから１．さかきワインについて、また今までの成果と進捗状

況、今後の計画と終着点はということでご質問がありました。今いろいろご質問ありました。

また、私５年前からの取り組みということでありますので、坂城町全般的な答えを私が申し上

げまして、残りは担当課長からお話申し上げます。 

 今までの状況を申し上げますと、今お話ありましたけれども、当町の農業環境は特産である

巨峰ですとかシャインマスカットなどのブドウやリンゴなどの果樹栽培を筆頭に、水稲や施設

園芸などによる花卉など、地理的条件を生かした多彩な農業生産が展開している中で、高齢化
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や担い手不足などの影響で荒廃農地や耕作放棄地が増加しているという状況であります。 

 その中でワイナリー形成事業につきましては、１次産業に限らず、これからの産業を考えた

ときの次のステップとしてワインによる６次産業化とあわせ町の活性化などを目的に平成

２３年度に関係団体の皆様で構成する検討会の中で、今後の取り組みについて検討を開始させ

ていただきました。 

 そして、２年目となる平成２４年度にはワイン用ブドウの品種適性の実証と栽培技術の習得

などを目的としまして、四ツ屋地籍に２カ所の試験圃場を設けるとともにワイナリー形成事業

に伴う農業の担い手を公募して２名の方に応募をいただいたというところであります。 

 以降、農業支援センターとともに担い手などと連携し、また一方、サントリーワインイン

ターナショナル株式会社の技術指導のもとで、ワイン用ブドウの栽培管理などの事業を進めて

まいりました。また、この年よりワイン文化の浸透を図る目的として、坂城産巨峰を使用した

巨峰ワインを日本ワインの権威者でもあられます元山梨大学の教授が社長を務められておられ

ました、フジッコワイナリーに醸造をお願いして商品化いたしました。 

 坂城町振興公社によりまして販売を開始いたしまして、ロゼのほか巨峰のスパークリングワ

インもラインナップに加えまして、継続して販売をしております。今年１１月のねずみ大根ま

つりでは２０１６年産のロゼの販売も開始いたしました。現在では、巨峰のワインシリーズと

して広く定着しつつあり、この坂城のスパークリングワインは本格ワインとして評価が非常に

高く、またロゼにつきましても毎年改良を加える中で非常に評判がよく、今後ともワイン普及

啓発の一翼を担うと考えております。 

 また、実証試験の３年目を迎えました平成２７年度は、約７００ｋｇのワイン用ブドウを収

穫する中で、当初より栽培指導をいただいてきたサントリーさんに試験醸造を委託したところ

であります。でき上がりましたさかきワインの試作品につきましては今年２月に関係者の皆様

を集めた懇談会を開催するとともに試飲会を開催いたしまして、感想やご意見などをいただき

ました。醸造元のサントリーワインインターナショナルさんからは、ブドウ及びワインの分析

と品質評価の結果をいただき、でき上がったワインにつきましても、３年目の初なりのブドウ

でここまでの味が出せた、成木になったときに大いに期待ができる。ほかの有名な産地と比較

して全く遜色のないレベルで潜在能力も十分あるという高い評価をいただいております。 

 同社につきましては以前に申し上げましたが、世界的に見ても高品質なワインづくりに取り

組んでおられます。特に産地にはこだわり、国産ブドウを使用したジャパンプレミアム産地シ

リーズには大変力を入れておられ、輸入ワインとは違った価値観で提供しておられます。また、

世界各国の名門ワイナリーの経営に携わるなど、グローバルなワインビジネスも展開しておら

れます。このように、国際的にもレベルの高いワインづくりをしておられるワインメーカーと

直接かかわることができて、国際レベルの評価をしていただけることは、今後のワイナリー形
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成事業を推進していく上で大きな財産になっていると考えております。 

 さて、４年目を迎える今年度につきましては、この秋には赤系のカベルネ・ソーヴィニヨン

とメルロー、また白系のソーヴィニヨン・ブランとリースリング、シャルドネ、合わせまして

１，３００ｋｇの収穫、１．３ｔの収穫となりました。現在、サントリーへ醸造をお願いして、

ワインの分析、品質評価を行う中で、坂城町振興公社による来春の販売を視野にそれぞれのブ

レンドによる赤系、白系２種類の商品化を目指して準備をしております。 

 ワイナリー形成事業につきましては、今後さまざまな課題をクリアしていく必要があると考

えております。まず、ワイン用ブドウの栽培面積の拡充につきましては、町としてどのような

支援ができるのか。これまでのワイン用ブドウ苗木購入補助、棚の敷設などの資材等の購入補

助のほか、新たな支援制度として耕作放棄地再生利用に係る町単独支援制度の検討をしており

ます。また、ワイン用ブドウの産地化やワインのブランド化、６次産業化を見据えた調査・研

究などの今後の取り組みのほか、ワイナリー創業に対する支援策など検討してまいりたいと考

えております。 

 ワイナリーの運営につきましては、これまでも申し上げましたが、私５年前から申し上げて

ありますけれども、いつまでも町が直接事業展開を図るという考えはございません。そのバッ

クアップをすると、サポートをすると。あくまでも運営主体は個人や民間企業など、ほかのさ

まざまなケースでワイナリー創業を考えているところでありまして、町といたしましては、産

業の支援という形でワイナリー形成事業を進めていく考えでございます。 

 このような状況の中で、町内の若手が連携してワイナリーを創設するという具体的な動きも

ございます。現在、長野市でレストランなど３店舗を経営する坂城町出身のシニアソムリエの

方が、現在町の試験圃場で栽培管理に携わっている担い手などとともに、昨年から醸造の勉強

を進めながら、来春にはワイナリーを運営するための法人を立ち上げるという計画を伺いまし

た。彼らの計画では、坂城地区においてワイナリーにギャラリーや地元食材を使用するレスト

ランなどを併設するというお話でありました。６次産業化を含めたワイナリー形成事業の中心

的な存在になるのではないかと思っております。当町における最初のワイナリーとなりますこ

とから、現在、町としてどのような支援ができるのか検討をしているところであります。 

 実証試験栽培が終了する６年目以降の試験圃場につきましては、実をつけたブドウが原材料

となって坂城町のワインができ上がることが、当町ワイナリー形成につながると考えておりま

す。彼らが設立する法人が坂城産ワインを目指している意向も伺いましたので、管理者として

有力な候補者として捉えておりますが、管理に必要な能力や体制など農業支援センターと協議

し、手続を踏む中で管理する方を定めてまいりたいと考えております。 

 ワイナリー形成事業につきましては、ワイン用ブドウの生産から醸造、販売などさまざまな

産業が結びつく事業展開となり、多くの時間や工夫が必要となりますので、産業と地域の活性
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化を図るため、今後も各施策の取り組みを進めてまいりたいと考えております。 

 いろいろご指摘のありましたほかの項目につきましては、担当課長よりご説明申し上げます。 

企画政策課長（柳澤君） さかきワインにつきまして、ロのそれぞれの項目についてお答えいた

します。ワインの産地化についてでございますが、県の補助事業である耕作放棄地再生利用緊

急対策交付金や町単独のワインブドウ産地化補助などの活用によりまして、町内のワイン用ブ

ドウの現在の栽培状況につきましては、町の試験圃場を含め、戌久保や四ツ屋、中之条、南日

名など町内各所に広がりつつあるところでございます。 

 ご存じのとおり、ワイン用ブドウにつきましては、成木になるまでに苗木定植後５年以上を

有することから、目標値を定めることは難しいところでございますが、今後の対応といたしま

しては、栽培面積拡充のための耕作放棄地の解消や生産希望者の発掘などを見据える中、ワイ

ン産地化に向けて町長が申しましたが、新たな支援制度といたしまして耕作放棄地再生利用に

係る町単独支援制度の検討をしているところでございます。 

 続きまして、醸造機の開発についてでございますが、当町は中小企業が集積した工業を中心

とするものづくりの町として、産業の振興とともに発展してきたところでございます。ワイナ

リー形成事業につきましても、ものづくり技術の高度化、高付加価値化や技術を生かした新た

な視点での産業といった観点から、町内の工業技術、たくみの技を生かした参画や連携などを

考える中で、醸造機の開発等につきまして、企業の皆様にもご相談をしてきたところでござい

ます。ストリー性もあって、町内企業のＰＲにもつながること、また町内にとどまらずワイナ

リー創業に関連した需要も見込めるところでございますが、一方で需要の数量というところで

はやや課題もあろうかと思われると思います。そういった部分も踏まえながら引き続きご相談

をしてまいりたいと考えております。 

 続きまして、新幹線の五里ヶ峰横坑作業用トンネルの利活用についてお答えいたします。こ

れまでも各種団体の皆様がご利用されている中で、ワインの貯蔵施設としての利活用につきま

しても、温度や湿度のデータ収集を初め研究や検討を重ねてきたところでございます。トンネ

ル内の環境でございますが、湿度につきましては年間を通して１６度から１７度と安定してお

りまして、ワインの保存には適した温度でございますが、湿度については１年間を通して

９０％以上とかなり多湿なため、除湿対策が必要となる状況でございます。除湿の方法につき

ましても、トンネル内に除湿設備を備えた倉庫を設置する方法やトンネルそのものの壁に何ら

かの被覆をしたり、水路にふたを設置するなどさまざまな方法が考えられますが、資金面と効

果を考慮する必要がございます。 

 また、ワインの貯蔵と申し上げましても、たるで貯蔵するのか瓶で貯蔵するのかによりまし

ても、税制面の問題や利用するワイナリーそれぞれの考え方、需要などにつきましても対策方

法が変わってくると思われます。こうした課題がある中で、ワインの貯蔵施設を利用される方
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のご意見などもお聞きする中で、今後も引き続き研究、検討を行っていく考えでございます。 

１１番（中嶋君） それぞれご答弁をいただきました。歴史といいますか、町長にはですね、今

までの経過、流れ的にはいい流れができてきているのかなと思います。私もこんなことは言っ

たことがあったんですが、町長、植えたって何だか話に聞けば、三、四年たたなけりゃワイン

なんかできないと言ったときには、だから、坂城にすばらしいブドウがあるでしょうと。何だ

いって聞いたら、それが巨峰だと。これも坂城の皆さんに聞いたら、巨峰のあんな甘いもので

ワインなんかできないわなんて言ったのも、これは事実です。だけど、町長は私にお話したと

きにはやってみようじゃないですか、いいじゃないですかなんていうようなことでフジッコ。

それでもってつくったら、なかなかいいものができたと。これは私もびっくりしたんですよ。

なるほど、やればできるものだわなと。あんまりがちがちな考えでもいけないのかなと。 

 なおかつ今のお話を聞けば進化していると。その巨峰のワインもね。だから、真っ先つくっ

たときよりも、言うなれば私はさっきも言いましたが、焼酎党でありますから、あんまりこの

ブドウ酒のことはよくわからないんですが、お話を聞けば進化して、言うなれば巨峰ワインも

うまくなっているわいと、こういうお話はいいですね、おもしろいことだと思います。 

 さっき英語の固まりだか、これはフランス語だかのあれで、カベルネ・ソーヴィニヨンであ

るとかメルローであるとか、ソーヴィニヨン・ブラン、リースリング、シャルドネ、ピノ・ブ

ラン何だかこのね、横文字はよくわかりませんが、そうは言いましても、いよいよ

１，３００ｋｇですか、とれたということで、本物のワインもまたこの今のサントリーなんて

ね、超一流の酒の会社でありますが、ここが坂城町に目をつけて、いいものをここの土地はで

きると。これもいい宣伝、コマーシャルになるということで、私も大いに期待できるんだと

思っております。すばらしい展開方向にはなってきているとは思います。ぜひまたいいものが

できてですね、１本少なくとも１万だ２万だなんていうくらいのものができればいいと思いま

すが。８００円だ６００円だなんていうのは、外国からいっぱい来てありますもんでね、あん

なものと競争なんかやらせちゃいけないと私は思います。 

 玉村さんじゃないが、玉村さんとも一杯やったときにね、やっぱり１万円ぐらいのにしたら、

坂城町、何とかそういうものをできるように頑張ってやってくださいよなんてお話もありまし

たので、狙えるかなと私は思って、大いに期待をしているわけであります。 

 ただね、さっきこれ答弁漏れとかそういう言い方は私あんまりしたくはないんですが、ただ

今の荒廃農地のことを考えれば、本来これ通告になかったからってすぐ言われるかもしれませ

んが、こんなことぐらいは課長たる者や何十年もやっているんだから即答できなきゃいけない。

耕作放棄地が坂城町はどれくらいあるんだと。そこはさっきちょっと言ったんですが、何ｈａ、

今のワインをつくる、ブドウのあれですか、栽培用の農地ができるか。どのくらいの目標です

ね、このぐらいのところができれば答えていただきたく思ったんですがね。何ｈａ。 
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 そうすると、そこから考えてみれば、ワイナリーっていうですかね。ブドウを搾る工場が幾

つぐらいできるのかと。東御市なんか負けていられないから。東御市は幾つあるかわかりませ

んが、少なくとも坂城町も今のあれですか、若者がひとつやるぞと来年あたりに。これもいい

発想でありますが、産地化ということを目指すということは、私に言わせればワイナリーって

いうやつ日本で最低の小さいやつでいいんですが、少なくも三つや四つやなけりゃ産地化と私

は思えないわけです。ですから、今の荒廃農地、何ｈａぐらいは坂城町は言うなれば、今の坂

城町のこれはいろいろ手法があるから考えなきゃいけないんですが、坂城から１反歩だか、

１町歩には少し町から応援するから、ひとつ荒廃農地を早くワインの畑にしておくんなと、こ

れが何ｈａぐらいなのか。もしできれば、ここをお答えしていただきたい。 

 それから、今のたくみ技でもって将来はあれですよ。日本のまさにすばらしい技術ですよ。

５年や１０年開発すれば、ヨーロッパの人たちのざっくりしたような、機械よりもきめ細かな

立派な機械ができれば、ヨーロッパへどんどん坂城町から輸出できるんではないかと、こんな

ようなお考えで、これも今進めておるという課長のご答弁でありましたが、何社ぐらいこれ取

り組んでいるのか。坂城町には大手２０社あります。そのうち何社くらいの会社が一生懸命取

り組み始めたのか、そんなところもお尋ねしておきたい。 

 それから横坑、湿度が高いからだめだ、だめだとは言っていませんが、言うなればうんとた

んと銭がかかっちゃうと。銭なんかかかったっていいんですよ、幾らかかったって、そんなも

のは、何億でも。ということは、そこへワインを何万本置いて、そこが計算ですよ。それこそ

トランプさんを呼んできたいようだ。やっぱりそういうことも考えれば、今のあれですよ。こ

こでの答弁だけじゃなくて、現実的に要は今の湿度を解消するには幾ら金がかかるんだと。

１億、２億なのか。それで今度は逆にそこへ私が言った蚕棚のようにして、ワインをあの横坑

へ山くらい積み上げれば、どのぐらいの金額になるのか。 

 これは私らもあそこへ見に行ってきていますよ。隣の県の何だあれは、勝沼でしたかね、甲

州市の。あそこはね、トロッコみたいな小さいトンネルをそっくり町でもらって、あそこへワ

インを山くらい入れたんですよね。我が横坑なんかと比べれば小さいものですよ。あそこで話

を聞いたら、こんなことをやってみたら、とにかく日本中からここへワインをいっぱいに入れ

るようになっちゃって、それこそ同僚の小宮山議員なんかきっとあれですよ。俺も場合によっ

ちゃ金を出すから、あそこへ１００本ぐらい入れてみたいかなんて言ったらあれだったんです

ね。今の、あいていないと。日本中からワインを入れておくんなと。そんなことをやっている

話を聞けば、坂城町だってあんなでっかいのがあるんですからね、もう、すぐやりたいわね。 

 それじゃあ今度、勝沼の皆さんに、いっぱいの人がいたら坂城町のほうを紹介しておくれや

なんて言えばね、それこそあれですよ。日本中から来て、あんなところすぐいっぱいになっ

ちゃいますよ。それじゃあ今の話ですよ。計算してみなきゃわからないけれども、２億、３億
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かけても、これは１０億もうかるだと。小学校の子供だってそんな計算できますよ。さっき入

日議員がやっていたけれども、そういう勉強を小学校の子供はこれから始めるんでしょう。そ

んなことを考えればね、やっぱり早目に取り組んでいただきたいと思いますが、いろいろ言い

ましたが、この３点ばかのところを再質問であります。以上。 

産業振興課長（山崎君） 耕作放棄地の面積に対する再質問にお答えをいたします。これにつき

ましては、町と農業委員会が中心となりまして、毎年、耕作放棄地の利用状況調査をしており

ます。その関係で２８年度につきまして現在集計中でございますので、２７年度の数値を申し

上げますけれども、これはワインブドウを植えつけてという、再生をしてということでござい

ますので、再生利用が可能な荒廃農地ということでご答弁をいたします。坂城町でございます

けれども、田、畑あるいは樹園地含めまして３６ｈａの面積の荒廃農地がございますが、これ

については十分再生可能だといういことで把握をしてございます。以上でございます。 

企画政策課長（柳澤君） ２番目にお尋ねをいただきました坂城の企業の皆さんにかかわる醸造

機の開発というような部分でございます。これまでの経過でございますけれども、具体的に何

社という部分ではございませんで、町内の企業の十数社で集まって組織をされております技術

交流会の皆様方にご相談をかけてきたというような経過がございます。そういった技術交流会

の皆様方が、実際に東御のほうまでお勉強にも行かれたというような経過があるところでござ

います。そういった動きを踏まえる中で今後につきましても、またご相談をしていただければ

なというようなことを考えているところでございます。 

 それから、新幹線の五里ヶ峰横坑の部分に関しましてでございますけれども、費用がどれぐ

らいかかるのかといった部分のご質問も出たところでございます。先ほども若干触れましたけ

れども、湿度の対策という部分、さまざまな方法があろうかと思います。本当に単純に設備を

中につくり込んでしまうという方法、あるいは膜のようなもので簡単な覆いをつくるというよ

うな方法、それからあそこの横坑の中には水路が流れているんですけれども、長い水路なんで

すけれども、そこにふたをかけるといった方法などありますけれども、それぞれのやり方に

よってお金の部分が変わってくる状況なところであります。それによりまして変わってくると

いう部分と、そういった方法によってどれぐらいの湿度が抑えられるのかというところも検討

していかなければいけないというふうに考えております。そういったことから現段階で費用的

な部分、これくらいかかりますというようなことはちょっと申し上げることはできないんです

けれども、今後も引き続いて研究と検討を行っていきたいという考えであります。以上です。 

１１番（中嶋君） 第２質問、課長にご答弁をいただきました。さっきも言いましたが、すぐ

ぱっと荒廃農地の関係なんか出ますね。済みません。先ほどは課長、失礼を言いましたが、さ

すが我が坂城町の課長であります。３６ｈａ、ぱっと出ました。 

 ただ、ここでこれ以上課長には申し上げませんが、本来ここらは町長に答えていただきたい
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んですがね、何ｈａぐらいやれば産地化するんですかな、そこらがわからないんですよ。１ｈ

ａやれば産地化なのか。私もその細かなことはわからないが、小宮山議員の３回、４回ぐらい

かな、質問の中でいろいろお話を聞いていると、この今の産地化というようなことの部分でそ

の中でどのぐらいの工場ですね、ジュースを絞るワイナリーをつくるのかぐらいのことは少し

聞けなきゃ、１個だけでいいならそれでいいですよ。それで産地化だっていってね。今のあれ

ですよ、３６ｈａあれば、町の考えとしては１０ｈａぐらいのことはやるよと。今のワイン工

場、絞る工場は五つやるわと。そんなようなご答弁をいただきたいんですがね。わからない。

いよいよ来年あたり１社やるなんて、私もうんと応援したいと思っていますが、若者がやると

いうことでね。これはあれです、町長からもちらっとそういう話を聞いたから、あれです。若

者のためには私も個人的にも応援したくなります。ただ、それだけでいいのか。産地化という

言葉を使えばね。だからその辺をもし町長ご答弁できれば、何ｈａやるんですか、お答えいた

だきたく思います。 

 あと技術交流会ということで、技術力がどうたらとね、これも今の交流会でもって、これも

すばらしいと思います。私が言ったように大手は２０社ありますから、その何社かが手を挙げ

るか。それから若者たちが今一生懸命になって坂城町の工場の二世、三世の連中が本気になっ

ている。そこらの連中も入っていると思うんですが、あれです。また第２回、第３回と私は一

般質問をしていきますので、どんなことをやっているだか、技術交流会で、話せる部分があれ

ば、この場所でまた話してもらうような一般質問を私はさせていただきます。今日はやりませ

んがね。 

 それから、さっき言ったように横坑の湿度が高いという、さっきもいろんなところで私申し

上げましたが、これはできるだけ早く研究をなされてですね、早く結論を出していっていただ

きたい。というのは少なくも計画書ぐらい書いてくださいよ。ただ「一生懸命やっています、

研究しています」きりじゃだめですよ。どのぐらいのところまで計画が進んでいるのか計画書

ぐらい。こんなもの普通の小さい会社だってみんなやるんですよ。じゃなきゃ銀行なんて金を

貸せないでしょう。計画書みたいなものをきちっと考えていかなけりゃ、ただ、そんなここで

の答弁だけのことじゃいけません。それはまた今後私も一般質問の中で、先ほど申し上げまし

たが、このワインの産地化するとか、ワインを坂城町でつくるというのは、我々議員にも責任

があるんですよ、これははっきり言って。だからこそ私は真剣にここでやっているんですよ。

町側で考えたから、こっちが文句ばか言っているんじゃなくて、いいと、夢があっていいぞと。

町長うまいこと考えたと。俺もやってみたいと思うわいと。こういう真剣に考えたものの中で

ね、ぜひ町民益を考えて成功させたいから、こんなことを言ったわけです。 

 幾つも言いましたが、もし町長答えられれば１個だけでもいいですよ。今の何ｈａ町長はお

考えになっているか、その辺をお答えいただきたい。以上です。 
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町長（山村君） １個だけとおっしゃったんですけど、何点かお答えします。まず最小限の畑の

広さはどのくらいかというと、私どもが試験圃場をやっている６０ａ、この程度です。これは

何かというと、ご存じのように特区を取る場合ですね、６千リットル以上つくらないと普通は

ワインをつくっちゃいけない。それを特区を取ると２千でいいと。２千ができるには６０ａぐ

らいできればいい。これは最小限の広さです。しかしながら、これで本格的ビジネスをやる場

合です。ですから坂城町の試験圃場としては、とりあえずあれでいいだろうと思っています。

これからどれだけ広げていくかというご質問ですけど、数ｈａでしょうね、とりあえずは。

３６ｈａ一遍にはできないと思います。 

 それでワイナリーはですね、当面私は坂城町のサイズだったら一つあればいいと思っていま

す。一挙に二つ、三つは要らないと思います。製造能力は多分一つあれば当面できるだろうと

いうふうに思っています。 

 それから、町の企業に機械をどうだという話は総論では前からお話申し上げて、やってみよ

うかというのは総論ではあるんですけれども、具体的に言うとですね、まだそこまで詰まって

いないのが実情です。しかしながら、ワインの機械をつくるとなると、部品点数は１万点くら

いになると思います。いろんなものがあります。ですから、いろんな形でですね、普及効果が

あるだろうと思っております。小型のものはないですから、それができればというふうに私は

思っております。 

 先ほど申し上げた若手の担い手の人たちを含めた、あるいはレストラン経営者、シニアソム

リエの人たちがワイナリーをつくろうというのは、実際には来年法人化をして早くてももう

１年、ですから２年ぐらい先になると思いますので、そういう彼らとも相談してみたいなとい

うふうに思っております。 

 それから横坑の中ですね、さっき話がありましたけれども、これは勝手に湿度を抑えてし

まっては、あそこでキノコをつくっておられる方、それからいろんな取り組みをされておられ

る方がいらっしゃいます。そこに対する影響もありますので、これは慎重に進めていかなきゃ

いけないなというふうに思っておりますのと、それから、たるで貯蔵する場合には、これはい

わゆる保税倉庫になりますので、出し入れで税金がかかってしまうということですから、自分

の工場の敷地内にトンネルがあればそれはいいんですけれども、ほかの工場から持っていって

出し入れをするということになりますので、これはなかなかまた考えなきゃいけないと思って

おります。 

 しかしながら、瓶で保存するということはできると思います。しかしながら、瓶でやった場

合に、ラベルが取れてしまうだとかがありますので、瓶で保存するにも湿度の配慮をしなきゃ

いけないというところであります。とりあえず以上お答えします。 

１１番（中嶋君） 大変失礼いたしました。町長がまていにですね、三つ全部答えていただきま



 

－ 41 －  

した。ありがたく思います。とりあえずワイナリーは１社でやると。それから今、町長がこれ

は私もえらい細かなことは追及するわけじゃないですが、今言われたようにですね、数ｈａと。

それでいいんです。数ｈａということは、もう最低２ｈａだなと私は思うわけです。それくら

いできればと、１社だなと。それだけれども、これは今のあれです、農業をやっていらっしゃ

る方もえらい年をしてきています。そういうことを考えたら、あのうちでもって１ｈａを仲間

でやってみたら大したもんだ、年して腰が曲がってきたけれども、あの仕事はできるわいと。

今のピオーネなんかやナガノパープルはだめだけれども、ワインはぐあいいいわなと。腰が曲

がってもできるなんていえば増えてきて、それが２ｈａ、３ｈａ、４ｈａになっていくんじゃ

ないかなというふうに思っています。それがイコールまた荒廃農地、それからこれからも私は

ね、荒廃農地が増えてくると思っているんですよ。その防止も私はあると思うんです。だから、

さっきの巨峰なんか町長に俺褒めたんだわい。巨峰もいいなと。また増えてきますよ、これは

どんどん。そこの施策を考えていく上では、町長なかなかこの私は答弁はいい答弁だったと

思っております。 

 それからですね、今言ったように横坑利用ということで、たるなら町長いいと言われたもん

で、たるを特区でやりましょうよ。町長得意でしょう、それ。瓶なんかだめだよ。べろべろに

ラベルが剥げちゃうからな。たるで特区で何か考えたらいい。もしあんまり何か、町長はアイ

デアがある人だから今のあれです、小さいようなワイン工場でもつくるじゃないですか。何か

いろいろないかね。それで敷地だわいって言えばいいんだから。我々が税金を払うようなとこ

ろは、上手にやればすき間はありますよ。こんなところはまた狙えばいいと思います。 

 これ以上やっていると時間もあれですから、早目に第２質問に入ります。ご答弁もこれは議

長の言う言葉でありますが、短くいい答弁をしろと、こういうあんばいでありますね。第２質

問に入ります。 

 ２．命のカプセルについて 

 イ．全町配布の進捗率は 

 数年前に同僚議員である吉川議員と私で何度かこの質問をするとともに、全町配布を提案し

て町長に取り組んでいただき、このことは町長に対して私も敬意を表するものであります。い

よいよ全町へ配布できました。ただ、この進捗率をお尋ねをいたします。 

 ロ．配布後の対応は 

 命のカプセルも配布後、二、三年過ぎると薬が変わるとか子供の住所が変わるとか、カプセ

ル内のデータを修正しなければなりません。その対応は町としてどんなお考えか、この辺もお

尋ねをいただきたいと思います。 

 ハ．四ツ屋方式、一考を 

 私の同級生である民生委員をやっております四ツ屋の宮入正年君が命のカプセルの配布後、
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すばらしい方法を考えて、８カ月で１６％から８９％、これはすごいことです。その間に

８９％の四ツ屋の住民が活用し始めたと、こういうことであります。彼に言わせれば、今年中

には１００％まで持っていきたいんだと。すばらしいですね。９９％なんていえばもう喜ん

じゃう世界ですが、彼は１００％まで。今のアパート関係なんかはどうするんですかって聞い

たら、１軒１軒回って歩けばいいでしょうと。なるほど、そういうことだわなと。ということ

で１００％を目標にしているわけです。このことをですね、全町に普及させるために宮入君の

考えた四ツ屋方式を導入し、全町で取り組めないかと、そんなように思うわけであります。 

 ここに宮入君がつくったですね、このあれです。虎の巻といいますか詳細説明書ですか、こ

れすごいんです。１６ページにもわたってあれですよ、その命のカプセルを冷蔵庫の中へ入れ

ておけば、あんたの命助かるよと。じいちゃん、ばあちゃんの命助かるよと。小さな子供たち

のお母さん、お父さんが工場へ行っているときなんかでも助かるよと。まていにこれに書いて

ありましてすばらしいんです。もう今の課長さん全員に読んでいただきたい。町長初めね。す

ごいなと。こういういいことはすぐまねして、何しろ８カ月ばかの間にあれですよ、四ツ屋は

今の８９％ですよ。ほかのところも調べてみたい。 

 私も実は中之条の自主防災会の会長をやっていますので、中之条もこれを調べる予定です。

どのぐらいの、せっかく町長の英断でもって坂城町でカプセルをやれやっていって、金まで出

していただいた。これに対してどのぐらい使われているかということを私は中之条くらい調査

を早速していきたいと思っております。そんなことも含めてのご答弁をお願いいたします。時

間がないので、早目によろしくお願いいたします。 

企画政策課長（柳澤君） 救急医療情報キットについて順次答弁申し上げます。まず、イ．全町

配布の進捗率はについてでございます。救急医療情報キットにつきましては、あらかじめ本人

が救急医療時に必要な情報を容器に入れておくことで、緊急時に本人が救急隊へ既往症状等の

説明をすることができない場合であっても、迅速かつ適切な対応を受けることが期待できるこ

とから、地域づくり活動支援事業などをご活用いただく中で、平成２５年度時点において４区

の自主防災会が既に導入してございました。 

 こうした状況の中、行政協力員会より全町的な導入・配布に向けての支援についてのご要望

をいただく中で、平成２６年度に１２区の自主防災会約２，２００個の導入・配布を行ったと

ころでございます。平成２７年度につきましても、配布希望をいただく中で１８区の自主防災

会約１，９００個の導入・配布を行いました。また、今年度につきましては全区の自主防災会

に全世帯配布を呼びかける中、引き続き配布希望をいただきまして、１３区の自主防災会に対

しまして約５５０個の配布を行ったところでございます。現在、町からの配布も含めまして全

２７区の自主防災会約５，１００世帯への導入が完了したところでございます。 

 続きまして、ロ．配布後の対応はについてお答えいたします。導入に当たりましては配布を
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して完結するものではなく、各家庭の世帯状況やご家族の持病、かかりつけの病院や常備薬の

種類、緊急時の連絡先といった不測の事態に備えて必要な情報を安心カードにご記入いただき、

保管場所への設置の徹底など、いざというときにその効果を発揮することができる状況にしな

ければならないところでございます。 

 各区の自主防災会により配布をした後の取り組み状況もさまざまでございますので、区長会、

行政協力員会などを通して各世帯への設置状況の確認、配布時の説明の徹底、また安心カード

の更新につきましても働きかけているところでございます。今後につきましても、区長会、行

政協力員会を通しまして、転入者へのカプセルの配布や安心カードの更新の際のカードの配布

など、各区の自主防災会からのご要望をいただく中で対応してまいりたいと考えております。 

福祉健康課長（大井君） ハの四ツ屋方式、一考をについてお答えを申し上げます。救急医療情

報キットの各世帯への配布方法につきましては、各区の自主防災会会長さんから自主防災会の

組織を利用して配布をしていただいております。四ツ屋区につきましては、昨年度町の地域づ

くり活動支援事業補助金を活用し、防災マップの作成や案内板の作成など防災体制の見直しと

区民の防災意識の高揚に取り組まれました。この活動と連携し、救急医療情報キットの説明会

や設置状況の調査の実施、戸別訪問による救急医療情報キットの保管状況の確認等を行うなど、

きめ細やかに対応をされております。また、ご家族の常備薬の種類や持病など記載内容を最新

の情報にしておく必要性についても機会があるごとに広報するなど、フォローアップにも力を

入れていただいております。 

 この四ツ屋区の取り組みにつきましては、今年の２月の行政協力員会及び３月の民生児童委

員会にいおいて、四ツ屋区で主体的にかかわっていただいた民生児童委員さんから事例報告を

行っていただき、行政協力員さんや民生児童委員さんの皆さんにも活動をご紹介させていただ

きました。 

 ご質問の全町へこの四ツ屋区の取り組みを導入できないかということでありますが、各区の

自主防災会において組織体制が異なることから、救急医療キットの各家庭での配置状況確認作

業等を全町一律で民生児童委員が主体となって取り組むことは難しいと考えております。しか

しながら、今年１２月１日からは民生児童委員さんが新たな任期となり、１２名の皆さんが新

しく任命をされました。また、年が明けますと多くの行政区で新しい行政協力員さんが選任さ

れますので、今後行政協力員会や民生児童委員会の皆さんのご意見をお聞きする中で、改めて

事例紹介等の機会を設けることなどについても検討をしてまいりたいと考えております。 

１１番（中嶋君） それぞれ課長よりご答弁をいただきました。先ほど申し上げましたけれども、

私もいろいろ言いまして、町長にお願いしたら各区長さん、それから自主防災会の皆さんがや

りたいって言えばやろうじゃないかと。その中で実ったなと思っております。心が大事だと

思っております。今いろいろと両課長から答弁があったんですが、私、先ほども言いましたけ
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れども、宮入さんはですね、今のこんなすばらしいものをとにかくつくって、ボランティアで

幾らでも、土日でも構わないから呼んでいただければ、各区へもお話ししていってもいいよと、

ここまで彼は言ってくれています。こんなすばらしい話はありません。命ですよ、皆さん。こ

れは命が助かる。ましてやこれから老老介護、ひとり老人なんていうのがうんと増える時代で

す。そのときにとにかく命が助かる。 

 消防署も私、聞いてみました。きちっとしたデータはまだとっていないけど、今年４件助

かったそうです。早く着いたと、病院へ。いつまでも１０分も２０分もサイレンを鳴らしてい

れば、近所中の者が集まってきて、おい何をやっているだ、じいちゃん困るじゃないか、死ん

じまうぞなんてみんな言うんですが、そういうことがなかったと。これは消防署の署長に私、

聞いてまいりました。坂城署の消防署長に。そういう事例だそうです。 

 それで今度はきちんとまた項目を設けて命のカプセルが使われているか、使わないかという

データどりをこれからしたいということもお話を聞いております。そうしたらざっくりではあ

りますが、十何件かあったんではないかと。隊員によってまていに書いたものと、助かったか

らいいという隊員もおったのでというようなお話もありました。だから、これはまた来年も私

は署長からきちっと聞いてきて、どのぐらいのお年寄りの人たち、また場合によっては、子供

たちがけがなどしたときに助かったかというデータをここで私はお示しをしたいと思っており

ます。 

 だからこそ、私はこの宮入さんがやっていただいたこの四ツ屋方式、これは全町速やかにや

る施策を、町長筆頭に命のことであります。町民益ですよ。町民の命ですよ。これをまたひと

つ課長さんたちでまたいろいろお考えになっていただいて、何度でも私これやりますよ、どこ

までいっているかということを。そんなあれです。事前予告もいたしまして、第３質問いたし

ません。 

 町長のよく言う安心・安全の坂城町でありますよ。セイフティーはね、９９％はだめです。

さっき宮入さんが言ったように１００％でなければだめですよ、命なんだから。この辺のとこ

ろをきっちり認識していただきたく思うものであります。 

 さて、本年最後の一般質問をさせていただきました。我が坂城町は大過なき１年であったと

思いますが、国の内外に目を向けますと先ほどもお話がありました。アメリカでは誰もが予想

していなかったトランプ氏が、次期大統領になるというお話であります。また、国内において

は、まさにこのトランプ氏が反対しておったＴＰＰが強行採決されてしまうということもござ

いました。また、これも先ほども話がありましたが、高齢者いじめの年金カット法案、これは

反対が４９％に対して賛成は１０％であったのに、審議時間を短い何と１５時間、これまた強

行採決をされてしまい、これは専門家の試算ではこれは大変なことですよ、皆さん。国民年金

の皆さんは年間約４万円、厚生年金は同じく１４万円もこれは減額されます。国が決めちゃっ
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た。えらいことですよ。まさに高齢者にとっては、私は死活問題であると思います。これが我

が日本ですよ。坂城町議会はどうしましょう。 

 それから自衛隊の駆けつけ警護、安保法、集団的自衛権と自公の数の力による強行採決と審

議時間は短く行う手法により、我が国日本の民主主義が私は崩れてきておると思うものであり

ます。最近のカジノ法案などもよい例であります。審議時間は皆さんご周知のとおりでありま

す。５時間３３分で強行採決となりました。これが日本です、長野県です、我が坂城町です。

少し真剣に考えなければ私はいけないと思っております。日本が崩れれば、坂城町も崩れてし

まうんですよ。来年こそは軌道修正ができる年となることをご祈念をするとともに一句沿えま

す。 

 この国をもう一度洗濯しろと龍馬言う この国をもう一度洗濯しろと龍馬言う 

 これにて私の一般質問を終わりといたします。ありがとうございました。 

議長（塚田君） ここで昼食のため午後１時３０分まで休憩いたします。 

（休憩 午前１１時５５分～再開 午後 １時３０分） 

議長（塚田君） 再開いたします。 

 ５番 柳沢収君の質問を許します。 

５番（柳沢君） ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、通告に従いまして一般質

問をさせていただきます。 

 今回で７回目の一般質問になります。明るい町ということで坂城町の財産であります坂城中

学校生徒会の新アタリマエ憲章の話題から入らせていただきます。 

 新アタリマエ憲章とは、次のようなものでございます。１、明るいあいさつ。２、無言清掃。

３、全校が一つになれる歌。４、時間を守る。５、服装を整える。６、相手の立場になれる人

権感覚。そして次のような添え書きがつくられております。「私たち坂中生は、先輩方の意志

を引き継ぎ、日常生活の基本を身につけ、より発展させるために新アタリマエ憲章を考えまし

た。坂中生一人ひとりが自分自身の意識を高め、普段から自然にできるように心掛けていきま

す。」平成１７年６月８日 坂城中学校生徒会。 

 新アタリマエ憲章とは、このようなものでございます。この憲章が大きく書かれたものが体

育館に掲示されておりますので、知っておられる方もいるかと思いますが、各クラスに掲げら

れた憲章と添え書きまではほとんどの方がご存じではないのではないでしょうか。各クラスに

も掲げられておりますので、坂城中学校へ行かれます際にはですね、ご覧いただきたいと思い

ます。 

 新アタリマエ憲章の内容がすばらしいものであることはおわかりいただけたと思いますが、

その存在自体がすばらしいものであることは最近になって知りました。憲章のようなものに接

したとき、どこかの学校にあるものをまねしたんだろうとか、あるいはどこの学校にもあるん
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だろうと考えるのは自然かもしれません。しかし、そうではないのです。坂城中学校の生徒会

のオリジナルだったのです。しかも、国の機関も認めるすばらしいものでありました。学校の

先生方は日夜よい学校づくりにご努力されておられます。しかし、いじめや暴力行為などの問

題はいつ起こってくるかわかりません。国もこのような問題に対処すべく、平成１８年、国立

教育政策研究所生徒指導研究センターが「規範意識の醸成を目指して」という生徒指導体制の

あり方についての調査研究報告書を作成しました。このようなものでございますね。結構厚い

ものですけれども。 

 生徒の問題行動に対する対策としましては、生徒一人一人の規範意識を高め、自己を律し社

会的自立を進めていくことが極めて重大な課題であります。そして、その生徒の規範意識の醸

成を目指して、指導体制はどうあるべきかについての研究でございます。学校、家庭、地域、

関係機関が連携して生徒の健全育成と社会的自立のために力を合わせることが大切との結論に

なったようです。 

 そんな研究の中で生徒が自分たちで決めた約束を通し、学校づくりをしていく例が一つ挙げ

られておりました。それがなんと坂城中学校生徒会の新アタリマエ憲章でございました。基本

的生活習慣や学校内の規律の徹底による生徒指導の充実例として挙げられているわけでありま

す。そして、この国の機関による研究報告は、幅広く関係者の方々にも知っていただけるよう

にとホームページなどにも全文が掲載されました。そんな関係からか、平成２２年に秋田県教

育センターが作成した、新「いじめ学校自己診断表」を活用した学校指導体制のあり方という

研究にも新アタリマエ憲章が規範意識を育む実践として紹介されています。 

 新アタリマエ憲章がどのような道をたどり、現在どのように活用されているかについては全

体像がいまだによくわかりませんが、当たり前のことが当たり前にできるようにする活動とし

て、毎週水曜日の朝に行われているあいさつ隊によるあいさつ運動があります。 

 ある日の午後、金井の旧道を歩いていると、前方にいた３人の中学生のうち１人がこちらに

向かって手を振っていました。後ろに誰かいるのかなと振り向くと誰もいませんでした。その

時点で自分に対して手を振っているんだなと判断しましたので、近づいたときに挨拶を交わし、

ついでに「あいさつ運動頑張ってね」と声をかけました。すると、「えっどうして知っている

んだ、きっといたんだ、いたんだ」と、うれしそうな声を上げました。 

 大人からのあいさつ運動も今月で１８回を迎えます。これだけ回を重ねますと気にかけてく

れるところも増えてきまして、上田ケーブルビジョン様からの取材の申し出がありました。実

行委員会としましては、うれしいお申し出ではございましたが、坂中生徒会のあいさつ運動に

スポットライトを当てることができないかとお答えしました。学校での撮影になり、クリアし

なければならない問題も幾つか出てきましたが、何とか乗り越え、１０月２６日のあいさつ大

運動を配信していただくことができました。 
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 あいさつ運動というとできない人もいますので、強制しないでくださいというようなご意見

を述べる方もございます。挨拶の語源は囚人の行為などだと、どこから出てきたのかわからな

いことを言って人を惑わす発言も出てきます。今日も新聞に載っておりましたが、有名企業関

係の医療健康ケア情報ネットに、肩凝りは幽霊が原因だという記事がですね、医療ケアの情報

ネットに載せられ、その信憑性とその運営方法に関しまして物議を醸し出しているということ

に注意しなければなりません。 

 そういえばですね、万歳三唱令などという、まことしやかなお話も以前ありましたが、肩凝

りが幽霊が原因というほどにおかしいとは思わないので、信じた人も多かったのではないで

しょうか。果たして肩凝り幽霊説に近い挨拶囚人起源説なるものが、明るいまちづくりに役立

つのでしょうか。規範意識を自分たちでつくろうと頑張っている生徒たちに、そのようなこと

を何の意図を持って教え込むのでしょうか。規範意識を自分たちでつくろうと生徒たちが頑

張っている時間帯に何をしておられるのですか、お仕事ですか。そういう人たちは生徒にささ

やくかもしれません。挨拶なんかする時間があったら英語の勉強でもしろと。町の教育行政組

織や運営が変わるようですが、心配でなりません。 

 あいさつ隊に加わる生徒の中には、大変だけれども、学校に生起する諸問題を自分たちで何

とかしなければと頑張っている子供もいるのです。そういう子供こそ坂城町の財産であり、彼

らがリーダーシップを発揮してくる日が待ち遠しくてなりません。 

 都会ではあいさつ禁止マンションが話題になっています。１１月４日付の都会の新聞に、マ

ンション内のあいさつ禁止の投稿がございました。投稿を寄せたのはマンションで管理組合の

理事をされておられる方で、住民総会でマンション内でのあいさつ禁止が決まったことについ

て理解に苦しんでいますと訴えられたとのことです。投書によれば、住民同士が挨拶をやめま

しょうというルールが生まれたのは、小学校の子供を持つ親が発した一言がきっかけだったそ

うです。その親はマンションの住民が集まる総会の中で、知らない人に挨拶をされたら逃げる

ように教えているので、マンション内の挨拶はしないように決めてくださいと提案したといい

ます。その上で、子供には声をかけられた相手が、住民かどうか判断できないから教育上困り

ますとも話していたそうです。この提案に総会に出席した年輩の住民も賛同。挨拶をしても相

手から返事がなく、気分が悪かったとしてお互いにやめましょうと意見が一致し、最終的にあ

いさつ禁止のルールが明文化されることになったといいます。 

 前回の答弁も、このような社会的な風潮の先にありはしないかと心配になってまいります。

もしかすると挨拶、挨拶とうるさい議員がいるから、あいさつ禁止の町をつくる計画がされて

いるいかもしれません。しかし、安心しております。前回の一般質問であいさつ看板の見直し、

役場内の挨拶に関する標語につきまして前向きなご答弁をいただいておりますので、今後につ

いては大いに期待したいと思っております。 
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 とにかく、マンション内あいさつ禁止が全国的に大波紋を広げていた１１月２８日付の地元

地方紙朝刊に、「生徒のあいさつ心が晴れやかに」の投稿が、中之条にお住まいの方から寄せ

られました。生徒は村上小学校の出身者ではないかと、村上小学校で大人からのあいさつ運動

に参加している人が喜んでおられました。初雪の寒い朝、ごみ出しの帰り道、後ろから「おは

ようございます」と声をかけられたそうです。振りかえると中学生の男の子が２人、見知らぬ

生徒さんからもらった気持ちのよい挨拶で心が晴れやかになりました。本当にありがとうと結

ばれていました。お話を聞くと、このときが初めてではないそうです。生徒たちは頑張ってい

るのですが、ご理解がいただけなくて、何かよい話はないですかと中学校の先生に以前から言

われていましたので早速伝えると、話を生徒たちにおろしますと喜んでおられました。 

 また、記事のことを町内でご講演いただいた先生にメールで知らせますと、これからも大人

から率先して挨拶するよう心がけ、それが地域を守る力になるということを発信し続けてくだ

さい。私も頑張りますとのお返事をいただきました。都会におけるあいさつ禁止マンションの

件は知っておられ、憤慨しておられました。 

 坂城町の児童が全て坂城中学校に進学する時代ではないようです。このような時代において

坂城中学校のよさをアピールすべきではないでしょうか。新アタリマエ憲章の調査を通じて、

公立中学ならどこでも同じというわけではないと知りました。坂城中学校には生徒会の新アタ

リマエ憲章に基づく生徒会活動がございます。新アタリマエ憲章に基づく活動は、１０月

２６日のテレビで紹介された運動だけではありません。今年の１月に見させていただいた活動

には目を見張るものがありました。また、教職員の皆様の取り組みにも感心させられました。

新アタリマエ憲章というすばらしい財産があるのですから、そのプロモーションビデオをつく

り、町民の皆様に知っていただいたらいかがでしょうか。そんなすばらしい中学校なら、子供

を通わせたいという他市町村の親御さんが出ないとも限りません。 

 先生方には転勤があります。国の教育方針も変わります。そんな中で新アタリマエ憲章にも

存亡の危機があったとのお話を聞いたことがあります。大人からのあいさつ運動はその辺の事

情も踏まえて出発しております。今や新アタリマエ憲章とそれに基づく生徒会の活動は、坂城

町が誇れる財産です。惜しむらくはこれが１１年前につくられたということです。もっと以前

につくられていたなら、坂城町の姿も今とは違っていたことでしょう。新アタリマエ憲章とそ

れに基づく生徒会の活動で育った町民がほとんどになった坂城町を見てみたいものです。国と

すれば、ほとんどの中学に新アタリマエ憲章が広がることを望むでしょうが、それはまだまだ

先のことです。 

 聞いたこともない、見たこともない新アタリマエ憲章の話が飛び出してびっくりされた方も

多いかと思いますが、坂城町にはすばらしい伝統を持った中学校があることをおわかりいただ

けたでしょうか。坂城町監査委員による平成２８年度定期事務監査報告書の監査所見に教育委
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員会に対し、移住定住に向けてホームページによる小中学校の情報提供について適切な指導を

してくださいというものがありました。ぜひにも耳を傾けていただき、頑張っている生徒を応

援する意味でも坂城中学校のよさをアピールしていただきたいと思います。 

 新アタリマエ憲章の六つ目には、相手の立場になれる人権感覚がございます。このような精

神をみずから身につけた生徒たちが、町を離れていくのは残念でなりませんが、仕方がないこ

とかもしれません。すばらしい憲章によるすばらしい精神の持ち主を１人でも多く育てるのが

我々の使命かもしれません。坂城の子供は、坂城で育てるとはよく耳にするフレーズでありま

すが、どんな子を育てるのかはっきりしません。新アタリマエ憲章の精神を体現している子を

育てることだと願っております。ご答弁をお願いいたします。 

教育文化課長（宮下君） １．あいさつの町は明るい町、イ．新アタリマエ憲章の発信をにつき

ましてお答えいたします。坂城中学校では、生徒会の活動基盤として平成１７年に生徒会によ

り新アタリマエ憲章を制定いたしました。以降この憲章の実践に向けて毎年学校職員も一体に

なって取り組んでいるところでございます。ご質問のとおり、この憲章は次の６項目から構成

されております。 

 一つ目は、明るいあいさつでございます。挨拶の推進につきましては、日ごろから生徒会が

行っておりますが、毎週水曜日の朝には生徒会の呼びかけで自主的な参加者により結成された

あいさつ隊によりまして、登校してくる生徒に対し昇降口や校門等で挨拶活動を行っておりま

す。 

 二つ目は、無言清掃でございます。これについては今年度の重点的取り組みになっておりま

す。生徒も職員も何もしゃべらず無心になって一生懸命清掃を行っており、その結果、建築後

二十数年経過した床もきれいに磨かれております。 

 三つ目は、全校が一つになれる歌でございます。音楽集会等で定期的に合唱練習を行い大峰

祭や卒業式等で発表を行っております。 

 四つ目は、時間を守るでございます。これについては今年度の重点的取り組みになっており

ます。授業開始時のチャイムが鳴る前に着席することや下校時刻を守ることなど、時間を意識

した生活を心がけております。 

 五つ目は、服装を整えるでございます。生徒会の人権生活委員会が中心となり、呼びかけを

行っており、正しい服装に整えることに努めております。 

 六つ目は、相手の立場になれる人権感覚でございます。これも今年度の重点取り組みの一つ

でございます。日ごろの学校生活において、あらゆる場面において相手を大切にする気持ちの

育成を推進しております。生徒会の人権生活委員会主催により全校パネルディスカッションを

実施し、自分たちの成長を確かめ自己肯定感を高めることにより人権感覚の育成へとつなげて

おります。 
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 この新アタリマエ憲章は、議員さんのご質問のとおり、基本的生活習慣や学校内の規律の徹

底による生徒指導の事例として、国立教育政策研究所生徒指導研究センターや秋田県総合教育

センターで取り上げられているところでもございます。新アタリマエ憲章の発信をというご質

問でございますが、この憲章はあくまで中学校内部での決まり事として、生徒自身が決めて実

践をしているものであることから、今まで学校便りや学年便りで保護者等にお知らせをしてき

たところでございます。 

 本年度、中学校においては授業力と学力の向上、温かい人間関係づくり、地域と連携した教

育を重点目標に、自分を好きになる学校づくりに取り組んでおります。この取り組みを進めて

いくためには保護者の皆さん初め地域の皆さんのご理解、ご協力が必要でありますので、中学

校においても、新アタリマエ憲章はもとより、中学校で行っている学習活動、部活動、生徒会

活動、体験学習などの取り組みについて情報発信をし、地域に信頼される中学校のＰＲに努め

てまいりたいと考えております。 

 先日、地域の方から生徒からの気持ちのよい挨拶で心が晴れやかになったという新聞投稿が

ございました。これも新アタリマエ憲章の明るいあいさつが具現化されているものと大変うれ

しく思えた次第でございます。引き続き学校、家庭、地域等において元気な気持ちのよい挨拶

が行われるよう取り組んでまいりたいと考えております。 

５番（柳沢君） 丁寧なご答弁ありがとうございます。この新アタリマエ憲章ですね、ここでと

どまって、そして消えていってはいけないものではないかと思います。今回はですね、このよ

うな形でもって存在をですね、広くお伝えしたわけですけれども、ぜひ子供たちに会いました

ら、このアタリマエ憲章に基づくですね、当たり前のことを当たり前にやろうということで頑

張っておりますので、頑張ってねというお声をかけていただければなと思います。子供たちは

やっぱり一番ですね、励みにそれがなるんですね。 

 少し前に横浜のほうでいじめの問題がですね、ありましたけれども、そのときにですね、君

たちのことをわかってくれる大人は必ずいるよというようなことが言われていました。やはり

ですね、子供たちと接してですね、頑張っているねと日ごろから言っている中で、そういうよ

うな行為は本当なんだなというふうに思うわけでありまして、そういう意味におきましてもで

すね、子供たちを勇気づける自己肯定感、こういうものですね。自己有用感、こういうものを

さらにさらに高めるべくですね、これからもご指導のほうをよろしくお願いしたいと思います。 

 次の質問に移ります。前回から医療についてお伺いいたしております。坂城町に病院を建て

るのが一番だと考えております。困っているのは、町ではなくて町民です。前回の質問で近隣

のまちを見渡したとき、飯綱町にも信濃町にも、小布施町にも長和町にも、御代田町にも軽井

沢町にも、佐久穂町にも小海町にも病院はあります。かつては上山田町にも丸子町にも東部町

にも望月町にも病院はありました。ないのは坂城町より人口の少ない山ノ内町と立科町と坂城
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町だけですとお伝えしましたけれども、間違ってはいませんでしょうか。これらの町が身近に

病院を置くためにどれだけの努力をされていると思われるでしょうか。使うべきところに使わ

ず、財政の健全化を自慢しているような町に町民がい続けるでしょうか。町がなくても平然と

している病院になぜに町民が病院を求めるのか調べてもよろしいのではないでしょうか。 

 こういう視点が町民から寄せられればよいのですが、ほとんどは町外の方から寄せられます。

子供たちのことを考えると医療の充実したところに移りたいのだが、坂城町はどうだいと言わ

れても、自信を持ってお勧めすることができません。先般、近隣の自治体で市長の選挙がござ

いました。そのときの電話調査で優先してほしい課題としまして、回答者の半数近くが医療・

福祉を挙げ、しかもトップだったそうです。近所に小児科に対応できる医院や病院が少ないた

め、子供が体調を崩したときに不安との意見が挙げられておりました。病院があってもまだま

だというのが住民です。にもかかわらず、現状に満足する町の姿勢を目の当たりにし、つくづ

く町民の思いの届かない町だなと感じました。 

 さきの近隣自治体では、当然候補者たちも運営費の一部を支えている総合病院などと連携し

て、ある程度優先的にやってもらえるシステムをつくると訴えておられました。坂城町もそう

なってほしいものです。市民の声を聞かない行政運営の象徴だなどと言われた争点もあったよ

うですが、坂城町もそのように言われることのないように、自己満足に陥ることなく、時には

振り返ってみることも必要ではないでしょうか。 

 今回の議会招集挨拶でも医療に触れられておる部分がなかったような気がします。聞いた町

民はどのようにとるでしょう。まさに経済、経済の招集挨拶ではなかったでしょうか。坂城で

働いてよそで暮らせるお金持ちや、とりあえず住まわれておられる方だけでなく、根を張って

暮らしておられる、そんな多くの町民に目を向けていただきたいと思います。坂城の生活に向

けられた厳しいご意見にも公平に向き合っていただきたいと思います。病院のある他市町村が

もっともっと医療に力を入れていけば、医療格差は拡大の一途でございます。しかし、病院の

できるまで医療格差拡大を見逃すわけにはいきません。町に病院がないということは、交通機

関を使って病院に行かなくてはなりません。この町の弱点を補う方法はないでしょうか。 

 まず、医療格差拡大対策としまして、せめてテクノさかき駅にエレベーターは設置できない

でしょうか。千曲駅にも屋代高校前駅にも信濃国分寺駅にもあります。喜ばれると思いますよ。 

 次に医療格差拡大対策として、免許返納高齢者にタクシー券の支給を検討していただけませ

んでしょうか。高齢ドライバーの交通事故が相次ぐ中、宮城県のある村が運転免許証を自主的

に返納した６５歳以上の村民に、約１４万円のタクシー利用券を支給する取り組みを始めたそ

うです。村によりますと、診療所に各地域から移動するには片道３千円程度が必要で、支給額

は月２回往復を想定して算出、支給は１人１回限り、有効期限は交付から１年だそうです。前

回の同僚議員の質問では、安全面から運転免許証返納者の支援対策が取り上げられましたが、
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今回は医療格差拡大対策からタクシー券の給付についてお伺いいたします。ご答弁をお願いい

たします。 

建設課長（宮嶋君） 医療格差拡大対策、イ．テクノさかき駅にエレベーターについてお答えい

たします。テクノさかき駅にエレベーターを設置できないかというご質問でございますが、し

なの鉄道の沿線、篠ノ井駅を除いた１８駅の中でエレベーターが設置されている駅は軽井沢駅、

中軽井沢駅、信濃国分寺駅、上田駅、坂城駅、千曲駅、屋代高校前駅の７駅でございます。屋

代高校前駅、信濃国分寺駅、千曲駅など近年新駅として開業する際には、バリアフリー化の推

進に伴いエレベーター設置が義務づけられており、人に優しい駅舎となっているところでござ

いますが、既存駅においてはエレベーター設置については、いまだ半分にも満たないといった

状況であります。 

 平成２４年７月に開業いたしました中軽井沢駅では、しなの鉄道移管後に軽井沢町としなの

鉄道が実施主体となり駅舎を全面改築した折にエレベーターが設置されております。また、坂

城駅においては、駅前のバリアフリー化整備事業を進める中で、平成２５年にエレベーター設

置事業を実施し、平成２６年５月から高齢者や障がいのある方、お子様連れの皆様にご利用い

ただいております。 

 エレベーターの設置については、基本的にはしなの鉄道の計画によるところでございまして、

平成２８年度については屋代駅のエレベーター設置工事を施工しており、平成２９年３月竣工

予定で、小諸駅においては平成２９年１月に詳細設計が完了するとお聞きしております。この

ようにしなの鉄道におきましては、旅客サービスの向上を図るため、エレベーター設置を含め

駅舎等の整備・改良など計画的に実施されております。高齢者や障がいのある方は、駅の階段

の昇降に苦慮されており、エレベーターが設置されていれば利用者の利便性の向上にもつなが

るところであります。 

 平成１１年に開業したテクノさかき駅においては、既に昇降機が設置されており、駅員や勤

労者福祉センターの職員のご協力をいただき、高齢者や障がいのある方などにご利用していた

だいております。現在のところ昇降機のふぐあい等もなく順調に稼働する状況でございます。

今ある昇降機を活用することで、駅のバリアフリー化に努めてまいりたいと考えております。

エレベーター設置につきましても、今後しなの鉄道の経営状況や事業計画等も見据える中で事

業対象となる要件等もございますが、お願いできればと考えております。 

福祉健康課長（大井君） 続いて、ロの運転免許返納高齢者に対するタクシー券をについてお答

えを申し上げます。運転免許証を返納された方は、家族や知り合いの方による送迎やしなの鉄

道、循環バス、タクシーを利用されるなどして病院へ通院されておられます。運転免許を返納

された方への支援といたしましては、町内のタクシー会社も加盟する長野県タクシー協会加盟

タクシー会社において、運転免許証の返納により交付される運転経歴証明書の提示により乗車
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運賃が１０％割り引きとなる割引制度を設けています。 

 現在のところ、町として免許を返納された方に対し、独自にタクシー券の交付などの負担軽

減制度を設けることについては考えておりませんが、町の循環バスは信州上田医療センターに

乗り入れており、運賃についても６５歳の方につきましては、パスカードの提示により通常運

賃の半額、町内は１回１００円、上田までの利用の場合でも１回２００円でご利用できますの

で、今後一層周知に努めてまいりたいと考えております。 

 続きまして、運転免許証返納者に対する他地域での取り組みでありますが、都道府県または

市町村が主体となって高齢者運転免許証自主返納支援事業協賛店を募集し、運転経歴証明書を

提示した方に対し特典やサービスが受けられる仕組みを構築されている例もございます。今後、

運転免許証返納者に対する他市町村の取り組みにつきまして研究をしてまいりたいと考えてお

ります。 

５番（柳沢君） 丁寧なご答弁ありがとうございました。本当ね、これもあれもとやはり町民は

町に期待しております。その辺をですね、これからご努力によりましてですね、一つでも二つ

でもかなえていっていただければと、そんなふうに思っております。 

 次の質問に移ります。寄り添う自治についてお伺いいたします。 

 本庁舎に直通電話の増設をお願いできないでしょうか。代表電話１本だけですと、担当部署

がわかっていても電話交換手を通さなければ相手につながらない。長いこと音楽を聞かされて、

いつ出るかいつ出るかとじっと集中して待って、そしてやっとつながったと思ったら、担当の

者が席を離れておりますので、また後でと、こういうことで、迅速感がほとんどないんです。

アメリカの昔の映画シーンですね、交換手が電話を取り次ぐというのをですね、今、坂城町は

やっているわけですけれども、町民の時間に対する配慮がもう少しあってもいいのではないで

しょうか。 

 やはり皆さんですね、時間のない中で何とかですね、時間を見つけて町に用があるから、役

場に用があるからということで電話をするんですけれども、そのときのですね、対応に対する

お気持ち、こういうものを酌んでいただければと、そういうふうに思います。 

 議員などはですね、交換手を通してさらに議会事務局は知っていますかなどということを言

われますとですね、そんなにそこの窓口を狭めてどうするんだと、町民や議員との接触を避け

ておられると思われかねない。災害が起きたときには町民はどうすれば連絡をとれる。電話

１本でもって連絡はとれるんでしょうか。役場には連絡をしてくるなということでしょうかね。

携帯電話に電話を入れても、ディスプレイにはですね、代表電話しか表示されない。しかも電

話があったからといって、留守電に入っているということもあんまりないようです。接遇研修

をやっておられるとのお話ですけれども、その実践の段階においてですね、やはりできている

のかなという疑問が湧くわけでございます。 
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 加入者の少ない有線電話は直通回線がたくさんあるようですが、平成２６年度で

２，８４０件しか加入がなく、通信手段が携帯電話、インターネットの時代に有線利用を間接

的に強制されているように受け取られかねません。災害発生時を考えると恐ろしくなります。

時代があってですね、ホームページの方向性を変えてでも、働く若者が利用することも考えた

町民に寄り添う自治にもう少しお力をお貸しいただきたいと思います。 

 ほかの市町村を調べたところ、ほとんどが各課以上に直通電話回線が設けられていました。

もっと細かく配備されているところもございました。災害時のことを真剣に考えたら当然の対

応でしょう。いつもお話させていただいておりますが、かたくなにならずに、ほかの市町村も

ご参考にされたらいかがでしょう。他市町村へのおくれを取り戻すべく、行政防災無線の移行

と切り離し、先行実施をご検討願いたいものです。 

 もしも、直通回線の増設ができないなら、役職者への携帯の貸与をお考えになられたらいか

がでしょう。アメリカ大統領選挙でもメールの公私混同が問題になりましたが、情報通信手段

には細心の注意が必要です。それならば、使わなければいいんだろうというような後ろ向きな

町民乖離行政ではなく、現在の情報通信ツールを駆使した寄り添う行政を実現していただきた

いと思います。会社携帯の貸与は、民間企業ならかなり前からやっております。お客様本位の

民間感覚を取り入れていただけませんでしょうか。 

 次に、町に勤労青少年ホームを検討していただきたいと思います。既存の施設の再利用でも

とりあえず構いませんが、公共施設等総合管理計画策定の際には、しっかりと計画していって

いただきたいものです。若者支援の充実と少子化対策を望みます。町内に住む勤労青少年が交

流できる拠点づくりをお願いいたします。ご答弁よろしくお願いします。 

町長（山村君） ただいま柳沢議員さんから質問がありました、寄り添う自治の中のイの本庁舎

に直通電話増設をという点でお答え申し上げます。また、今これから取り組みます坂城町の

「つながる あんしん 坂城町」の新しいコミュニケーションシステムについても、ちょっと

若干ご説明申し上げます。 

 坂城町では、第５次長期総合計画後期基本計画及び坂城町人口ビジョン、まち・ひと・しご

と創生総合戦略を昨年度策定し、本年度から事業展開をしております。特に総合戦略では四つ

の基本目標を設定するとともに、重点的に推進していく三つのプロジェクトを立てています。

その中の一つとして、「つながる あんしん 坂城町」の構想推進事業につきましては、さま

ざまな通信機能を多重化することで、より快適に、より安心して暮らせるまちづくりを目指し

ております。まず第１段階として、安心・安全なまちづくりとして情報伝達の必要性を重視し

た災害にも強い同報系デジタル防災行政無線の導入を決め、平成３０年４月を目途に事業展開

しているところでございます。また、次の段階として高齢者の見守りシステムやＷｉＦｉの整

備にも積極的に取り組んでまいる所存であります。 
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 さて、ご質問のありました本庁舎への直通電話の増設をにつきまして、電話など役場へのお

客様の問い合わせなどは、一つはＮＴＴ回線として８２－３１１１を代表番号とした最大

１０回線による電話交換を通して各課へつなげる集中管理をしており、各課に９９の内線によ

り対応をしております。また、有線放送電話につきましては、係ごとに計７１回線により、い

わゆる直通電話として対応しているところでありますが、町民の皆様が役場組織のどの課で対

応するのか不明な場合も多く、まず対応した課で内容を伺い、担当する課へ転送するという電

話交換と同様の対応となっております。 

 ＮＴＴ回線の課題としましては、役場からお客様へ連絡を差し上げたときに、先ほどお話が

ありましたが、お留守の場合、電話機の機能によってはナンバーディスプレーには代表電話で

表示されますので、どの部署からの電話なのかわからないという課題もあります。対応として

は、ＮＴＴにしても有線放送電話にしても各担当者からは時間を改めて再度連絡し、町民の皆

さんとコミュニケーションをとるようにしているところであります。 

 また、近隣市町村の状況を見ますと、有線放送電話がないという市町村も多く、人口規模の

少ない村では総務課が一旦お受けし、各担当係へつなぐというところもあれば、人口規模の大

きな市でも、当町のように基本的に交換により管理しているというところ、また直通電話と併

用しているところなどさまざまであると認識しております。 

 坂城町では新しい情報発信システムへの移行によりまして、現在の有線放送電話が廃止され

ます。そうなりますと、役場庁舎への電話等による対応はＮＴＴのみとなってしまうというこ

とから、有線放送電話の電話機能が廃止になる時期を踏まえて、費用対効果も含めて再検討し

なければならないと感じるところであります。 

 今お話のありました直通電話の件につきましては、私が以前勤めた会社で私交換機も売って

いたことがありますので詳しいんですけれども、基本的に三つの方式があるわけですね。中継

台方式とそれからダイレクトインライン方式、それからダイヤルイン、三つあります。中継台

方式は今私どもがやっている方法ですね。それからダイレクトインラインというのは、直通電

話を直接置くと。例えば坂城町役場ですとファクスについては直通電話を別にとって置いてい

るというところなんですけれども、今、坂城町の交換でできるのはダイヤルインという方式で

す。これは言わば直通電話なんですけれども、１回線１本ではなくて、５回線あったら７回線

から８回線、番号が割り当てられるということになります。 

 ですから、私が今考えていますのは、有線放送の廃止等に含めまして、直通で対応するため

にはこのダイヤルイン方式ができるかなと思っております。この場合にはソフトの変更等あり

ますけれども、現在の電話機能でも電話交換器でもできるというところであります。これはも

う検討していきたいというふうに思っております。 

 次に、役職者に携帯電話の貸与ができないかということでありますけれども、現在、当町に
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おきましては、緊急時に備えて消防主任には携帯電話を貸与するとともに、総務課において

２台を準備し、必要に応じて各課の事業等で貸与、利用している状況です。役場業務は組織と

して対応しておりますので、公での業務になります。役職等への個人貸与ということではなく

て、その業務等に必要に応じての貸与をしたいと考えているところであり、役職に対する携帯

電話の貸与につきましては、事業実施など必要に応じて総務課で準備する携帯電話において対

応したいと考えているところであります。私からは以上であります。 

産業振興課長（山崎君） ロ．町に勤労青少年ホームをについてご答弁申し上げます。最初に若

者支援の充実と少子化対策についてでございますが、町ではまち・ひと・しごと創生総合戦略

を策定し、町や企業、働く方々が元気であること、町外への人口の流出を抑制し新たな流入を

図ることなど、人口減少に歯どめをかけることを目指し、移住・定住促進事業に取り組んでお

ります。 

 移住・定住対策の一つとして坂城町の魅力を知り、町内の事業所に勤めている若い方々に坂

城に住んでもらえるよう、また坂城に住んでいる方には定住していただけるよう若者交流会を

実施しております。今年度は５月２１日と１０月２２日の２回、多くの若い方々に参加してい

ただき、ゲーム形式の軽スポーツや坂城町にまつわるクイズなど企業の枠を越えた交流や情報

交換を行い、親睦を深めていただきました。さらに、今月１２月２３日には第３回目の若者交

流会を開催する予定でございます。坂城町の魅力を発信し、企業の枠を越えた交流や情報交換

を通じて町や企業の活性化、若者支援の充実に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、町内青少年交流の拠点づくりをとのご質問でございますが、勤労青少年とは青少年の

雇用の促進等に関する法律などにより、おおむね３５歳未満の他人に雇用されて働く青少年、

求職者である青少年、職業訓練を受けている青少年などと定義されております。また、勤労青

少年ホームは勤労青少年を対象とした施設で、体育館や会議室の利用や講座・教室への参加な

ど働く青少年が余暇を活用し、社会人としての教養や知識を身につけたり、体力づくりを行う

ためのものです。 

 現在、町には更埴地域勤労者共済会が運営する勤労者総合福祉センターがあり、トレーニン

グジム、多目的ホール、音楽室など勤労青少年だけでなく、どなたでも広く利用できる施設で

あります。実際に勤労者総合福祉センターの開催する文化・スポーツ教室や講座、トレーニン

グジムなどの受講や施設利用の年齢層を見ますと、教室や講座などは比較的年齢は高くなりま

すが、トレーニングジムについては若年層の利用が多い傾向にあります。また、勤労者総合福

祉センターにおいては、エアロビクスやダンス講座など若い方向けの講座やイベントも実施し

ているところであります。 

 ご質問の勤労青少年ホームの新たな建設については、建設費や維持管理費などのさまざまな

点から難しいと考えているところでございます。勤労青少年ホームと同様、勤労者のための施
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設であります勤労者総合福祉センターをご利用いただければと考えております。 

５番（柳沢君） 丁寧なご答弁ありがとうございました。地方創生に関する新聞記事等がですね、

時々地方紙に載ります。坂城町の名前が出ているかなと思って見ますとですね、出ていないこ

とが多いんですよね。これから研究とかですね、勉強というところを熱心にやられる。これも

いいことですが、その先大丈夫かいという思いを町民は禁じ得ません。間違いなくやっていた

だければそれでよいのですが、住み続ける町民を見た町政の実践をこれからも望みます。以上

で質問を終わります。 

議長（塚田君） ここで１０分間休憩します。 

（休憩 午後 ２時２４分～再開 午後 ２時３４分） 

議長（塚田君） 再開いたします。 

 次に、１０番 山﨑正志君の質問を許します。 

１０番（山﨑君） ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、通告に従い一般質問を

行います。 

 まず前段といたしまして通告にはないことですが、これは要望として。この間、先日いまだ

進展しないＡＭ放送について質問されました。受信ができないと、中波が入らないという難聴

地域があるんで何度も同僚議員が質問していますけれども、そういう部分の解消について実現

されていません。ＮＨＫも会長がかわりますから、その部分でもういい時期かと思いまして、

またそういう部分も要望がありましたもんで、これはあくまでも要望でありますからお願いい

たしたいと思います。 

 それでは、通告に従い順次一般質問を行います。 

 １．南条児童館について 

 イ．実施設計に向けての進捗状況は 

 南条小学校の改築（新築）事業の完了後に着手する新南条児童館について、順次質問いたし

ます。南条児童館建設委員会で検討された内容はどのようなものだったのか。児童館における

収容人数をどのように見積もっているのか。小学生１年生から６年生までに拡大された中で、

基本的には児童１人当たり１．６５ｍ２となっているが、それは満たされるのか。限られた敷

地面積の中で児童館を建設するのは頭を悩ませるところでありますが、児童の安全面及び指導

者の利便から考えても平屋建てが望ましいと考えますが、その点はどのように考えているのか

質問いたします。 

 続きまして、前々のときの南条小学校を部分移築されて建てられた南条小学校記念館の再利

用について質問いたします。南条小学校改築に伴い解体されました南条小学校記念館は、新南

条児童館にモニュメントとしてでも残すとありました。その再利用はどのようになったのか質

問いたします。 
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 新南条児童館建設予定地と南条小学校とは段差がありますが、その点はどのように考えてい

るのかお伺いいたします。今年の流行語大賞にも選出された「盛り土」ですけれども、南条小

学校と児童館とは同レベルの高さにするのか、それともそのまま段差をつけたままにするのか

質問いたします。 

 続きまして、建設委員会の開催が１０月まで開かれなかった経緯は何でありますか。今年

３月の議会において南条児童館建設委員会を南条小学校改築終了後招集するとありましたが、

１０月までずれ込んだのはなぜか質問いたします。 

 ロ．南条集会所の今後は 

 新児童館に隣接する南条集会所は、今年度から指定管理者から除外されました。新南条児童

館はその敷地も利用されるのかお伺いいたします。また、地域の皆さんなども児童館を利用、

活用したいという申し出が出たときには開放できるようになるのか質問いたします。 

 ハ．プロポーザル方式は 

 南条児童館に対する最後の質問をいたします。実施設計に至るまでのプロポーザルをどのよ

うに考えているのか。また、来年度予算に計上される建設費はどの程度見込んでいるのかを質

問して、南条児童館の１回目の質問といたします。 

町長（山村君） ただいま山﨑議員から南条児童館についてイ、ロ、ハということでご質問をい

ただきました。私からは南条児童館建設事業の全体的な進捗状況についてお答え申し上げまし

て、おのおの詳細の内容については担当課長から説明申し上げます。 

 さて、現在の南条児童館につきましては、経年による老朽化や南条小学校から北へ１００ｍ

ほど離れた場所にあることから、学校施設の活用や往来時の安全確保という面でも課題とされ

てきたところであります。南条小学校改築事業において設計業務のプロポーザル段階から南条

児童館の位置なども含め提案をいただき、南条小学校建設委員会の基本設計の報告の際に、南

条児童館の建設予定地を小学校に隣接する南西にある公園としているところであります。これ

まで議会におきましても南条児童館の建てかえにつきましては、南条小学校改築後に事業化を

進める計画であるとお答えしてきたところであり、本年度予算において南条児童館建設事業に

係る設計委託などの経費を計上し、現在事業を進めているところでございます。 

 南条児童館の建設につきまして、総合的に協議を行うための建設委員会については１０月に

立ち上げまして、現在まで３回の委員会を開催し建設予定地や、昨年度竣工した佐久市の児童

館の視察などを行い見識を深める中で、建設に関する基本的な方針について忌憚のないご意見、

ご提案をいただいているところでございます。今後におきましては、建設委員さんなどからい

ただいたご提案・ご意見をもとに児童館の建設に係るコンセプトを作成し、それに基づきプロ

ポーザルにより設計業者を決定し、年度内に基本設計をまとめていきたいと考えております。 

 建設工事につきましては、来年度に着工し、年度内の完成を予定しているところでございま
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す。子供たちが安心して遊び、健全に過ごすことができる児童館となるよう、地域の皆様初め

関係する皆様のご理解・ご協力をいただく中で建設事業を進めてまいりたいと考えております。 

教育文化課長（宮下君） 私からは、南条児童館の建設の進捗状況について詳細な内容につきま

して順次ご答弁申し上げます。 

 初めにイの実施計画に向けての進捗状況はについてお答えいたします。南条児童館建設委員

会につきましては、これまで３回開催し、建設に当たっての基本方針について委員の皆様から

さまざまなご意見・ご提案をいただき、現在コンセプトをまとめているところでございます。 

 検討された内容は何かというご質問でございますが、子供たちが安心して遊びや学習ができ

る集会室、遊戯室、図書室、静養室などの各部屋のスペースや構造的な内容について、駐車場

やバリアフリー構造など安全面について、また砂場・遊具など館庭についての内容、南条小学

校の記念館の活用方法などについての検討がなされたところでございます。 

 次に、児童館の児童の収容人数及び延べ床面積についてでありますけれども、国の設備及び

運営に関する補助金の交付基準を踏まえまして、収容人数につきましては現児童館と同様の

８０人を、延べ床面積につきましては、現在の町内３カ所の児童館の面積が約２３０ｍ２であ

ることを参考に、少なくとも同程度の面積は必要であると考えております。敷地との兼ね合い

もありますが、児童がゆっくり遊べる広いスペースを確保したいと考えているところでござい

ます。平屋建てにするのか複数階建てにするのかというご質問ですが、児童の安全面や利便性

などを考慮する中では平屋建てが望ましいと考えております。 

 次に、南条小学校記念館の再利用につきましては、建設委員会の中でもいろいろとご意見を

いただいているところでございます。記念館の部材を再利用するというご意見、記念館の玄関

の屋根のイメージをデザインとして取り入れるというご意見などが出されたところであります。

また、部材につきましては町の文化財保護審議会委員もお願いしている信濃伝統建築研究所の

和田先生に再度確認をしていただきました。玄関の破風の部分とレリーフなどは活用できます

が、柱の再利用については難しい状況であるとのことでございます。 

 小学校と同じレベルにするのかにつきましては、建設予定地は南条小学校のビオトープの段

下となりレベル差が生じますが、盛り土をしてレベルを合わせることは考えておりません。階

段を設けるなど、小学校との動線は整備したいと考えております。いずれもコンセプトの中の

項目となっておりますので、プロポーザルの提案内容の項目等を十分吟味する中でコンセプト

との整合を図り、基本設計の中でより具体的に検討をしていきたいと考えております。 

 建設委員会の立ち上げが１０月となった経緯でございますが、建設予定地に隣接する施設や

用地の調整などについて検討する時間を要したからでございます。 

 次に、ロの南条集会所の今後はにつきましてお答えいたします。建設予定地に隣接する南条

集会所につきましては、児童館の建設に合わせ解体し児童館用地として活用する方向で考えて
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おります。１０月１５日に関係する皆さんと打ち合わせ会議を開催したところでございます。

地域の皆さんなども使用できるのかというご質問ですが、児童館は使用する児童はもとより、

保護者の皆さん、地域の皆さんの協力や支えによってつくられていくことから、子供たちが使

用しない時間帯の児童館の活用については今後検討していきたいと考えております。 

 続いて、ハのプロポーザルの方式はにつきましてお答えいたします。先ほど町長からも申し

上げましたが、基本設計及び実施設計を行う設計業者を決定するプロポーザル方式による選考

会は１月中の実施を予定しております。プロポーザルによりご提案をいただく設計業者につき

ましては、県内小・中学校及び児童館の建設設計に実績のあります設計業者の中から選定して

いるところでございます。児童館建設に当たってのコンセプトがまとまり次第、プロポーザル

審査会の開催に向けて準備を進めてまいります。また建設費用につきましては、実施計画策定

懇話会においてもお示ししてございますが、現在のところ概算ではありますが、９千万円ほど

を見込んでいるところでございます。 

１０番（山﨑君） それでは、新南条児童館について２回目の質問に入ります。今まで建設委員

会が３回開催されているわけでありますけれども、これからプロポーザルに移っていくと。こ

れからそれに当たりまして建設委員会はどの時期にあと何回開催される予定なのか。 

 また、旧南条小学校記念館の部分はどうやって使うか、部材は使えないだろうけれども、

ポーチの部分、玄関部分を使うという話になっていますけれども、まだその辺は具体的にどう

やって使っていくのかは出ていませんか。一応それを２回目の質問といたします。 

教育文化課長（宮下君） 再質問にお答えいたします。初めに建設委員会の開催予定ということ

でございますけれども、先ほども申し上げましたけれども、プロポーザルの提案の選考の際、

また基本設計に移る、その検討などにおきまして今後二、三回を予定しているところでござい

ます。 

 南条小学校の記念館をどうするかということでございますけれども、これにつきましては皆

様方からいろいろとご提案を出されております。そうした中でそれもコンセプトの中の事項と

して提出する中で、プロポーザルの提案の中で検討してまいりたいと考えているところでござ

います。 

１０番（山﨑君） 児童館をこれから新しくつくっていくに当たって、これからのプロポーザル、

それから基本設計、でもって実施設計という形でいくわけですけれども、今プロポーザルは

１月中に行うと。基本設計は今年度中ということは、実施設計は来年度の建設になってしまう

というふうに聞き取れるんですけれども、実際に当初予算でしたら実施設計まで今年度中だっ

たような気がするんですけれども、その辺は来年にずれ込むという形で考えてよろしいんで

しょうか。また南条集会所、あそこは児童館建設に当たって解体されて、そこまで敷地にいく

と。そうすると平屋にできるという形で、２階建てにならなくてよかったと私も思っています。 
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 実際に、埴生小学校に隣接する児童館が２階建てだったもんで、やっぱりあそこに行ったと

きには、２階までやっぱり目が届かない部分があるという部分で館長さんとかそういう指導す

る方たちも大変だったと思いますから、平屋建てになって私はよかったと思います。 

 また、小学校との段差ですけど、敷地的にもあそこに段差をつけなければやはり難しいかな

という部分で、平面であそこの通路というか、うまく動線ができれば危険がないように設定し

ていただけるようにしていただきたいと思います。 

 あと先ほど申しましたけれども、記念館のポーチ、あれも大正時代のもので、どこに使う

かって難しい部分はありますけれども、プロポーザルの中でその部分がしっかり生かされて、

あのポーチを使うというのも一つの町長の公約でもありましたから、そうやって児童館に使っ

ていくという部分はしっかりと組み込んでいってほしいと思いますけれども、町長そういうふ

うにおっしゃいましたよね。あそこのポーチは使うって。町長、あのポーチを使うように言っ

ていたと思いますけれども、そういう話はなかったですかね。私はそういうふうに思っていま

したけれども、ちょっと町長その辺は。あのポーチを使うと私は初めからそういうふうに残す

というような話を聞いていたので、町長、その辺はどのように考えていますか。質問いたしま

す。ポーチを使うように、私はそういうふうに理解していたんですけれども。質問に答えてく

ださい、町長。ポーチを使うと私は認識しているんですけど。玄関部分を使うと私は認識して

いたんですけれども。質問、その部分を使うか使わないか質問いたします。 

議長（塚田君） 山﨑議員、私は聞いたということでありますけれども。 

１０番（山﨑君） 児童館の一部を使用するという話をしていました。ポーチの部分は特に使う

というように私は理解したんですけど、その辺は使う予定があるのかないのか質問いたします。 

議長（塚田君） ポーチ。 

１０番（山﨑君） 玄関部分です。旧記念館のポーチを使用すると私は理解しているんですけれ

ども、そういうふうに答弁されたと思うんですけれども。その部分は使用されるのかどうか。 

町長（山村君） ポーチではなくてですね、破風ですね、入り口の。これを素材をそのまま使う

のか、デザインとして組み込むのか検討しましょうということを申し上げました。あの素材そ

のものが果たしてこれから２０年、３０年その素材が使えるかどうかと、これは大いに疑問で

あるという皆さんのご意見であります。私は、あれをそのまま使うとは言っておりません。デ

ザインを検討したらどうかということを申し上げました。以上です。 

 ですから、それについては今検討委員会の中でも検討していただいておりますし、プロポー

ザルで業者さんが、すばらしいアイデアを出してくれるかもしれませんので、それは来年の

１月ですね、また期待したいと思っております。 

議長（塚田君） 山﨑議員、最初の答弁のところで破風とレリーフと、それを使うということで

すよね。それ以外で。 



 

－ 62 －  

１０番（山﨑君） レリーフをそのまんま使うというふうに私は思った。今の答弁ですと、その

まんまの部材を使うんじゃないという話ですから、そのまんまのデザインを使うと、私の理解

だとそのまんまのものを使うというふうに理解したものですから、今の答弁の中ですと、それ

はデザインは残すという話のように聞こえたんですよね。だから、それが使えるかどうかは別

として。私はそのままの部材を使うというふうに理解したものですから、その部分の見解が違

うなという話を今したわけです。だから、私が前も記念館の質問をしたときに、どうやって残

すのかと。使える部分を児童館のほうに使うというふうに私は聞いて、そういうふうに理解し

ていたものですから、今の話ですとそのデザインは利用するかもしれないけれども、それは部

材は使わないという話にもなってきていますから、その部分がちょっと見解が違うなという話

で私はしているわけです。 

町長（山村君） ただいまも申し上げました。今部材を保存しています。部材を使えるのか、だ

めならデザインを残すのか、どっちかを検討していると。両方検討しているということであり

ます。部材を一切使わないとは僕は一言も言っていません。以上です。 

１０番（山﨑君） 使える部分があったら使用できるという話で、それはプロポーザルの中で考

えていかれると思います。南条小学校の記念館をあそこまでとっておいて、せっかく保存して

ある部分も、あれは確かに木材なんかはもう朽ちていて使えない部分もありますから、それは

使用はできないと思いますけれども、その辺は十分検討していただきたいと思います。 

 あと集会所はなくなって、地域の皆さんも使えるという形ですから、それも十分検討してい

ただいて、地域の皆さんと話し合っていただきたいと思います。また、児童館はこれからも坂

城小学校あるいは村上小学校にある児童館も建てかえとか、そういう部分は出てくると思いま

すから、そういう場合にもまた地域の活用という部分もひとつ考えていただきたいと思います。 

 それでは、次の質問に移ります。 

 ２．合同金婚式について 

 イ．案内の方法は 

 今年の町の合同金婚式は、金婚式を迎えられた方々の組数は１２組でありました。出席され

た方はね。私も議員の立場として常任委員会として委員の立場として６回出席した経緯があり

ますが、最近出席者組数が少なくさみしいと思う次第であります。１０年ほど前の話でありま

すけれども、私の知り合いの方が約３０組の金婚式の出席者があったとお伺いしております。

そのときの集団写真も見せていただきましたけれども、今年の広報にも、今月号ですか、載っ

ていました１２組から比べると、ぎゅうぎゅう詰めの状態の写真を見させていただきました。

そこで、現在の案内方法はどのようになっているのか。また、ここ数年の出席者組数の推移は

どのようになっているのか。出席者組数が１０年前と比べて減少した要因は何かあるのか質問

いたします。 
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 次に、金婚式を迎えるご夫婦の成婚日のデータを集約して保存し、町から招待状を送付すべ

きであると思いますが、どのように考えているのか。以前、古希の７０歳ですね、お祝いに個

人個人に通知があり、記念撮影が行われていました。大正９年生まれの私の父親、大正１２年

生まれの私の母親も、そのとき古希のお祝いで記念撮影をしていただきました。それが今は遺

影となって仏間に掲げてあるわけですけれども。このようにデータはとれると思うんですよね。

それを集約して送付できるように取り組むことはできるのかお伺いいたします。 

 今後団塊の世代、町長を初めこの議席にも何名かいらっしゃいますけれども、金婚式を迎え

る方が１００組前後は出てくるんではないかと毎年、思いますけれども、そういう方たちに対

して金婚式を一つの節目として盛大な金婚式を開催されるよう、町でデータを集積して招待状

を送付できるか質問いたします。以上、金婚式に対しての１回目の質問といたします。 

福祉健康課長（大井君） 合同金婚式についてのご質問にお答えをいたします。金婚式につきま

しては、半世紀の長きにわたりご夫婦お二人が、かたいきずなで手を携えながら歩んでこられ

ましたことをお祝いするとともに、町ではその豊かな経験を生かし坂城町の発展のためご尽力

をいただいていることもあわせて敬意を表し、町及び社会福祉協議会、金婚式出席者で組織す

る実行委員会により合同金婚式を毎年秋に実施をしております。 

 ご案内の方法につきましては、広報、有線、ホームページのほか老人福祉センター、びんぐ

し湯さん館にも案内を掲示するなどしてお知らせをし、入籍日などの要件に該当する希望者に

お申し込みをいただいているところでございます。 

 金婚式当日にご参加いただいた参加組数の推移につきましては、平成２１年度が２８組、

２２年度が２７組、２３年度が２１組、２４年度が１１組、２５年度が２１組、２６年度が

１３組、２７年度が９組で、今年１０月２０日に開催いたしました２８年度につきましては、

当初１５組のお申し込みをいただきましたが、体調がすぐれなかったり、ご都合が悪くなった

りして３組の方がキャンセルされ、最終的に１２組の参加となりました。 

 以前は２０組を超える皆さんに参加していただいておりましたが、ここ数年参加組数が減少

傾向にあります。その要因といたしましては、ご家族やご夫婦でのお祝いだけで十分であり、

他の金婚者の皆さんと合同で式典に出席することについては遠慮したいと思われる方が増加し

てきているのではないかと推察をしております。 

 実行委員会では、今年、金婚式の対象となる方がより参加しやすくなるよう、開催時期を例

年１１月下旬に実施しておりましたが、今年度は１０月中旬、比較的暖かい時期に変更し、参

加しやすい環境づくりに努め、昨年より３組多くご参加をいただいたところでございます。 

 次に、ご質問の金婚式を迎えるご夫婦のデータを集約し、町からの招待状を送付できないか

とのご質問でありますが、ご本人の同意がないまま戸籍により結婚５０年目の確認をさせてい

ただくことが必要となりますので、個人情報の取り扱いの点からも難しいと考えております。 
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 町からの招待状を送付すべきではとのご質問につきましては、町といたしましては多くの対

象となるご夫婦に参加していただきたいとの考えはございますが、あくまでも最終的にはご希

望されるご夫婦に出席していただくものと考えております。今後も対象となる方から参加申し

込みをいただく現在の方法で継続してまいりたいと考えております。 

 合同金婚式の開催の周知につきましては、社会福祉協議会とも連携する中で、これまでの取

り組みに加え老人クラブの集まり等でのご案内や、金婚式に参加申し込みのあった方に対し、

お知り合いの方で声をかけていただくことをお願いするなど一層の周知を図り、大勢の皆さん

に出席していただけるよう取り組んでまいりたいと考えております。 

１０番（山﨑君） 一般的に結婚式っていえば招待状でありますよね。それで招待すると。金婚

式はちょっと形式は違いますけれども、本来はこういう式というのは私は招待状が出て、で

もって出る出ないは、その方たちがお決めになればいいこと。そのデータを持っていてはまず

いというわけで、私は、その中だけで使う部分ですから、金婚式以外には使わない部分で持っ

ていても、私はおかしくないじゃないかと思うんですけれども、それは無理なんでしょうか。

出席するしないというのは、どうしたってそれは個人的な部分ですから、それはいいんですよ。

それは私はそういう部分で出たくないという方は、それで構わないんですけれども。５０年目

ですよ、おめでとうございます。でもいいんですよね。５０周年おめでとうございます。金婚

式がありますから、出席されますかという部分のご通知だけでも私はいいと思うんですけれど

も、そういう部分ではいけないんでしょうかね。そうやって出すというのは。 

 町長もあと何年後には金婚式を迎えられると思いますけれども、後ろにも団塊の世代の方が

いらっしゃるから、私は来年３０年ですからまだ２０年ちょっとありますから、大分先は長い

んですけれども。町長はその辺はどういうお考えですかね。招待状をいただいたり、そうやっ

て集積してやってはいけないのか、町長はどういうお考えでしょうか。 

町長（山村君） 夫婦間の結婚というものは、言いがたいいろいろな問題、微妙な関係がありま

す。入籍されないで長い間一緒に住まわれている方もいらっしゃいます。仮に町が今のような

形でご本人への了解なくご案内状でも出した場合ですね、逆に俺のところへ通知がないという

方もいらっしゃると思います。つまり、事実上結婚を長くされている方、いろんな立場の方が

いらっしゃいますので、やはりもう少し周知を徹底することもやらなきゃいけないと思います

けれども、楽しいイベントですよということでご案内・周知をしてですね、来ていただくとい

う形かなというふうに思っております。以上です。 

１０番（山﨑君） 町長もなかなか個人的な部分で難しいという話をしていました。周知という

話ですけれども、実際に今年金婚式を開催するに当たって、広報何月号にどのくらいの記事が

出たのか、あるいは有線で何回放送、どのくらいの期間そうやって金婚式があるという放送が

されたのか、その辺はいかがでしょうか。 
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福祉健康課長（大井君） 周知についてのご質問にお答えをいたします。まず、金婚式の募集の

周知ということで有線放送を実施いたしました。期間といたしますと６月２５日から２９日の

間、６回ということで、これは通常放送の上限の回数を周知させていただきました。それから

広報６月号のお知らせ欄に掲載をさせていただきました。続きまして、町のホームページにお

いて６月２５日から金婚式の参加者の募集のご案内をさせていただいてございます。それと紙

ベースになりますけれども、金婚式の参加のチラシですけれども、それを例年ですと福祉健康

課のカウンターに設置をしておるところですが、先ほどもご答弁でも申し上げましたが、社会

福祉協議会と湯さん館にも置いたという形で周知をさせていただきました。 

１０番（山﨑君） 本来でしたら、私は通知をしてほしいというのが私の希望であります。なか

なかそれは難しい、周知するに当たっても私も６月の広報を見ました。このくらいですよね、

載っていた部分ね。お知らせ欄にね。なかなかああいうものって読み取れないような気が私も

します。先ほどご近所の方に誘ってって、隣の人がいつ結婚したかって私知りません、はっき

り言って。同学年の同級生とかわかりますけれども、ご近所の方お誘い合わせてっていっても、

なかなかね、人の結婚日、あなた何年目だなんていうのを、いつ結婚したなんて知っている人

はなかなかいませんよ。だから、そういう部分では難しいと思うんですよね。 

 周知の仕方も今度、有線放送自体もなくなりますよね。今度、データ放送になっていくと思

うんですけれども。今は有線の加入者だって６割もう欠けているわけですよね。そうすると

やっぱり有線っていったって、そこまでの周知の仕方じゃ足りないんじゃないですかね。何か

もっとほかに周知の方法を考えていかないと、金婚式をやっていること自体知らない人も結構

います。聞いたら、うちはもう過ぎちゃったわいという人もいました。ぼちぼち来年だわいと

いう人もいるんですけれども、そういうところを把握はできないんでしょうかね、この部分で、

はっきり言って。 

 先ほど、今回金婚式に出られた方たちいましたよね、１２組、１５組あったと。その方たち

はご成婚日はしっかりチェックなされましたか。ご成婚日をチェックされて、５０年目だとい

うことをちゃんとチェックされて、金婚式ですって招待されたんですか。 

福祉健康課長（大井君） 初めに先ほどの私の答弁で、ご近所の方というお話がございましたけ

れども、ご成婚を知っておられるお知り合いの方がいれば、お声がけをお願いしたいというこ

とを申し上げました。 

 それと、戸籍の部分でございますけれども、詳細についてはなかなか私のほうでも申し上げ

づらいところがあるんですが、初めに年齢を確認するのは住民基本台帳のほうで確認がとれる

わけですけれども、結婚をした婚姻につきましては、戸籍で確認をしていくという形になりま

すので、戸籍を打ち出していただかないと確認ができない状況になります。データとしてでは

なくて、まず紙ベースでそういったものを確認していくというような形になります。 
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 仮に結婚が男性でありましたら１８歳から、女性でありましたら１６歳からということで、

男性６８歳以上、女性６６歳ですか、以上というような形になりますと、男性で現在６８歳以

上が約１，９００名、それから女性で２，７００名の方がおいでになります。その方々の戸籍

を１枚ずつ確認していくのと、当町に戸籍がある方ですと、それで確認がとれますけれども、

こちらにない場合は確認ができないというところで、確認ができなくなってしまうということ

になってまいります。せっかくの金婚式のお祝いという気持ちの部分でやらせていただいてい

るところで、こういう技術的なお話というのもあれなんですけれども、お祝いはしたいという

気持ちは重々あるのですが、技術的にはそういったものがございます。 

 それと最後に今回お申し込みをいただいた方につきましては、お申し込みをいただく中で婚

姻日を確認させていただいているという形で、こちらから婚姻日がわかってご案内をしている

ということではございません。以上であります。 

１０番（山﨑君） チェックは今年の申込者数が１５組で出席された方が１２組と、その方たち

のご成婚日はチェックされたという形ですので、実際にそうやって申し込みされた方のチェッ

クはできる。また、今、年齢、男性だと６８歳以上、女性だと６６歳以上をチェックするとい

うことはできるという話だけれども、今のところそういう個人情報云々かんぬんで案内状を出

すのは難しいという話ですね。 

 ですから、今度はこの部分で周知をしていくに当たって、広報のあの小さい欄でいいのか、

もっと何かほかに周知させる方法はないのか、そういう部分は検討していっていただきたいと

思います。私からは本来でしたら招待状を出して、でもって来てくださいという、お招きして

くださいという形に持っていくのが、本来の方法であるべきだと私は思っています。そういう

方法を考えていただきたい。できないんだったらもっと金婚式があるよというふうにうんと宣

伝していただく、そういうふうにしていただかないと、やっぱりあれだけの組数で参加しても、

お祝いするほうもさみしいですよね。たくさんいたほうがやっぱいいと思います。という部分

で、これからそういう部分を検討していただいて、盛大な金婚式ができるように願いまして、

私の一般質問を終わります。 

議長（塚田君） ここで１０分間休憩いたします。 

（休憩 午後 ３時２０分～再開 午後 ３時３０分） 

議長（塚田君） 再開いたします。 

 ここで、会議時間の延長を申し上げます。本日の会議は本日の議事日程が終了するまで、あ

らかじめ会議時間を延長いたします。 

 次に、１３番 塚田忠君の質問を許します。 

１３番（塚田君） ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、通告に従いまして一般

質問を行います。今日は５人、一番最後です。あとしばらくのおつき合いをお願いいたします。 
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 １．運転免許証返納について（その２） 

 １２月１日より年末交通安全運動が始まっております。早朝寒い中、安協役員や交通指導員

の方々がドライバーに安全運転を呼びかけております。今年は１月に軽井沢でスキーバスツ

アー転落事故があり、将来ある若い方が多く亡くなり、その後も多くの交通時死亡事故が続き、

残念な１年でありました。 

 イ．返納制度のＰＲを 

 ９月議会で運転免許証返納について一般質問をさせていただきました。質問通告期間が短い

ためか、はっきりしたお答えがいただけませんでしたので、今回再度運転免許証返納について

お伺いいたします。 

 前回質問の後、高齢者の引き起こす加害事故が毎日のように報じられております。中でも悲

惨な事故は１０月２３日、横浜市港南区で軽トラックが通学道路に進入し、子供たち７人もの

死傷者を出しています。この運転手は８８歳で、３年前の運転適性検査は辛うじてクリアしま

したが、３年間に認知症が進んでしまったと報じられています。ほかにもブレーキとアクセル

を間違えて店に飛び込んだという高齢者の事故が何件かありました。長野県内でも１２月

２８日午後４時半ごろ、上水内郡の小川村でガソリンスタンドに入った大型トラックの横脇へ

軽トラを運転した８７歳の男性が追突し、助手席の奥さんを即死させてしまいました。薄暗い

中、ヘッドライトもテールランプも見にくいとはいえ、身体能力の衰えのせいか、とっさの判

断ができにくい状態ではないかと思います。 

 今後も高齢者運転免許証所有者はますます増えていきます。そこで、運転免許証返納手続を

簡素化するとともに、返納後の人に対して交通機関の料金の補助等支援を行い、免許所有時と

余り変わりのない日常生活ができるような環境をつくらなくてはなりません。 

 前回、町では高齢者の交通事故抑止のため運転免許証自主返納制度の返納啓蒙をされている

かの問いに対してお答えでは、長野県警のホームページで案内されているということです。し

かし、高齢者で必要なホームページを開くことができる方は数少ないと思われます。現在、高

齢者は免許証返納ということも知らない人も多く、免許更新時に運転適性検査で知る人も多い

と思います。運転免許証返納を推奨する限り、町独自の運転免許証自主返納啓蒙活動をし、悲

惨な交通事故防止のためにも行政として具体的な対応をお願いいたします。 

 例えば高齢者の集会等で免許証返納制度をＰＲする。千曲警察に同行しながら最近の高齢者

の事故状況、高齢者の身体能力の衰え等を説明し、免許証返納後の特典を説明して返納を促す

と、そんなようなこと。交通安全町民大会会場で免許証返納ＰＲ、返納者の受け付けを行う。

ほかに電話による返納相談があった場合は、役場から訪問して返納代行を行う。現状では本人

が千曲警察か長野交通安全センターで手続をすることになっており、手数料が千円から３千円。 

 なお、この１１月２０日ごろ県内警察署交通課署員が茅野市に集まり、たやすく免許証を返
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納できないか検討する会議が行われたということをニュースで見ておりました。その後、原村

では１２月２日、免許証返納窓口を開設し、茅野警察署まで行かずに村内で５人の方が自主返

納できたようであります。原村に電話で状況をお聞きしたところ、９人が相談に訪れて、４人

は家族の方であり、返納した５人は日ごろほとんど運転もせず、家族に乗せてもらい移動して

いたので、免許証の必要がないため即返納に応じたようです。村では返納者に対する行政から

の支援は今のところ何もない。今後検討するというようなことでありました。したがって、坂

城町でも同様な対策を行うことが急がれます。以上、お答えをいただきます。 

 ロ．返納者に交通費支援は 

 国内の支援状況を調べてみましたら、先ほど同僚議員の柳沢議員から質問されましたが、

１１月２６日、西日本新聞の朝刊に、宮崎県の西米良村では、６５歳以上の村民に自主的に返

納したり、講習を見送った人に１４万４千円分のタクシー利用券を支給する取り組みを始めた。

宮崎県警によると、１０万円を超える支給は全国でも珍しいと出ていました。人口

１，３００人ほどの山深い村であります。 

 東京都において調べてみましたら、大手ホテル館内のレストラン等では１０％、大手デパー

トでは買い上げた商品を無料配送、金融機関では金利上乗せ、自動車学校では入校者を紹介す

れば５千円現金を支援、定期観光バスが５％引き、各商店街の振興組合が５％、自動車買い取

り会社が査定価格に１万円を上乗せして引き取ると、返納者に対して企業からの支援がありま

す。 

 前回、町循環バスは従来でも６５歳の人は福祉課で希望者にパスカードを発行している。乗

車の際、パスカードを提示すると運賃が半額になるとのお答えでした。先ほどもそういうよう

なお答えをいただいております。坂城町で勇気ある決断で交通事故抑止に協力するために自主

返納し、運転経歴証明書の提示により、県タクシー協会加盟のタクシー運賃が１割支援してい

ただいております。長野県内では２２の市町村、運転経歴証明書所有者に乗り物代金を支援し

ております。支援内容は市町村で多少違いがありますが、１万円から１万６千円程度のチケッ

トを乗り物代金として支援しております。 

 坂城町も他に準じて、運転経歴証明書所有者はバスを無料になるよう支援していただきたい

と思います。坂城町の免許証の返納特典として、町内各商店の商品割引あるいは各種金融機関

での金利の優遇等考える方策はないか。町独自でも湯さん館の通年割引券（パス）、タクシー

の利用券等も交付の一つの方策ではないかと考えます。他の交通機関に対しても運賃支払いの

検討をしていただきたいと思います。他ということは、しなの鉄道でありますが。 

 ハ．返納者に返納祝い金を 

 返納祝い金という名前は私がつけたことであって、前回質問させていただきましたが、近く

のひとり暮らしの高齢者の免許証返納に立ち会いました。千曲署で手続をすれば３千円の手数
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料が必要です。お金を出してまで返納するならば、期限まで待っていれば時効になると思い、

考えが変わり、返納を思いとどまる人も多いのではないかと思います。１人でも多くの返納者

を求めるならば手数料不要となればいいのですが、経歴証明書の発行があるためにやむを得な

いと考えるところであります。 

 任意の交通安全協会員の人たちは過去に毎年会費を払い、時には街頭に立ち交通指導をした

り、カーブミラーの清掃をしたり、地域の交通安全に貢献して免許証取り消しの処分のなかっ

た会員であります。その人たちが返納するということは、勤め上げた職場を離れると同様です。

退職金を出したつもりで、無事返納できたということで、返納祝い金として交通安全協会から

支給されるようご検討をお願いいたします。参考までに、現在、長野交通安全協会は交通安全

協会会員返納者のみに市内運行バス「おでかけパスポート」千ポイントを上乗せして支給して

おります。以上で１回目の質問を終わります。 

町長（山村君） ただいま塚田議員さんから運転免許証返納について（その２）ということでイ

からハまでご質問を賜りました。逐次お答え申し上げたいと思っております。 

 まず、運転免許証返納について、イの返納制度のＰＲをについてお答えいたします。今もる

るお話ありましたけれども、国内の交通事故状況は件数が年々減少傾向にある一方、高齢者に

よる交通事故件数は年々増加傾向にあるというところであります。また、最近は高齢者の運転

による痛ましい事故がテレビや新聞等で報道され、以前は被害者という立場であった高齢者が

加害者になるケースが増えているというところでございます。 

 千曲警察署管内の状況を見ましても、１１月末現在で発生した高齢者が関係する交通事故

１０６件のうち高齢者が加害者となる事故が６９件と、高齢者事故全体の約６５％となってお

ります。このような状況を受けて、警察署が高齢者に勧めているのが今お話がありました運転

免許証の自主返納制度であります。長野県下の６５歳以上の免許返納者状況でありますけれど

も、平成２６年が２，８７４人、平成２７年が３，９１７人、平成２８年は１０月末現在で既

に３，８１０人となっております。また、町内の免許返納者数は高齢者の方を中心に、平成

２６年が１５人、平成２７年が２６人、平成２８年は１０月末現在で３３人と徐々に増えてい

る状況でございます。 

 また、国では増え続ける高齢運転者の事故対策として、来年３月に改正道路交通法を施行す

るところでございます。主な改正点といたしまして、７５歳以上の高齢者が免許更新時に受け

る認知機能検査に加え、高齢者自身が信号無視や一時不停止などの認知機能が低下した際に起

こしやすい違反行為をした際には、新設される臨時認知機能検査を受けることが必要となって

まいります。この臨時認知機能検査を受け、認知機能の低下が運転に影響するおそれがあると

判断された場合は、同じく新設される臨時高齢者講習を受講されることになります。また、認

知機能検査や臨時認知機能検査を受け、認知症のおそれがあると判定された方は、主治医等の
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診断書の提出を求められ、診断の結果、認知症と判断された場合には運転免許の取り消し等の

対象になるものでございます。 

 ご質問の返納制度のＰＲでございますけれども、長野県警のホームページでも返納制度を掲

載しておりますが、当町におきましても坂城町のホームページ上で運転免許証の返納について

の記事を掲載し周知を図っているところでございます。また、町に免許返納について相談が

あった場合には、申請の方法や必要書類について詳しくご案内をしているところであります。

あわせまして、今後は敬老会など高齢者の方がお集まりになる場や、交通安全町民大会等のイ

ベントの際に交通安全協会のご協力をいただき免許返納制度のＰＲをしてまいりたいと考えて

おります。 

 また、役場による免許の返納代行につきましては、警察署に確認したところでありますけれ

ども、先ほどもお話がありましたけれども、あくまでもご本人が直接各地域の運転免許セン

ターや警察署に返納申請をするものであり、返納代行は認めらないというところでございます。

しかしながら、先日、茅野警察署と茅野交通安全協会では警察署まで出向くのが難しい方のた

めに、県内初の試みとして運転免許証返納の相談や返納もできる出張窓口を１日限定で原村役

場内に設けたところであります。当町におきましても、免許返納者に対する取り組みにつきま

して千曲警察管内で実施が可能であるか今後警察署と協議してまいりたいと考えております。 

 続いて、ロの返納者に交通費支援はについてお答えいたします。先ほどもお話がありました

けれども、町では高齢者に対する交通費支援といたしまして、６５歳以上の高齢者の方が町の

循環バスのご利用に当たって通常運賃の半額、町内は１回１００円、上田までご利用の場合は

１回２００円でご利用できるパスカードを随時希望者に対して発行しており、これまで約

１，５００名の方に発行させていただいております。今後、いろいろお話もありましたし、も

う少し前向きに検討するためにですね、これまで以上に運転免許証返納者の増加が見込まれる

ということから、町循環バスがさらに割り引きとなる回数券の発行や、あるいは無料化等も含

めて関係各課ともともに検討してまいりたいと考えております。 

 また、その他交通機関の料金補助につきましても、柳沢議員のご質問でお答えいたしました

とおり、現在長野県タクシー協会加盟のタクシー会社で行っている乗車運賃の１０％割り引き

について、町として上乗せ補助については考えはありませんが、他市町村の支援内容等今後研

究してまいりたいと考えております。 

 続いて、ハの返納者に返納祝い金をについてお答えいたします。現在、千曲交通安全協会の

会員数は千曲市及び坂城町で約２万５千人でございます。協会の主な事業活動は年４回の交通

安全運動の実施及び役員等による街頭安全指導、交通指導所への参加、広報紙の発行、交通安

全リーフレット・チラシ・ポスターの作成・配布等を行い、地域の交通安全啓発を行っている

ところでございます。この交通安全活動の支えとなるものが交通安全協会に入会された方々の
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会費でございます。 

 ご質問の免許返納手数料でございますが、免許返納申請に関する手数料は一切ございません。

ただ、免許返納をした後に公的機関で身分証明書となる運転経歴証明書の発行につきましては、

ご案内のように交付手数料は必要となるというところでございます。したがいまして、身分証

明書となるものにつきましては、パスポートやあるいはマイナンバー制度に係る顔写真つきの

個人番号カードがございます。個人番号カードにつきましては身分証明書として公的機関で使

用ができ、初回の発行は無料となっておりますので、こちらの活用についてもあわせてご検討

いただければと考えております。 

 また、交通安全協会に入会されている方が、免許証を自主返納する場合の返納祝い金の支給

につきましては、９月議会で申し上げたところでございますが、交通安全協会という組織の中

でお考えいただけるものと考えるところでございますが、千曲交通安全協会事務局には免許返

納者への助成としてご提案させていただいているところであります。今後も先ほど申し上げま

した免許返納の出張窓口の開設等、高齢者の方が免許を返納しやすい体制づくりについて警察

や交通安全協会に提案してまいりたいと考えているところでございます。 

１３番（塚田君） 個々にお答えいただきましたが、原村に実績がありますから、坂城町出張窓

口は可能かと思いますがね。循環バスにつきましても大いに期待いたします。町として上乗せ

補助は考えていないというような今お答えでしたが、全くさみしいお話でございまして、昨今

返納者の数は増えておりますが、それに増して高齢者の所有者が増えていくのが現状でありま

す。今後検討ということですが、返納者にとって特典のあるような検討を望みます。企業から

の支援についてもお答えがいただけませんでしたが、東京都内の企業の状況を先ほど報告させ

ていただきましたが、ほかというか東京都なんですが、自転車販売店では電動自転車とか、そ

れから自動車で電動車椅子というか、あれは免許証が要らないわけですが、それを値引きする

というようなサービスもあるから、坂城町商工会にも協力していただいて協力企業を募ること

も可能かと考えます。 

 ハの交通安全協会という組織の中で提案していくということですが、先ほど長野市の長野南

交通安全協会、松代交通安全協会が返納後交通手段を支援するためのバス共通カードに千ポイ

ント上乗せするということを申し上げたんですが、それネットで引き出して、その概要を

ちょっと時間大分あるからあれしますが、概要ですがね、長野市に居住する７０歳以上の高齢

者で運転免許証を自主返納した交通安全協会会員を対象に、運転免許返納後の交通手段を支援

するため、高齢者が所有する「おでかけパスポート」（長野市バス）ですね、千ポイントを交

付する。高齢者の交通事故防止及び交通機関の利用促進を図るというような話で安協から出て

いますから、そこらも参考にしていただきたいと思います。 

 顔写真付の個人番号カードでは公的な身分証明書として使えるという話ですが、多分運転免
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許証の証明はついていないと思います。いずれにしろ、免許証を返納しなきゃ経歴書も出ない、

経歴書が出なければバスも安くならないということです。坂城町交通安全協会事務局として大

いに力を出して安協から何とか祝い金という言い方はおかしいかもしれないけど、手数料に近

いものは支援できるような形をとっていただきたいと思います。以上、要望を申し上げました

が、お答えいただけますでしょうか。 

議長（塚田君） 要望だから。 

１３番（塚田君） ちょっと相手もあることだから、すぐ答えられないと思うから、要望として

終わらせていただきます。いずれにしろ、坂城町から高齢者の運転免許証返納者の数を増やし、

交通事故抑止に努めていただきたい。また、くどいようですが、返納者には返納特典を得て免

許証所有と余り変わらない日常生活が送れる特典を望みます。以上、一般質問を終わります。 

議長（塚田君） 以上で本日の議事日程は終了いたしました。 

 明日９日は、午前１０時から会議を開き、引き続き一般質問を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 ご苦労様でした。 

（散会 午後 ３時５９分） 
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１２月９日本会議再開（第３日目） 

 

１．出席議員     １４名 

    １番議員  塚 田 正 平 君    ８番議員  吉 川 まゆみ 君 

    ２ 〃   塩野入   猛 君    ９ 〃   塩 入 弘 文 君 

    ３ 〃   朝 倉 国 勝 君   １０ 〃   山 﨑 正 志 君 

    ４ 〃   小宮山 定 彦 君   １１ 〃   中 嶋   登 君 

    ５ 〃   柳 沢   収 君   １２ 〃   大 森 茂 彦 君 

    ６ 〃   滝 沢 幸 映 君   １３ 〃   塚 田   忠 君 

    ７ 〃   西 沢 悦 子 君   １４ 〃   入 日 時 子 君 

２．欠席議員     なし 

３．地方自治法第１２１条第１項の規定により説明のため出席した者 

 町 長  山 村   弘 君  

 副 町 長  宮 下 和 久 君  

 教 育 長  宮 﨑 義 也 君  

 会 計 管 理 者  塚 田 陽 一 君  

 総 務 課 長  青 木 知 之 君  

 企 画 政 策 課 長  柳 澤   博 君  

 住 民 環 境 課 長  金 子   豊 君  

 福 祉 健 康 課 長  大 井   裕 君  

 子 育 て 推 進 室 長  小宮山 浩 一 君  

 産 業 振 興 課 長  山 崎 金 一 君  

 建 設 課 長  宮 嶋 敬 一 君  

 教 育 文 化 課 長  宮 下 和 久 君  

 収 納 対 策 推 進 幹  池 上   浩 君  

 まち創生推進室長  竹 内 祐 一 君  

 総 務 課 長 補 佐 
総 務 係 長  

関   貞 巳 君  

 総 務 課 長 補 佐 
財 政 係 長  

伊 達 博 巳 君  

 企画政策課長補佐 
企 画 調 整 係 長  

堀 内 弘 達 君  

４．職務のため出席した者 

 議 会 事 務 局 長  臼 井 洋 一 君  

 議 会 書 記  小宮山 和 美 君  

５．開  議     午前１０時００分 
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６．議事日程 

第 １ 一般質問 

 （１）職員の健康についてほか 塩入 弘文 議員 

 （２）総合戦略についてほか 滝沢 幸映 議員 

 （３）新年度予算に向けてほか 西沢 悦子 議員 

 （４）就学援助についてほか 大森 茂彦 議員 

 （５）学校給食についてほか 吉川まゆみ 議員 

７．本日の会議に付した事件 

  前記議事日程のとおり 

８．議事の経過 

議長（塚田君） おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１４名であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１「一般質問」 

議長（塚田君） 初めに９番 塩入弘文君の質問を許します。 

９番（塩入君） おはようございます。ただいま議長より発言の許可を得ましたので、通告に従

い一般質問をします。 

 今回は、働く人たちの健康問題について質問します。日本人の労働時間の長いのは先進国で

も最下位のほうです。そのため、世界では見られない過労自殺、過労死が増えています。過労

死という言葉は、長時間労働を象徴する言葉として世界に通用されています。長時間労働のブ

ラック企業がどんどん増えています。 

 先日、過労死で有名になった大手広告会社の電通は、既に２５年前に過労自殺があり、３年

前に過労死があり、今回将来性のある２４歳の新入社員がまた過労自殺に追い込まれました。

労働基準局が長時間労働を是正するように何回も何回も勧告していたけれども、直りません。

こんなひどいブラック企業に対しても、厚労省は子育てを応援する働きやすい企業として認定

しています。国のこのような姿勢がブラック企業だけでなく多くの企業・公務員がサービス残

業当たり前の社会にさせられています。 

 民進党、共産党、自由党、社民党の野党４党は、長時間労働規制法案の罰則規定を強化し提

出しています。人間らしく働けるルールづくりが今こそ緊急に求められていると思います。具

体的に質問に入ります。 

 １．職員の健康について 
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 イ．職員の健康実態とその対応は 

 療養休暇など長期休業に入っている人は何人いるか。またどんな対応をしているか。休んで

いる人の代替措置はあるのか。各課としては、どんな対応をしているのか。 

 ロ．職員の勤務実態とその対応は 

 勤務時間は何時から何時までか。また超勤の実態はどうか。特に超勤になりがちな課はある

のか。職場で夕食をとってからまた仕事をやるというような実情はあるのか。保育現場では新

制度になってどのように変わったのか。 

 ハ．職員の健康管理について 

 ストレスチェックが今年から始まりました。ストレスチェックや労働安全衛生委員会の取り

組み状況についてお聞きします。 

 ニ．正規職員を増やし、ゆとりある体制を 

 この１０年間の正規職員の推移はどうか。削減された後の対応はどうか。また、今後正規職

員を採用する場合、当面、正規職員採用の目標はどのくらいか。また、専門職の採用について

はどうか。 

 以上で、第１回目の質問とします。 

町長（山村君） ただいま塩入議員さんから職員の健康についてということで、るる質問をいた

だきました。私からは全般的にお答えさせていただいて、あとは担当課長から詳しく説明申し

上げます。 

 今もいろいろ社会情勢のお話がありましたけれども、グローバル化ですとか、生活の多様化

を背景に国、県においても多くの制度改正が行われるとともに、市町村においては従来からの

業務に加え権限移譲などでさらに新たな業務が拡大しているということもございます。 

 一方で職員数は自律を選択した町として、集中改革プランにおいて適正数１４２名と定めま

したが、人件費の増は将来大きな負担にもなると捉えるとともに、団塊の世代の退職が集中し

たこともありまして、年代の不均衡を抑えるさらなる行政改革のもと、平成２４年度は職員数

を１２９人まで減少させました。結果的に私の就任２年目が職員数最少の人数となったわけで

ございます。そこで、退職者数に対して採用する職員を増やすことで徐々に増加となり、本年

度は１３６人となっております。 

 採用に当たりましては、さらに年齢的な不均衡を是正するために、いわゆる社会人枠による

採用も積極的に取り入れまして、職員の各年代層に偏りがなくなるよう配慮もしてまいりまし

た。また本年度におきましては、一般行政職のほか保健師、学芸員、保育士などの専門職につ

いても募集したところであります。なお、１月には３回目の採用試験を計画しているところで

あります。現在、広報やホームページ等で募集しているところであります。今後もさきの集中

改革プランで定めました１４２人が一定の基準にはなりますが、業務の内容等も精査する中で
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対応を図りたいと考えております。 

 また、職員の時間外勤務に関しましては、一月ごと時間外勤務の実施時間に応じて総務課長、

副町長、そして私が確認するということにしております。また水曜日はノー残業デーとして週

１回は残業をせずに家庭に帰り、英気を養い次のステップとなるよう特別な会議や行事を除き

退庁するようにしております。また、どうしても勤務が必要な場合は各課長より総務課長へ報

告することとしております。また、土日にはイベント等が多くありますので、休日出勤した職

員は代休を優先的に取得するよう働きかけているところでもあります。町民の皆様にはご理解

いただきたいと思っております。 

 続いて、職員の健康管理についてでありますが、特別な事情を除き人間ドック、健康スク

リーニングなどを受診しほぼ１００％の状況となっております。また今年度から先ほどもお話

がありましたけれども、新たな取り組みとして全職員を対象にストレスチェックも行い、心の

健康管理にもつなげていますが、体調を崩し療養休暇等を取得している職員もおり、それぞれ

療養を要する理由も異なっておりますが、回復し元気に勤務してもらえるよう願っているとこ

ろであります。 

 別のテーマになりますが、先日、上田地域広域連合管内の首長さんと相談申し上げて、いわ

ゆるイクボス宣言というものを広域市町村連盟でできないかというお話もさせていただきまし

た。イクボスにつきましては、男性も女性も安心して子育て・介護をしながら仕事ができる職

場や社会をつくることを目指して、企業であれば従業員、市町村等では職員が両立できるよう

に支援していくものであります。 

 長野県内でも市町村単独で宣言しているところもあるようですが、広域管内の首長がまと

まって宣言するということは、恐らく初めてではないかとお聞きしております。いずれにしま

しても、行政の円滑な業務推進の根幹は、職員が健康で力を十分に発揮できるようにすること

が第一であります。職員一人一人が健康に留意するとともに、行政のトップとしては条件整備

を行い支えることで、さらなる住民サービスの向上を図るということで進めていきたいと考え

ております。 

総務課長（青木君） １．職員の健康について、イ．職員の健康の実態とその対応はについてか

ら順次お答えいたします。職員の中で体調を崩している人はどのくらいかとのご質問ですが、

療養等により長期休暇及び休職している職員数は現在３人となっております。療養休暇、休職

の職員については原因は異なっているわけですが、それぞれの課、職場で協力体制をとり、必

要に応じて臨時職員の雇用などの対策をとっているところでございます。 

 次にロ．職員の勤務実態とその対応はについてでありますが、勤務時間に関しましては条例

や規則によって定められており、一般職の場合、職員の勤務時間及び休暇に関する条例により、

勤務時間は休息時間を除き１週間３８時間４５分とされ、同規則において１日７時間４５分と
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なっております。また、坂城町の執務時間を定める規則により、町の執務時間は午前８時

３０分から午後５時１５分までとなっていることから、正午から午後１時のお昼の１時間を除

いた時間が勤務時間となっております。なお、戸籍や各課において窓口対応する職員に関しま

しては、順次お昼の昼食時間をとっているという勤務時間となっております。 

 次に、勤務の実態のうち時間外勤務についてでありますが、本年度分は年度途中となります

ので昨年の状況になりますが、全職員１人当たり月１４．３時間と平成２６年度の１４．５時

間、平成２５年度の１５．４時間に比べ２年連続で減少となっております。 

 本庁の時間外勤務になりがちな課はと時間外勤務に対する対応はとのご質問ですが、土日に

イベントを多く計画する課のほか、国や県からの権限移譲、または住民の皆さんからの相談の

多い課については超過勤務になりがちとなっております。土日のイベントについては、組織と

して対応することが多いため、代休の取得を第一として対応しております。また、水曜日には

ノー残業デーを取り入れ、英気を養い心身ともにリフレッシュできるようにしております。 

 なお、時間外勤務につきましては、その決裁が２０時間までは担当課長、２０時間を超え

３０時間までは総務課長、３０時間を超え５０時間までは副町長、５０時間以上は町長が確認

することとし、時間外勤務の状況を確認しています。 

 次にハ．職員の健康管理についての取り組みでありますが、職員には半日または１泊２日の

人間ドックもしくは健康スクリーニングを受診していただき、日ごろの健康管理に努めていく

ため、職員全員を対象に受診勧奨をしており、特別な事情を除きほぼ１００％の受診率となっ

ております。また、職員互助会事業といたしまして節目健診、これは４０歳、５０歳、６０歳

の方を対象としておりまして、ペット検査及び脳ドック受診への補助を行うとともに、今後心

配されるインフルエンザ予防接種に関する補助も行い、県互助会からの補助もあわせ予防接種

を受けやすくすることで役場内での感染拡大を防ぎ、役場業務が停滞しないように努めている

ところであります。 

 次に、ストレスチェックと衛生委員会の活動状況でありますが、坂城町職員健康管理規定に

より職員の衛生及び健康管理について必要な事項を定めることを目的として、副町長を健康総

括管理者と定め、本年度は６月２１日に委員会を開催し、職員のストレスチェックの実施と委

託先及びメンタルヘルス研修会の開催を決定したところであります。 

 研修会は８月１０日に開催し、一般社団法人日本カウンセラー協会認定の産業カウンセラー

であります窪田明美先生により「自治体職員の心の健康づくり～気持ちよく働ける職場づくり

～」と題した内容で講演をいただき、最近の地方公務員の長期病休者の実態からストレス耐性

を高める内容、またよりよい職場環境が高ストレスにならないなどの講義をしていただいたと

ころであります。 

 また、実施したストレスチェックでは、たくさんの仕事がある、自分のペースで仕事ができ
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ないといった反面、上司や職場の同僚による相談や協力支援については、委託先の厚生連から

は協力支援体制ができているという報告をいただいております。なお、今回実施したストレス

チェックによるバックアップ体制といたしましては、埴科医師会と協議の上、色川先生に町産

業医をお願いし相談体制の強化を図ったところであります。 

 次に、正規職員を増やし、ゆとりある体制にするためにについてお答えします。まず、一般

職の職員数の推移でありますが、平成１０年には１６１名、平成２０年には１４７名、平成

２５年には１３１名、平成２８年には１３６名となっております。職員の減少に伴う対応とい

たしましては、平成１９年度には組織改革の中で１２課から現行の７課に変更するとともに係

の統合を行い、対応をしてまいりました。 

 次に、職員を採用する場合、専門職採用の考え方につきましては、町には現在一般職事務職

のほか土木技師、保育士、保健師、栄養士、学芸員などの専門職がそれぞれ知識・資格を有し

て業務を遂行しており、必要に応じて計画的に採用をしていきたいと考えているところでござ

います。 

子育て推進室長（小宮山君） 保育現場では新制度になってどのようにかわったのかというご質

問についてお答えいたします。子ども・子育て支援新制度が昨年度より実施となりましたが、

この新制度では新たな保育時間として、保護者の就労時間に応じて、保育時間が午前７時

３０分から午後６時３０分まで。最長１１時間の保育が利用できる保育標準時間と、午前８時

３０分から午後４時３０分まで最長８時間の保育が利用できる保育短時間の二通りの保育時間

体制となりました。 

 また、保育園の標準となる時間は、新制度実施前までは午前８時３０分から午後４時３０分

までとなっておりましたが、新制度実施後は午前７時３０分から午後６時３０分までが保育標

準時間となったことにより、保護者にとってより一層利用しやすい保育環境となり、働く家庭

にとっては安心して保育園に預けられるようになりました。 

 基本として午前７時３０分から午後６時３０分までの１１時間保育を行うこととなるため、

早出勤務と遅出勤務の保育士で対応しております。このような勤務体制は新制度が実施される

前の早朝保育や延長保育として長時間保育を実施していたときの勤務体制と同様の対応となっ

ておりますので、新制度実施前と現在のところ変わりはありません。 

９番（塩入君） ただいま町長や担当課長から答弁をいただきました。特に町長からは今までの

経過を含めてですね、基本的な点について答えていただいたわけですが、特に超勤の関係です

ね、昨年は１人当たり月平均１４．３時間になってきているということで、年々減ってきてい

るという答弁がありました。そういう点では非常によかったと思います。 

 それから、やっぱりゆとりある体制の中で職員の体制ですが、平成１０年は１６１人いたと

いうことで、現在は１３６人ですけれども、本当に大変減らされた中で職員一人一人の負担も
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増えているのではないかと思います。特に課が１２から７に減ってしまったという中で、課長

の守備範囲が広くなり、またこれも大変になってきているという状況があると思います。 

 そこで、２回目の質問をしたいと思います。最初にですね、ロについて質問したいと思いま

すが、超勤の対応についてです。まず一つとして超勤はどのようにカウントしているのか、そ

れが一つ。２番目には超勤手当は出されているのか、何割増しなのか。３番目は３６協定では

どのようになっているのか。４番目に代休措置はとられているか。今さっきの答弁で相当とら

れているということはわかりましたので、これはいいと思います。 

 以上の点について、本庁と保育現場について答弁をお願いいたします。 

総務課長（青木君） まず超勤につきまして、カウントはどのようにしているかということでご

ざいますが、超勤につきましては、まず超勤を行う前に各担当から係長、課長のほうに超勤を

行う旨の申し出をした後、終わった後その超勤を復命しているという状況でございます。その

中において、超勤を実施した者については全額支給をしている状況でございます。率につきま

しては、それぞれ時間に応じて決まっておりまして、２５％増しですとか休日は３５％、深夜

増しそれぞれございますので、その適用に合わせて実施しているというようなところでござい

ます。 

 代休につきましては、基本的に土曜・日曜・休日等に出た場合、４時間を超えたものにつき

ましては代休をとっていただくということが大原則で、課の中で仕事等を調整する中でとって

いただくということでございますが、どうしても仕事の関係上とれないというような場合につ

きましては、超勤に振りかえということも実施しているところでございます。あと、町のほう

では、そういう時間的な長期間の時間の決めというものについては、特に結んでいない状況で

ございます。 

子育て推進室長（小宮山君） 保育現場についての代休、超勤についてでございますが、先ほど

総務課長も申し上げたとおり、一般職と同様の対応をとっております。 

９番（塩入君） 今、課長からも答弁がありました。３６協定についてはもう少し具体的に答弁

していただきたいと思っているんですが、要するに役場の職員が本当に気持ちよく、健康で働

ける体制をどうつくるかということが、最大の健康を保障する最大の問題だと思うんですね。 

 そういうことで、次にハの問題についていきたいと思いますが、特にこれは健康管理につい

て、いわゆる労働安全衛生委員会ですね、これについてお聞きしたいと思います。この最高責

任は副町長ですので、できればぜひ副町長に答えていただければありがたいと思います。 

 健康管理についてですが、私は長野県の教員の健康実態について調べてみました。教職員の

超過勤務の平均は、何と月８０時間の過労死ラインを超える異常な状況が続いています。夜遅

くまで学校の電気はついています。健康実態のアンケートでは、①疲れがとれず慢性的になり、

精神的に追い込まれる。②休みたくても休みがとれない。３番目として仕事が多過ぎる。人に
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よって仕事の量に偏りがあるなどなど、たくさんのアンケート結果がありました。肉体的にも

精神的にもストレスがたまっている人が多いというふうに思います。 

 その結果どうなっているかというと、長野県の教職員１万９，１５６人のうち３２１人が今

療休しています。そのうち１７７人が精神疾患です。鬱を初めとした精神疾患です。実に療休

している人の５５％を占めているわけです。このようにストレスをためている人が多く、過労

によって精神疾患が年々増えているという実情がわかります。そこで、学校安全衛生委員会を

開いて積極的に取り組んでいる地方もあります。坂城町としても、安全衛生委員会を年に一度

だけでなく、先ほど総務課長は１回開かれたというふうに言われましたけれども、１回だけで

なく二、三回はぜひ開いてほしい。 

 そこで、先ほど答弁の中でですね、療休している方が３人いらっしゃると言われました。私

は休んでいる本人が一番つらい思いをしているんじゃないかと思います。町民にとっても残念

です。また、今年度、役場職員としてずっと頑張ってこられたのに、退職して間もなく亡くな

られた方もいました。本当に残念でなりません。誰もがいつ病気になるかわかりません。本人

の健康意識や管理は当然のことですが、何より職場での労働環境や健康管理が重要です。年に

１回の健康診断やストレスチェックだけをしても安心していられません。がんなどの場合は半

年で発生したり悪化もします。 

 そこで、日常生活の中でお互いに健康管理をする体制が大切です。そのために一つは安全衛

生委員会を年３回くらい持ち、職員の健康状態、勤務の実態を確かめ合い、少しでも異常が出

てきたら、すぐ対応策を考える。また、特定の人に仕事が多くならないように配慮していく、

これが第１点。それから２点目は、それぞれの課で毎月課長が中心になり仕事量のバランスは

どうか、健康状態はどうかなど話し合い、超勤時間を減らす取り組みや代休措置などを考えた

らどうか。この２点について副町長の答弁を求め、その決意をお聞きしたいと思います。先ほ

ど町長からは毎月ごとにやっていらっしゃるというお話がありましたけれども。 

総務課長（青木君） ご質問のございました衛生委員会を増やしていくべきかということにつき

ましては、当然衛生委員会の中でいろいろ、今、議員さんがおっしゃられたような健康管理の

とこについてやるということも大切なことかと思いますが、今、町では毎月課長会議等を実施

しておりますので、各課長の中でそういう健康管理とかそういうものについても、それぞれま

た担当しているところでございます。 

 また、休んでいる職員につきましても理由はそれぞれ３人とも個々に違うわけなんですけれ

ども、そういうものにつきましても、それぞれ今課の中で必要に応じては臨時職員、また場合

によっては、仕事を見直して対応していく、係で対応できないものは課全体で対応していくと

いうような形の中で、できるだけ超勤も平準化していく。１人の人に負担がかかることのない

ようにということにつきましては、それぞれまた先ほどの勤務実態の状況とあわせて課長会議
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の中でそういうものを話し合っているところでございます。 

 また、代休につきましても先ほど申し上げましたけれども、極力代休をとるような体制を

とってもらうということは、それぞれ課の中で仕事を見て分散して、応援体制をつくるという

ような体制をとっていくことだと思います。それとあわせて、また職員一人一人も現在やって

いる仕事につきまして、能率を上げていくために、１人ずつが仕事を見直していかないと、い

つまでも今までと同じような状態でやっていけばただ仕事が増えていくという中においては、

それぞれ職員がコスト意識というものを持って、仕事のやり方、それもまた見直していくこと

も必要かということも考えているところでございます。 

９番（塩入君） 労働安全衛生員会についてはですね、今年ストレスチェックを機会にして１回

やられたと。それまでは余りやられていないですね。そういう状況の中でやっぱり、職員の健

康管理をどう進めるかという体制がきちっとできていないところには、やはり手落ちがいっぱ

い出てくるんじゃないかと。そういう意味で年に３回ぐらいの衛生委員会はぜひ持っていただ

きたい。 

 それから、さっき総務課長が答弁されたんですが各課ですね、やっぱりお互いに本当に協力

し合う体制、また一人一人を思いやる体制、本当に協力できる職場というのは何でも元気でで

きるわけですから、課長を中心にぜひやっていただきたいというふうに思っています。 

 それから、次のニについて質問します。先ほど町長からもいろいろ答弁がありました。ぜひ

特に専門職というようなことについても、今年は考えていきたいということも言われました。

私はですね、やはり今年度、定年退職される方が４人いらっしゃるというふうにお聞きしてい

るわけですが、これはあくまでも予定だと思います。来年度はこの４人プラスあと何人ぐらい

見通してやるのかどうか。それが第１点です。 

 それから２番目はですね、実はこれ町長にまた再度答弁をお願いしたいと思っていますが、

２番目は特に専門職、先ほど町長も専門職については言われました。特に保育士は現場で子供

たちと一緒に本当に大変な苦労をされているわけです。そういう意味でやっぱり専門性を求め

られる保育士、また健康に取り組んでいる保健師、こういう人たちをもっともっと増やしてい

くことができないだろうかと。単なる欠員を補うだけでなく、新たに増やしていただきたい。

そこに意味があると思うんですね。やはり職員にゆとりがなければ新しい発想、アイデアは生

まれてきません。町長もよくおっしゃっていますが、常に新しい発想でチャレンジＳＡＫＡＫ

Ｉに挑戦しているとおっしゃっているわけですけれども、そういう新しい発想を生み出すため

にもですね、マンネリ化しないためにもぜひ採用をしていただきたい。どこかの市町村のよう

にですね、新幹線の駅をつくればいいと。また大型店を誘致すれば活性化すると、そういうこ

とではなくてですね、本当に町民の中へ入って企業やお店・農家に尋ねて、町民から学びなが

ら新しいアイデアをつくるためにもですね、ぜひ採用していただきたいと思うが、どうでしょ
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うか。 

町長（山村君） 来年度どれだけ採用するかというのは、具体的に申し上げられませんけれども、

全般的な計画等は具体的に総務課長のほうから答えられる範囲で答えてもらおうと思うんです

が、専門職についての考え方を私のほうから申し上げたいと思っております。 

 新規の職員採用、それから社会人枠、これ両方を組み合わせてやっております。その時々の

状況を見ております。先日も１週間くらい前ですかね、保育士、保健師、それから学芸員の社

会人枠ということで募集をいたしました。本当にたくさんの方に応募していただきました。特

にここ数年前から私どもが保育士についてはですね、ぜひとも臨時で働いている方で、フルタ

イムに変えたいという、チャレンジする意欲のある方は受けてくださいということで数名ずつ

受けていただいていますが、今年もたくさん応募していただきました。現職で働いていただい

ている方なので事情もよくわかっていますし、最終的に何人採用するかまだ決めていませんけ

れども、そういう形で臨時職からフルタイムに切りかえるというようなこともやっております。 

 それから学芸員についてもですね、一部の学芸員が退職したということもありまして、これ

も募集いたしましたら、本当に全国から応募をされているという状況でありますので、その中

で今最終的に何人にするか決めておりますけれども、私が坂城町に来て大変感激したのは、こ

の町に学芸員が３人もいたということで、今は実質的に１人の状態になっていますので、何と

か前の形に戻したいなとは考えております。 

 その他、正規職員の行政職ですね、等の話については総務課長のほうからフォローしてもら

いたいと思います。 

総務課長（青木君） 来年度の採用数ということでございますけれども、現在２次募集まで実施

いたしまして、また来年、年が明けまして第３次の募集試験が予定されているということで、

現在３次募集をしているということでございます。 

 募集の今年度の職種といたしましては一般行政職、保育士、保健師、学芸員というような中

で新卒、社会人枠というような形の中でやっております。専門職につきましては先ほど町長が

答弁したとおりでございますが、一般職につきましても本年度定年になる方が３名いるという

中においては、まだこれからの採用、これからまだ試験も残っておりますので、一応そういう

ことの中での今後採用を考えていくという状況で、まだ試験の終わっていない段階で、現時点

で来年何名ということはまだ決まっていないという状況でございます。 

９番（塩入君） 町長と担当課長から答弁いただきましたが、本当にゆとりある体制をつくるた

めに、また１６１名を目標にしながらぜひやっていただければありがたいと思います。では、

次に移りたいと思います。 

 ２．生活道路・水路・通学道路にもっと予算を 

 イ．町単補助事業について 
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 ２７年度決算では土木費が１千万円の予算で２２の区が希望しています。平成２２年、

２３年からのものもあります。もっと早く実現できないのか。金井区について言えば生活道

路・水路について要望が１９ありましたが、わずか二つしか実現されません。その他の区につ

いて調べましたけれども、一つか二つです。何でこんなにちょっとだけしか進まないのか。 

 次に２８年度に何区が希望され、実現したのは何割ぐらいか。以前は１千万円以上あったと

思いますけれども、予算をもっと増やせないか。それから道路維持一般経費ですけれども、

２７年度は１，０５３万円ありました。材料支給をやった地域はどこか。もっと予算を増やし

ていただけるのか。 

 ロ．通学道路にグリーンベルト等を 

 初めに、旧南条保育園北側から中之条への通学路にグリーンベルトをと南条小ＰＴＡからも

要望が出されていました。町横尾区や中之条区からも水路にふたをして、その上にグリーンベ

ルトを早急にできないかという要望が出されています。この箇所は急坂で非常に道も狭く通学

にとって危険な場所です。 

 ２番目に、坂城小の北側の道路と産業道路の交差点は信号が点滅しており危険です。坂城小

学校ＰＴＡからも前から出されていました。茶色のペンキなどを塗るなどして早急に対応はで

きないか。 

 ハ．平沢林道の道路改修を 

 和平線の平沢林道入り口から平沢地区へ入るまで、林道は約２ｋｍあり舗装されています。

平沢地区はご承知のとおり、江戸時代末期に稲玉徳兵衛さんが、たびたびの千曲川の氾濫によ

り食糧不足になって、２０年かけて山林を開墾し耕作地にしたところです。稲玉徳兵衛さんの

開墾の碑があるところで訪れる人もいます。また、現在この地にはＮＰＯ法人やまびこ舎の協

同農場と家があります。この山の家で障がい者就労支援の事業所である風ととくべえの皆さん

８名とスタッフ４名、計１２名が毎日通勤する生活道路になっています。 

 ところが、この町道に危険なところが幾つもあります。私は先日ＮＰＯ法人のスタッフの皆

さんと一緒に現地調査をしてみました。２年前から要望が出されていたけれども、改修されず、

ようやく今年くぼみや穴のあいたところをわずか５０ｍ修理されたと。しかし、とても不十分

だと。まだ穴のあいたところもあるし側溝と道路の間の段差がある。道路を横切る側溝のグ

レーチングもすぐ外れてしまう。また、深い谷のあるところがカーブしており、その部分に

ガードレールはしてもらいたい。冬の雪道は本当に危険です。カーブが多く見通しが悪いとこ

ろにはすれ違いができるスペースも必要です。所有者に話をして木を一、二本切らせていただ

ければ可能だと思いました。また、平沢林道入り口にはカーブミラーも必要ではないかと思っ

ています。事故が起こらないよう一刻も早く道路改修をしていただきたいと思います。以上で

第１回目の質問を終わります。 
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建設課長（宮嶋君） 生活道路・水路、通学道路にもっと予算をのイ、ロについて順次答弁いた

します。イ．町単補助事業についてでございますが、町単補助事業は毎年各区より要望箇所を

申請していただき、現地調査後、緊急性や優先順位等を参考に箇所決定をし、区より施工業者

に発注し、実績に基づいて補助金を区へ交付したり、区の出役によって工事を施工する際の原

材料を支給する補助事業となっております。平成２７年度の町単補助事業につきましては、町

内２７区中２４区から申請をいただいており、２２区２２カ所について箇所決定をいたしまし

た。箇所決定した中には国や県の交付金事業の採択要件に該当しないため、何年も継続して補

助事業等で実施している箇所もございます。 

 ２８年度の建設課町単補助事業につきましては、申請の際、各区へは緊急度の高い２カ所か

ら３カ所に絞って申請を出していただくようにお願いしておりますが、区によっては絞り切れ

ず、申請の数にはばらつきがあるため、２６区から１１５カ所の申請をいただいており、その

うち２４区２４カ所の箇所決定をいたしました。申請数に対する箇所決定率につきましては、

先ほど申し上げましたことから多くの申請箇所が出てきておりまして、約２０．９％となって

おります。１１月現在の状況は１６区１６カ所について既に事業が完了しており、各区におい

て順調に実施していただいております。 

 今後、町単補助事業につきましては、現地調査を行う中で危険度や緊急性の高い箇所につき

ましては、県補助事業等、事業を振りかえることも含め、区の要望箇所の優先順位なども参考

にしながら予算の範囲内で箇所決定をして、各区において実施していただきたいと考えており

ます。 

 道路維持一般経費につきましては、平成２７年度決算額に対し平成２８年度当初予算は半減

しているとのことでございますが、例年１２月補正において除雪費、道路融雪剤費を増額補正

させていただいております。本年度につきましても同様に除雪費、道路融雪剤費の増額補正を

計上させていただいており、道路維持に備えていきたいと考えております。 

 原材料支給の状況でございますが、県の元気づくり支援金事業の支援を受け、事業を実施し

ている区などもございますが、町単補助事業では昨年度要望する区はなく、時代の変化ととも

に区が事業主体となり、業者に施工をお願いするといった内容に変わってきております。区に

よっては原材料の支給を要望される区もあろうかと思いますが、今までどおり現状の予算の範

囲内において、それぞれ町単補助事業で対応してまいりたいと考えております。 

 次にロ．通学道路にグリーンベルト等をでございますが、南条旧道の旧南条保育園北側から

中之条への通学路につきましては、平成２５年度より毎年南条小学校ＰＴＡの役員の皆さんに

ご協力をいただき、グリーンベルト塗布作業を実施しております。今年度につきましても

１１月２０日に南条小学校ＰＴＡの役員の皆さんと町横尾区、古田町団地付近から中之条イン

ター線に向かって約６０ｍグリーンベルト塗布作業を実施したところでございます。今後も引
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き続き、南条小学校ＰＴＡの役員の皆さんのお力添えをいただき、安心・安全な通学路となる

ようグリーンベルト塗布作業を実施してまいりたいと考えております。また、町単補助事業と

して町横尾区から要望が出ております旧南条保育園北側から中之条への通学路の道路側溝の改

修につきましては、町の全体計画の中で検討してまいりたいと考えております。 

 続きまして、旭ヶ丘区の坂城小学校北側道路と産業道路との点滅信号がある交差点につきま

しては、若干変則した交差点でもあり、ＰＴＡから要望を受けまして平成２３年度の交通安全

施設設置工事により、点滅信号の産業道路側に注意喚起のための徐行の路面標示を施工し、交

通安全の確保を図っております。平成２８年度の学校ＰＴＡからの通学路危険箇所の要望につ

きまして１１月９日に学校、ＰＴＡ、警察、教育委員会、住民環境課、建設課等において合同

点検を実施し、現地調査をしたところでございます。ご質問の点滅信号のある交差点にカラー

舗装等の施工はということでございますが、今回の学校・ＰＴＡからの要望箇所の中には入っ

ておりませんでしたが、通学路として歩行者等の安全を第一に考慮し、計画的に実施してまい

りたいと考えております。 

産業振興課長（山崎君） ハ．平沢林道の道路改修についてご答弁申し上げます。ご質問の道路

につきましては、昭和３１年度から３５年度にかけて平沢地区から和平地区までをつなぐ林道

として林地を切り開いて開設した道路であり、平成元年には町道に移管されました。この道路

は延長が約１，７００ｍで幅員約３．３ｍのアスファルト舗装区間がそのほとんどを占めてお

りますが、道路勾配は比較的緩やかで、道路の両側にも平たんな路肩部分が約５０ｃｍずつあ

るため、カーブ等を除いて車のすれ違いも可能な状況です。また、一定間隔ごとにＵターンや

車数台の駐車が可能な場所もございます。平成１３年度には和平線の整備に伴い一部排水路の

整備も行いました。道路補修についても定期的に実施しており、今年度は排水路沿いの約

５０ｍの舗装整備を行ったところであります。 

 ご質問にもございましたが、以前から大型の消防自動車が入れるよう、全区間において幅員

４ｍ以上の確保あるいは、より広いすれ違い場所の確保などの要望をいただいております。し

かしながら、山合いの道路であり、林地の切り土や盛り土、土どめ工などの多額の事業費が必

要となり拡幅等はなかなか難しい状況でございます。ご質問にもありましたように、生活道路

として利用している方がいらっしゃいますので、予算の関係もございますが、道路補修など可

能なものにつきましては計画的な実施に努め、道路の安全確保を図ってまいりたいと考えてお

ります。 

９番（塩入君） ただいま担当課長から答弁がありました。町単補助事業についての予算要望は

本当に毎年毎年各区からも出されています。今の答弁の中ではあれですね、国からも補助され

る、県からも補助される、そういう部分もあるけれども、年々少なくなってくる中で町の負担

は確かに重くなってきている現実もあります。しかし、生活道路は本当にこれから気候変動で
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いつゲリラ豪雨が出て大きな災害が起きるかどうかわからない、そういう状況が今出ているわ

けで、一刻も早く危険な箇所は予算をできるだけ多くして早目にやっていただきたいというふ

うに思います。 

 それから、南条保育園からの通学道路ですね、先ほど課長の答弁では一応あそこはできたと。

確かに僕も見ました。しかし片側だけで、しかも雨の日にやられたということで、ちょっとま

だいろいろね、もっと不十分なところがあって、もう少しきちっとやってほしいといような部

分もあります。 

 一番要望が強いのは道路の東側ですね、東側は側溝がやっぱり狭くて、小さくてすぐ水があ

ふれて、前の大雨のときはその水がどっと流れて、人家の玄関に入ってしまったというような、

坂ですからね、非常に水があふれた場合は危険です。そういう危険なところですから、これか

ら一刻も早くですね、直していただければと。特に今は高齢者の運転が社会問題になっていて、

いつどこで車が突っ込んでくるかわからないと。これから冬になれば余計心配が多いわけで、

そういう意味からしてもですね、グリーンベルトを一刻も早くできないかということで再度質

問します。 

建設課長（宮嶋君） ただいまご質問いただきました旧南条保育園の北側から中之条のインター

線に向かっての、通称城坂と言われている部分の道路側溝につきましては、地元の区からも要

望がございます。先ほども申し上げましたとおり全体の計画の中で、また緊急性も高いという

ふうには考えておりますので、計画の中で早急に検討するよう努力してまいりたいと考えてお

ります。 

 側溝にあわせてグリーンベルトをのほうにつきましても、先ほど言いましたようにたまたま、

その日が雨模様、前の日が雨で若干しけっていたということの中で、一生懸命やったんですけ

れども、なかなか通常のようにはいかなかったということもあります。しかしながら、グリー

ンベルトとともに設置してですね、子供たちの安全に努めたところです。工事にあわせまして

またグリーンベルトについても同様に考えてまいりたいと考えております。 

９番（塩入君） ただいま課長から前向きに答弁していただきました。まとめに入りたいと思い

ます。 

 今日は職員の健康について質問しました。今の日本の働き方は世界でも異常で、サービス残

業が当たり前の社会になっています。家族を支える大黒柱が急に病で倒れてしまえば、家族に

も大きな影響を及ぼします。人はいつ病気になるかわかりません。健康診断、ストレスチェッ

クをやったから安心とは言えません。総務課が中心になり、労働安全衛生委員会を年に３回ぐ

らいはぜひ開いていただき、職員相互の健康実態を調べ、体調を崩している人を早目に把握し、

直ちに対応できる体制を確立していただきたいと思います。 

 また、課長を中心に課の中でお互いに助け合って仕事を進める体制をより一層強化していた
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だきたい。役場の仕事は課ごとに仕事が変わり大変です。オールマイティーにはすぐなれませ

ん。新しい仕事についたときには、お互いに助け合う体制が必要だと思います。 

 また、生活道路についてですが、今後気候変動でいつどこでゲリラ豪雨を初め自然災害が起

きるかどうかわかりません。危険のあるところから優先しながら予算を増やして実現していた

だきたいと思います。 

 最後に、平沢林道についてですが、障がい者とスタッフの皆さんが毎日通勤している道路で

す。山道なのでこれからが大変です。できるところはすぐにでも対応していただきたいと考え

ています。以上で一般質問を終わります。 

議長（塚田君） ここで１０分間休憩いたします。 

（休憩 午前１０時５６分～再開 午前１１時０６分） 

議長（塚田君） 再開いたします。 

 次に、６番 滝沢幸映君の質問を許します。 

６番（滝沢君） ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、通告に従い、一般質問を

行います。 

 本年１０月、私ども社会文教常任委員会は、日本一の子育て村構想の島根県邑南町と子育て

するなら奈義町でと子育て応援宣言を実施した岡山県奈義町の先進地視察研修を行い、多くの

ことを学んでまいりました。私たち議員の責務として先進地の施策を町政に少しでも反映でき

ればとの思いであります。 

 両町とも全国の中でもいち早く子育て宣言を行い、実現可能な具体的な施策を真剣に本気で

取り組み、今日まで実行をされております。特に邑南町は子育て支援と住む人の暮らしを支え

る守りと、そして攻めのＡ級グルメ構想で町営レストランを中心に、Ａ級グルメの町として商

標登録し、食と農を切り口に町全体をブランド化した情報発信で、実に９２万人の交流人口を

実現しております。それは町が抱える人口減少問題を危機として捉え、行政・町民・地域が真

摯に受けとめ、知恵を出し合い実行してきたからこその成果であると感じました。また、多く

のメディアが取り上げたのも注目される点だと思います。 

 さて、当町の人口ビジョンでは、何の手も打たなければ２０４０年を境に人口１万人を割り

込むと試算されております。既に２７年の国勢調査の確定値では１万５千人を割り込み、１万

４，８７１人となり、前回２２年より８５９名減少しております。これはまことに憂慮すべき

状況と考える次第であります。それらを受けまして今回、当町の総合戦略で大きな位置づけと

なっております移住定住策につきまして、次の７項目につきまして質問をいたします。 

 １．総合戦略について 

 イ．移住定住策について 

 １、各施策の進捗状況は。また、これまでの成果は。昨年吉川議員が質問されましたが、答
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弁の中で、若者・子育て世代支援パンフレット、大学生への合同企業説明会、移住フェア、移

住交流イベント、空き家バンク活用、新規就農者支援等の答弁がありましたが、それぞれの進

捗状況、またこれまでの成果はいかがだったでしょうか。 

 ２、今後施策の情報発信・展開は。 

 ３、移住定住策で長野・上田広域連携との具体策は。若者・子育て世代支援のパンフレット

は、町内のさまざまな施設で目にいたします。町内企業に通う方々への情報発信として有効だ

とは思いますが、その皆さんが住まいする市町村も同じ課題を抱えているわけです。広域連携

としての配慮と協力が必要であると考えます。長野県は移住したい県の全国トップであります。

多くの方が関心を持っているわけですから、都市部を中心とした中高年層への情報発信、大学

生現役世代へのＵ・Ｉ・Ｊターンの施策・戦略は特に重要と考えます。また、上田地域定住自

立圏形成に関する協定の一部が変更されるとのことですが、移住促進施策の推進とネットワー

ク化、Ｕ・Ｉ・Ｊターンと地域若者等定住就職支援事業の内容をあわせて質問いたします。 

 ４、ワンストップ対応について。これも昨年吉川議員の質問と付随しますが、移住定住希望

者へは各課横断的に対応するとのご答弁でした。確かに現在、各課窓口に移住・定住相談窓口

の三角ポップが置かれ、ワンストップで案内しますとしています。しかし、残念ながらカウン

ターの隅にひっそりと置かれ目立ちません。これでは恐らく移住定住希望者が初めて来庁され

ても戸惑うでしょうし、気おくれすると思います。移住定住策では住まい・仕事・婚活・子育

て・教育・医療、また地域のコミュニティー等その生活全てにかかわってきます。もし専用の

窓口に専門の職員がいてくれたら、これほど安心で心強く、頼りになる存在はないのではない

のでしょうか。ここはぜひとも一考願い、移住定住促進の専用窓口を開設いただき、町の本気

度をお示しいただきたいと思います。 

 ５、プロフェッショナル育成を。ＮＨＫの番組「プロフェッショナル仕事の流儀」「答えは、

地域にある」で邑南町の職員がスーパー公務員として紹介をされました。商工観光課一筋に

１２年、さまざまな困難と失敗を乗り越え、過疎の町がグルメの町へと再生してきた道のりは

多くの共感を覚えました。地域産業の振興・活性化のために決して一人ではなく、地域に誇り

を持ち、地域の中で地域の人々とともに行動する姿が信頼され、多くの人を動かすのだと思い

ました。また、邑南町では定住促進課を配置し、専門のコーディネーターが定住相談や定住後

のフォローも実施しております。 

 昨年、町長の職員はオールマイティーでとの答弁がありましたが、前段のワンストップ対応

とあわせ、当町でも移住定住策に精通したプロフェッショナルの存在が必要と思います。ぜひ

ともその育成と導入を望みます。 

 ６、町ホームページに移住・定住サイト開設を。これまでも一般質問の中で何度か先輩議員

も取り上げましたが、どうしても検討していただきたく再度ご提案いたします。ホームページ
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は町への入り口、玄関です。その入り口、玄関がよくわからないような家では、お客さんは困

るでしょうし、帰ってしまうかもしれません。当町に移住を考えている方がホームページを開

いても、その情報がないのでは実にもったいないことです。ぜひ移住定住のサイトを開設して、

そこに各支援策をアップしていただければ、町への魅力度がさらに増すのではないでしょうか。

ぜひとも見直しをお願いいたします。 

 ７、地域おこし協力隊採用の検討を。昨年度も取り上げましたが、この１年さまざまな視察

で協力隊員の活動を見聞きいたしました。長野県も年々隊員数が増加し、本年は５９市町村に

２４１名が活動をして、制度を導入していない市町村へ導入促進のため意見交換会も開催され

たようです。前回、受け入れ体制等、難しさがあるとのことでしたが、３年の活動を終え定住

してもらうことが大きな目的です。若者の行動力と発想力に期待するのと、一つの移住定住へ

の活性策として検討を願います。以上、ご答弁お願いいたします。 

産業振興課長（山崎君） 各施策の進捗状況とこれまでの成果はについてご答弁申し上げます。

移住・定住促進事業として、町内の事業所などに勤めている社会人の方々に坂城町の魅力を発

信し、企業の枠を越えた交流や情報交換を行い、坂城町に住み、そして定住していただくため

に若者交流会を開催しております。今年度は５月に５５名、また１０月に３７名の若い方々に

参加していただいて２回の若者交流会を実施し、軽スポーツなどで企業の枠を越えた交流や情

報交換を行いました。さらに１２月２３日には第３回目の若者交流会を開催する予定で、前

２回とは趣向を変えて、当町ご出身の川島亜子さんをお招きし、サクスフォーン演奏を聞きな

がら参加者が交流できるよう企画しております。 

 また、６月には町内企業の人材確保事業の一環として、県外の学生に町内企業へ就職してい

ただき、企業の発展と町の活性化につなげるため、町内企業７社による合同就職説明会を首都

圏において開催いたしました。３月には町内企業の協力を得て、平成３０年３月卒業予定の学

生を対象にした合同企業説明会を首都圏で開催する予定です。 

 次に、今年度から実施しております新規就農者支援事業につきましては、新規就農者の確保

を第１の目的としている事業ではございますが、首都圏からのＵ・Ｉ・Ｊターンなど移住定住

を促進することを目指すものであります。 

 具体的には、農業経営開始から５年以内の新規就農者に対し、一般の賃貸住宅や空き家バン

ク登録の賃貸物件に居住する際に、上限２万円または３万円で賃貸料の２分の１を補助する住

居助成と農業機械・施設を購入する際、上限２０万円で１回に限り、購入費の３分の１を助成

する農機具等購入助成の二つの制度からなっております。なお、この制度を利用するためには、

認定農業者または認定新規就農者に認定されることが前提ですので、５年間の経営目標を設定

し、それを踏まえた就農計画や経営改善計画を策定していただくことになります。 

 今年度は、現在のところ３名の方が交付決定済となっており、その内訳は住居助成１件、農
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機具等購入助成が２件であります。今後も事業の周知・ＰＲを行い、新規就農者の確保、移住

定住の促進に努めてまいりたいと考えております。 

建設課長（宮嶋君） 私からは移住定住策について、各施策の進捗状況ということで空き家バン

ク事業の状況につきましてお答えいたします。空き家の利活用に向け、昨年３月に長野県宅地

建物取引業協会上小・更埴支部と実施協定を締結し、同年４月から町のホームページを使って

空き家バンクをスタートさせたところでございます。 

 また、今年度予算におきまして、空き家の情報や町の紹介等を充実させた空き家バンク専用

ホームページを開設し、さらに空き家バンクの登録及び利用を促進するため、空き家の所有者

等が行う空き家本体の片づけ・清掃、空き家のリフォームに対しまして、空き家バンクに登録

していただくことを条件に５万円以上の経費の半分について１０万円を限度としました補助事

業を創設しました。さらに、定住を目的として空き家を購入された方がリフォームを行う場合

には、最大５０万円の補助を行う空き家利用促進補助金を創設したところでございます。 

 これまでの空き家バンクの利用状況は、空き家登録１８件、利用者登録２２件となっており、

今年の１２月初旬までの空き家契約件数は売買２件、賃貸４件の６件で、契約者の状況としま

しては、町外から移住された方が４件、町内の方が２件となっているところでございます。ま

た、空き家利用促進補助金の利用状況は、空き家の改修補助が２件となっており、１件につい

ては空き家の所有者が改修後、町外の方と賃貸借契約が成立し、もう１件については空き家バ

ンクに登録された空き家を購入された方が、定住用に改修したものでございます。この空き家

バンク事業及び空き家バンク利用促進補助金を利用いたしまして、引き続き町内の空き家を有

効的に活用した移住定住政策を推進してまいりたいと考えております。 

企画政策課長（柳澤君） 移住定住政策について順次お答え申し上げます。現在取り組んでおり

ます移住・定住促進事業につきましては、産業振興面あるいは空き家など町単独事業としての

施策拡充の取り組みと、広域連携による取り組みがございます。広域連携としての事業は、昨

年度協約を締結し、今年度から長野市を連携中枢都市とする長野地域連携中枢都市圏において

移住・定住促進事業に取り組んでおります。 

 取り組みの内容といたしましては、移住に関する合同相談会、移住フェア等の開催、また移

住交流イベントへの共同出展、移住体験ツアーの実施、また圏域市町村の取り組み情報を集約

したパンフレット等の作成などがございます。移住相談会やパンフレットの作成・活用につき

ましては、長野といった圏域のスケールメリットを生かして集客につなげる取り組みとしてい

ます。首都圏での合同移住相談会では、坂城町での就農について検討をしたいといった具体的

な相談もあり、現在のところ移住には至っておりませんが、空き家バンク等住宅情報について

提供するとともに関係する機関へおつなぎしたところでございます。 

 今後における施策の情報発信の展開についてですが、町ホームページに移住定住サイトを開
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設をといったお話とあわせてお答えを申し上げます。これまでも移住定住に関する情報につい

ては、空き家バンクの情報などホームページを活用する中で情報発信に努めてまいりました。

また大学との連携、町内企業の協力のもと企業見学会や合同企業説明会などを開催し、その情

報発信もホームページを活用する中で行ってまいりました。今後もさまざまな媒体を活用する

中で、町の魅力など移住につながる各種情報について、より広い周知を図るとともに、見やす

くわかりやすい情報提供に努めるため、移住定住サイトの開設についても検討をしてまいりた

いと考えております。 

 次に、長野地域・上田地域における移住定住促進における連携の具体策についてでございま

すが、長野地域につきましては先ほど申し上げましたので、上田地域での取り組みについてお

答え申し上げます。上田地域につきましては、上田地域定住自立圏形成に関する協定の変更に

つきまして、今定例会に議案として上程させていただいております。町は上田市を中心市とす

る上田地域定住自立圏形成について、相互に連携、協力、役割分担による定住自立圏の取り組

みを進めるため、平成２３年６月の町議会で協定案を可決いただいた後、同年７月に上田市と

協定を締結いたしました。 

 その協定を踏まえ、平成２４年度から２８年度までの取り組みを定めた共生ビジョンにより

取り組んでまいりましたが、そのビジョンが５カ年の最後の年を迎えることから、今年度、平

成２９年度から３３年度までの次期共生ビジョンの内容を検討してまいりました。その中で、

移住定住に係る取り組みとして、移住・定住促進の連携推進について新たに追加する予定とし

ております。 

 取り組みの具体的な内容といたしましては、移住促進施策の情報発信とネットワーク化事業

として、ホームページにて各市町村が実施している空き家バンク等移住施策情報を共有する取

り組みを進めていく計画でございます。また、地域への移住・定住に当たって安定した就労を

求める若者を支援する体制・制度を充実させる取り組みとして、ＵＩＪターン希望者の就職相

談やお試し就業を実施したり、地域の就職困難な若者等を基礎研修や職場体験研修等を通じて

正規雇用に結びつけるといった就職支援事業についても計画をしているところでございます。 

 続きまして、ワンストップ対応についてお答えを申し上げます。移住定住に対する施策につ

きましては、坂城町人口ビジョンの中でも人口の将来展望として社会減から社会増への転換を

目指すことで、人口減を抑制することとしております。その中で総合戦略の基本目標の一つと

して、町外への流出を抑制して、新たな流入を増加するとし、町内へのＵ・Ｉターンの促進と

して移住・定住促進に関する事業を各課において進めているところでございます。 

 窓口の対応としましては、移住定住希望者がどういった観点で当町に関心を持っていただく

かはそれぞれでありますので、役場内全課が移住・定住相談窓口として対応することとし、相

談窓口が多岐にわたる場合は、相談者がそれぞれの課に赴くのではなく、担当者が出向き相談
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する体制としたものでございます。特に移住定住の相談は多岐にわたり、長時間になることも

想定される中、１階各課のカウンターにはローカウンターまたは相談スペースを設置し、座っ

た中で落ちついて対応できるようにしたものでございます。 

 議員さんの専用の窓口等のご提案でございますが、相談される内容が複雑だった場合は、結

局担当課へとなりがちですが、当町は比較的コンパクトな窓口になっておりますので、相談者

のニーズ、ライフスタイルがさまざまな中で相談内容が住宅あるいは仕事、教育、生活環境な

ど多岐にわたるのは事実でありますので、関係部署が連携し、最初に相談に来た窓口へ職員が

出向き対応したいと考えているものでございます。 

 次に、移住定住に関する職員のプロフェッショナル育成をということでございますけれども、

先ほど申し上げましたとおり、当町へ移住定住を希望する場合、その方々のニーズはそれぞれ

であると考えます。空き家バンクや町営住宅に関しては建設課、農業・工業・商業等就業に関

しては産業振興課、子育てを含む福祉施策に関しては福祉健康課、教育に関しては教育文化課

など希望者の目的はそれぞれでもあります。そういった観点で窓口となった課の職員が最後ま

で対応することで、一部の専門的な職員によるのではなく全職員が移住定住を意識し、全職員

が担当職員として対応していきたいと考えております。 

 次に、地域おこし協力隊採用の検討をについてでございます。地域おこし協力隊につきまし

ては総務省が行っている施策の一つで、都市地域から過疎地域等に住民票を移し、生活の拠点

を移した者を地方公共団体が地域おこし協力隊員として委嘱をするものでございます。隊員は

おおむね１年から３年の間、地域に居住して地域ブランドや地場産品の開発・販売・ＰＲ等の

地域おこしの支援や農林水産業への従事、住民の生活支援などの地域協力活動を行いながら、

その地域への定住・定着を図る取り組みでございます。 

 地域おこし協力隊導入の効果といたしましては、総務省のホームページではまず受け入れ団

体側から見ますと、行政ではできなかった柔軟な地域おこし策、住民が増えることによる地域

の活性化といった点が、また地域から見ますと新たな視点、協力隊員の熱意と行動力が地域に

大きな刺激を与えるといったことが挙げられております。これらの効果も挙げられてはおりま

すが、委嘱期間を終了した地域おこし協力隊員のその後の定住状況につきましては、活動地と

同じ市町村内に定住した割合は約４７％と半数を下回っている状況でございます。 

 先ほど申し上げた地域協力活動を行いながら、その地域への定住・定着を図るといった地域

おこし協力隊制度の目的については、いかにそれを達成させていくかといった大きな課題も挙

げられます。このように地域おこし協力隊につきましては、受け入れ体制等の整備はもとより、

協力隊としての委嘱期間終了後の対応等についても、あわせて慎重に行う必要があると考えて

おりますので、引き続き研究をしてまいりたいと考えております。 

６番（滝沢君） ただいま担当課長よりご答弁いただきました。さまざまな施策を展開している
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状況は理解をいたしました。今の子育て支援ということは、どこの市町村でもかなり強力に推

進をしているわけです。坂城町の内容もですね、これはもう全国の中でも非常にすぐれた施策

であると思うんですが、今回視察訪問しました邑南町、奈義町というのは、もう全国でもいち

早くやったということで注目をされているわけですね。内容的には、坂城町の施策のほうがす

ぐれているという部分があるとは思いますけれども、やはりそれをまず自分たちの町から発信

しようということをやったということが非常に大きな意味があるんではないかなと、それを宣

言したということが、大きな意味があるんではないかなと私は感じております。 

 まだ坂城町の移住定住施策というのはスタートしたばかりのところが多くありまして、いろ

んなこれから展開というのがまだ望まれるわけですが、先日、ちょうど番組を見ていましたら、

青木村の移住定住の施策の中に体験ツアーの紹介がありました。都心からバス１台分の方を町

内いろんな箇所をですね、実際に見ていただいて、その町の魅力というものを発信して、実際

にそこで食べていただいたり、それからいろんな観光をしていただいたり、歴史を知っていた

だいたりというようなツアーの企画が紹介されておりましたけれども、やはりそういう実際に

見ていただくというのが一番いいんではないかなと私は思います。 

 先ほど言いましたように、長野県は全国でもトップクラスの移住定住の希望先なわけです。

ただ、その自然環境といのはもう長野県どこでも同じだと思うんですけれども、やはりその特

徴的な部分というのは各市町村ごとにいろんな特徴というのはあると思うんですけれども、や

はり坂城町は坂城町なりのそういう魅力をその中に盛り込んでですね、来ていただいた方に少

しでもそれを知っていただいて、坂城町を好きになっていただいて定住移住へと結びつけてい

ただけるような、そんなような方向性がこれからは必要ではないのかなというような気がいた

します。 

 質問の中でいろいろまだ取り上げていただけない部分も多くありましたけれども、その中の

一つの定住移住の専門の窓口ということでは、やはり今回もいただけないということなんです

けれども、それでしたら皆さん、行政のプロとしてですね、ぜひとも坂城町に住みたいと思わ

れる方が来庁された際に、相手の立場になって親身になってアドバイスしていただいて、この

町に来てよかったと思っていただけるよう真心のこもった対応をぜひとも望みたいと思います。 

 あと、地域おこし協力隊員導入は、今回も見送りということですが、私は将来的には必ずそ

の時期が来ると思っております。これは私もまた今後研究をしてまいりたいと思います。 

 当町は、他自治体に誇れるすぐれた子育ての支援策を実行しているわけですから、先ほど言

いましたように、それをもっともっと町の内外にですね、情報発信をしていく必要があるので

はないかということを強く思っております。では、それにつきまして３点、下記ですね、再質

問をさせていただきます。 

 １、移住定住の窓口は設けていただけないとのご答弁でしたが、せめて庁舎入り口にですね、
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移住定住促進の看板は設置できないでしょうか。これは町外への情報発信とともに、町民の皆

様にも坂城町では移住定住に力を入れているのだとのＰＲにもなりますし、町民の皆様がさま

ざまな機会に情報を展開していただける可能性があると思うので、ぜひとも検討をお願いした

いと思います。 

 二つ目、ＮＰＯ法人ふるさと回帰支援センターでは、三大都市圏で楽園信州移住セミナーを

開催し、成果を上げている自治体もあります。当町でセミナー参加の実績はあるでしょうか。

また、今後の参加予定はどうでしょうか。また、長野県のアンテナショップ銀座ＮＡＧＡＮＯ

でのＰＲ状況と展開はどのようにお考えでしょうか。都市部への新規就農者募集の今後のＰＲ

方法を含めて伺います。 

 三つ目、町のホームページについてです。移住定住サイトの開設は検討いただくということ

すが、実現可能な検討ということで、ぜひともお願いをいたします。もう１点追加で、パソコ

ンで例えば「長野県 移住」という検索エンジンで検索した場合に、坂城町がヒットしてアク

セスできるような工夫を願いたいです。これは長野県が全国でも移住先のトップを走っている

わけですから、アクセスをいただいた方に当町を知ってもらう絶好のチャンスと考えます。以

上お願いいたします。 

総務課長（青木君） 私からは、移住定住の関係の庁舎に案内看板をということについてご答弁

申し上げます。まず、先ほど質問ありましたように、各課に三角柱を設けてあるということで、

非常にわかりにくいというご質問でしたので、それにつきましてはそれぞれ各課にわかりやす

い、お客様が見えられたときに、確認のできやすい位置にまず置くということで各課のほうに

依頼してまいりたいと考えております。役場の入り口への看板ということでございますが、各

課私どもの窓口はそれぞれ全てが移住定住の窓口というような形の中でございますので、来ら

れた方が最寄りの窓口へ移住定住の相談について行かれるような、そういう案内的なものにつ

いてはまた検討してまいりたいと考えているところでございます。 

 その中で住民の方への情報発信というものにつきましては、先ほどもありましたように必要

に応じてホームページですとか、広報でそれぞれの施策についてまた情報発信してまいりたい

と考えているところでございます。 

企画政策課長（柳澤君） ご質問いただきました東京有楽町のふるさと回帰支援センターで開催

される楽園信州移住セミナーへの参加実績ということでございますけれども、これまで参加の

実績というものはない状況でございます。町といたしましては、長野地域の連携中枢都市圏と

いったスケールメリットを生かした取り組みに参加しておりまして、合同移住相談会といたし

ましては、東京八重洲の移住交流情報ガーデンで２回、また銀座ＮＡＧＡＮＯ１回といった積

極的な参加を行ってきたところでございます。楽園信州の移住セミナーにつきましては、町単

独での参加方法もありますし、あるいは連携中枢都市圏で取り組める方法もあろうかと思いま
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すので、それらを含めまして研究してまいりたいと存じます。 

 銀座ＮＡＧＡＮＯでのＰＲの対応でございますけれども、東京にあります長野県のアンテナ

ショップ銀座ＮＡＧＡＮＯであります。これを利用した移住・定住促進に係るＰＲ事業であり

ますけれども、今年度１１月に同じく連携中枢都市圏の合同移住相談会において実施をしてま

いりました。連携中枢都市圏で合同で作成しました移住・定住パンフレット、あるいは町のプ

ロジェクトチームで作成しました若者・子育て世代支援パンフレットなどを活用いたしまして、

町の紹介ＰＲ、また個別の移住の相談を行ってまいったところであります。 

 それから、都市部への新規就農者募集ということでございますけれども、９月に東京新宿で

開催をされました長野県市町村ＪＡ合同就農相談会に参加をしてＰＲを行ってまいりました。

今後につきましてもこういった企画に参加し、都市部からの新規就農者の受け入れに努めてま

いりたいと考えております。 

 それから、先ほど移住体験のツアーというようなお話が出ました。当町におきましても来年

１月の予定でありますけれども、合同で長野市、須坂市、高山、千曲市、坂城町といったとこ

ろでの移住体験ツアーを計画しているような状況となっているところでございます。 

 それから、最後にインターネットにおける長野県移住をキーワードとした検索で、当町が

ヒットするようにということであります。どういった環境が必要になるのか調査も必要でござ

います。まずは町ホームページにおいて見やすく、わかりやすい情報提供を図る移住定住サイ

トの開設について検討をさせていただきたいと思います。 

６番（滝沢君） 再度ご答弁をいただきました。ぜひとも今言っていただいたご答弁の内容で進

めていただきたいと思います。 

 人口減少の弊害は、地域力の低下ということが一番の大きな懸念材料であります。地域が疲

弊しては、町としての機能も失われることにつながるわけです。当町の総合戦略では人口減少、

少子高齢化を抑制しながら、２０４０年に人口１万３千人、２０６０年に１万２千人の維持を

目指すとしていますが、果たして現在の施策でそれを実現できるのでしょうか。将来に問題を

先送りしてはならないと思います。 

 この件でちょっと町長にぜひお伺いしたいんですけれども。私もＵターンです。この中にも

結構Ｕターンの方はたくさんいらっしゃると思います。町長はＩターンですね。やはりＵター

ンというのは、私たち外へ出ていてもやはりふるさとがいつもあって、何かあればふるさとへ

帰ってこれる、そういう思いがあるんですけれども。やはりＩターン、Ｊターンの方というの

は、やっぱりそれなりの覚悟と目的と、それから大きな不安があると思います。町長がそうで

あったかどうかわかりませんけれども。やはりそういう方にですね、きめ細かい対応と手厚い

支援というのは非常にとても大切な不可欠なことだと思います。今の町の受け入れ体制で問題

ないとお考えでしょうか。 
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 それともう１点、さきの邑南町、奈義町も非常にメディア対応というのが抜群で、もう議員

さんも月に何百人という単位で恐らく来ていらっしゃるんじゃないかと思います。それが一つ

の町の振興とか活性化につながっております。町長のそのビジョンまた戦略でですね、メディ

ア対応というようなお考えがあればお聞かせいただければと思います。 

町長（山村君） Ｉターンというか何も関係ないところへ来たわけじゃありませんので純粋のＩ

ターンじゃないかもしれませんが、いずれにしてもこちらで骨を埋めるというつもりで来まし

たので、そのつもりでいろいろ頑張っているわけですけれども。今いろいろるるご質問のあり

ました、私どもからも回答させていただきましたけれども、移住定住促進、非常に重要なテー

マだと思っております。 

 ですから、私はですね、先ほど担当課のほうからも答弁させていただきましたけれども、

ちょっと補足させていただくとですね、私がこだわっているのは、坂城町の役場の職員

１３０名がですね、例えば移住定住でも何かプロジェクトがあったら、担当の係をつくればい

い、課をつくればいいと。私は関係ありませんということに絶対ならないようにしてもらいた

い。移住定住は課でいえば建設課も関係するし、企画も関係するし、教育も関係すると。です

から、全員がどなたが来ても対応できるようにということでありますけれども、先ほどお話が

ありましたように、窓口に三角のあれを置いてもなかなかわかりにくいという、確かにそうい

うのもあるかもしれません。総務課長もいろいろ工夫してくれると思いますけれども、例えば

天井からバナー、旗ですね、旗をつるして移住定住に関してはどなたにでも聞いてくださいと

いう旗をたくさん出すとか、この名札にですね、移住定住は私に聞いてくださいというワッペ

ンを張るとか、いろんなことはやっていきたいと思っております。やっぱり総合的にやらな

きゃいけないというふうに思っております。それからＰＲについても、先ほど企画政策課長か

らホームページについても検討すると回答しました。私もそれをよく見ながら進めていきたい

と思っております。 

 それから、大森議員さんから何回も言われていまして、子育て日本一を宣言しろと言われて、

まだもうちょっと内容が充実してからということなんですけれども、もうかなり進んできまし

たので、何らかの方法で来年度に向けてできるようにまた準備をして、予算の手当もしてです

ね、やっていきたいと思っております。やっぱり中身がないのに宣伝ばっかりしてもしようが

ないと思っておりますので、いろいろ努力したいと思っております。ありがとうございます。 

６番（滝沢君） 町長のお考えをお示しいただきました。ありがとうございます。坂城町が住み

たい町、住み続けたい町として多くの子供たちの笑顔であふれ、高齢者がいつまでも元気な町

であるよう、まちづくり、地域づくりをともに目指したいと思います。では、次の質問に移り

ます。 

 ２．びんぐしの里公園について 
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 びんぐし山を中心としたエリアは公園、湯さん館、味ロッジ初めさまざまな施設が点在し、

町の魅力が集約されている拠点であると思います。その中、現在近くの古民家利用の話も進ん

でいるようですが、今後町の新たな観光スポット、文化芸術・健康増進の拠点としてこのびん

ぐし地区の開発には大きな期待ができるものと思います。そこで下記につきまして質問をいた

します。 

 イ．屋外ステージについて 

 １、改修に至った経緯と目的は。現在、改修工事が進められておりますが、かなり大がかり

な施設になりそうです。その経緯と目的についてお尋ねします。また、名称は屋外ステージに

するのでしょうか。工事説明書では野外音楽堂とありましたが、考えを伺います。 

 ２、今後の利用・活用の具体的な内容と方法は。屋外ということで利用は限定的になりそう

ですが、屋外ならではの利用方法も考えられます。どのような企画を想定しているのか、また

その企画をどのような方法で開催するのかお尋ねします。さらに町の内外に向けてのＰＲ方法

についてもお尋ねします。 

 ３、施設のメンテナンスと利用手順は。東京ドームと同じ素材とのことですが、耐久性、耐

用年数等はどうなのでしょうか。また、年数経過でのメンテナンスの対応はどうされるので

しょうか。現在、ステージは自由に使われていますが、今後使用に際して規制の基準等あるの

でしょうか。そしてイベント等開催の場合、申し込み方法と有料になる基準と金額の設定はど

うでしょうか。お尋ねします。 

 ロ．マレットゴルフ場について 

 昨年、塩野入議員も質問いたしましたが、検討するとのことで話が進んでいないようですの

で、利活用推進として再度取り上げます。 

 １、現在の利用状況は。現在、マレットゴルフ場として利用されているのでしょうか。 

 ２、ドッグラン施設としての活用を。近くの上田市川の駅に施設がありますが、平地で何も

ないため、夏場日差しが強いときは使用に不向きであるとの声があります。また、ドッグラン

目的で遠方へ出かける方も多いとも聞きます。マレットゴルフ場の再利用でしたら、ただ犬を

放し飼いにするだけなので、現在ある支柱にネットを張るだけで済み、低予算での開設が可能

だと思います。町内には犬の登録数は現在９５０頭ほどで、その多くの方が家族の一員として

位置づけ、ますますその存在が大きくなってきている現状もあります。ばら祭りでも犬連れの

お客さんが多く見られることから、その方たちも取り込めば新たなふれあいの場として交流人

口増にも期待できるのではないでしょうか。ぜひともドッグラン施設としての活用を望みます。

以上、ご答弁をお願いいたします。 

町長（山村君） ただいま滝沢議員さんからびんぐしの里公園についてご質問をいただきました。

私から基本的な考え方について述べさせていただきまして、個々詳細なご質問がありましたの
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で、担当課長から答弁させます。 

 びんぐしの里公園、これは大変美しい緑や水にふれあえる町民の憩いの場所として平成７年

に開園し、２０年以上経過した多くの皆様に愛される公園としてご利用をいただいております。

大型遊具を備えた、ちびっこ広場を初め芝生の広場、テニスコート、屋内ゲートボール場す

ぱーく坂城のほか都市公園管理センターには味ロッジ、びんぐし亭などのお食事場所もあると。

小さなお子さんからご年配の方々、スポーツ愛好家の皆様や家族連れでにぎわい、町内外の保

育園・幼稚園の園児や小学校の児童たちには遠足で足を運んでいただくなど、大勢の方にご来

園いただき好評をいただいているところであります。 

 また、公園でスポーツやレジャーを楽しんでいただいた後には、山頂にありますびんぐし湯

さん館の温泉につかっていただいて疲れを癒やしていただいたり、ふれあいの場、コミュニ

ケーションの場としてもご利用いただいているというところであります。 

 これまで、健康づくりやふれあいのコミュニケーションの場といったことでありましたけれ

ども、さらに大勢の方にお越しいただき、ご利用いただけるような文化・芸術的なイベントが

開催できる公園にすることによって、これまで以上に皆様に愛される公園を目指した整備につ

いて検討してまいりました。このような整備も、先ほどのご質問の移住定住の中の一つの大き

な目玉になるかなというふうに思っております。 

 平成２６年度に都市公園施設長寿命化対策支援事業を活用して、都市公園施設７カ所につい

て今後進展する老朽化に対する施設の維持更新を図るという観点から、計画的な改築・更新を

行うことを目的とする都市公園施設長寿命化計画を策定いたしました。この計画に基づきまし

て平成２６年度から２８年度までの３カ年の社会資本整備総合計画を策定し、平成２７年度か

ら社会資本整備総合交付金事業等の採択も受け、平成２８年度までの２カ年計画で都市公園の

整備を進めている状況であります。 

 平成２７年度は公園建設当初からのステージを解体し、新たなステージの床部分の工事につ

いて実施いたしました。建設当初のステージは扇形で面積は約１５０ｍ２でしたけれども、約

２３０ｍ２の大きさに改修し、町の植樹祭や子どもフェスティバルなどに既に活用していただ

いたところであります。 

 本年度はこの屋外ステージにアーチ状の屋根を設置するために、昨年度のステージ改修工事

の際には、屋根設置のために必要となる柱の基礎部分ですね。これをあらかじめ施工し、工事

がスムーズに進められるよう考慮してまいりました。屋外ステージにつきましては、教育委員

会で行っている事業や学校・文化協会等の発表や一般の方々の利用、またこれまで２回開催し

ました薪能やコンサートなど文化・芸術的なイベントに広く活用できるよう音響設備の配線工

事や照明を備え、多種多様なイベントが開催できるステージにと改修してまいります。 

 また、ちびっこ広場にありますリンゴ型トイレにつきましては、公園の下水道接続工事が今
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年度竣工予定となることから、屋外ステージのバックヤードに、後ろ側にですね、移設をして

控室も備えて、水洗化したバックヤードトイレとして改修いたします。そのほか来園者用の駐

車場にあるログハウス型のトイレと公園管理センターのトイレにつきましても、利便性を考慮

したトイレの水洗化や配置など周辺施設の見直しを行い、改修工事を実施してまいります。 

 また、ご質問にありました名称につきましては、現段階では決定しているというわけではご

ざいませんが、びんぐしの里公園屋外ステージということで実施工事等を進めてまいりました

が、今後はご相談しながらですけれども、公募してですね、名前を決めてもいいかなというふ

うに思っております。 

 それから、マレットゴルフ場についてでありますけれども、急傾斜地に造成したマレットゴ

ルフ場ということで、ボールがとまりにくく転がってしまうなどの理由もありまして、ほとん

ど利用されていないと。多くのマレットゴルフ愛好者は鼠橋の運動公園マレットゴルフ場を利

用していただいております。恐らく現在は今の状態ではとても使えない状態だというふうに

なっております。こういった状況の中で、私は今後はマレットゴルフ場としてはもう無理だろ

うと思っていますので、これは廃止する方向で進めると思っております。 

 また、ご提案のありましたドッグランの設置につきましては、私もあそこをよく何回か見ま

したけれども、起伏のある地形であるということで、犬の所有者というか犬の保護者が全景を

見渡すことがちょっと難しいかなというふうに思っておりまして、飼い主の目が行き届かない

予期せぬ状況も発生する可能性もあるかなというふうに思っております。安全確保の問題点や

利用対象者が限定されてしまうという課題もありますので、よく考えなきゃいけないなという

ふうに思っております。場合によってはドッグランの場所はあそこにこだわらないで、別の新

たな場所で検討するということも必要かなというふうに思っております。 

 町としましては、小さなお子さんからお年寄りまで大勢の皆さんが集う公園と、のんびり

ゆったりリフレッシュに訪れる湯さん館を融合した施設となりますよう、公園に訪れる方々の

ニーズや管理運用面などを考慮し、公園の全体計画の見直しに対して慎重に検討を重ねてまい

りたいと考えております。 

 いずれにしましても、皆様に愛されてきましたびんぐし公園が次のステップとして文化・芸

術といった要素も加えた創造性と人間性を育むまちづくりの一端を担える施設として、山全体

としてですね、大きな公園機能全体の充実も図っていきたいというふうに考えております。 

建設課長（宮嶋君） イ．屋外ステージについて答弁申し上げます。文化・芸術的なイベントを

開催できる公園を検討する中で、イベントスペースの拡充や突然の天候の変化といったことに

対応できるよう屋外ステージの屋根等の建設に着工しているところでございます。 

 これまでもびんぐしの里公園では子どもフェスティバルやびんぐし薪能といった屋外向けの

イベントが好評で、薪能においては第１回目が約１，２００名、第２回目は約１，３００名と
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回を重ねるごとに来場者が増えており、子どもフェスティバルにおきましても、今年度で第

１４回を迎え定着したイベントとなってきております。 

 生まれ変わった屋外ステージの利用・活用につきましては、地域のイベント小・中学校の音

楽会や公民館、文化協会など各種団地の発表の場として、あるいは薪能はもとより集客力の高

いプロのコンサートや音楽会などを想定しており、それぞれステージを利用する皆さんに会場

の企画・準備をお願いし、ご利用していただくことになるかと思います。今後は世代を超えた

団体の皆さんに利用していただきますよう、ホームページなどを活用し広く町内外にＰＲして

まいりたいと考えております。 

 続きまして、施設のメンテナンスと手順でございますが、屋根の膜材の生地素材につきまし

ては、ご質問ありましたとおり、東京ドームで使用されているものと同等製品を採用しており

ます。これは建築基準法の中の品質に関する中で、国土交通大臣認定を受けている素材であり、

評価の高い製品となっております。この膜材の生地はガラス繊維で編み込まれた素材で、不燃

性だけでなく強度的にも強く、耐水性にもすぐれたものでございます。その上、防汚性能にも

考慮されており、表面にフッ素樹脂加工をコーティングすることで汚れの付着を軽減しており

ますので、通常特別なメンテナンスを要しない素材であるかと考えております。 

 また、減価償却の計算のもととなる耐用年数については５年から７年となっておりますが、

実際の耐久性につきましては、使用環境や地域による温度変化などの自然環境によっても異

なってまいりますが、これまで使用している事例からおおむね２０年はもつと言われており、

非常に強い耐久性が期待されているところでございます。一般的な鉄板の屋根と比べても遜色

のない耐久性を持ち、膜材ならでは特性としてのやわらかく、軽く、光を通すといった特徴が

ございます。このような特性は構造体への負担を大幅に軽減し、空間の大きさを必要とする屋

外ステージ屋根の構造部材のボリュームを抑えることができ、びんぐし公園の豊かな自然環境

を生かした景観を損ねることのない空間を演出することが可能となります。完成後は経年変化

による状況を見ながら、必要に応じたメンテナンスを施すことによって耐久性を高めることに

努めてまいりたいと考えております。 

 現在、屋外ステージ使用の申し込み方法や使用料につきましては、町の都市公園条例の中で

使用料をいただく有料公園施設として位置づけられており、町の都市公園管理規則によって運

用しております。町といたしましては、小さなお子さんからお年寄りまで大勢の皆さんが集う

公園といったコンセプトのもと、屋外ステージ屋根建設工事の整備により、より一層利用しや

すい施設となりますよう、現行条例及び規則を基準にした見直し等を行い、できるだけ利用者

の使い勝手のよい施設となるよう準備してまいりたいと考えております。 

６番（滝沢君） ただいま町長、担当課長よりご答弁いただきました。ちょっと時間の関係で再

質問は一応要望という形でご提案させていただきますので。まず１番の懸念材料というのは、



 

－ 101 －  

やはり前回、塩野入議員もいたしました駐車場問題ですね。今までいろんなイベントの折に交

通安全協会、それから交通指導員、そのたびに出向いて協力をさせていただいているわけです

けれども、なかなかこれからそういうイベントが多いということになると、大変な負担になる

と思いますので、ぜひともその駐車場また代替案といいますか、そのようなことはぜひとも検

討をお願いしたいと思います。 

 それからドッグランについてですけれども、現状なかなか難しそうなんですが、例えば比較

的見晴らしのいいところがあれば、１カ所ぐらいちょっと実験的にですね、やってみて、そう

いう実際に犬を飼っていらっしゃる方に実況見分みたいな形で確認をしていただけるような、

そんなような検討もしていただければということでお願いしたいと思います。 

 では、締めということでさせていただきますけれども、私何年か前に出張先で散歩をしてお

りましたら、遠くのほうから何かの音源が聞こえてきたので、その音源を探ってですね、歩い

て行ったら、かなり大きな公園の中で、それは半円状のドームのステージで、あるオーケスト

ラの演奏会をやっておりました。客席はこういう階段状の客席で、そういう音楽専門の、音楽

とか演劇専門のあれなのかなという感じがしましたけれども、やはり屋外ステージの魅力とい

うのは、自然の中で音がどこまでも広がっていくことです。風と空気を感じながら開放感あふ

れたその空間は、この上なく心豊かな時になると思います。ぜひこの屋外ステージが町の新た

なシンボルとして町民含めさまざまな人のよりどころになることを期待しております。以上、

一般質問を終わります。 

議長（塚田君） ここで昼食のため午後１時３０分まで休憩いたします。 

（休憩 午後 ０時０４分～再開 午後 １時３０分） 

議長（塚田君） 再開いたします。 

 ７番 西沢悦子さんの質問を許します。 

７番（西沢さん） ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、通告に従い一般質問を

行います。 

 １．新年度予算に向けて 

 イ．新年度予算編成について 

 先月１８日に開かれた坂城町第５次長期総合計画実施計画策定及び坂城町まち・ひと・しご

と創生総合戦略検証にかかわる懇話会に出席いたしました。実施計画につきましては、毎年

３カ年の見直しをして策定をするもので、今回は平成２９年から３１年までの計画となります。

１８日に開かれた懇話会は、この実施計画策定の段階で実施計画案について広く町民の意見を

聞く趣旨でございました。主な事業について説明をいただきましたが、時間がもう少しあれば、

あるいは資料が事前に配付されればと残念に思いました。予算編成の指針となるこの計画決定

が来年２月下旬の予定となっていますが、新年度予算は１２月から見積もり作業が始まってい
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ます。 

 そこでまず最初に、平成２９年度予算編成方針についてお伺いいたします。 

 次に、実施計画決定前に予算編成作業を進めるわけですが、特別に緊急な事業を除き、予算

化に際しては実施計画との調整が必要となります。実施計画の計画決定を早める考えはないで

しょうか。 

 また、東京都は予算編成のプロセスを見直し、編成の過程を情報公開していく予定で、また

予算要求状況、査定状況も公表すると発表しました。当町で行われた懇話会も予算編成の過程

にかかわる部分を公表したものと思います。先進的な取り組みと評価できますが、まだまだ情

報を公開し住民と共有するには足りません。予算編成についての情報公開を進める考えについ

てお尋ねいたします。 

 ロ．総合戦略と新年度予算について 

 ２８年度の途中ではありますが、ここで新年度の予算編成に入るわけですから、事業の実施

状況、評価を判断しながらということになります。総合戦略に掲げた事業は毎年度ごとにＫＰ

Ｉの状況を確認することとなっていますが、２８年度分については来年２９年秋の予定と伺っ

ております。では、２９年度予算編成に当たっては総合戦略の具体的事業について、２８年度

の現在の状況が反映されるのか、あるいは２８年度事業のＫＰＩの状況が確認されるまで現状

の取り組みでいくのか、どのようにお考えでしょうか。 

 先ほど申し上げました懇話会では、２７年度に実施した地方創生先行型交付金にかかわる事

業の実施評価が示されました。ＩＣＴ等利活用による地域活性化事業、地域産業パワーアップ

事業、若者・子育て世代応援プロジェクトについて、いずれも総合戦略のＫＰＩ重要業績評価

指標達成に有効という事業評価でした。そこで、この事業について新年度の取り組みをお尋ね

いたします。 

 ＩＣＴ等利活用による地域活性化事業では、スマートコミュニティ構想の実現に向けて、今

年度はスマートエネルギー設備設置補助金を増額補正し、蓄電池設備、ＨＥＭＳの導入も増え

ているようです。テクノさかき工業団地のスマート化に向けた事業化可能性調査の結果などか

ら、新年度の取り組みをお聞きいたします。 

 次に、地域産業パワーアップ事業ですが、今年度は移住定住・就職支援事業では東京で合同

説明会や移住相談会を実施、また広域対応では移住体験ツアーも予定しているようであります

が、新年度に向けての新しい取り組みについてお伺いいたします。 

 また、坂城ブランド推進事業の今年度の状況はどうでしょうか。情報発信と消費宣伝活動に

工夫が必要と思いますが、お考えをお聞きいたします。 

 次に若者・子育て世代応援プロジェクトの子育て支援ＰＲですばらしいパンフレットをつ

くっていただきました。その後、ＰＲできたか検証はされたでしょうか。内容も充実して、子
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供たちを大切に育てたいという気持ちが伝わります。このパンフレットを町内全家庭へ配布を

していただきたいと思います。坂城町はこんな子育て支援をしているよという事実を町民全員

に知ってほしいと思いませんか。家を離れて都会に出ている子供や孫たちに知らせたいという

人もいます。新年度に向けてバージョンアップも検討されるようです。２９年度版についてぜ

ひ検討していただきたいと思います。以上で１回目の質問といたします。 

町長（山村君） ただいま西沢議員さんから新年度予算に向けて予算編成並びに総合戦略との関

係ご質問ありました。今まさに予算編成の作業に着手したという段階でございますので、余り

細かい内容について申し上げる状況でありませんけれども、せっかくの機会ですので来年度予

算の編成に向けた方針、意気込み等を私のほうから申し上げたいと思っております。 

 まずイの新年度予算編成についてからお答えします。最初に新年度の財政見通しであります

けれども、歳入のうち町税につきましては、町内の大手企業との懇談の中でも業績は引き続き

順調に推移しているとのことで期待をする一方、回復基調と言われながら新興国経済の減速な

ど懸念材料の多い経済情勢もあり、大幅の増加を見込むことは難しいと考えております。また、

地方交付税につきましても過年度の税収増による減額精算や昨年の国勢調査人口の反映による

マイナス要素があり、一般財源の確保はかなり厳しいものになると認識しているところで、あ

わせて消費税率引き上げの延期に伴う国の予算への影響も十分に見きわめる必要があると考え

ております。 

 一方、歳出におきましては生活基盤の整備やインフラの長寿命化、高齢化や少子化に対応す

る社会保障や福祉関連施策、長野広域連合による新たなごみ処理施設の建設負担など今後継続

的に経費の増大が予想される課題が多くなっております。しかしながら、こうした厳しい財政

状況の中にあっても、第５次長期総合計画に基づくまちづくりや人口ビジョン、まち・ひと・

しごと創生総合戦略による人口減少対策を着実に実行していくためには、事務事業全般にわた

る費用対効果等の点検や精査により、行財政の効率化と財源の計画的な配分を行っていく必要

があると考えております。 

 このようなことを踏まえまして新年度の予算編成に当たりましては、まず長期総合計画後期

基本計画に沿った事務事業の取り組みを基軸に、まち・ひと・しごと創生総合戦略に掲げるＫ

ＰＩ、重要業績評価指数ですね、これの達成に向けた施策を重点事業として位置づけ、より一

層の効率化と重点化に主眼を置いた編成を行うことを方針として示したところであります。 

 新年度予算の編成作業はこれからとなるわけですけれども、ご質問にありましたように主な

事業の実施計画につきましては、去る１１月１８日に策定懇話会を開催し、各分野の委員さん

に素案をお示しする中で参考となるご意見をお聞かせいただきました。 

 実施計画は、長期総合計画に沿った事業執行に向けての指針であり、当然ながら予算への反

映を考慮してまいりますが、同時に財源との調整も図らなければなりませんし、国や県も予算
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編成段階にある中、国・県等の補助を財源として計画している事業においては、補助事業に係

る予算の動向で事業の見直しですとか、先送りといったことも十分考えられます。３カ年の実

施計画の内容や金額にも影響してくるということになります。こうしたことからも予算編成前

に実施計画の素案作成という施策のアウトラインを描くことは、予算編成過程において計画の

内容、財源等々細部にわたり再度精査をし、限られた財源の中で総合計画に掲げる基本計画の

効果的な実行に向けた予算を的確かつ効率的に検討する大事なポイントになっているところで

あります。 

 実施計画は、ご案内のとおりに計画額を含む次年度からの３カ年という最も近い将来の計画

であることから、毎年ローリング、毎年見直しを行い、より精度の高い３カ年計画としてつく

り上げております。私が、町長になったときにですね、お約束したのは、今までも実施計画は

毎年毎年つくってきましたけれども、それはほとんど公開されていなかったと。途中で意見も

聞いていなかったということであります。なおかつ長期計画には数値は入っていません。しか

しながら実施計画は数字込みで計画するということがありますので、これを途中の段階でぜひ

町民の皆さんのご意見を賜ろうということで毎年毎年このような形でやってきました。これは

多分全国の自治体でもほかにないというふうに思っております。 

 特に次年度の計画につきましては来年度ですね、予算に裏打ちされた具体性のある計画とな

るように、今後におきましても予算編成作業と並行して財源等の調整を行い、予算との整合を

図る中で最終的な計画としてお示しをしてまいりたいと考えております。 

 また、予算編成過程の情報公開を進める考えはについてでありますが、当初予算案について

は約３カ月の期間を費やす中で積算やヒアリングを重ね、慎重に精査したものを最も重要な議

案として上程させていただいておりますので、編成過程の公開の妥当性や事務的な対応といっ

た点からも慎重な検討が必要であり、当面公開は考えていないところであります。しかしなが

ら、先ほども申し上げたように実施計画を作成するプロセスの中で、いろんなご意見も賜ると

いうことをやっているというところであります。 

 また、まず町の行う事業がどういう目的で何のために行われるのか、また町民の皆さんにど

のようにかかわるかをご理解いただくことが何より重要であり、こうした観点から議決いただ

いた予算や決算、主な事業の概要をよりわかりやすくお伝えするために、グラフや図表なども

使い「広報さかき」に掲載しているほか、当初予算資料や主要施策の成果及び実績報告書など

もホームページからダウンロードできるように掲載しております。あわせて役場１階の行政資

料コーナーや町立図書館でもお手軽にご覧いただけるようにしております。 

 また、実施計画策定懇話会も今後、町が町民の皆さんにかかわる事業やサービスをどんな方

向で考えているかを知っていただく場として捉えているところでもあります。今後もこうした

情報を積極的にお伝えできるよう取り組んでまいりたいと考えております。 
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 続きまして、ロ総合戦略と新年度予算についてお答えいたします。総合戦略では施策の実行

性を高めるため計画策定、これはプランですね。それから推進、これはドゥー。それから点検

評価、チェック。改善、アクションの四つの視点の頭文字をとったＰＤＣＡサイクルにより、

施策ごとに設定している重要業績評価指標、いわゆるＫＰＩに基づく事業の効果検証や外部有

識者による客観的な評価を毎年度ごとに行うこととしており、現在実施をしております２８年

度事業につきましては、決算後の来年夏ごろをめどに行いたいと考えております。 

 したがいまして、本年度の実施事業につきましては戦略策定から日が浅く、現段階において

実績や効果を評価するまでに至っておりませんけれども、戦略に掲げる具体的事業は実施計画

にも該当する事業であり、計画策定に係るヒアリングにおいて、現在までの進捗、次年度以降

の達成目標など内部での検証をしているところであります。また、先ほど申し上げましたとお

り、まち・ひと・しごと創生総合戦略に掲げるＫＰＩ、重要業績評価指標の達成に向けた施策

は、新年度の予算編成方針の中でも重点事業として位置づけておりますので、実施計画の中で

検証された内容は、当然ながら新年度予算に反映させるべきものでありますし、次年度以降に

おいても前年度の評価に加え、予算編成前までの状況も勘案する中で対応してまいりたいと考

えております。 

 次に、若干個別の話になりますけれども、まずスマートコミュニティ構想の実現に向けてと

いうことでありますけれども、スマートエネルギー設備導入補助事業につきましては、昨年度

より新たにリチウムイオン蓄電池システム、ホーム・エネルギー・マネジメント・システム、

これはＨＥＭＳと言いますが、そして燃料電池システムの三つを補助対象に加え、これまでの

創るエネルギーに加え、エネルギーを蓄え、さらに効率よく管理することにつきましても普及

促進しているところであります。 

 設備導入補助金の今年度の申請状況でありますが、８月末時点で当初予算３００万円に対し

２８８万円の申請があったことから９月議会で補正予算を計上し、ご承認いただいたところで、

１１月末現在では太陽光発電システム１９件、蓄電池システム１１件、ＨＥＭＳ８件、合計

３８件と、前年度と比較して蓄電池システムとＨＥＭＳが大幅に伸びているところで、こうし

た状況も踏まえる中で新年度予算の積算を検討してまいりたいと考えております。 

 なお、テクノさかき工業団地のスマート工業団地化に向けた取り組みにつきましては、今年

度、民間事業者による事業化可能性調査を行う中で、産学官連携による検討委員会を立ち上げ、

現在まさに調査・研究を進めており、この結果を踏まえ来年度以降より具体的な取り組みにつ

なげられるよう検討していく計画としております。 

 続きまして、移住定住促進にかかわる新年度に向けた新しい取り組みについてお答えします。

今年度の移住・定住促進事業といたしましては、主に長野地域連携中枢都市圏において長野地

域内の各市町村がスクラムを組んで課題を解決し、持続可能な圏域形成を目指す長野スクラム
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ビジョンによる事業を中心に取り組んでまいりました。内容としましては、都市圏における合

同移住相談会、移住交流イベントへの共同出展、長野地域を知ってもらう移住体験ツアーの開

催、そして圏域市町村の取り組み情報を集約したパンフレットの作成などで、今後も長野の知

名度とスケールメリットを生かし継続した取り組みとして行っていく予定であります。 

 また、町の事業といたしましては、移住定住・就職支援事業として、今年度より県外の優秀

な学生を町内企業に呼び込み、町内へのＵ・Ｉ・Ｊターンを促進するため、本年６月、

２０１６年度卒業予定者を対象として、町内企業７社による合同説明会を池袋において開催い

たしました。さらに来年３月には２０１７年度卒業予定者を対象に、町内企業の協力を得る中

で首都圏において合同企業説明会を開催する予定であります。町内外から優秀な人材を確保す

ることは町内企業の発展と活性化に必要不可欠であり、あわせて町内人口の増加も見据え、来

年度も企業の皆さんと連携して開催時期や場所などについて検討しながら進めてまいりたいと

考えております。 

 また、町内人口の増加及び流出防止策として、みずからが居住するための住宅を町内に新築

する場合等を対象とした新たな支援の仕組みが考えられないかといった検討も進めているとこ

ろであります。 

 次に、さかきブランド推進事業の実施状況等についてでありますが、今年度は４事業者が開

発・改良に取り組んだぶどうジェラートの開発、ねずみ大根と葉の乾燥商品、ドライフルーツ

のパッケージリニューアル、シャインマスカットジュース及びナガノパープル炭酸ジュースの

改良の５商品に対し補助金の交付決定を行っております。 

 ブランド推進事業におきましては、こうした商品の開発・改良とともに販売促進も重要な目

的と位置づけ、各種イベントへの参加経費に対する助成も行っているところで、事業者の方へ

は効果的な情報発信や消費宣伝の場として、県内外で行われる各種商談会や展示会等の情報を

きめ細かく提供し、積極的な出店を促すなど販路の拡大に向けた支援をしてまいります。また、

一層のブランド推進に向けましては、本年度より取り組みを開始し、全国から大きな反響をい

ただいているふるさと納税事業も情報発信やＰＲ効果が大変高いことから、町の新たな特産返

礼品としての検討もしていただくよう働きかけてまいりたいと考えております。 

 続きまして、ご指摘のありました若者・子育て世代支援プログラムパンフレットについてお

答えします。子育て支援パンフレットにつきましては、子育てに関する施策を一目でご覧いた

だけるようにと各部署が連携する中で、女性職員を中心としたプロジェクトチームにより作成

したもので、平成２６年度に作成した第１弾は、町内企業に勤務している子育て世代をター

ゲットとして、プロジェクトチームの女性職員みずからが１５０の事業所や飲食店に出向き、

趣旨をご理解いただきながら配置をお願いしてまいりました。 

 さらに平成２７年度に地方創生先行型交付金を活用して作成した第２弾のパンフレットでは、
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子育てに優しい町をよりわかりやすくイメージできるよう、拡充施策を含めた支援策を対話型

で紹介するなど、内容を大幅にリニューアルしたことで大変好評いただき、増刷の２千部を含

め５千部を作成いたしました。パンフレットの掲載内容を通じ、町営住宅については企業から

従業員向け住宅としての問い合わせが多数寄せられたり、飲食店に置かれたパンフレットを見

て入居された子育て世帯の方もおられるといった直接的な効果のほか、空き家バンクの契約済

み６件のうち４件は子育て世代であること、さらには土地開発公社で分譲している住宅団地も

パンフレット作成以来５件の契約があるなど、幅広い情報の掲載により移住に関する施策との

相乗効果もあったと検証しているところであります。 

 また、２９年度版は全戸配布にとのご提案につきましては、計画が未定でありますので、現

状の中でお答えさせていただきますと、企業の多い当町の特徴を踏まえ、まずは町内企業で働

く従業員の皆様に当町で暮らしていただけるよう、企業を中心とした配布を柱として保育園や

学校を含む公共施設や飲食店、駅などにも引き続き設置をお願いし、あわせて町のホームペー

ジへの掲載。また、このパンフレットとは形が少し変わりますけれども、「広報さかき」に折

り込んだ形で全戸に配布するというようなＰＲ策も考えていきたいと考えるところであります。 

７番（西沢さん） ただいまご答弁をいただきました。最初の新年度予算の中の予算編成方針に

ついて２回目の質問をいたします。 

 実施計画や総合戦略の調整を経て予算化が図られることになりますが、その結果、人口減少

を克服し活力あるまちづくりを前進させることができるか、一つ一つの小さな事業についても

十分に検討していただきたい。もちろん最小の経費で最大の効果が基本であると思いますが、

この人口減少を克服してまちづくりを前進させるという、このことについて職員全体で共有が

できているかどうか、そのことについて改めてお聞きします。 

総務課長（青木君） 職員一人一人がこの人口減少に対応していく、これに対しての取り組みと

いうのは、午前中の質問にもございましたように移住定住、それが職員全員がそれぞれ担当と

なって人口減少に取り組んでいくということを、それも一つのあらわれとして職員の意識改革

をしていると、意識を統一しているという部分でございます。もちろん予算にもそういう部分

で各係、もちろん全てではないですけれども、もちろんＫＰＩが必要なものについては、それ

を最優先としてまた予算に取り組んでいくということを確認しているところでもございますし、

また予算編成の中でそのことを強く申し上げているところでございます。 

 また、職員といたしまして、それぞれまた５月には人口減少、職員に対するそういうことに

対する研修会等もやって、職員の意識改革をする中で、いかに全員、この今の人口減少に対応

した事業を取り組んでいくかということについては、一丸となって取り組んでくということで

ございます。 

７番（西沢さん） ぜひ全職員で同じ方向を向いて、この予算編成作業に当たっていただきたい



 

－ 108 －  

と思います。 

 次に情報公開というとこですが、情報公開を進めるということについては、東京都も本当に

なかなか大変というような状況のようでございますし、しかし町民との協働のまちづくりとい

う点では、やはり情報公開はこれから進めなければならない問題だと思っています。 

 今のご答弁の中で今の段階で進めるには検討が必要だということでございましたが、実施計

画の懇話会の中では積極的にというお話でございました。この実施計画の懇話会を開催するに

当たって、もうちょっとその開催の仕方について工夫をしていただけないかどうか、その点に

ついてはどのようにお考えでしょうか。 

企画政策課長（柳澤君） 総合計画の策定の懇話会という部分でございます。次年度からの３カ

年の取り組みの内容を幅広くご意見をお聞きする趣旨で開催をさせていただいているところで

ございます。そういった部分の中でかなりボリュームが大きいという状況の中で、時間的には

ややちょっと足りないのかなというような部分もございました。かといって、長い時間やれば

進むのかという部分でもございませんので、そういった部分につきましてどのような方法がい

いのかというところにつきましては、ちょっとまた検討させていただきたいと思います。 

７番（西沢さん） それでは、ロの総合戦略と新年度予算についての中で、テクノさかき工業団

地のスマート化に向けた可能性調査につきましては、現在調査中ということでございますので、

それについては今後検討していただけるということでございますので、期待して待っていたい

と思います。 

 次に、坂城ブランド推進事業の中で、今年度５商品が申請をして認められたということでご

ざいました。中でもふるさと納税事業に取り入れるとか、いろいろ考えもご答弁いただきまし

たが、一つはこのブランド化された製品を宣伝し、流通ルートに乗せるという新しい事業を考

えられないかどうか、その点についてお伺いいたします。 

産業振興課長（山崎君） さかきブランド推進事業で開発された商品を宣伝し流通ルートに乗せ

る支援・事業ができないかという再質問にお答えをいたします。長野県や長野地域連携中枢都

市圏などでは、県内外で商談会を開催をしております。商品の販路開拓ですとか拡大のために

は卸売業、ホテル、飲食店、食品小売店、スーパーなどさまざまな業種の仕入れ責任者が来場

する、このような商談会を活用いただくことが大変有効な手段と考えております。商談会では、

ふだんはなかなか会うことのできない仕入れ責任者が、新商品の発掘あるいは新規取引先の開

拓等を目的として来場しますので、商品の試食・試飲をしていただくことで商品に関する評価

を直接聞くこともできます。また、興味を示した仕入れ責任者には、その場で訪問営業の約束

を取りつけることも可能ですので、売り手、買い手の双方にとって効率のよいビジネスの場と

も言えます。 

 町では、このような商談会などの販売促進イベントへの参加経費に対する助成も行っており
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ますので、それらを活用いただいて商談会の開催情報を事業者の皆さんにきめ細かくお知らせ

し、出展を促すとともに効果的な商談ができるようにお手伝いをすることで、開発された商品

の販路拡大を支援してまいりたいと、そのように考えております。 

７番（西沢さん） 今の商談会へ参加するのに助成やいろいろな援助をしていきたいというご答

弁でございましたが、ブランド化された製品について、町では同じ内容になるかとは思うんで

すけれども、こういう事業で支援をしていきますよという考え方ができないかなということで

今質問をさせていただきましたが、また今後検討をしていただきたいと思います。 

 次に、子育て支援パンフレットについてですが、あの仕掛けがとっても魅力的だったなと思

うんですよね。ですから、今の町長のご答弁で「広報さかき」に折り込みという形でというお

話でございました。あれが無理ならそれでも各家庭へ、この内容が届くということでは仕方が

ないかなと思いますけれども、今後そういういろんなことを周知していく方法として、いろん

な手段を考えていただきたいなというふうに思います。 

 それでは次の質問に入ります。 

 ２．いじめについて 

 イ．町内小中学校での状況は 

 大津市で、中学２年生男子生徒がいじめを苦に、みずから命を絶ってしまってから５年が経

過。事件を機に成立したいじめ防止対策推進法も施行から３年が経過しました。今年８月いじ

め被害を訴えて、みずから死を選んでしまった青森市立中２年生女子の父親が、いじめの撲滅

を願い娘の実名を公表したニュースがありました。また、横浜市へ原発避難した中学１年男子

の「ばい菌扱いつらかった」と公表した手記、男子生徒はその中で「なんかいも死のうとお

もったけど、しんさいでいっぱい死んだから、つらいけどいきると決めた。」と結んでいます。 

 この事案では、学校にも教育委員会にも何度訴えても対応してもらえず、昨年１２月に調査

を求める申し入れ書を横浜市に提出し、今年１１月、市教育委員会の第三者委員会がいじめを

認定する報告書をまとめました。いじめによって心身に大きな被害を受ける重大いじめを明確

化するなど、いじめ防止対策推進法の見直しも検討されているようであります。 

 そんな中、文部科学省は平成２７年度に把握したいじめは２２万４，５４０件で過去最多に

なったと発表しました。長野県内の認知した件数は１，５６７件、前年度より２２件増えてい

ます。県教委心の支援課は、いじめの認知件数は増えたが、より積極的にいじめの把握を進め

た結果だとしています。そこで、当町の状況はどうでしょうか。平成２６・２７年の町内小・

中学校でのいじめの認知件数についてお聞きします。 

 次に、２７年度調査で本人からの訴え、あるいは保護者からの訴え、担任が発見など、いじ

め発見のきっかけについて、その件数をお尋ねします。また、解決に至った件数は何件あった

でしょうか。 
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 ロ．いじめへの対応について 

 いじめ防止対策推進法、いじめ防止法の施行により各学校に基本方針や対策マニュアル、対

策組織の常設を義務づけました。町内の小・中学校でもきちんと整備されていることと思いま

す。少し前の調査ですが、義務教育期間中にいじめにかかわった経験がある子供は９０％を超

えているということでございました。先ほどの横浜市の原発避難児童に対するいじめが明らか

になってから、新潟市、群馬県でも震災関連によるいじめが発覚しました。このようにいつで

もどこでも起こり得るいじめから子供たちを守るために何をしなければならないでしょうか。 

 最初に、子供も大人もこれはいじめだと見抜く力をつけること。重大な結果を招いて初めて

いじめであったと認識する。こんなことが何回も繰り返されました。町内小・中学校では、子

供たちにいじめを見抜く力をつけるためにどのような取り組みをしているでしょうか。先生や

周りの保護者を含めて大人たちがきちんといじめを認識し、状況を共有するための対策につい

てお聞きします。次に、いじめだと認識したとき、最初に行うことはどんなことでしょうか。

また相談窓口について周知されているでしょうか。 

 次に、ネットトラブルへの対応についてもお伺いします。重大事態の定義が曖昧で調査がお

くれることから、文科省のいじめ防止法に基づく有識者会議では、あらかじめ教育委員会が第

三者委員会を設置しておくことを改善策としています。坂城町教育委員会に第三者委員会が設

置されているでしょうか。以上、１回目の質問といたします。 

教育文化課長（宮下君） ２のいじめについてのご質問につきまして、順次お答えいたします。

まず、イの町内小中学校での状況はについてお答えいたします。町内小・中学校におけるいじ

めの認知件数でございますが、２６年度は小学校が１件、中学校が１件、合計２件でございま

す。また２７年度は小学校が６件、中学校が４件で、小・中学校合わせて１０件でございます。 

 次に、２７年度調査におけるいじめの発見のきっかけについてでございますが、小学校の

６件の内訳は学級担任の発見が３件、当該児童の保護者からが２件、他の児童からの情報が

１件でございます。また中学校の４件の内訳につきましては本人からが１件、当該生徒の保護

者からが２件、学校で実施したアンケート調査による発見が１件でございます。２７年度に認

知したいじめについて解決に至った件数でございますが、小・中学校で認知した１０件のいじ

めについては全て解消している状況であります。 

 続きまして、ロのいじめへの対応につきましてご答弁いたします。いじめの防止等の対策を

総合的かつ効果的に推進するために、平成２５年にいじめ防止対策推進法が施行されました。

その中で学校においては、いじめの防止等の対策に関する基本的な方針の策定が義務づけられ、

それに基づき町内小・中学校におきましても、いじめ防止のための取り組みやいじめが起きた

ときの対応等をまとめた基本方針を策定し、総合的ないじめ対策を行っているところでござい

ます。 
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 子供たちにいじめを見抜く力をつけるための教育としましては、道徳教育の充実を図ってお

り、その中で思いやり、友情、命の尊厳等の指導を行い、児童の人権感覚を育成し、いじめを

見抜く力をつけることにつなげているところでございます。学級においてはコミュニケーショ

ンを活性化させる話し合い等の場を計画的に設定するなど、お互いの感じ方や考え方を尊重し

たり、自分の思いや考えを伝えやすい、心の通い合う人間関係づくりに努めております。また、

授業参観や学年ＰＴＡの際には保護者とともに、いじめ問題について考えるなどの取り組みも

行っております。 

 職員のいじめの認知につきましては、日ごろから児童と過ごす時間を確保し、児童の表情の

観察、声がけ、日記の内容等からいじめの早期発見につなげています。また、校内に設置して

いるいじめ不登校対策委員会を活用して、特定の職員だけでなく複数の職員がかかわることで、

いじめの認知に努めております。職員間においては職員会議等で情報を共有し、共通理解を

図っているところでございます。保護者に対しましては、学校便りやＰＴＡの会合等によりい

じめに対する学校の姿勢についての周知に努めております。 

 続いて、いじめを認知したときの初期対応につきましては、該当する児童・生徒に聞き取り

を行い事実確認し、速やかに保護者への連絡を行い情報の共有を図ります。また、発見した職

員が１人で判断したり抱え込むことなく、まずは校長・教頭に報告を行い、いじめ不登校対策

委員会を中核とした組織的な対応をいたします。そして、いじめを受けている児童を全力で守

ることを最優先に対応をいたします。 

 児童や保護者への相談窓口の周知につきましては、学級担任だけでなく保健室や校長・教頭、

さらには相談しやすい職員に誰にでも相談してよいことを周知しております。また、町教育委

員会の教育コーディネーターによる教育相談や県から派遣されているスクールカウンセラーの

紹介もしております。 

 ネット上のいじめへの対応としましては、児童に対しては講演会や安全教室等を開催し情報

モラル教育を推進するとともに、職員に対しては職員会等で研修を行い、情報端末機器の特性

を理解するよう努めております。また、児童間の情報に注意したり、県教育委員会のネットパ

トロールなどにより、ネット上のいじめの早期発見に努めております。また、ネット上のいじ

めを発見した場合の対応マニュアルについても整備をしているところでございます。 

 次に、第三者委員会の設置につきましては、教育委員会に常時設置されているものではござ

いません。各小学校にはいじめ防止対策推進法の規定により、いじめ対策についてご意見をい

ただいたり評価等を行う、学校・保護者・地域関係者等で構成される組織が設置されており、

定期的に会議を開催し、地域ぐるみでのいじめ対策を推進しております。 

 いじめに関する問題が発生した際には、まずはこの組織を活用して対応いたいますが、事案

によって弁護士・学識経験者等による第三者委員会の設置を速やかに行いたいと考えるところ
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でございます。 

７番（西沢さん） いじめについて２回目の質問をいたします。今、ご答弁の中でいじめの認知

件数について、平成２６年は２件、２７年は１０件で、いじめが認知されたその状況なんです

けれども、担任の先生あるいは保護者、その他児童、それからアンケートによるとお答えでご

ざいました。これから考えられることは、担任の先生と子供たちの関係、保護者の関係、友人

関係、その関係がうまく機能しているなという感じを受けました。こういう中でいじめを解決

していくということは、きっと解決ができるのかなというふうに認識をいたしましたが、

１０件全て解決に至っていると。 

 そういう中で、それでは解決に至った、何をもって解決したというふうに認定したというか、

そういう解決したことにしたのかどうか、その点のところを確認をさせていただきたいと思い

ます。そして、それが本当に解決したかという確認はどのようにされているかということにつ

いてお尋ねします。 

教育文化課長（宮下君） 発生したいじめが解消されたという場合の判断基準でございますが、

まずは、いじめを受けた児童がいじめられていないと感じていることが重要でございます。学

級担任だけの判断ではなく、児童本人や保護者、さらには周りの児童や児童館等にも状況をよ

く聞く中で判断しているところでございます。また、解消されたと判断しましても引き続き観

察を行い、学校全体で再発をしないよう注視をしているところでございます。 

７番（西沢さん） 児童がいじめられていないというふうに判断したということですので、解決

に至ったということで了解いたしました。本当に何よりも解決ができて本当によかったと思い

ます。かかわった全員が、特に本人ももちろんですが、大変つらい思いをしたというふうに感

じています。今後の学校生活をそれを乗り越えて充実させていってほしいというふうに思いま

す。 

 それから次、ロのいじめの対応についてですが、まず最初に相談窓口の周知の関係について、

学校の関係でいろいろ周知の方法をとっているということでしたが、これ学校以外についてど

のように周知を図っているか、その点についてお伺いいたします。 

教育文化課長（宮下君） 学校以外の周知というご質問でございますけれども、例えば小学校に

おきましては児童館についての確認、また中学校においては部活とか、そういう関係で周知を

しているところでございます。 

７番（西沢さん） ちょっと私確認していなくて申しわけないんですけれども、広報とかそうい

うところには、いじめの相談窓口開設していますというような周知の仕方をしていたのかどう

か、その点についてはいかがでしょうか。 

教育文化課長（宮下君） 学校においては学校だより等で周知はしてきたところでございます。 

教育長（宮﨑君） 周知についてはですね、私ども教育委員会はもちろん相談窓口を設けていま
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す。県においてもですね、心の支援課等の中で周知をしていたり、例えば文科省においてもで

すね、新聞等で出している。 

 それともう１点、いじめは人権問題ということもありますので、例えば法務局であったり、

私どもでいえば人権擁護委員さんだったり、民生委員さんであったり、そこら辺については厳

戒に取り組んでいるということと、それがはっきりわかるようにということでその表示、こう

いったものについては心得ておりますのでご理解いただきたいと思います。 

７番（西沢さん） それでは、いじめの対応についてもう１点、子供たちの学校生活での満足度

やクラスの状況を判断するためのＱＵテストを毎年実施していますが、その結果をどのように

生かしているか。また、具体的にどんな効果があったでしょうか、その点についてお伺いいた

します。 

教育文化課長（宮下君） ご質問のＱＵテストでございますけれども、児童が学校生活を送る上

での意欲や満足度を測定するためのアンケート調査であります。アンケートの内容であります

けれども、例えば小学校低学年の設問では、「クラスの中にあなたの気持ちをわかってくれる

人がいますか」また、「あなたはクラスの中で嫌な思いをしたことがありますか」といった内

容について「よくある」から「全くない」について４択で回答するものでございます。その回

答結果によりまして、個々の児童の思いを把握するとともに、ＱＵ図を作成し、そのクラスの

状態を分析することに活用されております。さらには児童の回答内容からいじめや不登校など

に悩む児童の発見へとつなげているところでございます。 

 各学校におきましては、このテストを分析することによりまして、学級運営の改善に有効に

生かされております。引き続きこのＱＵテストを実施していきたいと考えているところでござ

います。 

７番（西沢さん） 東京品川区では、いじめ根絶バッジをつくったとか、浦安市では家族をつな

ぐ伝言板を全家庭に配布したようでございますが、いじめにつながるさまざまな要因を解決し

ても、なおいじめの根絶は難しいと思います。だからこそ、大人たちはいざというときの対

策・対応を図った上で、いつもどおりに子供たちを見守っていただきたいと願っています。 

 ３．公共施設等総合管理計画について 

 イ．計画策定の進捗状況は 

 人口減少社会に向かい、将来人口に見合った公共施設等の更新・統廃合・長寿命化と財政負

担の軽減、平準化を進めるための第一歩となる公共施設等総合管理計画について、今年度中に

策定の予定となっています。計画の進捗状況についてお伺いします。また、策定後の計画はど

うなっているでしょうか。以上、１回目の質問といたします。 

企画政策課長（柳澤君） 公共施設等総合管理計画について、イ．計画策定の進捗状況はについ

てお答え申し上げます。公共施設等総合管理計画につきましては、総務省から全ての自治体が
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平成２８年度までに策定するよう要請されているところでございます。当町におきましても、

多様な行政需要や住民ニーズの高まりにより、公共施設等を建設してまいりましたが、近い将

来一斉に改修・更新時期を迎えまして、今後修繕・更新等に多額の費用が必要になると見込ま

れます。 

 一方、財政面では人口減少による町税収入が不透明であり、少子高齢社会の進展に伴う社会

保障関係への扶助費等の義務的経費の増加などにより、財政の硬直化が心配されるところでご

ざいます。このことから固定費とも言える公共施設等の更新にかかる費用を適正な水準に抑え

ることが課題となっております。 

 今後、人口減少や少子高齢化など公共施設等の利用状況の変化が予想されることを踏まえま

して、公共施設等の全体状況を把握し、長期的な視点を持って更新・統廃合・長寿命化などを

計画的に行うことにより財政負担の軽減や平準化を目指し、公共施設等の最適な配置を実現す

るために策定するところでございます。 

 計画は総務省から示された指針はもとより、昨年度策定をいたしました第５次長期総合計画

の後期基本計画との整合性を図り、坂城町人口ビジョンによる人口の現状分析や将来展望等を

踏まえた上で策定を進めてまいります。また、昨年度整備をいたしました公有資産台帳等、こ

れらの資料も活用する中で現状と課題を分析をいたしまして、計画策定に活用してまいりたい

と考えております。 

 今回の計画策定に当たりましては、本年６月にこの総合管理計画ですとか、あるいは都市計

画などの策定など自治体のまちづくりの業務に実績を持っておりますコンサルタントに策定業

務を委託して、これまで打ち合わせや資料の提供、帳票作成等の業務を進めてまいりました。

関係の庁内各課とも連絡をとる中で、今後の公共施設等の方向性あるいは維持管理、また課題

の洗い出しなど調整・検討を進めてきたところでございます。 

 また、総合管理計画につきましては、さまざまな分野の方から幅広くご意見をいただくため、

坂城町公共施設等総合管理計画策定委員会を設置いたします。第１回目の策定委員会を今月下

旬に予定しておりますけれども、議会あるいは自治会、また教育、福祉などの専門的あるいは

専門的に、また総合的な意見をお伺いして計画に反映をさせてまいりたいと考えております。 

 計画の素案などを町のホームページへ掲載するなどしまして、住民への情報提供等を行いま

して計画の策定に努め、今年度末の３月には計画を完成させ、公表してまいりたいと考えてお

ります。 

 計画策定後でありますけれども、町有施設全体の維持管理等に関する基本的な方針となる同

計画に基づきまして、それぞれの施設ごとに個別に修繕・改修あるいは改築といった計画を立

てることになります。総人口、年代別の人口などの今後の見通しを踏まえまして、中長期的な

維持管理・更新費用等を含めました財政負担の見込みを勘案しまして、公共施設等の老朽化対
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策や耐震化対策を推進する中で、施設の長寿命化や利用者の安全確保を図り、当町の保有する

公共施設等をより効果的に管理運営をしてまいりたいと考えているところでございます。 

７番（西沢さん） 今のご答弁の中では、今年度中に来年３月までには策定がされるということ

でございますが、その後の計画について個別に事業に入るのは、これ見通しとして何年ぐらい

先というか、随分これ期間のかかることだと思いますが、その辺について何か見込みがおあり

でしたらお答えいただきたいと思います。 

企画政策課長（柳澤君） 総合管理計画の策定のスパンというところでございますけれども、町

全体のいろいろな考え方が反映されなければいけないというような状況になってまいります。

当面のところの計画としましては、１０年から１５年というような部分のところを見据える中

で、さまざまな財政的な部分が出てこようかと思いますので、そういったところの期間を見据

える中で検討してまいりたいと考えております。 

７番（西沢さん） それではまとめをしたいと思いますが、今回の質問では総合戦略３年目とな

る予算編成の中で、新しいまちづくりの動きが見えてほしいという期待を込めました。中でも

子育て世代への支援です。大切な子供たちが安全で健やかに成長できるまちづくりを願って、

私の一般質問を終わります。 

議長（塚田君） ここで１０分間休憩いたします。 

（休憩 午後 ２時２８分～再開 午後 ２時３９分） 

議長（塚田君） 再開します。 

 なお、会議に入る前に１３番 塚田議員から欠席の届け出が出されており、これを許可して

あります。 

 次に、１２番 大森茂彦君の質問を許します。 

１２番（大森君） ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、通告に従い一般質問を

行います。 

 １．就学援助について 

 イ．就学援助費のあり方は 

 小学校、中学校への入学は、本人だけでなく保護者や家族、そして地域にとって子供の成長

は大変喜ばしいものであります。今日、子供の貧困が６人に１人と言われております。こうし

た中、入学には学用品や制服など前もって買いそろえておかなければなりません。例年、全て

の新入生が滞りなく入学式を迎えることができているのかどうか心配するところであります。

そこで、町の状況についてお尋ねいたします。 

 １、直近、この数年間の就学援助の３小学校と坂城中学校の生徒の合計で結構でございます

が、支給状況はどのようになっているのかお尋ねいたします。 

 ２といたしまして、新入生が滞りなく入学式を迎えているかどうか、このことについても確
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認したいと思います。 

 ３といたしまして、入学までには小学校では学用品あるいはスポーツ、運動関係の洋服、あ

るいは給食袋などあります。また中学校では通学かばんや上履きを初め、男の子では学生服、

女の子ではスカートやブレザー、そしてそのほか体操着などを準備しなければなりません。こ

れらの購入金額の合計は幾らになるのかお尋ねいたします。 

 ４番目に、就学援助費は例年６月に審査決定し、７月に支給されます。入学準備金もこのと

きに上乗せで支給されるようであります。しかし、１年で最も大きな金額を必要とするのは入

学準備のときではないでしょうか。２９年、来年４月に入学する子供たちの入学準備は、この

学用品等をそろえるにはこの１２月１８日、次の日曜日、来週、再来週ですかね、１８日が注

文日となっております。そして注文した衣服等を引き取る日が、来年２月２６日となっており

ます。保護者が心配なく引き取りに行けるように、２月２６日前に支給できないかお尋ねいた

します。 

 ５番目に、坂城福祉医療費サポート資金貸付制度、今年度スタートいたしましたが、就学援

助費の貸与制度、このようなものをつくることはできないかどうか。 

 以上５点についてお尋ねいたします。 

教育文化課長（宮下君） １．就学援助について。イ．就学援助費のあり方はについて順次お答

えいたします。経済的理由により就学が困難と認められる児童・生徒の保護者に対して学用品

や学校給食費等の援助を行うことにより、義務教育の円滑な実施を図ることを目的として就学

援助制度があります。 

 支給内容は学用品費、通学用品費、新入学用品費、修学旅行費、校外活動費、給食費となっ

ております。認定基準につきましては、要保護及び準要保護児童生徒援助費支給要綱の規定に

基づきまして、生活保護は受けていないが、これに準ずる程度に生活が困窮している者で、主

なものといたしましては町民税の非課税世帯、児童扶養手当の支給を受けている、その他学校

長または民生児童委員が特に援助を必要と認める状態にある者などが認定基準となっておりま

す。 

 坂城町における就学援助の受給者状況でございますが、人数と支給率について直近の３年間

について申し上げます。平成２６年度は小中学校児童・生徒数１，２５０名のうち１１８名に

支給しており、支給率は９．４４％でございます。２７年度は小中学校児童・生徒数

１，２３０名のうち１０６名に支給しており、支給率は８．６２％でございます。２８年度の

現在までの受給者については、小中学校児童・生徒数１，１６５名のうち９４名に支給してお

り、支給率は８．０７％でございます。 

 小・中学校の新入学に当たり、準備が必要な用品の費用についてでございますけれども、サ

イズ等によって若干異なりますが、小学校についてはランドセルを除いた運動着、給食衣、学
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用品等を合計いたしまして約２万円であります。また、中学校につきましては制服、運動着、

通学かばん等を合計いたしまして、男子が約７万円から９万円、女子が約８万円から１０万円

であります。 

 また、把握している限りでは、入学式を迎えるに当たりまして新入学用品の準備ができな

かった方は今日までおりません。よって、例年全児童・生徒が滞りなく入学式を迎えていると

ころでございます。 

 ２、３月に就学援助費の支給はできないのか。また貸付制度はできないのかというご質問で

ございますけれども、新入学用品にかかわる就学援助費は、議員さんのご質問のとおり、入学

年度の７月に支給しております。ご質問のありました就学援助費の貸し付けにつきましては、

当面は考えておりませんが、入学前の２月、３月の支給につきましては、一番お金がかかる時

期に支給することも必要かと考えておりますので、他市町村の事例等を参考に研究してまいり

たいと考えているところでございます。 

１２番（大森君） 今、教育文化課長よりそれぞれの状況について答弁をいただきました。この

間の全ての新入学の子供たちが滞りなく入学ができているということで一安心でありますけれ

ども、親御さんにとっては四苦八苦の中での準備というような方もいらっしゃるんじゃないか

なということで、本当に心配はするところであります。 

 先ほど答弁の中で、他市町村の状況も踏まえて検討されていくというようなお話がありまし

たので、若干他市町村について様子を報告いたしますが、この県内でですね、２月に支給する

自治体、これは須坂市では２００９年２月から入学前の支給を実施しております。市内の保育

園・幼稚園を通じて新入学児童の保護者に、そして中学については小学校６年生の全児童保護

者に１１月に周知文書を配布しております。それから松本市では、来年の３月に入学準備金を

前倒しして支給するというふうに決めております。また軽井沢町では、来年の新入学の小・中

学生に対し１１月から就学援助の申し込みを開始し、２月に支給することになっております。

また、池田町では党の議員が９月議会で質問したところ、町長の答弁で中学校入学生徒には

３月に支給したいと答弁をしているというような新聞記事、そして私のつかんだ情報等でもあ

ります。 

 また、貸付制度について、これは私フェイスブックをやっていて、下諏訪町の議員さんが

フェイスブックに上げて、今度こういうものができましたということで、就学援助（入学準備

金）の入学前貸し付けのお知らせというものが行われております。これは当然対象になる方の

所得状況については同じでありますけれども、この支払い等についても前倒しで、後で７月の

段階でその分を減額して支給するということで行っております。これは当町のね、福祉医療費

の貸付制度という形と同じだというふうに思います。ですから、これも受付期間が平成２９年

１月４日から２月３日までということで、貸付額は小学新入学の方は２万円、中学校の入学の
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子供さんについては２万３千円を貸し付けるということでですね、本当に親にとっても一安心。

７万から８万あるいは女の子の場合は９万から１０万ぐらいかかる中で２万、３万というね、

補助があるということは本当に助かることだというふうに思います。 

 また国会でもですね、共産党の田村智子参議院議員が入学準備金の立てかえをしなくて済む

よう、入学前に支給したらどうかということを提案しました。これに対し文科省の初等中等教

育局長は、援助金を必要とする時期に速やかに支給できるよう十分配慮するよう通知している。

市町村に引き続き働きかけていくと、このように答弁しています。こういうことでですね、

やっぱり全国的に前倒しで支給するという方向に動いてくると思います。今年度というか今回

の入学準備については周知したり、そういう点では非常にちょっとね時間的にありませんが、

来年度ぜひこれを実現するように強く求めていきたいというふうに思います。先ほども他市町

村のことも含めて検討されるということですので、期待したいと思います。以上で就学援助に

ついての質問といたします。 

 ２．旧北国街道を活かしたまちづくりについて 

 イ．古民家の保存は 

 旧北国街道を活かしたまちづくり、これについて特別委員会も進めておりますけれども、

６月議会は私が一般質問を行いました。９月議会については滝沢議員、そして今回これで３回

目の質問となります。滝沢議員が９月議会で大門町の空き家となっている古民家の保存につい

ての質問に対し、町長は内部の状況を含め、建築文化財の専門家により推定される建築時期や

構造など、文化財としての建物の価値を含め、その状況調査が必要だと答弁されております。

そしてこの調査はされたというふうに聞いておりますが、この結果どんな評価だったのかご答

弁願います。 

 そして、この古民家の当然持ち主さんとお話しをしなきゃいけないわけですが、これはもう

６月議会のときに私も提案いたしました。その後どうなっているのかお尋ねいたします。また、

新町のこの大門町、これは特に町内では今でも貴重な古民家が数軒残っているということで、

町内でも唯一、旧北国街道の面影を残す貴重な地域であります。今課題となっている空き家の

保存だけではなくて、面として、修景としても大切な建造物群として保存していきたいと私も

考えておりますし、また議会の皆さん、そしてガイドの皆さん等も、この保存について力を発

揮されております。これらについて町はどのような動きをされてくるのでしょうか。それにつ

いてお尋ねいたします。 

 ロ．旧北国街道の実態調査の進捗状況は 

 町は、旧北国街道に残る景観整備に向けて、長野大学の協力を得て地域資源の活用などの専

門的な視点と若い学生たちの感性で提案してもらう、こういう取り組みが今行われております

けれども、その進捗状況はどうなっているのかお尋ねします。また今後、これらについてロー
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ドマップといいますか、手順についてどんな計画になっているのかお尋ねいたします。以上で

旧北国街道についての１回目の質問といたします。 

町長（山村君） 大森議員さんから旧北国街道を活かしたまちづくりということで、古民家の保

存は、旧北国街道の実態調査の進捗状況はということでご質問をいただきました。 

 先ほど話がありましたように６月、９月議会でもいろいろお話がありました。その状況を

ちょっとお話申し上げます。まず、前回の９月定例会におきましてもご説明いたしましたけれ

ども、坂城町を通る旧北国街道のうち鼠、田町、横町、立町、新町地区におきましては、今も

宿場町の面影が残っており、立町通りにある坂木宿ふるさと歴史館の長屋門は江戸中期の建築

と推定され、坂城町の指定文化財となっております。また、新町の大門町と呼ばれる通り沿い

には古民家が貴重な町並みとして数軒残されており、居宅として利用されておられる家屋もあ

れば、既に空き家となっている家屋もある状況であります。 

 このうちご指摘のありました旧山浦邸、屋号で小藤屋、小さな藤ですね。と呼ばれているは

たごの建築物につきましては、建築物文化財に関して学識経験が深く、県内の国宝・重要文化

財の調査研究あるいは改築・改修の指導をされており、ふるさと歴史館長屋門の補修にもご尽

力いただき、現在、町の文化財保護審議会委員もお願いしている有限会社信濃伝統建築研究所

和田勝所長さんに、文化財としての価値を中心に１０月２１日に現地を見ていただきました。 

 調査結果といたしましては、木造２階建て、桟瓦ぶき、卯建を有する外壁しっくい塗り、間

取りは通り土間一列型と、はたごの特徴を有するものの、２階の客間を撤去して広い板の間に

するなど、養蚕を営むために内部を大きく改造した箇所も見受けられるとのことでありました。

したがいまして、現時点ではこの建築物を坂城町指定文化財として取り扱っていくには無理が

あると考えております。しかしながら、道路に面する外装部分は宿場町のはたごの趣が色濃く

残っており、歴史的町並みを形成する一角でありますので、所有者の方のご理解が得られるな

らば、地域の皆さんのご協力をいただく中で、町並み景観を維持していくことも一つの方策で

はないかと今考えるに至っております。 

 もう既に、以前からこの所有者の方とコンタクトをとられている、にぎわい坂城の皆さんで

すね、にはただいま申し上げたような状況もお話し申し上げて、以前コンタクトをとられてい

ましたので、再度コンタクトをとっていただくようにお願いをしております。 

 続きまして、長野大学と坂城町との実践モデル都市に関する協定の中で、今年度実施してお

ります実態調査の進捗状況についてお答えいたします。この調査は、坂城町の歴史や文化を感

じさせる旧北国街道周辺の町並み景観整備に向けた調査であり、その魅力を有効活用すること

を目的とした古民家等の保存及び店舗リノベーションや、坂木宿ふるさと歴史館を初めとする

関連建物に注目したイベント企画ですとか、まち歩きルートマップ作成などを展開するに当た

り、若者から見た活用方法を提案いただきたいと考えております。 
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 長野大学の学生の皆さんに鼠から苅屋原までを見ていただいた後、今年度は四ツ屋から苅屋

原までを調査対象とし、若者の観点、視点といいますか、それから坂城町そのものをよく知ら

ない方で外から見られた感性で、町のよいところを探し出していただくことをテーマとして、

１０月２０日から毎週木曜日、午後１時からおよそ４時までの時間で調査に入っていただいて

おります。旧北国街道が主ではありますが、坂城町全体を知っていただき、若い感性による着

眼点で調査をお願いしているところであります。 

 また、学生の皆さんからの提案で、今回の調査のヒントにするため、旧山浦邸の状況確認も

兼ねたお掃除プロジェクトを計画し、先日は坂木宿ふれあいガイドの皆様のご協力のもと事前

の下見を行い、今月下旬にガイドの皆様との合同によるお掃除プロジェクトを実施するととも

に、清掃終了後にも学生とガイドの皆様とで交流できる場を設け、意見交換をしていただき、

今回の事業に生かしていく考えであります。 

 今後、基礎的な地域学習、まち歩きによる地域課題・地域資源の調査といった面からそれぞ

れのテーマを決めて、グループ分けによる地域で活動する住民へのインタビューや調査内容の

掘り下げを行い、まちづくりプロジェクトの企画を経て、まちなか活性化策の提案をしていた

だくよう進めていただいているところでございます。 

１２番（大森君） ただいま町長より詳しく答弁いただきました。ここは本当に、この古民家で

すけれども、先ほど言われました木造２階建てということで瓦ぶきにもなっていまして、しっ

くいでなっていると。また一部養蚕等で中を改造されているというようなことで、すぐには文

化財としての価値としては今のところないということにはなるんですが、外側の通りに面した

面は、本当に格子戸ということでは、非常に面影を強く醸し出しているということで、本当に

大事な文化財、指定文化財にはならないが、大事な建物じゃないかというふうに思います。 

 ここの持ち主の方と接触して、ちゃんとしたお話ができれば一番いいと思うんですが、とり

あえず、以前からコンタクトをとられている方もいらっしゃるということですので、その方の

結論も待って、今後の動きというふうになるかと思うんですが、なるべく早く、特にこの冬で

すね、また数年前の大雪のようになってまた凍結するということになれば、本当に早く傷みも

来るということですので、保存に大変な状況になるというふうに思いますので、ここのところ

町のほうとしてもそのにぎわい坂城の皆さん、ガイドの皆さんにもですね、やっぱりその辺の

協力も得て、保存なり修繕等やっぱり協力をお願いしていっていただきたいというふうに要望

しておきたいというふうに思います。 

 また、ロとしまして長野大学の学生さんの調査ということで、今行われております。特に坂

城に住んだことがない方が、初めて坂城へ来てどんな町並みか、そして歴史、そして風景等も

見ていろんなことを感じられていることというふうに思います。これはどのぐらいの学生さん

がですね、ちょっと質問なんですが、何人ぐらいの学生さんたちがいらっしゃって、何かグ
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ループ分けでということを答弁が今ありましたけれども、どんな状況でどんなふうに調査され

ているのか、もうちょっと細かい説明を求めたいというふうに思います。よろしくお願いしま

す。 

建設課長（宮嶋君） 長野大学にお願いしている調査の内容でございますが、１年生を１５名と

いうことで、県外が６名、町外の方が９名ということで１５名の方にお願いしております。グ

ループ分けということでありますが、町並みや古民家などを調査を行う歴史チーム、食べ物や

おしぼりうどん、商店等の調査を行うお店・食チーム、また坂城町の自然風景、路地裏などの

調査を行う景観・自然チームといった三つのグループ分けをして、それぞれ掘り下げて調査を

していただいているという状況でございます。 

１２番（大森君） この調査は毎週やられているということですから、７回ぐらいになるかと思

うんですが、この中で学生さんたちの声といいますか、最終的にはいろいろと出てくると思う

んですが、初めて坂城の風景あるいは坂城の町並みを見て、何かそのような声というのは聞こ

えているんでしょうか。皆さん無口ということはないと思うんですが、すごいところだね、景

色がいいねとか、あるいはこの町並みはちょっとこの辺、私は見たことない、初めてで非常に

いいなとか、いろんな評価はあるかと思うんですが、その点についての何か学生さんたちの声

は何か聞かれているでしょうか。 

建設課長（宮嶋君） 先ほど町長からも答弁いただきましたが、１０月から始めまして、１回、

２回、３回、４回ということで調査を重ねる中で、それぞれが興味を持ったチーム分けをして

いただいて、それで現在進行しているという状況でございます。そんな中では、学生の皆さん

も興味深く、それぞれの自分で思うチームに入っていただいてやっているという状況でござい

ます。 

 感想ということでございますが、こちらのほうではそういった興味を持ちながらすばらしい

自然の中のチームをつくってもらったり、おしぼりうどん等のそういった食のほうで楽しんで

もらう、味のことなんかも言ったりして、それぞれ興味を持ってやっていただいているという

ことでございます。あとは先生方、主となっていただいている松下先生の教授のほうと調査を

していただいているということで、それぞれの感想についてはまた今後楽しみにしているとこ

ろでございます。 

１２番（大森君） まだちょっと答弁いただいていないのが、この調査をされて、最終的には報

告なり提案なり出てくると思うんですが、こういうものが出てくると思うんですけれども、そ

れは今年度というか、この３月ぐらいまでにまとめて、そういうものが出てくるのかなという

のと。これは今年度で終わってしまうのか、あるいは来年度も継続して、もう少し密度の濃い

中身をもう少し進めていくのか、その辺のロードマップについてどうなのかという、これにつ

いてまだ答弁いただいていませんので、これについて答弁をお願いしたいと思います。 



 

－ 122 －  

建設課長（宮嶋君） 今後につきましてでございますが、今後は調査を進めていただく中で、来

年度にかけて２月までにはまとめるようにしてですね、フリーペーパーなども編集するという

ことで考えていただいております。その中で町のほうへプレゼンということで、活動報告の中

で調査結果について、また意見等を言っていただく機会を設けていきたいというふうに考えて

おります。 

 それから、今後につきましては現在特にですね、町の基礎的な地域学習あるいは掘り起こし

をしていただく中で、活性化に対する提案ですとか、あるいはそういった古民家等の提案をし

ていただく中で調査をしていただいているわけですけれども、今回は特に四ツ屋までの区間を

中心にやっておりますので、また次年度には引き続きですね、もっと深めた調査ができればな

というふうに考えておるところでございます。 

１２番（大森君） この坂城町の旧北国街道、私たちは旧道と言っておりますけれども、この旧

道を歩いていただいて、景色、そして建物、あとは景観、こういうようなものを十分若い感性

で受け取っていただいて、やっぱり坂城町の活性化につなげていくということとあわせて、大

門町の建物についてやはり保存できる方向で町のほうも具体的な計画を持っていっていただき

たいというふうに思います。 

 また、最初に質問いたしました就学援助についてですけれども、やはり次年度前倒しで支給

できるように、そんな検討を１年かけてお願いしたいということを申し上げて一般質問を終わ

ります。 

議長（塚田君） ここで１０分間休憩いたします。 

（休憩 午後 ３時１１～再開 午後 ３時２１分） 

議長（塚田君） 再開いたします。 

 ここで、会議時間の延長を申し上げます。本日の会議は本日の議事日程が終了するまで、あ

らかじめ会議時間を延長いたします。 

 次に、８番 吉川まゆみさんの質問を許します。 

８番（吉川さん） ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、通告に従い、一般質問

を行います。 

 １．学校給食について 

 イ．食物アレルギー対応食の実施について 

 厚生労働省はこの２日、アトピー性皮膚炎や花粉症などアレルギー疾患への対策の方向性を

定めた基本指針案をまとめました。これは、どこの地域に住んでいても適切な医療を受けられ

るよう、国や地域の拠点病院とかかりつけ医が連携する仕組みを整え、患者に生活の質の向上

を目指すということです。学校などでの重症化や事故を防ぐため、教員の研修や適切な教育も

求めており、本年度中に運用を開始すると発表がありました。現在、日本ではアレルギー患者
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が急増し、乳幼児から高齢者まで２人に１人が何らかのアレルギーを持つとされています。 

 この指針案の中では、学校などでアレルギーの理解が得られず、つらい思いをする場合もあ

り、アレルギーの児童が他の児童と分け隔てなく学校生活を送るため適切な教育を求め、教職

員らに研修の機会を設けるとされ、今回は災害時のアレルギー対応食を確保することも盛り込

んでいるということです。 

 さて、私は３年前にもこの学校給食へのアレルギー対応食の実施について行いました。当時

の教育長の答弁には、給食センターで除去食というお話もあるわけですけれども、現実を踏ま

える中で、非常に厳しい部分もありますので、今後の課題とさせていただきたいとありました。

今年７月、委員会として食育・学校給食センターを視察をいたしました。お昼は児童・生徒と

同じ給食をいただきました。献立は手づくりのじゃがまるくんというコロッケがあり、温かい

肉団子スープ、フルーツサラダ、そして牛乳と懐かしいコッペパンでした。手づくりを基本に、

だしは自然のもの、地場産を生かした食事を真心込めてスピーディーにつくっていただいてお

りました。 

 その中で２点気になったことがありました。それはチーズアレルギーさんがいるので、チー

ズを入れないで、そのかわりにコーンとハムで対応していること。また、パンにはつけるもの

がなかったこと。これはお聞きしましたら、材料の高騰でそこまで予算が回らないということ

でした。いただいた資料の中には、学校給食は子供たちが生涯通してお手本になる献立でなけ

ればならない。冷凍をただ揚げる、ゆでる、蒸すのではなく、手づくりを基本に、そして季節

感のある食事。またグランプリ賞献立、希望献立づくりを通して子供たちの給食への参加を大

切にしたいとありました。そのとおりの真心こもった給食をいただくことができました。今回

の視察でさらに安全な食品を第一に提供していただいていることに心から感謝でした。 

 さて、アレルギー対応はというと、残念なことにいまだ取り組みはされておりませんでした。

そこでお伺いいたします。３年が経過いたしました。その後、この課題への前進はあったので

しょうか。まず１点目として食物アレルギー児童・生徒への対応の内容についてお聞きいたし

ます。そして２点目として、いまだに除去食・代替食が実施されない理由について。３点目と

して、今後の実施への考えはあるのでしょうか。以上、３点についてお伺いいたします。これ

で１回目の質問を終わります。 

教育文化課長（宮下君） １．学校給食について、イ．食物アレルギー対応食の実施についてに

つきましてお答えいたします。食育・学校給食センターでは、児童・生徒の給食約

１，３００食を調理する中で、栄養バランスのとれた安全・安心な給食を提供し、児童・生徒

が心身ともに健全な発達ができるよう心がけているところであります。 

 食物アレルギー児童・生徒への対応と内容についてでありますが、小・中学校におきます食

物アレルギーを持っている児童・生徒の把握につきましては、毎年４月に各家庭から提出され
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ます保健調査票の中でアレルギー等を持ち、学校で対応が必要な子供たちについては、その旨

を記入していただくことで把握を行っております。その際、食物アレルギーをお持ちの児童・

生徒につきましては食物アレルギーカルテを作成し、万が一のときにはアレルギーカルテを活

用して対応していくようになっております。 

 現在、食物アレルギーカルテがある児童・生徒数は、南条小学校２９名、坂城小学校１１名、

村上小学校１６名、坂城中学校４０名の４校合計で９６名となり、何らかのアレルギーを持っ

ているという状況であります。食物アレルギーのある児童・生徒への対応ですが、食育・学校

給食センターから給食の献立に含まれるアレルゲンを明示した食材明細表を希望する保護者へ

学校を通じて配布しております。この食材明細表は献立で使われる食材はもちろんですが、食

材や加工食品の中に含まれているアレルゲンについても表示しており、学校、保護者で活用を

お願いしているところであります。 

 牛乳アレルギーにつきましては、アレルギーにより牛乳を飲むことができない児童・生徒の

保護者の方に申請をしていただく中で、飲用牛乳の提供を停止させていただいております。こ

の制度は平成２７年度より食物アレルギー対応として始めたものでありまして、現在停止して

いる人数は小学校２名、中学校５名で合計７名となっております。給食の献立におきましては、

加工食品など食材については無添加の食品を選定し、アレルゲンの有無を確認しながら、でき

る限りアレルギー食材を多用しない献立づくりに努めております。以上、現在の食物アレル

ギーの対応内容でありますが、これからも食物アレルギーに配慮し、そして児童・生徒が安心

して食べられる給食、おいしいと言われる給食の提供に努めてまいりたいと考えております。 

 続きまして、除去食・代替食が実施されない理由はというご質問でありますが、アレルギー

除去食・代替食を調理するためには、まず献立の中の個々の児童・生徒のアレルゲンの特定を

し、それに対応した代替食材等による献立を作成する必要があり、専任の栄養士が必要となり

ます。また、調理に当たっては一般の給食食材との混同を避け、個人ごとに個々のアレルゲン

に対応した調理が必要となるため、アレルギー対応食調理専任の調理員も必要となります。調

理したアレルギー対応食は、個人を特定できる食器に配食し、学校に運ぶ必要がありますので、

対象とする児童・生徒分の専用の食器が必要となります。アレルギーに対応した給食を始める

に当たりましては、全てのアレルゲンに対応した給食を調理できませんので、児童・生徒のア

レルギーの状況を把握し、食育・学校給食センターで対応可能なアレルゲンを決定する状況が

生じてまいります。 

 また、児童・生徒のアレルゲンの把握は医師の診断書、または指示書により行われますので、

アレルギー対応食を希望される児童・生徒の皆さんに医師への受診をしていただきます。この

結果に基づき保護者と面談をし、対応の範囲を決めます。この内容は学校の教職員、特に担任、

養護教諭と十分な情報の共有をし、給食指導に当たっていただく必要があります。そうした状
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況の中で実際の運用となりますと人材の確保、また費用的な部分におきましてもなかなか厳し

い状況でございます。 

 今後の実施はということでありますが、アレルギーに対応した給食の提供につきましては、

文科省から示されている学校給食における食物アレルギー対応指針や具体的な対応など詳細な

内容を検討し、学校、保護者、給食センターなどが連携をする中で慎重に研究をしてまいりた

いと考えております。 

８番（吉川さん） ただいま担当課長より現状について答弁をいただきました。食材明細表、こ

れは以前から実施しているものでございます。そして、アレルギーの児童・生徒は前回のとき

から約１０名ほど増えておりました。そして３年前と違うのは、牛乳アレルギーの児童・生徒

７名に対しては提供を停止しているという除去食対応ということですね。そして、今できない

理由ということで、専任の栄養士、そしてまた調理員、そしてまたその専属の食器が必要とい

うことで、さまざまな理由を今お聞きいたしました。そして、調理に当たっては基本的な方針

や具体的な対応などの内容を検討する必要があるとの答弁でありました。そして今後に対して

は慎重にこれから検討してという前回と一緒でありました。 

 それではお聞きいたしますが、文科省では２６年、２４年の事故を受けてから２６年に最終

報告をまとめました。そして新たに２７年３月には食物アレルギー対応指針を通達しておりま

す。この指針をもとにして町としてのアレルギー対応の基本指針を策定することになっていま

すが、できておりますか。これが１点と、同時に学校現場では食物アレルギー対応に関するマ

ニュアルの策定、そして食物アレルギー対応委員会の設置、これが促されております。これに

ついては具体化しているでしょうか。以上、３点についてお聞きいたします。 

教育文化課長（宮下君） 再質問にお答えいたします。町としてアレルギー対応の基本方針の策

定状況についてでありますけれども、現在のところ基本方針の作成はしていない状況でありま

すが、今後、教育委員会、食育・学校給食センターの給食部会、学校の保健委員会などで組織

する食物アレルギー対応に関する委員会を設置いたしまして、検討してまいりたいと考えてお

ります。 

 また、食物アレルギー対応に関するマニュアルにつきましては、緊急時等のマニュアルにつ

いては各学校において作成されているところであります。学校における食物アレルギー対応委

員会につきましては、平成２７年３月に文部科学省で学校における食物アレルギー対応指針並

びに平成２７年２月に長野県で学校における食物アレルギー対応手引きが策定され、その設置

を推進しているところであります。食物アレルギー対応委員会の設置については、現在各学校

に保健委員会が設置されており、委員構成も同様であることから、今後も保健委員会の中で

国・県の指針、ガイドラインに沿った対応を進めてまいります。 

８番（吉川さん） 長野市では、この４月付で基本方針とマニュアルがもうインターネット上に
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示されております。誰でももうこれは確認でき、１冊の冊子にできるようになっておりました。

私も聞き取りをさせていただきましたが、学校では県教委からの手引きは配布されておりまし

たが、町としての取り組み方針は示されていないと伺いました。除去食・代替食をやらないと

言っていても、これは重要な取り組みだと思います。対応が大幅におくれていると思いますが、

その点についていかがでしょうか。 

 そして２点目として、９６名が食物アレルギーカルテを提出しているということですが、こ

のアレルギーカルテの内容はどのようなものでしょうか。そしてまた、学校での対応の中で個

別の食物アレルギー取り組みプラン（案）を作成するとあります。この内容と実施状況につい

てもお聞きいたします。 

 そしてもう１点、エピペンの必要な児童・生徒が全体で３名いると報告をいただいておりま

す。このエピペンの児童ということは、医療機関からしっかりと指導をされているということ

ですが、その使用への対応の状況、また研修の実施状況と医療機関、消防機関への連携状況は

現在どうなっているでしょうか。以上お願いいたします。 

教育文化課長（宮下君） 初めにアレルギーカルテにつきまして、現在各学校で食物アレルギー

をお持ちの児童・生徒について、個別に作成しているカルテになります。内容についてはアレ

ルギーの原因食品、かかりつけの医療機関、主治医からの明示内容、服薬、緊急連絡先、発症

した際の様子などを明記するようになっております。このカルテは学校における日常の取り組

み及び緊急時の対応に活用するため、その内容を教職員全員で情報を共有しております。また、

このアレルギーカルテは小学校卒業後、中学校へ引き継ぎを行っているところであります。 

 食物アレルギーの取り組みプランの内容でございますけれども、個々の児童・生徒に対して

必要な取り組みを学校の実情に即して行うために学校が立案し、保護者と協議し決定していく

ものであります。プランの内容については、アレルギー疾患のある児童・生徒への取り組みに

対する学校の考え方、取り組み実践までの流れ、緊急時の対応と体制、個人情報の管理及び教

職員の役割分担、また具体的な取り組み内容などが含まれた内容によって作成することとなっ

ております。 

 具体的な内容でありますけれども、アレルギーの原因食物、学校給食の対応、学校での配慮、

緊急連絡先などが記載されるところであります。この食物アレルギー取り組みプランは、各学

校においてまだ作成はされていない状況でありますが、今後、各学校の保健委員会においてア

レルギーカルテの内容の見直しとあわせて、食物アレルギー取り組みプランについても検討さ

れていくものと考えております。教育委員会も学校と連携を図る中でその推進を図ってまいり

たいと考えております。 

 続きまして、エピペンの必要な児童・生徒の状況はということでございますけれども、エピ

ペン、アドレナリンの注射薬でありますが、所持している児童・生徒は現在３名でございます。
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小学校に１名、中学校に２名となっております。今のところ、学校で発症した事例はなく、落

ちついて学校生活を送っているということであります。学校でのエピペン研修の実施状況につ

いては、学校共同で夏休み期間を利用し、普通救命講習会の開催にあわせてエピペン研修を行

い、全職員が必ず受講するようにしているということであります。また、ＤＶＤ教材によるエ

ピペン研修も行っており、万が一に備えて研修を重ねているところであります。 

 医療機関との連携につきましては、各学校におきまして学校医がそれぞれおりますので、児

童・生徒の健康診断の際に情報交換を行い、連携を図っているところであります。また、消防

署との連携につきましては、さきに申し上げました普通救命講習会の際に、食物アレルギーに

よるアナフィラキシーショックに備えて連絡を密にしているところであります。 

８番（吉川さん） 先ほど私のほうで１点お願いしたのは、町としての基本方針、これが手引き

は昨年いただいておりますが、うちの町はいまだにつくっていないということで、その点を

１点目としてお聞きしたわけですが、その答弁をいただいてありません。 

 それと確認ですが、今アレルギーカルテのことをお聞きいたしました。このアレルギーカル

テは保護者が書くものであります、その子供の状況を。そして、国の指針の中では対応の必要

な児童・生徒に対しては、学校生活管理指導表、これが必須であるとなっておりました。これ

に対しては町は対応しているでしょうか。 

 そしてまた、特に卵アレルギーと乳製品のアレルギーが要注意なわけですけれども、献立の

中で特にこれは多く使われていると思いますが、この卵アレルギーの児童・生徒がいらっしゃ

るので、献立に対してはどのような配慮をされているか。また、牛乳提供停止が７名いますが、

この生徒への配慮はどのようにされているか。この４点についてお答えください。 

教育文化課長（宮下君） 町としてのアレルギー対応の基本方針の策定につきましては、先ほど

も申し上げましたけれども、現在、養護教諭また校長とも協議をする中で、アレルギー対応に

関する委員会を設置して今後対応してまいるということで今取り組みを進めているところでご

ざいます。また、指導表につきましては現在対応しているところでございます。 

 アレルギーカルテで医師の所見のある児童・生徒につきましては、その食べられない食材分

の栄養価については不足することになりますが、給食の献立をつくる中では、できる限りアレ

ルギー食材を含んだものを使わないようにしていること、そして使用に際しては同じアレル

ギー食材を連続して使わないようにしておりますので、長い期間で考えると栄養不足を心配す

るレベルまでには至らないと考えております。 

 卵及び乳製品にアレルギーがある児童・生徒に配慮して献立に使用される食材につきまして

は、基本的には選定の段階でアレルギー食材を含まないものを選んでおります。具体例を申し

上げますと加工食品、例えばコロッケ、シュウマイ、フライなどには卵抜きの商品を選定、デ

ザートには乳製品、卵抜きの商品を選定、調味料の選定、乳製品使用の有無を確認、マヨネー
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ズにはノンエッグ商品を選定しておるところであります。また、献立を組む際には卵、エビな

ど複数のアレルギー食材を組み合わせない、卵料理は連日行わないなどによって、献立及び食

材の選定についてはアレルギーに配慮しているところであります。また、献立の材料に含まれ

るアレルゲンを明示した食材明細表を希望する保護者に配布しているところであります。 

 また、給食センターではアレルギーによって、牛乳を飲むことができない児童・生徒に対し

て、牛乳の提供の停止を行っているところであります。また、牛乳の提供停止を行っている児

童・生徒への代替食は行っていない状況でもあります。なお、牛乳停止をされた方には納入さ

れた給食費から牛乳代金分について３月に返金をしているという状況でございます。 

８番（吉川さん） 基本方針は、これからしっかりと作成していくというお話でしたけれども、

やっぱり昨年のもう３月の時点で出ているわけですので、スピード感を持って対応していただ

きたいと思います。一番はやっぱり学校現場がもちろん、その県の指針というものが大事です

けれども、町としてどのような対応をしていくかという点は、やはりしっかりとしたものをつ

くっていかなければいけないと思います。 

 今もちょっと私は学校生活管理指導表というのが、やっぱり医師の所見が、医師が書いたも

のだというものですね。これはうちの町の場合は今書いてもらっている児童はいないと理解し

ていいのかどうなのかという辺を今お聞きしたかったんですが、牛乳停止ということは医師か

らそういうふうに言われて、この指導表を医師から書いていただいて、そのようにこの７名が

なっているのかということと。それから今も卵のだめな児童に対してはという話があったんで

すが、例えば今は寒い時期で、かき玉汁とかが出たとしますと、その児童はその温かな汁は飲

めないということなわけですね。それはしようがないと言えば、しようがないと思うんですが。

あと牛乳が飲めない児童が７名いるわけですが、必要なカルシウム源、特に中学生がとれてい

ないということが私はちょっとこのままでいいのかなって思うんですが、その点についてのお

考えをお聞きしたいと思います。 

教育文化課長（宮下君） 現在のところ医師からの管理表につきましては、書いてもらっておら

ない状況でございます。また、今のご質問の牛乳を飲めない児童・生徒が７名いるわけであり

ますけれども、カルシウム不足を補うにはというご質問でございますけれども、それにつきま

しては検討してまいりたいと考えております。 

８番（吉川さん） このアレルギーというのは、やはり緊急時の対応のために医師の所見がある

わけですので、その辺はやっぱりきちんとした線を引いて、これは書いていただくにはやはり

有料ですのでね、診断書ですのでお金がかかりますが、その辺は町としてこの基本方針をつく

る中でしっかりと対応をしていただきたいと思います。それと千曲市では、この牛乳停止の児

童・生徒には小魚のパックを出しているとお聞きしました。そんなことで、その辺の配慮もし

ていただけたらありがたいと思います。 
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 あと最後に、今の段階では慎重にということですが、例えば実施するということになった場

合、どのくらいの予算がかかるのか、その点についてお伺いしたいと思います。 

教育文化課長（宮下君） アレルギー対応食の実施にかかわる経費、どのくらいが必要かという

ご質問でございます。概算ではありますけれども、人件費、調理器具、消耗品等も含めまして

総額約１千万を超えると見込んでおるところでございます。 

８番（吉川さん） 約１千万ということで、これは本当に大きな投資になると思います。でも、

長期の計画の中で今すぐに実施ができなくても、これからの中でしっかりとまた検討していた

だきたいと思います。まずはお願いしたいのは、町としてのアレルギー対応の方針をしっかり

と決めていただいて、学校に示していただく。そして大きな事故が起きないように、その体制

ですね、これは今までもとってきているとは思いますが、しっかりと取り組んでいただきたい

と思います。 

 いよいよ長野市も上田市も食物アレルギー対応食の実施を開始いたします。当町は給食セン

ターは県下でたった一つ、どこにもない食育という、この２文字がついた学校給食センターで

あります。まさしくどこよりも食育を推進し、どこにも誇れる給食センターでなければならな

いと思います。最後に町長のお考えをお聞きしたいと思います。 

町長（山村君） 後で教育長も何か答えたそうなので、後でお願いします。今、るる現状面を含

めまして回答させていただきました。まだまだやらなければいけないことがいっぱいあると

思っております。子供たちの将来を考えてやるべきこともある。近隣市町村で既に始めている

ことはおくれてはならないと思っておりますので、子育て日本一を目指す道はなかなか厳しい

ということですけれども、できるところからやっていきたいというふうに思います。あとは教

育長が答えるんじゃないかと思います。 

教育長（宮﨑君） ただいまいろいろなご指摘をいただいたわけでありますけれども、国あるい

は県についてのアレルギーの関係については指針ということであります。それは前向きにこれ

から受けとめさせていただくというか、もう既に学校等の中でですね、全く今組織がないわけ

じゃなくて、それにかわるものというのは、それなりに動いているというふうに私は判断して

います。そういう中で、今の指針に基づいてということの中で、今ある組織を例えば専門職を

もう少し入れるとかっていうことの中で、どういうふうにやるかという検討を始めているので

進めたいと思います。 

 一番は、やっぱり子供たちの安全な食を提供するということが一番大事だというふうに思っ

ています。そういう中でやっぱりかつ普通の子供たちに対して、普通というと語弊があります

けれども、アレルギーのない子供たちについてはですね、やはり決められた、できるだけ給食

費を抑える中で栄養があっておいしいというものを今学校給食の栄養士中心に本気で取り組ん

でいます。それは本当に１円、２円下げるためにですね、本当に努力をしていまして、プラス
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この地域の安全な食、地産地消という部分も真剣に捉えてやっております。ですから、やっぱ

りトータルでいろんな部分を考えていかなきゃいけないかなと思います。 

 今、アレルギーの関係でお申し出いただいているのは１００人弱、非常に多いです。実際に

お医者さんの判定となると私は減るんじゃないかというふうに思います。ただ、現時点の中で

も保護者と十分に連携をとる中で進めておりまして、やっぱりそれぞれのご家庭の事情の中で

ですね、いろんなものも持ち合わせている方もあるので、その辺も十分含めてこれからつくる

計画の中で、それらについてどうするかということも踏まえて検討していきたいというふうに

思っておりますので、もう少しまた長い目で見ていただければありがたいかなというふうに思

います。以上でございます。 

８番（吉川さん） いずれにしましても、先ほども教育長からも答弁いただきましたが、本当に

給食センターでは頑張っていただいていると思います。本当に栄養価の部分でもやはりアレル

ギーのある、要するに反応してしまうものはなるたけ除いてということですので、その辺も

しっかりとまたコンタクトをとっていただきながら、児童・生徒にとって安全な食を提供して

いただけるようにお願いしたいと思います。それでは、次の質問に移ります。 

 ２．予防接種について 

 イ．子どものインフルエンザ予防接種に助成を 

 この質問は、昨年同僚議員も行っていますが、今回再び行わせていただきます。先日、かか

りつけの病院に母の薬をもらいに行きましたら、今年は多くの方がインフルエンザの予防接種

を受けておりました。私も春にインフルエンザにかかって大変な思いをいたしましたので、今

回はその日、接種を済ませてまいりました。そうしましたら、そこに保育園から小学生の４人

の子供さんを連れたお母さんが予防接種を受けにまいりました。何げなく聞いていましたら、

４人で１万円でした。１人２，５００円ということで、このワクチン接種、生後６カ月から受

けることができますが、１３歳未満は２回接種でなければ十分な免疫ができません。というこ

とは、先ほどの４人の家庭では実質２万円かかるということであります。インフルエンザにか

かると脳炎や肺炎を起こすことがあり、普通の風邪とは全く違う重い病気になってしまうので、

親御さんにしてみれば何とか受けさせたいものです。 

 そこで２点についてお聞きいたします。当町は子育て支援策、先ほどもお話がありましたが、

たくさん今年度も新たにつくっていただきました。そして、ここでもう一つ、この一番かかり

やすいゼロ歳から１３歳未満の子供のワクチン接種に何らかの助成はできないかということと。

これまでのインフルエンザへの罹患状況について、ここ３年間の小・中学校の状況とそれに

伴って学級閉鎖になった状況についてお伺いをいたします。これで１回目の質問を終わります。 

福祉健康課長（大井君） イの子どものインフルエンザ予防接種の助成についてお答えを申し上

げます。この季節性のインフルエンザは温度や湿度が低く、空気が乾燥している１２月から
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２月ごろに流行いたしますので、人混みなどへの外出時のマスクの着用や外出後の手洗い・う

がい等を習慣として行うこと、また抵抗力を高めるために十分な栄養や休養をとることなどに

ついて、保健センターからも町民の皆さんにお願いをしているところでございます。また、町

内の保育園、小・中学校においても手洗い・うがいやマスクの着用等の基本的な取り組みを日

常的に行い、感染予防に努めているところでございます。 

 町内の医療機関で１８歳以下の児童・生徒等を対象としたインフルエンザの予防接種につい

ては、ゼロ歳から１２歳までは接種にかかる料金が１回につき２，５００円から３，５００円

ほどで、２回の接種が奨励されております。また、１３歳から１８歳までは２，５００円から

４千円ほどとなっており、１回の接種が奨励をされております。 

 現在のインフルエンザの補助につきましては、ご案内のとおり発症すると重篤化しやすい

６５歳以上の方や６０歳から６４歳までで心臓や肝臓等に重い障がいのある方で、ご希望され

る方に補助を行っております。ご質問のゼロ歳から１２歳までの子供のインフルエンザの予防

接種の費用の助成については、基本的に各自で日ごろの手洗い・うがいなどを実施していただ

くことで予防をしていただきたいと考えております。 

 次に、平成２５年度から２７年度の３年間のインフルエンザによる各小・中学校の罹患状況

ですが、平成２５年度は３小学校で２０５名、中学校は７５名で合計２８０名。２６年度は

３小学校で２００名、中学校は７４名で合計２７４名。２７年度は３小学校で１７５名、中学

校は７８名で合計２５３名が罹患をしております。また、インフルエンザによる欠席者が学級

の児童・生徒の２０％を超えた場合に実施される学級閉鎖の状況でございますが、平成２５年

度は３小学校で８回、中学校はゼロ回。２６年度は３小学校で９回、中学校で１回。２７年度

は３小学校で６回、中学校で１回という状況となっております。 

８番（吉川さん） ただいまの答弁で各自で予防していただくという答弁でありました。今、学

校の状況をお聞かせいただきましたが、私も詳細をお聞きしましたら、２５年は南条小学校が

罹患率がとても高くて、児童が４５％もかかったというね、本当に大変な事態だったっていう

ことを私もびっくりしたんですが、そういう中でこの学級閉鎖が今もお話あったとおり２割、

例えば３０人学級ですと６人がかかるともう閉鎖になるということで、５日以上の休みをとり

ます。ということは、元気な児童もこの８割の児童は、その６人のためにうちにいなければな

らないという現状なわけですが、この学習に大きな弊害が出てしまうという意味では、このイ

ンフルエンザ予防接種、これが大きな役割だと思いますが、この学習に私は弊害が出てしまう

のでという部分、町側はどのようにお考えでしょうか。お願いいたします。 

福祉健康課長（大井君） 学級閉鎖による児童・生徒への学力の影響でございますが、学級閉鎖

により５日程度の休みになりますと、児童・生徒の学力に影響が出ることが考えられますので、

学級閉鎖中は健康な児童に対して学習プリント等の宿題を配布し、家庭で学習を行っていただ
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いております。学級閉鎖終了後には朝の活動時間や読書の時間を使ってのミニ授業、休み時間

や放課後を使っての個別指導。また、年間の授業日数には予備の時間がございますので、それ

により調整を図るなど、学習のおくれが出ないように工夫をすることにより対応をしておりま

す。 

８番（吉川さん） 今、ミニ授業、個別指導を行っていただいているということで、先生には大

きな負担がかかっているなということを感じました。 

 さて、今、報告の中にも当町では６５歳以上、また６０歳以上の方に１回１人千円で受けら

れる手厚い助成をしていただいております。これは平成１３年から行っていただいております

が、このおかげでちょっとデータをお聞きしましたら、ここ３年ぐらいは６５％ぐらいの方が

この対象者のうちこの問診票を持っていって接種をしているということを伺いました。これを

もとにしてちょっと私の提案なんですが、できないことを想定しながら聞いているんですが、

一番かかりやすいゼロ歳から１３歳の子の人数が現在１，４７５名だそうです。この６割が例

えば個人負担千円で２回接種したとしますと、町の負担が３５４万なんですが、こんなぐらい

で何とか助成できないかというのが一つと。それからもう一つは、受験を控える中学３年生、

そしてまた高校３年生を対象に全額助成をしてあげる。この点はどうかということで、今回、

来年度例えばこれが実施したとしますと、２９０名おりますので、約８７万くらいで助成がで

きるわけなんですが、この二つの案について町の見解をお聞きしたいと思います。 

福祉健康課長（大井君） 再質問にお答えをいたします。先ほど議員さんから１２歳以下の子供

への予防接種の補助の試算として、任意接種の範囲の中で算定をしてご提案をいただきました。

また、受験を控える中学３年生、高校３年生には全額補助できないかとのご質問でございまし

たが、先ほども申し上げましたが、基本的には日ごろの手洗い・うがいなどを小まめに行って

いただき、各自で健康管理を行っていただきたいと考えております。 

 また、先ほども申し上げました予防接種の補助を行っている６５歳以上の方などは、国で定

めております定期予防接種のＢ類疾病に分類されております。このＢ類疾病に分類されており

ます予防接種は、主に個人予防に重点が置かれ、住民に対しましても接種の努力義務はなく、

自治体においても接種勧奨が課せられておりませんが、法定の予防接種とされておりますので、

町といたしましても補助を行っております。このような法定で定められていない１２歳までの

子供さんや受験などを行う予防接種の補助につきましては、ご質問にもございましたインフル

エンザに罹患した際の家族の状況、受験者への影響等を見ながら検討してまいりたいと考えて

おります。 

８番（吉川さん） 大変苦しい答弁をいただきました。本当に長野県の中では結構、本当に

７７あるんですけれど、まだまだね、この助成は進んでおりませんが、隣の千曲市は中学１年

生から高校３年生までということで千円助成をしております。特に先ほど言った保育園、そし
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て小さい子供たちがうつると大変な事態になるわけで、今の課長のお話のように、これから少

し前向きに検討していただければと思います。では、次の質問に移ります。 

 ３．協働と交流のまちづくり 

 坂城町では山村町政になり、平成２３年にスタートいたしましたチャレンジＳＡＫＡＫＩで

輝く元気なまちづくりへ挑戦をし、今までにさまざまな事業が実現をしてまいりました。済み

ません、これなんですけれども、ホームページから出してみました。これすぐれものだなと思

いました。何でかっていうと、始めた時期がしっかりと入っている。前は入っていなかったと

思うんですが、これ本当にわかりやすくて、これまでの幾つかの事業、開始された、いつから

始まりましたよ、今継続中ですよというのがよくわかって、すばらしいなと思いました。 

 ところが、これは出さないとわからないもので、多くの実績というのはこうやってつくって

きていても、住民はどこまでそれを知っているかということが問題だと思います。私は先ほど

も同僚議員からもありましたが、移住定住対策、これはまずは住んでいる住民がどこまで町を

知って、一緒にまちづくりをしていけるかということが大きなポイントだと思います。そこで、

次の２点についてお伺いいたします。 

 イ．個展のできるギャラリーを 

 先日、ご相談があるという方からこんな声をいただきました。町にもさまざまな趣味や芸術

をきわめている方がいると思います。私もあることをきっかけに制作を手がけ、今では個展も

できるようになりました。坂城には個展のできるギャラリーはありますかということでした。

私はとっさ的に坂城駅のギャラリーを思い浮かべてしまいました。少し規模が小さ過ぎるのか

なと思いましたが、そこで町では現在までに住民の芸術作品の展示はどのように行ってきたの

か。また個展のできるギャラリーについてはどうでしょうか。２点について伺います。 

 ロ．さかきの魅力いっぱいパンフレットを 

 当町は四方を山に囲まれ、自然豊かな町で高速のインターもあり、温泉もあるすばらしい町

だと自負しております。将来、この町にどれだけの交流人口を生んで、そして魅力を感じてい

ただき、リピーターになっていただけるか。または住んでみたいと移住を決めていただくか。

それには持てる魅力の情報発信が大きな鍵を握っています。そこで、今までに移住定住向けの

パンフレットはどのような内容で作成されているのでしょうか。その点についてお伺いいたし

ます。これで１回目の質問を終わります。 

町長（山村君） 吉川議員から３番目としまして、協働と交流のまちづくり、イで個展のできる

ギャラリー、それからロとして、さかきの魅力いっぱいパンフレットをの件をお話伺いました。

順次お答えしたいと思っております。知人の方から個展ができるギャラリーがないかというお

話でありましたけれども、基本的にはですね、坂城町の公共施設はどこでもできるということ

であります。駅前のギャラリーだけじゃないというところであります。これまでもご希望の
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あった方の芸術作品の展示というのは、既存の公共施設を利用していただいております。また、

公共施設以外にも民間の店舗なども利用して個展など開催していただいている場合もあると思

います。 

 例えば、公共施設としましても、まず文化センターですけれども、これは町民の福祉の増進

に寄与し、町民に文化、教養、娯楽等の諸施設を提供するための施設であります。また、町民

の文化あるいは芸術等の振興に寄与するための施設として文化の館というものもあります。そ

れから、これは両施設とも条例に基づきまして、芸術作品の展示や個展の会場としてお使いい

ただける施設であり、使用料も１時間当たり数百円と安価に設定しております。このほかにも

町内には例えば勤労者総合福祉センターもありますし、さかきテクノセンターもありますし、

先ほどおっしゃられた坂城駅のギャラリーなどもあります。いずれも個展等の開催が可能であ

ります。また、びんぐし湯さん館でも企画イベントとしてホールでの作品展示も可能となって

おります。鉄の展示館ホールでも可能であります。それからもっと考えれば、ゲートボール場

のすぱーく坂城でも展示は可能だろうと。予約さえできればと思っております。それから、今

度はびんぐし公園に屋外ステージ、野外施設をつくります。暴風雨とか台風のときはだめかも

しれないけれども、あのステージに展示もできるでしょうし、あの芝生の上に野外の展示作品

なんかも展示することもできると思います。 

 ですから、いろんな工夫で既存のギャラリーをですね、既存の施設を使っていただければ、

建設費、維持管理の面からですね、可能だと思います。逆に今新しいものをつくれということ

はなかなか難しいと思っておりますし、前のご質問、ほかの議員さんのご質問の中にもありま

した、公共施設等総合管理計画というのをこれからつくることでありますので、新しい施設は

その中で検討していくということでありますので、既存の施設をですね、公共施設は何でも使

えるというふうに思っていただければいいかなと思っておりますので、お考えいただければと

思っています。 

 それから、ロのさかきの魅力いっぱいパンフレットをについてお答えします。人口減少等い

ろいろ問題があります。当町においても少子高齢社会の対応とともに何とか人口減少に歯どめ

をかけなきゃいけないというところで、今年３月に坂城町まち・ひと・しごと創生総合戦略を

策定し、地方創生に向けた取り組みを進めているというところでございます。 

 人口減少対策におきましては、人口増を図るために移住定住、これは先ほども随分議論があ

りました、を促進して社会増を図るということが重要であります。効果的で独自性のある施策

をいろいろですね、戦略的に展開していくことが必要だと考えております。 

 ご質問の現在までに作成してきた移住定住推進のパンフレットにつきましては、先ほど西沢

議員さんのご質問でもお答えしたところでありますけれども、一昨年は課を越えて集まった女

性職員を中心にして、若者や子育て世代に対するさまざまな町の支援策を一目でわかりやすく
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ＰＲする。町の若者・子育て世代支援プログラムを一まとめにしたパンフレットを作成いたし

ました。昨年度は女性職員グループからの提案でパンフレットをリニューアルするとともに、

新たに「かしこく暮らそう！スマートタウンさかき あなたとわたし やさしさに包まれて」

というキャッチフレーズにより、ポスターとチラシを入れるポケットをつくってお配りしてい

るというところであります。 

 今年度は、長野地域連携中枢都市圏において、移住促進パンフレット「ＷＥＬＣＯＭＥ Ｔ

Ｏ ながの」を共同作成し、子育て支援制度の紹介だけではなく、先輩移住者のコメントを掲

載したほか、晴天率の高さや鉄道や高速道路へのアクセスポイントが多い点など、ほかの市町

村にはないメリットをＰＲしております。このパンフレットには東京駅前の移住交流ガーデン

や銀座ＮＡＧＡＮＯなどにも設置してＰＲを図っているというところであります。 

 また、これらのパンフレットに加えまして、坂城町観光ガイドや町内企業の案内パンフレッ

ト等を活用し、今年度は４月、７月、１１月の３回、長野地域連携中枢都市圏による移住相談

会を東京にて実施して、移住希望者へ紹介しているところであります。 

 先ほどチャレンジＳＡＫＡＫＩのリーフレットをダウンロードしてプリントしていただきま

したけれども、あれも適宜「広報さかき」に載せたりですね、しております。あれも多分魅力

的な取り組みだと思いますので、あれも何かもうちょっと効果的なＰＲの仕方ですね、それも

あわせて考えていきたいと思っています。以上であります。 

８番（吉川さん） 時間がなくなりましたので、簡潔に質問します。一つは公共施設全てオー

ケーということですが、一つはお願いしたいのは、いつでもギャラリーとしてお貸ししており

ますよという、そういう明確な発信をお願いしたいと思います。 

 それと、昨日の質問の中にもあったと思いますが、この６月にはばら祭り、また鉄の展示館

では企画展をやりますが、こんなときに個展をしていただく方を募って、その方に鉄の展示館

ホールで個展をしていただいて、そんな関係で多くの今まで来たことのない方に、この町に訪

れていただくようなこともいいんじゃないかと思いますが、その点どうでしょうか。 

 それと、パンフレットなんですけれども、このパンフレット、今もお話がありましたとおり

観光ガイドもあるし子育てパンフレットもあります。私が思っているのは、先ほど西沢議員の

ときも広報に町長が入れるとおっしゃっておりましたが、町で進めている事業、新たな事業が

結構毎年変わってくるんですが、それをやっぱり一括して載せた今のこれ、これでもいいんで

すけれど、やっぱりこういうものを一つ持って歩いて、それで近隣の友人に話したり、町のよ

さを語れるそういうパンフレット。子育てパンフレットだけじゃなくていろんな事業・施策が

載っている、そういうＡ３ぐらいの大きさでもいいんですが、そういうものを各家庭に配布し

ていただけたらありがたいと思いますが、この２点についてお伺いいたします。 

産業振興課長（山崎君） お答えいたします。公共施設で広く使えるということはＰＲに努めて
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まいりたいと思います。それと展示館等の企画展あるいはばら祭り等にあわせて個展というこ

とでございますけれども、それについては集客の相乗効果も図れるということから、鉄の展示

館といたしましても大いに歓迎をしたいと思います。ただ、いずれにしましても、十分な事前

調査が必要となりますので、個展の開催等を希望される場合は、施設予約とあわせて早目のご

相談をお願いしたいと思います。 

企画政策課長（柳澤君） 移住定住パンフレットということでございます。この部分につきまし

ては、若者・子育ての世代にスポットを当てて、移住希望者が求める情報を子育て支援パンフ

レットに集約するということでつくってまいりました。今お話のありましたように町の紹介、

福祉あるいは産業振興といいますと、相当にボリュームも出てきてしまうのかなとか、インパ

クトに欠けるのかなというような課題も若干心配されます。そうしたことで、子育て支援パン

フレットに集約するというような方法も考えられるのかなと思います。今後、このパンフレッ

トを更新する際にご意見を参考にさせていただきたいと思います。 

８番（吉川さん） 今、担当課長からもいただきましたが、このパンフレットは町内の世帯に欲

しいということで、町外の方じゃなくて町内の人ですので、いろんな施策を載せていただきた

いという要望でございます。一応要望でお願いいたします。 

 まとめます。いよいよ２９年度の予算立てが組まれてまいります。住民の声の代弁者として

今回も皆さんからの声を質問させていただきました。少子高齢化の中で住民と協働のまちづく

りが望まれております。一方通行でなくお互いに理解し合い、よりよいまちづくりをと願って

私の一般質問を終わります。 

議長（塚田君） 以上で本日の議事日程は終了いたしました。 

 次回は１２日、午前１０時から会議を開き、引き続き一般質問を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

（散会 午後 ４時２１分） 
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１２月１２日本会議再開（第４日目） 

 

１．出席議員     １４名 

    １番議員  塚 田 正 平 君    ８番議員  吉 川 まゆみ 君 

    ２ 〃   塩野入   猛 君    ９ 〃   塩 入 弘 文 君 

    ３ 〃   朝 倉 国 勝 君   １０ 〃   山 﨑 正 志 君 

    ４ 〃   小宮山 定 彦 君   １１ 〃   中 嶋   登 君 

    ５ 〃   柳 沢   収 君   １２ 〃   大 森 茂 彦 君 

    ６ 〃   滝 沢 幸 映 君   １３ 〃   塚 田   忠 君 

    ７ 〃   西 沢 悦 子 君   １４ 〃   入 日 時 子 君 

２．欠席議員     なし 

３．地方自治法第１２１条第１項の規定により説明のため出席した者 

 町 長  山 村   弘 君  

 副 町 長  宮 下 和 久 君  

 教 育 長  宮 﨑 義 也 君  

 会 計 管 理 者  塚 田 陽 一 君  

 総 務 課 長  青 木 知 之 君  

 企 画 政 策 課 長  柳 澤   博 君  

 住 民 環 境 課 長  金 子   豊 君  

 福 祉 健 康 課 長  大 井   裕 君  

 子 育 て 推 進 室 長  小宮山 浩 一 君  

 産 業 振 興 課 長  山 崎 金 一 君  

 建 設 課 長  宮 嶋 敬 一 君  

 教 育 文 化 課 長  宮 下 和 久 君  

 収 納 対 策 推 進 幹  池 上   浩 君  

 まち創生推進室長  竹 内 祐 一 君  

 総 務 課 長 補 佐 
総 務 係 長  

関   貞 巳 君  

 総 務 課 長 補 佐 
財 政 係 長  

伊 達 博 巳 君  

 企画政策課長補佐 
企 画 調 整 係 長  

堀 内 弘 達 君  

４．職務のため出席した者 

 議 会 事 務 局 長  臼 井 洋 一 君  

 議 会 書 記  小宮山 和 美 君  

５．開  議     午前１０時００分 
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６．議事日程 

第 １ 一般質問 

 （１）国民健康保険について 小宮山定彦 議員 

 （２）農業振興についてほか 朝倉 国勝 議員 

 （３）上田地域広域連合「広域計画」の策定についてほか 塩野入 猛 議員 

７．本日の会議に付した事件 

  前記議事日程のとおり 

８．議事の経過 

議長（塚田君） おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１４名であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１「一般質問」 

議長（塚田君） 初めに４番 小宮山定彦君の質問を許します。 

４番（小宮山君） 議長より発言の許可をいただきましたので、通告に従い一般質問を行います。 

 １０月に生活環境課の職員の方が地元の区に出向かれ、ごみ減量化・資源化懇談会が開かれ

ました。私は参加しなかったというか、できなかったのですが、家人が出席したので、後で会

の様子を聞きました。帰り際、近所の女性の方から話しかけられたそうです。「出すごみの量

は多いわ、１人当たりの医療費は高いわ、一体坂城町ってどうなっているのかしら。」 

 ごみのリサイクル率が県下７７市町村の中で下から３番目だということ、国民健康保険加入

者１人当たりの医療費が高いほうから１０番目あたりだということ、後期高齢者医療保険では、

長らく県下１位だったことなど、どこかで聞いた覚えはありました。しかし、一体どうなって

いるのとか、何でそうなのと改めて聞かれると、立場上恥ずかしい話ですが、何も答えられな

いなと思いました。ほぼ同じころ、国保税ってどうして高いんだ、うちなんて２人暮らしで俺

も、かあちゃんもろくに医者にかかることなんてないのに、４０万超えているでと言われまし

た。それやこれやで、今回、ごみ問題はさておき、国民健康保険に絞って一般質問を行います。 

 イ．特定健診と特定保健指導について 

 これは、国民健康保険、以下、国保といいます。それに加入している４０歳から７４歳まで

の人を対象に行われ、生活習慣病の危険のある人を発見し、健診結果をもとに必要に応じ特定

保健指導を実施する。それによって生活習慣病の予防・重症化を防ぐこと、ひいては増大する

医療費の抑制を目的にしたものだと、今回改めて知りました。３点お聞きします。 

 第１に、現行の健診制度が始まった８年前の平成２０年以降、特定健診の受診率と、特定保
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健指導の実施率と、それぞれの目標値を確認しておきたいと思います。 

 第２に、昨年度、２７年度停滞していた受診率が一挙に５０％を超えたと聞いていますが、

どのようにして大幅な上昇が実現できたか知りたいところです。保健師さんや栄養士さんの頑

張りはもちろんあったと思いますが、それが理由だとそれ以前は頑張らなかったのかというこ

とになりますし、何か受診率アップの技術的な工夫があったと思うのですが、それが何なのか

ということです。 

 第３に、アップしたとはいえ受診しない人が半数近くいるわけで、受診しない理由をどう分

析しているか、受診を促すためにどんな方策を考えているか、お聞きします。 

 ロ．医療費について 

 「広報さかき」で９月号から保健センターだよりが始まりました。連載は初めてだそうです。

増大する医療費に対する危機意識が色濃く出ていると感じられます。坂城町文化祭でも同様の

展示がありました。やはり３点お聞きします。 

 第１に、１人当たりの医療費の県内順位の推移と県平均との差額をお願いします。 

 第２に、２７年度の国民保険加入者ゼロ歳から７４歳までの１人当たりの医療費は４０万円

弱で、県下で高いほうから８番目、７５歳以上の後期高齢者医療保険では１人当たり約９５万

円で、７７市町村で高いほうから３番目ということですが、坂城町の医療費はなぜ高いのか。

その理由をお聞きします。 

 第３には、今後の医療費削減の見通しと方策はどのようなものかお聞きします。 

 ハ．国民健康保険税について 

 ２点お聞きします。 

 第１に、坂城町の国保税の状況は、県内のほかの市町村と比較してどうなっているか。大

ざっぱに言って平均的な所得と資産を持った人で比べてみて、坂城町の国保税は高いか安いか

ということです。 

 第２に、やはり「広報さかき」９月号の保健センターだよりの中に、坂城町は県内でも１人

当たりの医療費が高い町となっています。このままでは、保険税（保険料）の値上げの必要性

も考えられますという記述がありました。やっていけないのではないか、早晩引き上げになる

のではないかと心配になりますが、そこのところはどうなのでしょうか。引き上げの予定はあ

るのか、お聞きします。第１回目の質問は以上です。 

町長（山村君） ただいま小宮山議員さんから国民健康保険についてということで、イからハま

でご質問ありました。私からは全般的な状況についてお話し申し上げまして、詳細につきまし

ては担当課長からお答え申し上げます。 

 まず初めに、国民健康保険は自営業や農業など行っておられる方や、会社などを退職された

方などの医療保険を町が運営しております。国民健康保険事業につきましては、町の一般会計
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とは別に一つの独立事業といった性格を有しております。その財源につきましては、国民健康

保険加入者の皆さんにご負担いただいている国民健康保険税と国・県・町からの定められた負

担金や社会保険などの医療保険からの国保への支援金などによって賄われているというところ

であります。 

 当町におきましては、このところ、社会保険に加入される方が増えているため、町の国保加

入者は減少し、一方では医療の高度化、医療機関の受診回数増加などにより１人当たりの医療

費の支出額は増加しており、現状といたしましては支出する医療費などの支払総額は伸びてい

るという状況であります。しかしこの増加しております医療費は、単純に全てを国保税で補う

ものではなくて、国や県からの交付金と高額医療費に対する国保連合会からの交付金など支出

額が増えることに伴いそれぞれの負担額も増額され、それが収入として見込まれますので、町

は増加した医療費等の一部について、国保会計で医療費などの支払い準備金として積み立てら

れている基金を繰り入れ運営を行っているというところであります。 

 基金の総額が減少傾向にあり、間近に迫る広域化も視野に、今後の国保税のあり方につきま

しては、医療費等の状況をあわせながら検討してまいりたいと考えております。また、国保の

広域化につきましては、国民健康保険法等の一部改正法の成立により、平成３０年度から県と

市町村が共同で国保事業を運営することとなりました。財政運営の主体が県に移行され、広域

での財政運営となることにより、財政基盤の安定化が図られ事務の共同化等による効率的な事

業運営の確保が期待されております。 

 現在、県は市町村ごとの医療費状況や年齢階層、所得状況などから県全体の国保事業運営に

必要な事業費額を推計し、また同時に各市町村が負担すべき納付金の配分や、それにあわせ標

準保険税率の試算が行われており、今後その試算結果が示されることになります。市町村は、

県が定めた納付金を納めるため、県の示した標準保険税率を参考にして市町村ごとの保険税率

を決定し、賦課徴収を行うことになります。広域化となりましても、国保への加入・資格の喪

失などの資格管理、高額療養費等の届け出など、窓口における業務や特定健診などの保健事業

については引き続き行いますので、住民の皆さんにはご不便をおかけすることはないと考えて

おります。 

 続きまして、健康管理についてでございますが、医療費の支出をできるだけ抑えるため、保

健センターを中心に実施している国保加入者を対象とする特定健診及び特定保健指導を推進し

ております。特定健診の受診率を向上させ、生活習慣病の早期発見・早期治療に努め、健診の

受診結果に基づき保健師・栄養士等が特定保健指導として、生活習慣病の重症化予防と栄養バ

ランスを考えた食事療法の指導を行っております。 

 また、ご質問にございました特定健診の受診率が昨年度約５％向上いたしました。これは以

前から特定健診を受診していただきますよう保健センターの職員が中心となり、普及啓発活動
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を地道に行ってまいりましたことに加えまして、平成２６年度、新たに国保のデータベース、

これＫＤＢと呼んでおりますけれども、このシステムの導入により、病気療養中の方を把握す

ることができるようになり、特定健診の必須項目を受診中の検査で受けている場合は、その結

果表を提供いただくことで、受診者に数えることができるようになったことによるものでござ

います。こういうこともあわせまして、当町の保健師・栄養士等の受診率向上への個別対応な

ど、非常に熱意を持って努力されているということにより向上したものと考えております。 

 今後も町の国民健康保険の運営につきましては、加入されている皆さんが安心して医療を受

けられるよう、国保事業の円滑な運営を進めてまいります。 

福祉健康課長（大井君） 国民健康保険についてのご質問に順次お答えをいたします。 

 初めにイ、特定健診と特定保健指導についてでございますが、平成２０年度の医療制度改革

により、特定健診・特定保健指導は、各医療保険の運営主体となる医療保険者が、その医療保

険に加入している４０歳から７４歳までの方を対象として生活習慣病の発症予防、重症化予防

のため特定健診を行い、その健診結果をもとに生活習慣病などを改善させる特定保健指導を実

施しております。 

 町は、国民健康保険の運営主体として、国保加入者の方を対象に特定健診・特定保健指導を

行っております。ご質問の特定健診・特定保健指導の受診率につきましては、開始いたしまし

た平成２０年度は、特定健診が４４．３％、特定保健指導が５．７％、２１年度は特定健診

３９．１％、特定保健指導３３．７％、２２年度は特定健診４０％、特定保健指導３９．６％、

２３年度は特定健診４３．７％、特定保健指導２７．７％、２４年度は特定健診４８．２％、

特定保健指導４３．３％、２５年度は特定健診４７．１％、特定保健指導３４％、２６年度は

特定健診４８．５％、特定保健指導５０．６％、２７年度は特定健診５４．１％、特定保健指

導７９．７％となっております。 

 また、今後のそれぞれの目標でございますが、特定健診につきましては６５％の受診率を目

標とし、特定保健指導につきましては、当初目標としておりました６０％を、昨年度は約

２０％上回る実施率でございましたので、最低でも昨年の水準を維持し、さらに受診率の向上

を目指してまいりたいと考えております。 

 次に、特定健診を受診しない理由につきましては、未受診者への戸別訪問や勧奨を行った際

に、受診しない理由をお伺いすると、現在定期的に医療機関を受診しているので、健診は必要

ない、自営業なので健診に行く時間がうまくとれない、健康状態に自信があり必要ない、必要

を感じないといった内容が多く聞かれました。病気の早期発見や予防につなげる健診の意義が

またまだ十分に認識されていない状況にあると思われますので、さらに普及啓発を図ってまい

りたいと考えております。 

 また、特定健診の受診を促す方策といたしまして、毎年２月ごろ、保健補導員さんにご協力
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をいただき、翌年度の特定健診・がん検診などの申し込みを提出していただいております。こ

の申し込みで健診の申し込みが未回答の方に、町の集団健診のご案内を送付し、さらに未受診

者への戸別訪問による受診勧奨を行っております。また、平成２６年度からは、特定健診の開

始年齢である４０歳の方を対象に、４０歳スタート健診として対象者個別の受診勧奨や健診料

金の補助を行っております。 

 また、集団健診では、受診しやすい健診体制づくりとして、忙しくて平日に受診できない方

の利便性を考慮し、夜間・休日健診を行っております。昨年度におきましては、夜間・休日と

もに５９名、合計１１８名の方が受診され、これは全受診者の約１０％となっております。さ

らに、今年度、新たに生活習慣改善チャレンジ教室といたしまして、日常生活の中で手軽にで

きる生活習慣の改善方法を学ぶとともに、自分の生活習慣を見直し、生活習慣病の予防と改善

を図ることを目的とした教室を合計８回開催しております。 

 次に、ロ、医療費についてお答えをいたします。まず、１人当たり医療費の県内順位の推移

と県平均との差額についてでございますが、過去５年間の数値で比較しますと、平成２３年度

の県内順位は９位、県平均との差額は３万５，１５０円、２４年度の順位は１０位で差額は

４万１，１４５円、２５年度は８位で４万８，７４６円、２６年度は１１位で３万

４，０７０円、２７年度は８位で４万８，７６５円となっており、２６年度に順位、差額とも

降下しましたが、２７年度には再び上昇しており、１人当たり医療費が高い傾向にあると言え

ます。 

 続きまして、当町の１人当たり医療費が高額な理由についてでございますが、専門的な医療

費の分析を行うためのデータなどが不足しており、具体的な原因の究明までには至っておりま

せんが、原因について幾つか推測いたしますと、当町の医療機関の受診状況の特徴として、外

来の受診件数が多い状況にございます。平成２６年度の統計調査結果から、外来１人当たりの

受診件数を県内比較しますと、当町は上から数えて２番目となります。 

 外来での受診状況といたしましては、総合病院の受診も少なくありませんが、診療所、いわ

ゆる開業医の受診が多く、また眼科や整形外科、皮膚科などの専門医での受診も多数あります。

こういった状況から、１人当たり複数の医療機関を受診している方が多く、受診１件当たりの

費用は高額でなくとも件数が多いことで、その積み上げが１人当たり医療費を押し上げている

傾向にあると考えられます。 

 また１人当たり医療費を高くする基礎的な要因として、当町の国保加入者に占める高齢者の

割合が県内他市町村と比較して高いといった点がございます。平成２６年度の統計調査結果で

は、県内全体の国保加入者のうち６５歳以上、７４歳までの前期高齢者の方が占める割合は

４１．１６％ですが、当町では４７．５３％と６％ほど高い状況となっております。当町のゼ

ロ歳から６４歳までの１人当たり医療費が２４万７，６２４円であることに比べ、６５歳から
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７４歳までの前期高齢者の１人当たり医療費は４７万４，５５４円と約２倍となっており、前

期高齢者の加入割合が高くなればなるほど、全ての加入者で比較した１人当たり医療費の順位

は高くなるものと考えております。 

 また、国保連合会の提供する国保データベースシステムの医療費分析をもとにした集計によ

り、平成２６年度の医療費総額約１２億３千万円のうち、６割ほどを占める薬局などの調剤、

歯の治療なども含んだ外来の医療費７億５千万円の内訳を病気の種類ごとに分類してみますと、

最も多く占めるものが、高血圧性疾患で外来医療費に占める割合は１１．０６％、額にして約

８，３００万円、２番目が糖尿病で９．５６％、約７，１００万円、３番目は高脂血症などの

栄養及び代謝疾患で６．２８％、約４，７００万円、４番目が腎不全で５．５１％、約

４，６００万円と、生活習慣病関連の病気が上位を占め、合計で約２億５千万円となっており

ます。次いで、大腸や肺などの部位に分類されない、その他のがんが３．８８％、約

２，８００万円となります。なお、がんについては、部位別に集計が分かれますので、がん全

体で見ますと上位３番目の９．３％、約６，９００万円となります。また、このような状況は、

外来のみでなく入院を含めた場合でも上位を占める病気については、ほぼ同様の結果となって

おります。 

 ご質問の医療費削減の見通しや今後の方策につきましては、ただいま申し上げましたように、

生活習慣病関連の病気が上位を占めておりますので、特定健診及び特定保健指導などの各種健

診の受診率を向上させることで、短期的には病気の発見が進むことにより、医療機関の受診も

増加し医療費の増加につながることが予想されますが、長期的には病気の治療などが進むこと

により症状が改善され、医療費の減少が期待されると考えております。 

 続きまして、ハの国民健康保険税についてお答えをいたします。国保税の賦課状況のご質問

ですが、町の国保加入者の国保税の負担と他市町村の負担の県内比較について、平成２６年度

の統計調査結果では、加入者の皆さんから１年に納めていただく国保税の額、いわゆる調定額

を加入世帯数で割った１世帯当たりの国保税額での比較では、当町の税額は１４万

６，５１９円となり、県平均１４万７，２７１円と比較して７５２円低く、税額の高いほうか

らの順位では７７市町村中３８位という状況でございます。 

 次に、国保税の引き上げ予定などのご質問ですが、国保の会計につきましては、加入者の負

担や国で定めた負担割合で国・県・市町村などが必要な財源を賄っておりますので、支払う医

療費が増えれば加入者の皆様に納めていただく税額への影響も考えられます。現在、国保会計

の運営につきましては、支出する医療費などが増額しており、国保税で賄う額も増加している

ため、支払いのために積み立てております基金を繰り入れて運営を行っております。この基金

の保有額は一定の水準を維持しておりますが、決して余裕ある状況ではございません。今後、

医療費の動向や平成３０年度の国保制度の改正の詳細を見ながら、より安定的な事業運営に向
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け引き続き慎重に検討してまいりたいと考えております。 

４番（小宮山君） 第１回目の質問に対する今のご答弁で、アウトラインはわかりました。今、

課長のほうから年代別の医療費のこととか、病類別の医療費のことなど聞いていました。もう

何が何だかわからないんですけれども、だけど、事前にそれをそんなのも注文して私、福祉健

康課のほうに今のことを注文してつくってもらってあったもので、それは大丈夫でした。 

 ただ、それをずっとこの最近、その数字を眺めたりしていて、昨日、はたと思いました。坂

城町というのは、病人の多い町坂城、そう町外の人に言われたりするんじゃないかということ

です。割と１人当たりの医療費が高い云々というようなことを割とすらっと今まで、ああ、そ

うなのぐらいで済ましていたんですが、改めて考えると、医療費が高いということは、それだ

け通院する数、医者の診療を受ける人が多いということであり、病人が多いということですよ

ね。なもんで、これ、病人の多い町坂城という、そうなりかねない。今現在、そう言われかね

ないんじゃないかと、はたと昨日、思いました。その点、どうでしょうか。お認めになられま

すでしょうか。 

 それと、もしそんな評判が立ったら、この間も問題になっていた移住・定住の促進などと

いったところで、果たして誰が来てくれるでしょう。坂城町第５次長期総合計画にある「とも

に生きる福祉と健康のまちづくり」というキャッチフレーズも、キャッチフレーズなのかな、

まあいいです。うつろに響くばかりです。残念ながら、私は病人の多い町坂城を認めざるを得

ないと思っています。まずは、認めた上で、汚名返上に町も住民も一緒になって取り組むべき

だと考えます。と同時に、私も病人の１人です。個人的には誰だって病気の一つや二つは抱え

て生きているわけですし、食べたいものを食べ、飲みたいものを飲んで、それで健康寿命が短

くなったって仕方がないと。それは人生観の問題だと開き直る気持ちもあります。ですから、

病気の町坂城も甘んじて受けようと、そういう気持ちも片一方であります。両方とも私の中に

はあります。町としては、この病人の多い町坂城ということに対して、どうお考えか。そんな

ことはない、まずはイエスかノーかで。お認めになるかどうか、イエスかノーかでお答えくだ

さい。 

福祉健康課長（大井君） 病人が多い町かどうか、イエスかノーかということですが、正直申し

上げまして、全加入者の病人の数と他市町村の状況を比較したこともございませんので、お答

えとしてはわかりませんということでございます。 

 ですが、先ほども申し上げましたけれども、１人当たりの受診の状況として、外来が多くて

外来でもそれぞれ個別に受診をされているということで、１人の開業医さんに幾つもの症状を

一遍でいろいろな症状をお話しすると、そこの先生が総合的に診ていただくということで、初

診料はそれぞれ１回でかかりますけれども、初診料と見立ての部分というのは１回で済む形に

なりますが、三つの症状があったとすれば、それを三つの開業医にかかると初診料、それから
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見立ての部分というのも治療費というのも、それぞれ三つにかかってくるというようなことが、

県内の中でも２番目に多い受診の件数というところで、ベース的にはそういったことも医療費

を上げているというものの一つと考えられます。 

 そういった中では、いろいろな要因が重なってこの医療費が増えてきているという、高額の

ほうに順位しているということですので、一概に坂城の国保に加入されている方が全て病人に

なっているとか、病人が多いとかということは言い切れないというふうに考えております。 

４番（小宮山君） イエスかノーかに対してわかりません、ある意味では私もわからないといえ

ばわからないです。ただ、私が認めざるを得ないと思った根拠は、とりあえず三つあります。

１人当たりの医療費が県下で高いほうから８番目、平成２７年度昨年度のことですが、そのこ

とだけだとあれなんですけれども、それじゃあ上の１番から７番はどこだろうと思って調べま

した。そうすると、七つのうちの六つは人口が５００人から５千人弱の過疎の村でした。町で

は一つ、坂城町よりも一つ上位だったところですが、そこは人口が４，４００人の県南西部の

町でした。やっぱり過疎の町でした。つまり県下２３町１９市の中では、ほとんど一番、一番

１人当たりの医療費の高い町だということです。１人の患者が幾つかの複数の医療機関を受診

する、そういうのももちろんあると思います。だけれども、それだけでもって、それだけで

もって、こんなにはっきりした１人当たりの医療費が一番なんてことはあるんでしょうか。私

は端的に言って、それだけ医者にかかっている人、病人が多いということなんじゃないかと、

私は推察します。 

 それから２として、保健センターからいただいた資料の中で、坂城町の罹患率、罹病率、病

気にかかっている割合のことですが、それがはっきりと読み取れます。大体、生活習慣病全般

において県平均より１．４倍以上、糖尿病では約２倍になります。詳しい数字はちょっと時間

の関係で省きますが、この健診結果を見たらそうだということです。 

 それから三つ目の根拠として、「広報さかき」の１１月号、そこにこれはっきり書いてある

んですよね。昨年度、町の健康診査を受けた、これは一般健診も含めてでしょうが、２０歳か

ら７４歳の方、約１，８００人のうち全ての項目が正常だった方はわずか１１１人と６％でし

た。１００人中９６人はひっかかるということですよね。しかも病院の受診が必要となる受診

勧奨、お医者さんにかかってくださいという受診勧奨値を超える項目が一つでもあった方は

８８４人と、約半数に上りました。また、４０歳未満の方でも、約３０％の方が受診勧奨値を

上回る結果が出ています。この県との比較は出ていないんですが、それに健診の正常値自体厳

し過ぎるんじゃないかというような印象を、僕は持ちますが、こんなんだったらみんな病人に

なっちゃうんじゃないかと。だけれども、今の特定健診の中ではそうなっているわけです。こ

の三つの点からいっても、ちょっと認めざるを得ないんじゃないかなというふうに、病人の多

い町坂城は認めざるを得ないんじゃないかと思うのですが、どうでしょうか。改めてお聞きし



 

－ 146 －  

ます。 

福祉健康課長（大井君） ただいまご質問いただいた中で、医療費の高いのは村のほうが高いと

いうようなお話もございましたが、まず加入者が少ないと１人が高額な医療を、その年に受け

たとすると、１人当たり医療費というのは高額になっていくというような状況がありますので、

どうしても人口数の少ないほうが高いほうになっていくという傾向にはあるというふうに考え

ております。それと、坂城の中でも全体的に高度な医療を受けているような方ですとか、それ

からご質問にもありました糖尿病を受けておられるような方というのは、年額として高額に

なってまいりますので、全体的には押し上げているんではないかというものが考えております。 

 それと、健診結果でほとんどの人がひっかかってしまっていると、何がしかの項目でひっか

かっているというところでは、一般的に特定健診でも人間ドックでもほとんどの方、何がしか

数値が高いですとか、検査を行ってくださいというものが幾つかお持ちの方というのは結構お

いでになるというふうに考えております。そういった特定健診、人間ドックなどでの検査結果

で全て正常値であるというものを、他市町村の国保と比較できるデータもございませんので、

坂城がそれだけで多いかということは、すぐには判断できないところでありますけれども、人

間ドック等をお受けいただいてる方はわかると思うんですけれども、全て異常なしというよう

な方も、指導もほとんど要りませんというような状況でドックを終えられてこられる方という

のは、そうそう多くはないというふうに考えております。 

４番（小宮山君） 私も断言できるほどは、そこまでには、私自身至っていません。ただ、こう

なると、病人の数を数えるしかないような気もしますけれどもね。それで、他市町村と比べて

多いか、最終的には少ないか、その割合ですけれどもね。ただ先ほどのように、２番目の論拠

として挙げた健診結果が長野県の平均の１．４倍、糖尿病に関しては２倍というのは、これは

医者へかかった件数じゃないんです、人数です。それがそれだけあるということは、かなり病

人の数が多いというふうに結論づけても、一つ留保したままですけれども、留保はありますが、

言ってよいというふうに私は思います。 

 次へ進みます。では、病人の町坂城とは言えないかもしれないけれども、多いということは

事実だと思います。では、そこから脱却というか、そういう状態から脱却するためにどうした

らよいかということについての質問をいたします。 

 保健センターのリーフレットの特定健診受診率６５％達成プロジェクトにこうあります。特

定健診を受診することにより生活習慣病の予防、そして早期に治療へつながることで重症化す

ることを防ぎ、医療費を下げ国民健康保険税の負担を抑えることができます。また「広報さか

き」９月号の保健センターだよりでも同様の趣旨の記述があります。つまり、健康保持のため

にも、医療費の抑制のためにも、積極的に健診を受けましょうということだと思います。そこ

で質問ですが、３点あります。 
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 まず、坂城町では特定健診の受診率の目標実施率をほかのほとんどの市町村とは異なって、

平成２７年、２８年、２９年と６５％としてあります。また、特定保健指導の目標実施率もど

の年度でも６０％となっていますが、この６５％なり６０％に設定したのは、どんな理由があ

るのでしょうか。その数字は妥当なものだとお考えかどうかというのが第１点です。 

 ２点目は、特定健診の受診率と医療費の削減・抑制には、負の相関関係があるとお考えで

しょうか。受診率が向上すれば医療費がそれに応じて減ると、そうはっきり言えるんでしょう

かということです。 

 ３点目は、これは塩入議員から先日お聞きしました。池田町は、医療費の抑制を実現してい

るそうです。県内順位を見たら、最初は坂城町と同じ、坂城町の次ぐらいだったです、医療費

の高い順番が。それが翌年は１０個順位を下げ、その翌年はさらに１０個、１０番、医療費を

下げています、県内順位を下げています。医療費自体も下がっていますし、県内順位もそうい

うふうに下がっています。それで、その池田町の担当者、今度じかにぜひお話をお聞きしたい

と思っているんですが、塩入議員が電話で聞いたところによると、特定健診の受診率が６０％

を超えないと、医療費が減ることにはならないと、そういうお話でした。これについて、どう

思われるかお聞きします。 

福祉健康課長（大井君） ３点ご質問をいただきました。順次お答えをさせていただきます。 

 初めに特定健診・特定保健指導のそれぞれ６５％、６０％の目標設定でございますが、平成

２０年度特定健診が実施されるときに、特定健診の受診率６５％というものが、特定保健指導

も含めて、それぞれ指針として国から示されました。そういった中で、特定健診につきまして

は、６５％を達成した際には、いわゆる補助金とか助成金なんですけれども、加算、減算の対

象ということで６５％、６０％と、それぞれの目標値がなされております。これにつきまして

は、平成３０年度にまた医療制度改正が行われますので、その際に見直しを行っていくという

ような形のものになります。 

 それから、２点目の特定健診等の受診率が上がれば医療費は下がるかという認識があるかと

いうところですが、先ほどもご答弁させていただきましたが、健診を実施することで治療が必

要となるような病気が発見されることにより、医療費というのは当初増える可能性があるとい

うふうには考えております。ただ、それがある程度進んでまいりますと、治療が進むといった

ところで医療費も抑制されてくるということが考えられます。ただ、４０歳から７４歳という

ことで、毎年対象の方が少しずつ変わってまいります。それから６０歳以上で社会保険等に加

入されていた方が、退職されて国民健康保険に新たに入ってくるというような形で、対象の方

も入れかわり動きますので、そういったところでは、そこら辺の発見による治療で医療費が抑

制されていく部分と新たに加入されて発見されていく部分と、そういったもののバランスの中

で医療費というものは推移していくというふうに考えております。 
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 それから、最後の６０％を超えないと医療費は下がらないかというようなところですが、こ

れは当然受診率が上がって、それぞれの加入者の方の体の状況といいますか、健診の内容等が

見られるように、数多くの方を見ることにより治療が進むということになりますので、たくさ

んの方が受けて、６０％に限らず多くの方が受診をされて健診の結果、異常があるということ

が認められた方は、特定保健指導を受けていただくことによって医療費が抑制されていくとい

う部分では、受診率が少しでも高いほうがいいというふうに考えております。 

４番（小宮山君） おっしゃるようなことは、もう本当に公式、何というのかな、いろんなとこ

ろでそういうことは言われているんですが、今、課長がおっしゃられたようなこと。その

６０％を超えないとそれがはっきりしてこないというのに対しては、実は、これ特別な質問

だったんですが。相関関係があると、負の相関関係はあると。それ自体、私も認めたいです。

そういうことを信じたいです。 

 ただ、坂城町の特定健診結果、平成２０年度から２６年度の経年変化という資料を見ますと、

保健センターからいただいたものですが、そうすると糖尿病については重症化しやすいヘモグ

ロビンＡ１ｃ６．５以上の人の減少というのは、認められていないです。それから脂質異常症

については、重症化しやすいＬＤＬ、悪玉コレステロールというのだそうですが、１６０以上

の人の減少も読み取れないんです。かわりばえしないんです。特定健診が始まって８年目です

か、９年目ですか、になりますけれども、８年目か。ただ高血圧症に関しては、重症化しやす

い１６０以上の人が、これは減少している。 

 そういうことで、そうそうてきめんに特定健診の実施及びそれに基づいた特定保健指導がう

まく機能しているとは言えないんじゃないかと。その結果、医療費の削減には、削減されてい

ないですからね、坂城町。ちょっとのあれはあっても、大体上昇傾向ですし、県内順位もそう

です、先ほど言いましたように。それがうまく機能していないという、この統計から読み取れ

る事実、それでもって簡単に健診率が増えると医療費は減るという関係が、坂城町においては

そこはっきりしていないと。これ坂城町の特殊性なのかどうなのか、それわからないです、私。

ただ事実はそうです。 

 それと、６０％ということを、先ほどお聞きした塩入議員の話の６０％というのは、それは

平成２４、５年で６０％の特定健診の受診率を達成したところ、７７市町村中１２市町村あり

ました。一つのところを除いて、残りの１１市町村は県の平均よりも医療費は下です。なもん

で、その６０％というのは、何か鍵なのかなという気はしています。６５％だったらもっとい

いかもしれないです。それだもんで、ここのところで一気に、先ほど５％、６％近くですよね、

健診受診率は上がって５４．１％までになったと。それから保健指導はもうすごいですよね。

３０％ぐらい上がって、もう８０％になりますよね。この結果が、これから出てくるのをもち

ろん期待したいです。 
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 とりあえずは、受診率を６５％にしてみたいと、私も思います。それを実現させたいと。私

がするわけじゃないですけれどもね。３００人受診してくれたら、これ６５％にいきますね。

いくんですよね、計算したらそうです。あと３００人受診してくれる人が出たら６５％になる

と。それで、これからそれには、いろんな受診勧奨の事実というか工夫が必要じゃないかと。

その必要性はあると思います。例えば、わかりやすいパンフレットをつくったり、健診日数を

増やしたりとか、いろいろあると思います。 

 ただ、私、今日は予想していたこととはいえ、ちょっと寸詰まりにいつもの私の悪い癖です

が、なるので、料金についての質問じゃないです、質問の形にはできないんですが、料金につ

いて今坂城町の場合、集団健診の場合は２，５００円、個別健診の場合２，６００円、それで

心電図を入れるとプラス１，４０４円ですね。そうなっていますが、これ高いと思います。高

いと思います。色川先生のところで、待合室で見ていました。個別健診に対する案内のポス

ターなんですが、千曲市のと坂城町のと両方ありました。内容は同じです。内容は全く同じで

す、受診料だけ違っています。千曲市は千円、坂城町は２，６００円と、それだけ違っている

んですね。これワンコインとかね、５００円にするので、私、計算してみたけど、それほど高

額な出費は必要としないです。無料にしてもそれほどでもないですね。もう時間もあれですか

ら。ただ、１人当たりの医療費を坂城町の１人当たりの医療費を県と平均と、今５万円差があ

ります、約。それで国保の加入者は３，７００人ぐらいかな、いらっしゃるそうで、それを掛

け算しますと、もう１億８千、どのくらいでしたね。約２億円、それが浮きます。なもんで、

私としては、何とかして６５％を達成して医療費を下げるという、そういうことをお考えいた

だきたいと。お願いします。終わります。 

議長（塚田君） ここで１０分間休憩いたします。 

（休憩 午前１１時００分～再開 午前１１時１０分） 

議長（塚田君） 再開いたします。 

 次に、３番 朝倉国勝君の質問を許します。 

３番（朝倉君） ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、これより通告に従い一般

質問を行いたいと思います。 

 今回の議会に当たりましては、産業全般について一般質問をしたいという考え方でおりまし

たけれども、農工商全般にわたる質疑には大変時間が必要と思いますので、質問は農業の振興

に的を絞りながら行いたいと考えております。 

 現在は、戦後の経済成長に支えられて、先進国の中で文化的な生活が享受されるようになっ

ております。一方、近年、先進国におきましても、経済成長に陰りがありまして、それぞれ国

内にいろいろな問題を抱えている現状と考えるものでございます。中国の言葉に、「先人木を

植え、後人涼を楽しむ」ということがあります。まさに、私たち現在に生きるものは後人では
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ないでしょうか。私たちは常に時代の変化に気づきながら豊かな社会を後人のために考えてい

かなければいけないと考えているものでございます。したがって、私は産業の発展は町の財政

の基本と考えております。このようなことから、私は、国の基と言われている坂城町の農業振

興について考えてみたいと思います。 

 坂城町は、工業の町と言われておりますが、農業の持つ多面的な機能をおろそかにすれば町

の衰退につながります。現在、人口対策や子育て支援等、今後のまちづくりに当たり、いろん

な施策が各市町村で地方創生の名のもとに展開をされております。それには、何といっても私

たちは仕事の確保が一番大事な項目であると同時に、風光明媚の田園原風景の活用が重要と考

えておるものでございます。このようなことから考えますと、農業の振興は町の活性化に大切

なことではないでしょうか。そこで、私は農業の振興策として、二つの提案をしながら質疑を

していきたいと考えております。 

 一つ目は、専業農家に対する振興策、二つ目は、年金生活者の能力を生かし、さらに活力の

向上を図るために、また老後が豊かに暮らせるように、月５万円から１０万円程度の収入が見

込める農業の振興策の提案でございます。具体的な質問に入る前に、私のいろいろ集めました

先進地やマスコミ、あるいは講演等で知り得た事例を紹介し進めたいと思います。 

 初めに、今から１０年前、皆さんも聞き覚えのある限界集落、いわゆる６５歳以上が半数以

上を占める集落が、明日にでも消滅するかのような議論が学者より提起をされました。あれか

ら１０年、２０１５年度、過疎地域等条件不利地域における集落の現状調査、国交省・総務省

が行いました。これによりますと、前回調査から追跡可能な６万４，８０５集落で存続の状況

はどうであったでしょうか。無居住化した集落はたった０．３％、１７４集落で、そのうち

２７集落は東日本大震災で津波被害に遭った集落であります。結果的にはこのような大きなセ

ンセーションを巻き起こした議論でありますけれども、しっかり存続しているんです。また、

今回の調査で転入状況を調べますと、１０年４月以降に転入があった集落が４０％あり、わか

らない集落を除くと８２．６％で子育て世帯が転入した集落も全体の２４．９％であり、不明

な集落を除くと６１．１％と、集落への新しい定住が幅広く発生していることが、この調査で

わかりました。これはいかに私どものような田園原風景を持っている農村が強いかという潮流

と符合しているというふうに考えているところでございます。 

 したがって、農村地域の疲弊は地域の疲弊にもつながります。先ほど申し上げた限界集落の

人々も、恐らく過疎地や中山間地に存在をしているところが大半だと思います。ふるさとが存

続できるために、物すごい努力をされ、この結果が出たものと考えます。そこには、農業の果

たしてきた役割が大きく作用しているものではないでしょうか。 

 先日、農業委員会の視察で茨城県の常陸太田市、常陸大宮市に行きました。耕作放棄地解消

の現場を見てまいりました。詳細は後で触れますが、耕作放棄地の解消に取り組まれました動
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機は、やはりふるさとの農地が荒れるということは、ふるさとの荒廃につながるということで、

そのような危機感から数人で始め成功している事例でございます。 

 そば、という趣味の世界から始まった事例が常陸太田市の事例でございます。会が発足した

ときのメンバーは、元小学校の校長先生、銀行員、ホテルで働いた関係者５名からスタートし

たそうです。まさにこの人たちは、自分の故郷の荒廃を憂いていくことが、この成功になった

大きな行動の原点であります。この常陸太田市では、秋そばの栽培を会が主体としてやってい

ますが、平成１５年３月に設立し、５ｈａの規模で展開をしていきました。現在は２０ｈａの

作付ができるまで発展し、昔からこの地域では常陸の秋そばという大変有名なブランドがあっ

たそうでございます。いろいろな施策を講じ、国・県・市の補助金を本当に有効に活用して規

模の拡大を図り、経営の確立をされました。販売についてもですね、流通ルートに乗せますと、

やっぱり量が出ると買いたたかれるというようなことから、知恵を絞りまして付加価値の高ま

る全国のそば愛好会に直販して経営の安定を図っているというようなことで、栽培から販売ま

で大変ないろんな情報を集めながら工夫をして成功した例でございます。売り上げもですね、

ここ数年で億に近いような規模に発展するということをお聞きしました。大変、水府愛農会と

いう名の会でございますが、関係者一同、本当に努力している結果がこの一つの事例でござい

ます。 

 次に、常陸大宮市で平成１７年１１月発足した枝物栽培の例であります。最初は、定年退職

者９名でスタートし、現在会員は７９名で部会を結成し、活発に枝物栽培を経営されておりま

す。この会の結成も、先ほどお話ししたとおり、もう荒廃地が本当に目につくようになって、

これを何とかしないと村全体が疲弊してしまうということから、この会の一つの発想は、先ほ

ど二つ目に提案した発想と同じでですね、年金生活をもっとエンジョイできないんだろうかと、

それをこの荒廃地の解消とあわせて何とかできないかということで、一つのキャッチフレーズ

は、月に５万から１０万の副収入ができる農業をやりたいと、余り苦労しないでそういう方法

がないかというような発想で始めた取り組みでございます。現在はですね、花桃ということが、

この地域でブランドで今まであったわけですが、柳等を含めまして２００種類の栽培で、今、

そこに参加している方が、年間収入１００万円前後の人が５８名、１００万から３００万円の

収入の人が９名、３００万以上の方が５名で、最高の収入をされている方は１千万を超えると

いうふうな、こんなすばらしい事例でございます。 

 この視察で、私ども、感銘したことはですね、市場のマーケティングを本当にみんなでいろ

んな知恵を絞ってですね、どういうふうにすれば耕作放棄地の解消につながるかということを

やられたことが、私は大変この成功につながった重要なポイントだというふうに考えておりま

す。 

 それでもう一つはですね、１人、２人では個人の経営ではだめなものがですね、全然素人で
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も三、四人、５人ぐらい集まってやれば何とかできる。これは集落営農の基本なんですけれど

も、そういう手法を通じてこの成功をおさめたということが大変重要なことでございます。最

初は素人集団でございましたので、自分たちでいろいろ見よう見まねで勉強したり、必要なと

きには必要な人に聞いて、栽培の技術については勉強したんですが、それを追っかけてＪＡが

何としてもここまでできたものだったら一緒にやろうということで、今はＪＡが全面的にバッ

クアップして、この皆さんの支援をされております。そしてまた行政としてもですね、このよ

うな成功例を一生懸命、国・県の補助制度を有効に引っ張ってきて、この会の成功をしたとい

う、こういう例が最近私が勉強してきた事例でございます。 

 これらの事例を今後、町の農業振興についてどう進めていったらいいのかということから、

私はちょっと質問に入りたいと思います。 

 坂城町は、専業農家の方で一生懸命活躍されている方がいらっしゃいます。人・農地プラン

が今から５年ぐらい前にスタートしたわけですが、以降、新たに就農した専業農家の方もい

らっしゃいます。そういうようなことで、私は新規就農者の実績と課題として、一つは年度ご

との新規就農者数は現在どこまで進んでいるのか、お聞きしたいと思います。 

 二つ目は、その経営状態は順調なのか、また将来に対する課題はないのか、何か支援する必

要はないのかということをお聞きしたい。 

 それから３点目はですね、町の総合計画で示された新規就農者の確保は、今までの施策の中

で大丈夫か、目標値に達成できるのかということについて、説明をいただきたいと思います。 

 ロとして、農業の取り巻く環境が大きく変わろうとしていると私は判断しております。特産

品のブドウ、リンゴ、ねずみ大根、ワイナリー形成事業に対する今後の施策について、質問で

あります。その中で、一つは、ＪＡの統合に伴う町の特産品に対するＪＡとの連携に関して問

題点はないのか。そしてまた問題点があるとすれば、その対策は何かあるのか、何か考えてお

られるのかということと。 

 それから二つ目としてはですね、今年、これは重要な変化点だと思うんですけれども、関東

地域におきましては、毎年坂城のブドウということで、イトーヨーカドーでは大きな宣伝をさ

せていただいて、坂城のブランドの発祥力になり、また消費者から大きく支援・支持をいただ

いているところでありますけれども、今年は何と、坂城のブドウという言葉は消えて、ＪＡな

がののブドウということに変わってしまいました。鈴木敏文さんの影響があるんではないかと

いうふうに私は心配をしているものでありますが。このように、専業農家のこれからの振興策

につきましては、特産品というものをより活発にＰＲし、販売強化につなげていかなければい

けないようなときにですね、販売環境が大きく変わろうとしております。このようなことを考

えて、町として何か新しい方策があるのかどうか、お聞きをしたいというふうに考えます。 

 それからハとしてですね、全国で新たな農業振興策を展開しているところが多くあるわけで
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すが、町としてもですね、私、先ほど提案したような専業農家に対する支援、それからもう一

つは、先ほど申しました５万から１０万ぐらいの月に収入のあるような新しい農業政策、土地

の狭い中で、なかなかこういう提案しても難しい諸問題は多くあると思うんですけれども、何

かこれについて今後実施する考え方はないのかということをお聞きしたいと。 

 そういう中で、私がさらにもうちょっと踏み込んで提案したいのはですね、やはり農業とい

うのは、過去の経験とか知見、そしてまたこれからやろうとする農業の中では、マーケティン

グということが重要な施策になってくるような気がするんです。特に、新しい振興策で成功し

た例といたしますと、サンショウ、ゴマ、からしというふうなですね、ほとんど輸入に頼って

いるような製品がまだ日本にはエネルギー換算で６０％が輸入をしているわけですから、いろ

んな品目があるかと思うんです。そういう中から、やっぱり専門的な知見と経験をもとにです

ね、専業農家の皆さんは今の強化でよろしいと思うんですけれども、年金生活で５万から

１０万取れるような農業というのは、そういうような範疇からＪＡを退職した方や、あるいは

県の農業にかかわった方、それからマーケティングの専門家と、いろいろ分野があると思うん

ですけれども、そういう方を農業振興のかなめとして町に招聘して、委嘱をされてですね、新

しい農業というもの、それから坂城町の産業の振興ということに役立つ考え方はないのか、こ

れをお聞きしたいというふうに思います。 

 もう一つの事例としてお話しいたしますと、社会文教常任委員会で島根県の邑南町に行って

まいりました。この村は、村おこしということで５年前に、まちおこしをしたいという職員を

委嘱して採用して村おこしに専念して活動していただいて、日本一という子育ての町というふ

うなことも、いろんな施策の中で活躍された方で、現在は邑南町は農業の中心の町でございま

すけれども、いろいろな施策をして、まちおこしに貢献された方でございます。その方が２年

ほど前から正職員として、さらにその道に精進していくということで、いろいろの施策の展開

をされているというふうに聞いておるんですが、私ども坂城町もですね、ある意味でまち・ひ

と・しごと創生総合戦略と、あるいは長期計画を推進する中で、このようなことをやっぱり進

めていく時期だというふうにも考えるわけでございます。そういうことで、ぜひこの辺の見解

も伺いたいというふうに思います。 

 この質問の最後でございますけれども、邑南町ではですね、日本一子育ての支援の町という

ことで評価され、本当に視察も多いわけでございますが、その中で言われたことが印象に残る

ことは、今、邑南町で始めた子育て支援の施策も、邑南町より超えた高額な市町村が出てきて

いるという中で、邑南町としては、額の勝負をしてもしようがないと、今の額で私どもはトー

タルのまちおこしで、私どもは競争していきたいというふうなことを言われておりました。や

はり私ども、いろんな施策をする中で、いいことに限りはないわけですけれども、やっぱり身

の丈を考えた施策の展開ということも、これは重要だというふうに思いますし、何といっても
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町を潤す豊かな生活をつくるには、産業の振興なくしてその基本はないと考えます。いろいろ

な事例を紹介して、ちょっと質問の点がぼけたと思うんですけれども、ご回答を答弁をいただ

きたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。 

産業振興課長（山崎君） １、農業振興につきまして、いろいろとご提案もいただきましたけれ

ども、イからハまで順次ご答弁申し上げます。 

 最初にイ、新規就農者の実績と課題のうち、年度ごとの新規就農者数でございますが、新規

就農の形態といたしましては、既存の農業経営を後継者が引き継ぐ経営継承、新規で農業を開

始する独立自営、農業生産法人などに従業員で就農する法人就農などを想定しております。定

年帰農やＵ・Ｉ・Ｊターン、移住定住者などを含めて、平成２６年度２名、２７年度２名、

２８年度４名の計８名が新規就農しております。 

 新規就農者の経営状況につきましては、一般的な課題といたしましては、農業経営開始直後

は経営基盤が脆弱なことや、栽培技術の習熟が必要であることが挙げられるものの、この８名

の新規就農者の方々は、いずれもブドウ専作農家として就農しており、比較的高単価・高収益

が期待できるという点では、ある程度安定した経営が見込めるものと考えております。また、

経営面積の拡大のほか、特に果樹では、品種構成の見直しが課題であると思われます。ブドウ

栽培では、シャインマスカットやナガノパープルなどの収益性の高い品種割合を高めることや、

裂果対策の徹底、省力化、リンゴ栽培では、改植、品種更新や半矮化栽培の推進などによる収

量性・収益性の改善など、国の補助制度も活用しながら支援してまいりたいと考えております。 

 続いて、総合戦略における新規就農者確保の達成見込みについてのご質問でございますが、

総合戦略では、平成２７年度から平成３１年度までの５年間で２５名の新規就農を目標として

設定しております。現在までの進捗状況から見ますと、高い目標設定ではありますが、達成に

向けて新規就農者支援事業を活用するとともに、就農相談会等での町のＰＲに努め、引き続き

新規就農者の確保に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、ロ町の特産品の施策はについてお答えいたします。まず、ＪＡの合併による特産品振

興の連携と課題についてでございますが、本年９月１日、北信５ＪＡの合併により、農産品販

売額で県内最大規模となるＪＡながのが誕生いたしました。合併によりブドウやリンゴ、ねず

み大根等の町特産品のブランドが薄れてしまうのではないかという懸念につきましては、基本

的にはＪＡながのの市場流通戦略に基づくものと考えておりますが、町といたしましても、さ

かきブランドの確立に向けて引き続きＪＡ側に働きかけるとともに、消費宣伝、販売促進の面

で連携を図ってまいりたいと考えております。 

 次に、イトーヨーカドーのブドウの産地表示が、これまでの坂城産から長野産に表記が変更

されたことにつきましては、イトーヨーカドー側に確認をいたしました。それによりますと、

昨年までは２店舗から３店舗がまとまって販売し、量的に坂城から出荷されたブドウで足りて
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いたものが、今年は７から８店舗での広域セールに変更したため、数量が坂城産だけでは足り

ず、長野県産のブドウを集めたことにより、坂城産という表示ができなくなったということで

ございます。 

 次に、情勢変化に対する町の対応についてご答弁申し上げます。これまでも町では、ＪＡを

初めとする関係機関と連携する中で、果樹の多品種化、高品質化、生産基盤の強化など、情勢

変化に対応できる産地構造の確立に努めてきたところであり、引き続き対応に努めてまいりま

す。またブドウ、リンゴ、ねずみ大根等の特産品の今後の施策につきましては、農業従事者の

高齢化が進む中で、定年帰農やＵ・Ｉ・Ｊターンによる新規就農者の確保、荒廃農地対策など

が必要と考えます。新規就農者支援事業による就農者の確保・育成、農地の集積により経営基

盤の強化を目指す農地活性化奨励助成のほか、６次産業化を推進するための農産物等地域ブラ

ンド化補助、ワインブドウ産地化補助などの各種事業を有効に活用しながら、特産品振興に努

めてまいりたいと考えております。 

 次に、ハ新たな農業振興策はについてご答弁申し上げます。特産品振興につきましては、農

家所得の増大や耕作放棄地の解消という観点からも大変重要と捉えております。現在、ワイナ

リー形成事業におけるワイン用ブドウの産地化を進めているところではございますが、そのほ

かの新たな品目の導入につきましては、生産農家の意向も踏まえＪＡ、農業改良普及センター

など、関係機関とも協議する中で振興作物としての可能性を研究してまいりたいと存じます。 

 また、月額５万円から１０万円の農業収入を確保するための施策はないかとのご質問でござ

いますが、比較的初期費用がかからずに収益を得られるものとしては、野菜が考えられるもの

の、月額５万円から１０万円の収入を得るとなるとなかなか難しいのが現状ではございます。

就農や営農に際しては、町を初め関係機関の担当者が就農相談に応じる中で、経営品目の選定

や複合経営などのご提案もさせていただいておりますが、現在のところ、野菜の振興作物とし

てはアスパラガス、トマト、タマネギなどが挙げられております。ゴマ、サンショウ、からし

など、高付加価値を生み出す農産物の産地形成をとのご提案をいただきましたが、町といたし

ましては、農業所得の向上に向けて農業委員会、農業支援センター、ＪＡ、農業改良普及セン

ターなど、関係機関と連携する中で、本町に合った栽培品目の研究を進めてまいりたいと考え

ております。 

 最後に、農業の専門家を雇用し農業振興をについてお答えいたします。ご質問のとおり、農

地や栽培技術などに精通した人材を雇用し、課題解決に当たっていただくことは、町の農業振

興を図る上で、効果的であると考えております。しかしながら実際に人材を雇用するためには、

財源の確保が必要になるなど課題も多いことから、今後の研究課題とさせていただきたいと思

います。 

３番（朝倉君） ただいま、担当課長さんから所信をお伺いいたしました。２点目の質問に入り
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ます。 

 私、先ほどお話し、質問した中で、やっぱりさかきブランドの確立、維持ということは、今

後、いろいろな状況を考えられますけれども、大変重要な、私はポイントだというふうに思う

んです。そのために、あいさいという一つの直売所を設けたりですね、そういう活動をしてい

るわけです。今ちょうど旬でございますので、あいさいに行ってみますと、ねずみ大根という

のが飛ぶように売れているんですよね。これが、この場でこういう話をしていいかどうか、

ちょっと問題のある発言ですけれども、ＪＡが広域になって、全てＪＡながのになると、坂城

というのはどこへ行っちゃうんだと、名前をですね。そういう危機感を私は持っているんです。 

 そうすると、私はあいさいという一つの直売所という機能がですね、特に東京で坂城のブド

ウというのがなくなっちゃったというようなことをすると、やっぱり私は坂城のブランドを認

知してもらう、情報発信してもらう、そしてそこでマーケティングをする中で、より私ども坂

城町の農産物を拡大していくという中では、絶対にですね、衰退させてはいけない。やっぱり

もっと町として力を入れてですね、やっていかなきゃいけない、私は一つの仕事じゃないかと

思うんです。 

 そういう意味からおいて、専業農家の振興ということ、それから先ほど言った５万から

１０万の月の年金生活をエンジョイするような振興策、二つから考えてみても、私は、今のＪ

Ａの統合、実際ですね、理事をやられている方にお聞きしますと、やっぱり軌道に乗るには

５年ぐらいかかるというんですよ。そんなに私ども待てるわけにいきません。そして、ねずみ

大根に例をとってみますと、ちくま農協であるがゆえにですね、種も植えても辛くならないよ

うなところでつくって、流通しているんですよ。そういう中で、私は盛んに窓口にはそういう

話をしているんですけれども、ねずみ大根も坂城の町で囲えないのかと。そういうようなこと

も提案しているんですけれども、なかなかそれは難しいということがあるんですが、やはりそ

ういう壁を乗り越えても、せっかく先人がですね、ここまで育てた特産品なんです。何とかし

なきゃいけないというふうに思うんですよ。これらについては、町長から所信ちょっとお伺い

いたしたいと思います。 

町長（山村君） ただいま朝倉議員さんからの農業問題中心にいろいろお話を伺いました。最後

のほうの質問でですね、専門家という話がありました。これは、いろいろ検討したいと思って

おりますけれども、例えば農業問題で農業をやる専門家というのは、例えば農業支援センター

もそうですし、農業委員会の皆さんもそうですし、多分いらっしゃるかもしれない、坂城の中

に。でも僕はですね、専門家に相談してやらなきゃいけないと思っている、これから私もいろ

いろ研究してやりたいと思っているんですけれども、それはブランディングだと思っています。

今、本当に世界的に見てもブランド、これブランド・エクイティといいまして、ブランド資本、

ブランド資産ともいうんですけれども、それのあり方というのは非常に求められています。で
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すから坂城町で、これから中身検討したいと思っているんですけれども、ブランディングをや

る、これは別に農業に限らずですね、坂城でつくっている工業製品のブランディングだとか、

さっき言われたあいさいもそうでしょう。それからねずみ大根についても、ブランディングを

もう１回考えなきゃいけないし、多分、さっきイトーヨーカドーさんの個別の話が出ましたけ

れども、あれももう１回さかきブランドでやってもらうというお願いをする価値もあるという

ふうに思っております。いろんなことを考えてですね、やっていきたいと思っております。 

 朝倉議員さんは、上平でねずみ大根を始められて、大きな成果も出されていますし、この前

も収穫祭に私、お招きいただきましたけれども、非常に地区としては一番生産量の多い地区に

なったというふうに伺っておりますので、それの拡販についてもいろいろご尽力されています

ので、トータルで言うと私はブランディングどうするかということを、これからも力を入れて

頑張っていきたいと思っています。 

３番（朝倉君） ただいま町長から大変私の質問に満点というふうな回答をいただきまして、あ

りがとうございました。確かにブランディング、マーケティング、その時代だと思うんです。

やはり私はですね、坂城町は専業農家と兼業農家が多いんですね。思うにはですね、兼業農家

が多いですから、自分の田んぼで小さい耕作地でも自分でつくった米はおいしいし、安全だか

らということで、兼業農家さんというのは１反歩やれば全部頼めばですね、買ったほうがもう

全然安いんです、倍ぐらいかかった費用でやっているんですよ。そういうような地区ですから、

今のブランディング、あるいは私はマーケティングというふうに捉えたいと思うんですけれど

も、そういうことをしながら、無理して生産するよりもですね、もっと楽しくて効果の上がる

ものというのは、やはり私、この地域にあると思うんです。 

 そういうような意味から、先ほど町長さんおっしゃったようなブランディング、あるいは

マーケティングというような手法の中から、新たな農業施策をですね、ぜひひとつ考えていき

たいし、私ども汗をかいてご一緒させていただきたいと思いますので、よろしくお願いを申し

上げたいと思います。 

 それでは、最初の農業振興については質問を終了いたしまして、２点目の防災無線について

質問させていただきます。 

 町での情報の展開は、特に住民の安心・安全面から有事に際してですね、町民へ情報の周知

は十分に行われなければなりません。今有線放送の加入率が年々低下する中では、その周知が

大変危ぶまれているというふうに私は心配している１人でございます。防災行政無線の展開が

示されてからですね、えらい時間、私はたっているというふうに考えておるんですよ。ようや

く来年度、これが完成するというふうな状況になってきています。完成までの具体的なスケ

ジュール、私は聞いてから５年ぐらいたっていると思うんですけれども、どうしてこんなに時

間がかかったのか、まず伺いたいというふうに思います。 
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 そしてまたですね、今、私、農業委員会の会長を５年前にさせていただいたんですけれども、

農業委員という立場でも遅霜とかいろんな気象条件の変化があるときというのは、やっぱり全

町民に対して情報の周知を図るというようなことから、担当課長さんには再三、せめて屋外ス

ピーカーの完璧に情報のカバーができるようなことをお願いしてきたんですけれども、いまだ、

その点は未解決でございます。このような状況から、私は屋外スピーカーをですね、もう

ちょっと早く、全部終わって一緒にやるんじゃなくて、まず屋外スピーカーの整備をして、何

か有事のときには、全町民に対して最低でもですね、情報の周知が図れるような施策は考えら

れないのかということについて、お伺いしたいというふうに思います。１回目の質問を終わり

ます。 

町長（山村君） ２番目の質問でございます。防災行政無線についてご質問いただきました。今、

大変ご心配いただいている状況の中でですね、また時期的にも当初予定よりちょっとずれてい

るんじゃないかという話もありました。含めてイ、ロ、まずイのほうからお答え申し上げたい

と思っております。 

 現在、実施設計を進めている段階になりますけれども、いわゆる同報系のデジタル防災行政

無線につきましては、現在の有線放送電話施設の老朽化が著しく、加入率も５割以下というこ

とで、町全体への情報発信が十分とは言えない状況であるということから、防災情報や行政情

報を町全体へ伝達する新しい仕組みとして、トータルメディアコミュニケーションの第１弾と

して整備を行うことといたしました。 

 トータルメディアコミュニケーションの施設整備事業につきましては、平成２７年度に策定

いたしましたまち・ひと・しごと創生総合戦略の重点プロジェクトの一つに位置づけ、防災、

子育て、教育、福祉、産業など、多岐にわたる新しいネットワークの構築を目指し、「つなが

る あんしん 坂城町」をキーワードに新たなコミュニケーションシステムの構築を図る取り

組みであります。 

 同報系防災行政無線の整備の概要は、全戸に個別受信端末を無償貸与し、町から行政・防災

に関する情報を発信するとともに、屋外スピーカーから緊急放送を行う仕組みとしております。

また、現行の有線放送電話でもご活用いただいております地区別放送ですね、この機能につき

ましても整備を行いますことから、各自治区より通常の行事等のお知らせのほか、災害時での

活用も可能となっております。なお、全戸配布する個別受信器につきましては、町民の皆さん

全体へ情報伝達することを考慮する中で、聴覚障がいのある方には、文字表示機能があるもの

を配布する予定であります。 

 また、整備スケジュールでありますが、今年度は６月にプロポーザルにより設計業者を決定

し、電波調査及び屋外スピーカーの音響や音達調査の結果を踏まえた実施設計業務を進めてお

り、年度末には全体の設計が完了する予定であります。来年度につきましては、５月までに工
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事業者を決定し、契約の締結手続を行いまして、受注生産品である個別受信器の機器製作の発

注、役場庁舎に設置予定の親局設備や屋外スピーカー等の工事を進める予定であります。あわ

せて、Ｊアラートや緊急速報メール、千曲坂城消防本部などの各種連携工事を予定しておりま

す。また、個別受信器配布前には、住民説明会の開催なども計画しているところであります。

これらの工事を平成３０年２月ごろを目途に完了させ、２月からは試験運用を開始すると同時

に、個別受信器の配布を始めまして、平成３０年４月からの運用開始を目指しているところで

あります。 

 次にロ、緊急時の情報伝達はについてお答え申し上げます。今回整備いたします同報系の防

災行政無線の一番のメリットは、災害に強いことであります。無線方式ですので断線の心配も

なく、役場庁舎の親局及び屋外スピーカーには、停電時でも機能するようにバッテリーについ

ては長時間対応のものを整備する予定であります。また、個別受信器につきましては、ふだん

はＡＣアダプターにより各家庭の電源を利用しますが、乾電池を使用することにより非常時で

も確実に機能するシステムとなっております。なお、緊急放送は、電源が切れていても自動起

動するものの導入を検討しております。 

 緊急時には、個別受信器や屋外スピーカーに加え、Ｊアラート、町のホームページ、緊急速

報メール、さかきまちすぐメール及びＳＮＳ等に連携させることで、同時にお知らせを行い複

数の手段によってより迅速かつ確実に情報を伝達する仕組みを考えております。 

 次に、現行の有線放送電話施設の更新の検討につきましては、平成２３年度より町民の皆様

へのアンケート調査や検討会議を重ねる中で、当初は自前のインフラを整備することは財政面

で厳しい状況であることから、既存の民間通信事業者の方の有線方式のインフラを活用する方

向で検討を進めてまいりました。しかしながら、このインフラにつきましては、未整備地区が

町内に数カ所あり、またその地区には町が施設整備しなければならないこと、民間施設をお借

りしますので、毎年回線利用のランニングコストがかなりかかること、有線方式では地方交付

税算入のある地方債に該当する部分が限定的であり、町の財政負担が大きくなるなどといった

課題がありました。 

 同報系防災行政無線の整備方法ですと、これらの課題が解決できることに加え、災害などの

際に確実に情報伝達ができることから、有線方式から無線方式へと転換をしたわけであります。

町民の皆様の安心・安全を最優先に考え検討する中、ご指摘のようにやや時間はかかりました

が、災害時に確実に情報伝達を行うための最善の方法として、同報系の防災行政無線の整備を

計画いたしました。 

 また、ご質問にありました屋外スピーカーの整備だけ先行することについてはどうかという

ことでありますけれども、防災行政無線につきましては、役場の親局から電波を発信し、各世

帯の個別受信器や屋外スピーカーで受信することにより情報伝達を行う仕組みであります。運
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用の開始は、情報の発信元である役場に設置予定の親局が完成し、かつ総務省信越総合通信局

より坂城町専用周波数の電波を利用するための無線の免許が許可されたところで初めて電波を

出力することが可能となります。設備の工事と許可手続の時期との調整もあることから、現在

進めている工事スケジュールが、本運用開始までの最短の期間でありますので、ご理解をお願

いしたいと思っております。 

 運用を開始するまでの間の緊急時における町民の皆さんへの情報伝達の方法につきましては、

現行の有線放送電話設備を利用した屋外スピーカー及び町内に３０カ所設置しております屋外

スピーカーによって行います。また、事前登録は不要で、坂城町内におられる全ての方を対象

としたＮＴＴドコモ、ａｕ、ソフトバンクの大手３社の携帯電話やスマートフォンなどへ災害

情報を配信することができる緊急速報メールの伝達手段があります。また、事前に登録する方

式ではありますが、大規模災害等が発生した際、国から瞬時に情報が自動発信されるＪアラー

トと連携させた、さかきまちすぐメールにつきましても、あわせて活用しております。 

 さかきまちすぐメールにつきましては、町外在住の方や、町民の方が町外へ外出の際でも登

録をしてあれば、国等からの災害情報や避難情報のほか、町からの防災行政情報、警察署から

の振り込め詐欺や不審者等の情報及び消防署からの火事等の情報などを受信することができる

仕組みであります。また、町ホームページによる情報周知につきましても、随時行っており、

迅速な情報伝達ができる有意義な手段の一つであると考え、リアルタイムな更新を心がけてい

るところであります。 

 トータルメディアコミュニケーションシステムの構想につきましては、次のステップといた

しまして、高齢者の見守りである新しいあんしん電話システムの整備や移動系の防災行政無線

の整備、さらに避難所などへのＷｉＦｉの整備などの検討を行っております。また、県企業局

等と連携し、水道メーターを活用した見守りシステムの実証実験への取り組みや人感センサー

を活用した見守り方法につきましても、研究を進めているところであります。 

 現代社会の暮らしの中で、ＩＣＴは、情報通信技術ですね、これはあらゆる場面で必要不可

欠なものとなっており、生活や経済活動に深く浸透しております。誰もがいつでもどこでも必

要な情報を取得・発信・共有し、コミュニケーションを行うために一つのインフラや一つのシ

ステムといった枠に捕らわれずに、さまざまな仕組みを活用することが必要と考えるところで

あります。このＩＣＴを活用し、防災、子育て、教育、福祉、産業など多岐にわたる新しい

ネットワークとなるトータルメディアコミュニケーションシステムを構築するため、「つなが

る あんしん 坂城町」をキーワードに引き続き安心・安全なまちづくりを進めてまいります。 

 議員からご質問のありました屋外スピーカーにつきましては、新システムの中でも一番先に

設置するということでありますので、あと１年四、五カ月ぐらい後にはできているというふう

に思いますので、また何とぞご協力をお願いしたいと思っております。以上であります。 
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３番（朝倉君） ただいま町長から詳しくお話をいただいて、完成した暁には大変便利なシステ

ムだなということで、私も考えておるわけですが、１年３カ月か４カ月ですね、この間、何か

あったときにですね、やっぱり今の町で持っている施設での情報周知というのは、大変密度が

異なるような場合が発生するというふうに思っておるんです。願わくば、そういう事態がない

ことを願っておるんです。そういう意味で、担当課におきましては、できる限りこの施策が早

くできるように一考をひとつお願いをして、この質問を終わります。 

 最後に、まとめでございますが、安心・安全で豊かな坂城町づくりには、産業の発展が必要

不可欠なことでございます。先人が築かれた製造業、あるいは農産品として全国に認知された

リンゴ、ブドウ、ねずみ大根、それからこれから挑戦するワイナリー形成事業については、私

どもさらなる進化を図る必要があると考えるものでございます。 

 一方、こういうことをしなきゃいけない中でですね、世界の政治経済は、指導者の交代が始

まりまして、政治経済の分野でも日本への影響は避けられないというふうに判断するものでご

ざいます。私は、このような大きく変化しようとするときにですね、もう一度原点に戻って坂

城町の産業の将来について検討する必要があるんじゃないかと。今、ひと・まち・しごと創生

総合戦略の中でですね、住んでみたい、住んでよかった、こんな坂城町を築くためには、私が

一応長い間、関係させていただきました農業分野も新たな施策の展開が必要な状況となってお

ります。私の提案したことにつきましてもですね、将来、坂城町の礎を築くようなことにもな

るかと思いますので、ぜひ実現に向けた努力を、私どもも汗をかきたいというふうに考えてお

りますので、町としても相応のご協力をお願いして、私の質問を終わります。ありがとうござ

いました。 

議長（塚田君） ここで昼食のため午後１時３０分まで休憩いたします。 

（休憩 午後 ０時００分～再開 午後 １時３０分） 

議長（塚田君） 再開いたします。 

 ２番 塩野入猛君の質問を許します。 

２番（塩野入君） ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、これより一般質問をい

たします。 

 １．上田地域広域連合「広域計画」の策定について 

 本町では、今年度、平成２８年度から坂城町第５次長期総合計画後期基本計画が動き出して

います。この後期基本計画の第６章第５節「連携を図る広域行政」には、広域行政の推進がう

たわれています。私は、現在、上田地域広域連合議会議員として、広域連合にかかわっていま

す。今、上田地域広域連合では、平成３０年度から向こう５年間の次期広域計画、第５次計画

策定作業に着手しています。そこで、上田地域広域連合広域計画の策定に向けた町の取り組み

などについて質問をいたします。 
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 イ．「広域計画」の策定について 

 第４次広域計画の現計画で本町が直接関連する項目は、一番はっきり見えるのは図書館情報

ネットワークでありますが、そのほかの項目では、広域行政の推進、広域的な幹線道路網構

想・計画、それに広域的な観光振興の４項目と思われますが、それでいいでしょうか。そのほ

かにも関係する項目がありましたら、お聞きをいたします。 

 １０月の広域議会で、第５次広域計画の策定に向けては、三つの専門部会を設置するなどに

より進めていくとの説明がありました。これから３０年２月の広域議会に議案上程の予定で策

定作業が進みますが、その広域計画策定の組織体系と、策定スケジュールをお聞きをいたしま

す。第５次広域計画策定に向けては、第４次の現計画の検証や評価が欠かせません。どのよう

な形で検証・評価がなされているのか、あるいはなされようとしているのか、お聞きをいたし

ます。 

 ７月１３日に、構成市町村担当課職員と広域連合事務局担当課で組織する広域計画策定会議

が設置され、この策定会議を中心に事務レベルで協議を行い、策定作業が進められるとのこと

でありますが、今現在、どこまで作業が進められているのか、お尋ねをいたします。 

 ロ．定住自立圏、次世代自立支援産業構想との関連 

 町の後期基本計画には、定住自立圏構想の推進がうたわれています。この上田地域定住自立

圏では、５年間の共生ビジョンが描かれ、今年度、２８年度が最終年度であります。時間の関

係で細かくは申しませんが、本町は共生ビジョン１２の取り組み項目、５９事業中四つの項目

で１８の事業に連携しています。今議会には、上田地域定住自立圏形成に関する協定の変更議

案が出され、共生ビジョンが先行する形になります。共生ビジョンは立科町、群馬県嬬恋村が

加わり定住を目指すものではありますが、協定の変更議案が採択されますと、第５次広域計画

へも反映されると思われます。どのように調整されて組み込まれるのでしょうか。 

 次に、次世代自立支援産業構想との関連についてであります。地域の産業振興を目指す産学

官連携組織、ここには上田地域広域連合に小諸市、佐久市、千曲市、御代田町、それに立科町

が加わった１０市町村により、健康や介護など成長が見込める分野の関連機器開発を共同で進

める東信州次世代産業振興協議会が７月設立され、首長による連携協定の署名がされました。

会長は、母袋上田市長、副会長には山村坂城町長と柳田佐久市長が選出されています。協議会

には、各市町村の担当課長でつくる幹事会が置かれ、東信州次世代イノベーションセンターが

中心となり進めるようですが、今現在、どのように進んでいるのでしょうか。 

 また、本町は企業集積した産業振興の歴史がある地域でもありますので、こうした次世代産

業振興に率先して取り組み、定住自立圏構想に生かしていただくとともに、定住自立圏共生ビ

ジョンなどを通して第５次広域計画にもでき得る限り反映されたいが、お考えをお聞きをいた

します。 
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 ハ．長野広域連合「広域計画」との調整 

 本町は、長野広域連合と上田地域広域連合の両方に入り、長野地域と上田地域の結節点の優

位性を生かしていくということであります。長野広域連合広域計画は、今年度、平成２８年度

から平成３２年度までの第４次広域計画が動き出したばかりであります。広域計画の柱は、保

健福祉部門と環境衛生部門であります。本町は、介護、ごみ処理などほとんどが長野広域連合

広域計画によって進められています。一方、上田地域広域連合広域計画では、図書館情報ネッ

トワーク以外は本町との結びつきは弱めで、ＮＨＫ大河ドラマ「真田丸」ブームも上小圏域の

観光振興にリンクされています。上田地域広域連合第５次広域計画に結節点の優位性をどのよ

うに組み込んでいくのか、お考えをお聞きをいたします。 

 私は、平成２６年９月議会定例会の一般質問で、そろそろどちらかに一本化し、必要な部分

は個々に対応する方向に転換していく時期ではないかとお聞きしたところ、両広域連合には重

複する事業項目はなく、それぞれ相互補完し合いよりよい行政サービスの提供のため両方に加

盟していくと答弁されています。しかし、私が上田地域広域連合議会議員として議会に出席す

る中で、長野広域連合への一本化の気持ちは、より深く感じてきています。第５次広域計画策

定に取り組む中で、一本化への検討も必要と思いますが、お考えをお聞きをいたします。 

町長（山村君） ただいま塩野入議員さんから、上田地域広域連合広域計画の策定についてとい

うことで、イからハまでご質問ありました。私は、全体的な考え方を示しますとともに、ロと

ハついて、答弁申し上げます。その他項目につきましては、担当課長から答弁いたします。 

 今、いろいろお話ございました。上田地域広域連合、これは上小地域の一体的・総合的な発

展に取り組むとともに広域にわたって処理することが効率的な事務を共同処理し、関係市町村

が互いに支え合う仕組みとして、これまでいろいろ成果を上げてきました。広域計画は、上田

地域広域連合を構成する５市町村、これは上田市、東御市、長和町、青木村、坂城町や、地域

住民に対して掲げる目標や事務処理に当たっての指針を具体的に示しているものであります。

広域計画につきましては、その目標期間を５年間と定め、その都度見直しを行い、上田地域の

構成市町村と広域連合とが役割を分担し連携を図りながら社会情勢の変化に対応し、さまざま

な取り組みを進めることにより、魅力ある地域づくりを行っていくということを目標としてお

ります。 

 現在、次期広域計画である第５次広域計画、平成３０年度から平成３４年度、これの策定に

向けまして、現第４次広域計画の検証作業に着手しているところでございます。また、上田地

域に関しましては、広域連合の広域計画のほかに上田市を中心市とします上田地域定住自立圏

形成協定が締結され、策定された共生ビジョンによる取り組みが、平成２４年度から平成

２８年度までの５カ年でスタートしております。この共生ビジョンにつきましては、今年度改

定作業を行ってまいり、次期共生ビジョンにつきまして、今議会にその変更協定について議案
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上程させていただいたところでございます。 

 次期共生ビジョンにつきましては、福祉、観光、そして移住・定住等に関する取り組みにつ

いて、これまでの連携事業に追加し、より積極的に取り組んでいきたいと考えております。大

きな枠組みとしましては、広域連合の広域計画による取り組みが共同事務によるものに対し、

定住自立圏形成協定の共生ビジョンによる取り組みは、構成５市町村のほかに立科町と嬬恋村

も加わった市町村ごとの取り組みの、いわば連携事業として捉えております。次期広域計画の

策定に当たり、定住自立圏構想による共生ビジョンは、広域計画と同じ広域的な視野に立って、

地域の発展を目指すという共通の目的を持っており、それぞれの特徴や制度を生かし役割分

担・調整を図りながら連携協調しながらも、広域連合と定住自立圏構想との関係が二重行政と

ならないよう留意して策定作業に取り組んでおります。 

 次に、次世代自立支援産業構想はどのような状況かということでございますけれども、本年

７月、上田地域広域連合を組織する５市町村に、佐久市、小諸市、千曲市、御代田町、立科町

の５市町村を加えた１０市町村により、東信州次世代産業振興協議会が設立され、先ほどお話

がありましたけれども、会長に母袋上田市長、副会長には柳田佐久市長と私が選ばれました。

東信州次世代産業振興協議会は、地域に集積する技術や地域特性を生かして、産学官連携を核

とした地域内での次世代産業の創出に資する事業を実施し、一般財団法人浅間リサーチエクス

テンションセンター、いわゆるＡＲＥＣ（エーレック）内に置く東信州次世代イノベーション

センターと一体となって、次世代産業創出による地域産業の活性化を目指すものであります。

平成２８年度は、企業の新製品や新技術を発表する技術展示会、ものづくりパートナーフォー

ラムや講演会やセミナー等の人材育成事業を実施しております。また、企業の人材確保事業と

して、シニア人材と地域産業との交流会、ミニ講演会、企業プレゼンテーションなども行って

おります。 

 次に、次世代産業振興に率先して取り組み、定住自立圏構想に生かすとともに、定住自立圏

共生ビジョンを通して第５次広域計画にもできる限り反映とのお話がございました。これら次

世代産業振興に関する取り組みにつきましては、共同事務というよりは市町村の連携要素が強

いことから、定住自立圏共生ビジョンの取り組み項目にあります東信州におけるものづくり等

産業振興の推進の中で反映させられないか、検討してまいりたいと考えております。 

 続きまして、長野広域連合「広域計画」との調整についてでございますが、ご案内のとおり、

町では長野広域連合と上田広域連合の二つの広域連合に加盟しており、これはほかに類を見な

い坂城町の特徴的な取り組み、いわば強みとも考えており、町にとって有益な施策は、積極的

に推進してまいりたいという考え方でございます。長野広域連合では、介護認定等の福祉サー

ビスやごみ処理、広域的課題研究に取り組み、上田地域広域連合では図書館ネットワークの運

営や広域的な幹線道路網計画に関する事務などについて共同事務を行っております。 
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 これら両圏域にかかわる立地を生かして町民生活の利便性の向上と、行政サービスの提供を

目的にそれぞれ必要な項目ごとに参画しているものであります。行政的なつながりの深い長野

市を中心とする長野広域連合、経済的つながりの深い上田市を中心とする上田地域広域連合と、

どちらの地域ということではなくて、坂城町として必要な分野において必要な事務事業を行う

ことで、人口減少社会に適切に対応するとともに、地域経済の活性化や生活機能向上などに向

けて取り組んでいきたいと思っております。 

 今後も、住民の皆様によりよい行政サービスを提供していくために、両広域連合への加盟を

継続していきたいと考えております。上田広域のある首長さんからは、坂城町はいいところ

ばっかり、いいとこどりで入っていると言われますけれども、いいとこどりを今後とも、両地

域としていきたいというふうに思っております。 

企画政策課長（柳澤君） 上田地域広域連合広域計画の策定について、イの町が関係している項

目について、また次期広域計画の策定スケジュールと組織体系についてお答え申し上げます。 

 上田地域広域連合広域計画につきまして、これまで取り組んでいる現計画は、平成２５年

４月から平成３０年３月までの第４次広域計画で、全体では１９の項目にわたっております。

町では、このうち、ご質問にもございましたが、上田地域の広域行政の推進に関すること、広

域的な幹線道路網構想・計画等に関すること、そして図書館情報ネットワーク等に関すること、

広域的な観光振興に関することのほか、調査研究に関すること、上田地域の情報化等に関する

こと、広域計画の期間及び改定に関することについて取り組んでいるところでございます。 

 なお、ふるさと基金事業に関することのうち、基金を活用した地域医療対策、信州上田医療

センター医師確保事業について、町といたしましては、基金の造成は行っておりませんので、

一定の額の負担をする中で支援を行っているところでございます。 

 第５次広域計画の策定スケジュールについてでございますが、平成２８年度におきましては、

専門部会策定会議での検証作業、検討作業を行い、広域計画素案について策定をする予定と

なっております。現在は、市町村ごと、これまで取り組んできた事業について、それぞれの取

り組みを分析する事務事業検証シートを作成し、それらシートをもとに、専門部会にて検証作

業を行っているところでございます。この検証をもとに次期計画案をまとめていく組み立てと

なっているところでございます。 

 策定の組織といたしますと、専門部会として総務企画消防、保健福祉、環境衛生の三つの部

会に分け、当町としては総務企画消防部会に参画し、検証作業及び素案策定作業に取り組んで

おり、これまで３回ほどの協議を行っているところでございます。平成２９年度においては、

策定した素案について地域の住民の方の代表１６名からなる広域計画策定委員会及び正副連合

長会、議会全員協議会等においてご協議いただき、平成３０年２月の定例会での議決に向けて

取り組んでいく予定となっております。上田地域広域連合構成市町村とともに、策定スケ
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ジュールのもと、第５次広域計画の策定を進めてまいりたいと考えております。 

２番（塩野入君） 広域計画策定に向けては、各市町村の担当部署から項目ごとに提出された事

務事業検証シートをもとに、下部組織であります専門部会あるいは分科会で細かく評価・検証

を行うということのようであります。この今の事務事業検証シート、そこにはどんな様式でど

のような内容が記述しているのか、それをお聞きをしたいと思います。 

 それから、素案づくりは今説明がありましたように、総務企画消防部会と保健福祉部会、そ

れに環境衛生部会の３部会によりそれぞれ始められているというようなことでありますが、本

町は保健福祉や環境衛生の専門部会はかかわりがないと思われますが、今、質問の中でも企画

部会３回ほどということがご答弁でありましたけれども、これ、広域予算書でいう一般管理運

営費負担金にかかわる総務企画部門へ参画ということだけで、今、答えたような、ほかのほう

へは及ばないのかどうか、その辺、もう一度お願いをしたいと思います。 

 それから、この１０月に開かれた広域連合議会定例会の一般質問で、現計画第４次の残す期

間で注力するものはという広域議員の質問がありまして、そのお答えの中で広域連合のほうで

は、地域医療体制のさらなる充実を深めるため、信州上田医療センターの機能回復や緊急医

療・周産期医療体制の再構築及び広域振興の推進に向けた観光ＰＲや観光周遊に向けた取り組

みという答弁がされました。この地域医療体制のさらなる充実及び広域観光振興の推進の広域

連合の事務局の答弁に対する町のお考えはどうでしょうか、その辺をお聞きをいたします。 

 次に、定住自立圏構想も複数市町村による広域構想でありますが、上田地域広域連合広域計

画に対する定住自立圏構想の、さっきちょっとお話しがありました、位置づけはどのように見

ているのか、その辺もお聞きをいたします。 

 それから、本町は２８年度に一般管理運営費負担金に３６６万８千円を納めることになって

おります。その内訳は、運営経費、それから広報広聴等経費、それに図書館情報ネットワーク

経費で、それぞれ負担率に応じて負担金額が示され、運営経費が０．４０６％、他の二つは

８．３０５％でありますが、この算出の根拠をお尋ねをいたします。 

企画政策課長（柳澤君） 再質問につきまして、順次お答えを申し上げてまいりたいと存じます。 

 事務事業の検証シートの様式と内容ということでございます。この部分につきましては、

１９からなります広域計画の項目ごとにシートを作成をいたしまして、その内容といたしまし

ては、まず現状の把握といった項目、それから施策への取り組み状況といった項目、そして次

期広域計画への意見・要望等を記載する様式となっているところでございます。施策への取り

組み状況の中でございますけれども、取り組みの状況を踏まえまして、今後の方向につきまし

て継続でありますとか、拡充あるいは縮小、廃止、その他といった意見を書いて分析・検証す

るような様式となっているところでございます。 

 それから、第５次広域計画の策定に向けまして、町として参画する専門部会につきましてで
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ございますけれども、これにつきましては図書館情報ネットワーク、あるいは広域行政の推進

等について協議をする総務企画消防部会に参画をしている状況でございます。 

 それから、第４次広域計画におきまして引き続き力を入れていく事業として、広域の議会の

中では、地域医療の体制のさらなる充実、あるいは広域観光の振興の推進というようなご意見

があったというところでございます。そういった中で、町の考え方ということでございますけ

れども、地域医療のさらなる充実ということにつきましては、現在、信州上田医療センターに

おきます医師確保事業につきまして、信州大学との連携をしておるところでございます。こう

いったところにつきましては、引き続き取り組んで継続させていきたいというような考え方で

ございます。それから、広域観光の振興といった部分でございます。この部分につきましては、

現在も上田駅の観光案内所ですとか、あるいはしなの鉄道の沿線市町村による広域的な観光振

興といったような取り組みがございます。こういった部分につきましても、継続して進めてま

いりたいという考え方でございます。 

 それから、上田地域の広域連合の広域計画に対する定住自立圏構想の位置づけというお話で

ございます。この部分につきましては、どちらも上田地域の発展に必要な広域行政の取り組み

と認識をしているところでございます。そういった中で、住民サービスの提供や地域の活性化

についての取り組みが、広域と定住自立圏の事務事業が重複しないように留意しながらも、両

計画、広域計画と定住自立圏構想の共生ビジョンというところについて、役割の分担によりま

して連携と協調を図っていくというような考え方でございます。 

 それから、平成２８年度の負担金の部分でございます。平成２８年度の負担金につきまして

は、広域連合全体の運営に係る事務的経費を負担いたします運営経費の負担金、それから広報

等発行、調査研究事業費を負担する企画費の負担金、そして図書館情報ネットワークの負担金

の合計額の計上になります。算出の根拠といたしましては、運営経費の負担金につきましては、

広域連合の運営に係る事務的経費のうち、当町が参画する事業の負担率の過去３カ年の平均と

いうような状況で算出をしております。これが０．４０６％というような状況となっておりま

す。また、企画費の負担金と図書館情報ネットワークの負担金につきましては、均等割１０％、

人口割９０％で算出をしております。均等割１０％につきましては、圏域全体の人口が２１万

強に対しまして、坂城町の人口、これは２７年１０月１日現在の長野県の人口推計から引っ

張ってまいりまして１万４，８０４人というような状況になりますので、６．３０５％となる

ような状況であります。均等割と人口割を足して町の負担といたしますと、８．３０５％と

なっているような状況でございます。以上のような算出の根拠によりまして、負担をしている

状況となっております。 

２番（塩野入君） 本町にまつわる近年の広域計画というのは、浅間テクノポリス計画、そして

上田地域テレトピア構想や長野広域連合及び上田地域広域連合の広域計画、長野地域連携中枢
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都市圏構想、上田地域定住自立圏構想、そして次世代自立支援産業構想など、いろいろと飛び

交ってまいりました。それぞれに必要な計画であり、それは時宜を得た計画ではありますが、

一般町民にとってはどれがどれだか、何が何だかわからないと、そういう事態にもなってまい

ります。社会が複雑化、多様化するにつれ、広域計画も細分化、専門化の方向へと進んでいき

ますが、そろそろ整理整頓も必要かと思いながら、次の質問に移ります。 

 ２．都市公園整備について 

 私は、昨年、平成２７年１２月議会定例会でびんぐし山の整備について一般質問をいたしま

した。町側の答弁は、都市公園施設長寿命化計画に基づき２７年度から社会資本整備総合交付

金の採択を受けて、２８年度までの２カ年の計画で都市公園の整備を進め、びんぐしの里公園

は、２８年度で屋外ステージにアーチ型の屋根を設置し、音響設置の配線工事、バックヤード

トイレ、駐車場トイレの改修工事等を計画しているということでした。そこで、今回はびんぐ

しの里公園を中心に都市公園の整備について質問をいたします。 

 イ．都市公園施設長寿命化計画について 

 本町には、坂城町都市公園条例で、びんぐしの里公園初め７カ所の公園が指定されています。

昨年、私のびんぐし山の整備の一般質問では、既に１０年計画の都市公園施設長寿命化計画が

策定されており、５年ごとに見直しを行い計画的な施設改修をするという答弁がありました。

しかし、この長寿命化計画は公表されていませんので、その中身がわかりません。計画策定に

向けては、国土交通省で公園施設長寿命化計画策定指針が示されているようですが、坂城町計

画策定の目的、効果やメリットなどをお聞きをいたします。 

 既に、現在は計画期間に入っていますが、この計画期間はいつまでで、この５年ごとの見直

しではどんな検証や評価をして、次の５カ年に生かしていくのかをお聞きをいたします。また、

計画には公園を長寿命化させるために、どのような対策が示されているのか、これは時間の関

係もありますので、事業の内容、費用などの概要を、端的にお聞かせをいただきたいと思いま

す。 

 次に、社会資本総合整備計画書、坂城町都市公園機能の拡充へのチャレンジＳＡＫＡＫＩな

るものが公表されています。計画の期間は平成２６年度から２８年度の３年間、国土交通省所

管の交付金を活用するに必要で、これは公表が義務づけられています。計画書には、期待され

る効果として、施設を屋根で覆うことにより風雨を防ぎ、施設本体の長寿命化を図りたい云々

というふうにありますので、これは屋外ステージを意識した計画書に見てとれますが、そう捉

えていいのでしょうか。またその計画書は、これから先の事業推進に向けどんな役割を担い、

どのように生かされていくのでしょうか、お聞きをいたします。 

 ロ．公園整備について 

 社会資本総合整備計画書には、公園施設長寿命化対策支援事業の内容に便益施設２棟、修景
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施設一式、機関車１両、それに遊具一式が盛られています。それぞれ、どこのどんな事業で

しょうか、具体的にお聞きをします。また、いずれも実施期間は２７年度から２８年度の２カ

年でありますが、整備の進捗状況はどんなでしょうか、お尋ねをいたします。 

 都市公園は、町条例で７カ所位置づけられていますが、その中で都市公園としての位置づけ

や活用に乏しいのがシンフォニックヤードだと思います。これまでに都市公園としての整備は

されてきているのでしょうか。それから使用料は、１時間単位でステージ６００円、ステージ

照明施設４００円でありますが、その利用状況はどんなでしょうか。また、シンフォニック

ヤード、都市公園としての交付金対象のメリットもありますので、その活用方法を探ることが

大切と思いますが、長寿命化計画ではどんな形の対応になっているのでしょうか、お聞きをい

たします。 

 ハ．びんぐしの里公園屋外ステージ改修工事について 

 屋外ステージについては、さきに同僚議員からも質問がありましたが、私からは改修工事の

内容をお聞きをいたします。屋外ステージ改修工事については、議会全員協議会の場で説明が

ありましたが、屋根シートなどが受注生産になるなどにより、ここに来て改修工事の方向が一

部変更されるとのことであります。そこでまず初めに、２８年度工事の全体計画、設計をお聞

きします。 

 次に、交付金事業であり監査もありますので、それに対応するため屋根部分とバックヤード

を分けて工事を進めていくようですが、どんな工法でどんな手順で行おうとしているのか、お

聞きをいたします。 

 社会資本総合整備計画書には、２７年から２８年度の公園施設長寿命化対策支援事業に野外

音楽堂、今のこれは屋外ステージのことですが、その屋外ステージを含む５事業へ

７，５００万円、２８年度には効果促進事業として、この屋外ステージに単独で事業費

１，５００万円が盛られています。一方で、２８年度、今年度当初予算には、施設改修工事と

して７，０２０万円が盛られ、これが９月第６号補正予算で２，８６０万円が追加されていま

す。合わせて９，８８０円、この１億円に近い工事費になりますが、その内容をお聞きをいた

します。あわせて、国庫補助金、起債、基金、それに一般財源の財源内訳もお聞きをいたしま

す。 

建設課長（宮嶋君） ２、都市公園整備について順次お答えいたします。 

 イ、都市公園施設長寿命化計画についてでございますが、都市公園施設につきましては、高

度経済成長期に集中的に整備したものが一斉に老朽化が進行し、財政上の理由などから安全で

快適な利用を確保するという、都市公園本来の機能発揮という根幹にかかわる全国的な課題と

なっております。安心・安全を確保しつつ、重点的かつ効率的な維持管理や更新を的確に行っ

ていくため、施設の長寿命化計画を作成し、計画に基づく安全性の確保、機能の確保の取り組
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みを進めるため、平成２４年４月に、国より公園施設長寿命化計画策定指針（案）が示されま

した。 

 町では、平成２６年度に町内７カ所の都市公園を対象に、坂城町都市公園施設長寿命化計画

を策定し、今後進展する老朽化に対する施設の維持・更新を図ることを目的に、社会資本整備

総合交付金事業等により計画的に施設の改築・更新を行っております。この計画の期間は、平

成２７年度から平成３６年度までの１０年間の年次計画であります。基本的には５年ごとに計

画の見直しを行いますが、遊具等については、安全確保のため毎年定期点検を実施し、この結

果に基づき劣化や損傷など把握し、公園施設については維持・保全の異常や改善点等など加味

し、更新を含め計画の見直しをしてまいりたいと考えております。 

 計画の運用において、予想外の補修、あるいは更新が生じることもございますので、それま

での状況を検証し、長寿命化計画期間内に見直しを行うなど、毎年適宜修正・補完しながら

ローリング方式に計画を更新して、次の５カ年に生かし長寿命化を図ってまいりたいと考えて

おります。 

 計画の１０年間の事業内容等でございますが、びんぐしの里公園では、ローラー滑り台、総

合遊具やアスレチックなど遊具、屋外ステージや公園管理センターなどの改修で約１億

１，２６０万円、吉野健康広場では木製アスレチック等遊具の改修で約９８０万円、こんぴら

ミニパークでは遊具など改修で約７８０万円、シンフォニックヤードではパーゴラ等改修で約

１６０万円、わんぱく広場では静態保存してありますＤ５１機関車の塗装や遊具等の改修で約

１，３８０万円、さかき千曲川バラ公園では花壇の改修など約１，１８０万円といった概要の

整備計画となっております。 

 続きまして、社会資本総合整備計画、坂城町都市公園機能拡充へのチャレンジＳＡＫＡＫＩ

でございますが、平成２６年度から２８年度までの３年間の計画で、社会資本整備総合交付金

事業や効果促進事業の採択を受け都市公園の整備を行い、公園施設の維持更新に努め、長寿命

化を図るものでございまして、特にびんぐし公園の屋外ステージ、バックヤードトイレ、駐車

場トイレ等の改修、さかき千曲川バラ公園の花壇の改修や、わんぱく広場のＤ５１機関車の改

修を計画しているものでございます。今回の社会資本総合整備計画書につきましては、公園の

長寿命化を図るため、交付金事業の採択に向け計画した内容でもありまして、今後、都市公園

施設長寿命化計画を見直していく中で必要に応じ新たに計画し、都市公園の維持更新、長寿命

化に努めてまいりたいと考えております。 

 続きまして、ロ、公園整備についてでございますが、社会資本総合整備計画書において計画

をしております事業は、屋外ステージの改修工事、便益施設２棟につきましては、びんぐしの

里公園のバックヤードトイレと駐車場トイレの改修工事でございます。修景施設一式は、さか

き千曲川バラ公園の花壇の土どめ改修工事、機関車１両はわんぱく広場のＤ５１機関車の塗装
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工事、遊具一式は同じくわんぱく広場の木製ブランコの改修工事でございまして、整備の進捗

状況は、平成２７年度に屋外ステージ改修を実施し、本年度はアーチ状の屋根、バックヤード

通路等を建設いたします。また、控室を備えたバックヤードトイレ、駐車場トイレ等の改修工

事を進めているところでございます。Ｄ５１機関車の塗装工事につきましては、年度内に完成

するよう事業を進めております。さかき千曲川バラ公園の花壇の土どめ改修につきましては、

一部見直しを検討しており、来年度以降事業の見直しを予定しております。 

 次に、シンフォニックヤードでございますが、音楽などを楽しむことができるよう整備した

公園で、春にはシダレザクラが見ごろとなり、初夏には藤の花が楽しめ、公園内一面を芝生を

覆っていることから、学生、グループの皆さんやご家族で花見や食事会を楽しまれたり、福祉

施設の皆様の散歩コースの一つとして広くご利用いただいております。ステージを占用するよ

うなイベントなどの利用はここ数年ございませんが、今年度、移住・定住の促進を目的とした

町主催による若者交流会が、文化センター体育館において開催され、スポーツによる交流を

行った後に、青空のもと、シンフォニックヤードにて交流会を楽しんでいただきました。 

 今年は、ステージのパーゴラにかかる藤の花をきれいに整え、奥にあるあずまやも活用でき

るように整備を行いました。長寿命化を見直す中で、公園の個性を生かしながら環境を整え、

楽しんでいただけるような公園となるよう努めてまいりたいと考えております。 

 続きまして、ハ、びんぐしの里公園屋外ステージ改修工事でございますが、昨年度改修いた

しました屋外ステージにアーチ状の屋根を設置し、ステージバック壁、バック通路を建設いた

します。また、バック通路から出入りができる控室を備えたバックヤードトイレの改修工事を

施工いたします。屋外ステージの屋根は、アーチ状の屋根とし、支柱部分は丸鋼と言われる丸

い鋼の柱を６本使用し、屋根の骨組みやバック壁、バック通路の構造は特殊な資材加工による

ものとなっております。また、屋根膜材の生地の素材につきましては、東京ドームで使用され

ているものと同等製品を採用しており、建築基準法の中でも評価の高い素材でございます。特

に屋根の骨組みはバック壁、バック通路には、非常に特殊な工法を採用しており、弯曲したＲ

部分の加工などに時間も要することから、ステージの屋根の改修工事を発注し年度内に完成す

るよう工事を進めております。バックヤードトイレ改修につきましては、社会資本整備総合交

付金事業の採択をいただき実施してまいります。 

 本年度予定しております公園施設改修工事費の内訳でございますが、屋外ステージ屋根、

バック壁、バック通路等改修工事、控室を備えたバックヤードトイレ改修工事、駐車場トイレ

及び公園管理センタートイレ改修など、びんぐしの里公園の施設改修工事として約

８，８８０万円、Ｄ５１機関車塗装工事に約１千万円を見込んでおります。財源内訳につきま

しては、国庫補助金２，９００万円、起債２，６００万円、残りについては公園整備基金を活

用して対応していく予定でございます。 
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２番（塩野入君） この１０月１９日の議会全員協議会の場で、突然に屋根部分とバックヤード

の分離工事の説明がありまして、議員からは半年以上も過ぎての変更工事に遅過ぎるのではな

いかという意見が大勢でありました。当初予算には実施設計委託で８００万円が組まれている

んですが、実施設計から工事完了まで１年というそのスパンの中で、設計に要する期間はどの

くらいかというのはおのずとわかってくるはずであります。今作成するに時間がかかるから分

離というお答えもありましたが、設計の段階でそれが受注生産なのか、そういうことに気づい

ていなかったのかどうかですね、やっぱり気づいていなければならないと思うわけです。どこ

でどう、１０月まで延びてしまったか、そのあたりの経過ですね、その原因をお聞きしたいと

思います。それが一つ。 

 それから、昨日も日曜日、私現場を見ましたが、侵入防止の措置がしてありまして、近くま

では行けませんので、見た目ではどんな工事がされているかというのは、よくわかりません。

そのステージ裏に鉄棒の基礎工事らしきものは見えましたけれども、どんな工事がどこまでさ

れているのか、今現在、その状況をお聞きしたいと思います。そして、引き続きこれからバッ

クヤードトイレ、それから控室の建設、今いろいろな備えた工事を、控室のところにバック

ヤードにするというようなご答弁もございましたけれども、そのほかにさらには公園管理セン

ターと、それから駐車場トイレの改修工事等も実施すると、こういうことで、これは招集挨拶

にもあったわけでありますけれども、それが今から、これがわずか残り３カ月余りの中で、年

度内に本当に工事が完了できるか、昨日見た限りでもちょっと心配であります。これから冬に

向かって降雪も積雪も予想される中で、どういうふうに進めていくのか、そのあたりのお答え

をいただきたいと思います。以上、３点お願いします。 

建設課長（宮嶋君） 再質問についてお答えいたします。どこでどう延びてしまったのかという

ような経過についてということでございますが、屋外ステージの屋根建設工事につきましては、

よりよい屋外ステージにするためということで、当初の実施設計を見直す中で追加工事が必要

ということになりまして、９月の議会において増額補正予算をお願いし可決をいただき、その

後工事を発注したという内容のものでございます。 

 また、今後どんな工事が今されているのかということでございますが、現在の工事の状況に

つきましては、今、議員さんがおっしゃったとおり、ステージの裏の工事をやっております。

屋根の部材の加工を今、進めている中で、屋外ステージのバック通路の屋根の基礎工事という

ことで行っております。その後、屋根等の部材の加工ができた後、全体の組み立てに入ってま

いりまして、膜材を張っていくというような工程になっております。 

 また、工事が完了するかということでございますが、屋外ステージ裏へ控室を備えたバック

ヤードトイレ改修工事、また駐車場トイレ、公園管理センタートイレ改修工事の完了につきま

しては、定期的に打ち合わせ会議を行ってまいり、工程の効率化を図る中で年度内に完成する
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よう進めているところでございます。 

２番（塩野入君） 昨日もちょっと見ましたが、ステージの北隅といいますか、北西の方向で

しょうか、そこにリンゴハウスのトイレが二つあります。それ、今これは閉鎖しているわけで

ありますが、これをバックヤードトイレに移すということですが、これ男女別にどんなトイレ

で、便器や何かは幾つ取りつけてですね、やっぱり通年でやらなければ、今、両方とも閉鎖し

てありますので、これは今、でもあそこのちびっこ広場にはですね、私が行ったときにも遊ん

でいる方々、一緒にいる方々いらっしゃいました。やはりトイレは通年開かないといけないと

思うんですが、そんなこともあわせながらですね、これからトイレを移す、どんなふうにやる

のか、男女別にどんなトイレで便器はどうやるのかという、その中身をちょっとお聞きをした

いと思います。 

 それから、この間の町長の話の中で駐車場トイレ、それから公園管理センターがこれから進

めていくと、こういうことでありますが、駐車場トイレはどういうふうに改修するんでしょう

か。それから公園管理センター、ここへ多分トイレができるんじゃないかと思うんですが、私、

昨日、ちょっと行ってみましたら、まだ何の工事もしてありませんし、どうも西側のほうへつ

けるというような現地の方々の、そこにいる方々のお話を聞きましたら、西側の横のところに

つけたいというようなことを聞いているというような話がありました。実際に、どのような改

修工事が行われるんですか。その辺をお聞きをいたします。 

建設課長（宮嶋君） 再質問にお答えしたいと思います。リンゴトイレのほうの関係のバック

ヤードトイレの関係ですけれども、現在あるリンゴトイレ２棟については、今回撤去するとい

う形になります。そのかわりに、屋外ステージの裏側にバックヤードトイレということで新た

に改修するものでございます。男子便所、女子便所それぞれ別々に、また真ん中に身障者用の

トイレを設置するという内容でございます。また、その両脇に男子用、女子用の、二つの控室

を設置するということでございます。また、その控室については、先ほども申し上げましたと

おり、バック通路から出入りができ、またその控室からトイレにはスムーズに使用できるよう

なということで２カ所出入り口をつけるという内容になっております。 

２番（塩野入君） 便器は幾つ。 

建設課長（宮嶋君） ちょっと便器のほうは今、ちょっと手元に資料がないものですので、また

後でお渡しをさせていただきたいと思います。申しわけありません。 

 それから、公園管理センターのほうに駐車場トイレを新たに改修するものでございます。現

在あるログハウス風のトイレを、今の管理センターの西側に新たに移転をして改修するという

内容になっております。そのトイレの構造につきましても、男子便所、女子便所、また身障者

用のトイレということで設置をするという内容になっております。これにつきましては、駐車

場からスムーズに使えるようなアプローチをつけ、また公園管理センターを利用する方等も利
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用できるように続けて入れるようなアプローチをしていきたいというように考えております。 

 また、公園管理センターにトイレを改修するということでございますが、公園管理センター

にはびんぐし亭というのがございます。そのびんぐし亭を利用されている方が、外に出ないで

直接スムーズにトイレが利用できるというような形のトイレを併設というか、中から直接使え

るようなトイレを設置していきたい、改修していきたいと。現在のトイレでなく改修したいと

いう内容で工事を行うものであります。 

議長（塚田君） 資料ないじゃなくて、予算を盛ったんだから、便器の数ぐらいわかるでしょう。

あとそれと、通年使用というのは。 

建設課長（宮嶋君） 今、確認して便器の数はまたご報告申し上げます。それから、トイレにつ

きましては、通年使用ということで新たに水洗化されたものを全部つくる予定になっておりま

す。 

２番（塩野入君） 都市公園、これは町民の休養・運動に供するためのものでありまして、坂城

町の都市公園条例第２条には、町民の文化的向上及び健康維持並びに福祉の増進に寄与するた

め設置するというふうにうたわれております。 

 また、都市公園の効果的な管理及び運営を行うための都市公園管理センターは、びんぐしの

里公園に置かれていますので、七つの公園の中でもびんぐしの里公園の果たす役割は重要であ

ります。都市公園施設長寿命化計画も策定されていますので、遊具初め公園内施設の点検を怠

りなく進め、町民が安全に健康管理・維持できるよりどころとして充実されていくことを望み、

これにて私の一般質問を終わります。 

議長（塚田君） 暫時休憩します。 

（休憩 午後 ２時２６分～再開 午後 ２時２９分） 

議長（塚田君） 再開いたします。 

 トイレについての回答があります。 

建設課長（宮嶋君） 大変申しわけありませんでした。ご答弁させていただきます。 

 先ほど、駐車場トイレのほうの関係で、ログハウスは移転と申し上げましたが、ログハウス

をそのまま移転するのではなくて、新たに改修するということでございます。 

 まず、バックヤードトイレの内容でございますが、男子便所につきましては、小便器が二つ、

洋式便所大が一つ、それから女子便所につきましては、洋式トイレが三つ、それから子供用の

ですが、トイレですね、子供用の男子トイレ、小便器が一つ用意するようになっております。

また身障者トイレにつきましては、通常の身障用の洋式便所が一つということであります。そ

れから駐車場トイレにつきましては、男子便所が、先ほど失礼しました、バックヤードトイレ

につきまして、申しわけありません。男子の小便器が三つでございます。申しわけありません。

それから駐車場トイレについては、小便器が二つ、それから洋式便所の大が一つ、それから女
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子便所については、ちょっと混乱していまして、申しわけありません。もう一度最初から申し

上げます。済みません。 

 バックヤードトイレについては、男子便所小便器が二つ、それから大便器が一つ、女子便所

については、洋式便所が三つでございます。それから駐車場トイレについては、男子の小便器

が三つ、大便器が一つ、それから女子の便器が三つ、それから身障者用のトイレの中にはオス

トメイトを備えるということになっております。大変申しわけありませんでした。 

 それから管理センターにつきましては、先ほど申し上げましたように、男女兼用のトイレ、

一つということで１カ所設置するということになっております。 

議長（塚田君） 以上で通告のありました１３名の一般質問は終了いたしました。 

 本日の議事日程は終了しました。 

 お諮りいたします。ただいまから明日１３日までの２日間は委員会審査等のため、休会にし

たいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議長（塚田君） 異議なしと認めます。よって、ただいまから明日１３日までの２日間は委員会

審査等のため休会とすることに決定いたしました。 

 次回は１２月１４日、午前１０時より会議を開き、条例案、補正予算案等の審議を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

（散会 午後 ２時３３分） 
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１２月１４日本会議再開（第５日目） 

 

１．出席議員     １４名 

    １番議員  塚 田 正 平 君    ８番議員  吉 川 まゆみ 君 

    ２ 〃   塩野入   猛 君    ９ 〃   塩 入 弘 文 君 

    ３ 〃   朝 倉 国 勝 君   １０ 〃   山 﨑 正 志 君 

    ４ 〃   小宮山 定 彦 君   １１ 〃   中 嶋   登 君 

    ５ 〃   柳 沢   収 君   １２ 〃   大 森 茂 彦 君 

    ６ 〃   滝 沢 幸 映 君   １３ 〃   塚 田   忠 君 

    ７ 〃   西 沢 悦 子 君   １４ 〃   入 日 時 子 君 

２．欠席議員     なし 

３．地方自治法第１２１条第１項の規定により説明のため出席した者 

 町 長  山 村   弘 君  

 副 町 長  宮 下 和 久 君  

 教 育 長  宮 﨑 義 也 君  

 会 計 管 理 者  塚 田 陽 一 君  

 総 務 課 長  青 木 知 之 君  

 企 画 政 策 課 長  柳 澤   博 君  

 住 民 環 境 課 長  金 子   豊 君  

 福 祉 健 康 課 長  大 井   裕 君  

 子 育 て 推 進 室 長  小宮山 浩 一 君  

 産 業 振 興 課 長  山 崎 金 一 君  

 建 設 課 長  宮 嶋 敬 一 君  

 教 育 文 化 課 長  宮 下 和 久 君  

 収 納 対 策 推 進 幹  池 上   浩 君  

 まち創生推進室長  竹 内 祐 一 君  

 総 務 課 長 補 佐 
総 務 係 長  

関   貞 巳 君  

 総 務 課 長 補 佐 
財 政 係 長  

伊 達 博 巳 君  

 企画政策課長補佐 
企 画 調 整 係 長  

堀 内 弘 達 君  

４．職務のため出席した者 

 議 会 事 務 局 長  臼 井 洋 一 君  

 議 会 書 記  小宮山 和 美 君  

５．開  議     午前１０時００分 
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６．議事日程 

第 １ 請願について 

第 ２ 議案第５３号 上田地域定住自立圏形成に関する協定の変更について 

第 ３ 議案第５４号 坂城町職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 

第 ４ 議案第５５号 坂城町有線放送電話設備基金の設置、管理及び処分に関する条例の

一部を改正する条例について 

第 ５ 議案第５６号 坂城町税条例等の一部を改正する条例について 

第 ６ 議案第５７号 坂城町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

第 ７ 議案第５８号 坂城町福祉医療費給付金条例の一部を改正する条例について 

第 ８ 議案第５９号 坂城町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例について 

第 ９ 議案第６０号 平成２８年度坂城町一般会計補正予算（第９号）について 

第１０ 議案第６１号 平成２８年度坂城町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）につ

いて 

第１１ 議案第６２号 平成２８年度坂城町下水道事業特別会計補正予算（第２号）につい

て 

追加第 １ 議案第６３号 坂城町の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例について 

追加第 ２ 議案第６４号 坂城町の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及

び特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の一部を改正す

る条例について 

追加第 ３ 議案第６５号 平成２８年度坂城町一般会計補正予算（第１０号）について 

追加第 ４ 発委第 ７号 地方議会議員の厚生年金制度への加入を求める意見書について 

追加第 ５ 閉会中の委員会継続審査申し出について 

７．本日の会議に付した事件 

  前記議事日程のとおり 

８．議事の経過 

議長（塚田君） おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１４名であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。 

 なお、会議に入る前にカメラ等の使用の届け出がなされており、これを許可してあります。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 
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 なお、お手元に追加議案の提出がありました。 

 お諮りいたします。 

 ただいま提出された議案を日程に追加したいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議長（塚田君） 異議なしと認め、日程に追加することに決定いたしました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１「請願について」 

議長（塚田君） 常任委員会に審査を付託いたしました請願について、委員長から審査結果の報

告がなされております。 

 お手元に配付のとおりであります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（塚田君） 日程第２ 「議案第５３号」以下、日程に掲げた議案につきましては、全て去

る１２月１日の会議において提案理由の説明を終えております。 

◎日程第２「議案第５３号 上田地域定住自立圏形成に関する協定の変更について」 

議長（塚田君） これより質疑に入ります。 

２番（塩野入君） これは現在の共生ビジョン、これは２８年度で期間が終わって、それからこ

の継続あるいは変更あるいは統合があるのかな、その辺を含めた新しい５カ年の共生ビジョン

をつくって。だから、今までのやつは５カ年で２８年度で切れますから、今度は新しく次の

５カ年の共生ビジョンというものをつくり上げていくのかどうか。そういう解釈をしていいの

かどうかということをお聞きをいたします。 

 それから、これは毎年所要の見直しを行うというふうに、今の現の共生ビジョンにそんなの

がありますけれども、どんなことを見直してきたのか。そしてまた、この次のこれから作成さ

れる次期ビジョンも毎年見直しがされるのかどうか。その２点をお聞きいたします。 

企画調整係長（堀内君） 上田地域定住自立圏形成に関します共生ビジョンについてお答えをい

たします。新しい５カ年の共生ビジョンをつくっていくかということでございますが、新しい

５カ年の共生ビジョンをつくっていくという考え方でございます。 

 また、所要の見直しという点でございますけれども、毎年度職員のマネジメント能力の強化

といった取り組みがございまして、その中で新たな調査研究事業、その取り組みの中で、例え

ばワイン等による地域ブランドの創生、地域スポーツ振興に向けた取り組み、地域公共交通の

あり方、芸術文化の振興、結婚支援連携事業等について検討を行ってまいりました。現在の枠

組みの中で事業を増やしたり、変更といった見直しにつきましては事務レベル、あと民間の方

にもお入りいただいておりますビジョン懇談会、こちらのほうで毎年所要の見直しを行ってま
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いりました。次期ビジョンにつきましても、これまでと同様にビジョン懇談会等経る中で検討

し、見直しを行っていく予定でございます。 

２番（塩野入君） 今、町は四つの項目１８事業に上田市と連携協定してきていたわけですが、

人材育成、交流の中で新たな連携に向けた調査研究事業という中の５事業を除く、１８事業の

うち、その５事業を除く１３事業が今度継続されますよというふうに見ていいのかどうかです

ね、それをちょっと、それを一つ。 

 それから、継続事業を除いた今その１３事業はわかっていますから、それ以外で新しいとい

いますか、その変更事業について具体的な、これは端的でいいですからどうなっているか、そ

れをお聞きしたいと思います。以上、２点お願いします。 

企画調整係長（堀内君） １３事業継続されたと見てよいかということであります。こちら新た

な連携に向けた調査研究事業、五つを除きまして、１３事業が継続という考え方でございます。 

 継続していく１３事業以外の変更事業についてでありますが、１１事業ございます。まず、

そちらについてちょっと具体的な内容ということで申し上げたいと思いますが、福祉・子育て

の分野でありますが、まず結婚支援連携事業。こちらにつきましては未婚化・少子化を地域全

体の課題と捉え、結婚適齢期世代の結婚に向けた意識の醸成と親や企業、地域住民のサポート

体制の構築や結婚を支援する者のスキルアップを図るとともに、市町村における情報共有や結

婚支援団体等との連携事業の検討を行うといった事業でございます。続いて、子育て支援施設

ゆりかご運営事業でございます。核家族で実家が遠い人、家庭での育児が不安な人、産後の肥

立ちが思わしくないなどの母親が子と一緒に泊まって生活し、希望に応じ沐浴や育児相談など

育児に関する支援をする事業でございます。 

 続きまして、教育・文化の分野では、芸術文化振興に向けた連携促進といったもので、圏域

住民がより多く芸術に触れることができるよう、サントミューゼ等の文化施設の利用促進を図

る事業でございます。同じく教育文化の中でありますが、公立大学大学法人長野大学の活用と

連携促進、圏域住民及び市町村が地域課題を研究し、課題解決につなげるネットワークを形成

できるよう、長野大学が中心となり学習機会や学術的知見を提供する。 

 続きまして、産業振興の分野のうち圏域の知名度アップに向けた取り組みとしましては四つ

あります。まず一つ目、広域観光圏の形成の推進。広域観光圏の形成に向け、広域観光ルート

の検討、広域観光商品の造成を進める。また、圏域にある観光素材を積極的に活用していくこ

とを検討する。続きまして観光地商品造成、キャンペーンでございます。首都圏、北陸圏を中

心に県内も視野に観光キャンペーン等のＰＲ活動を実施する。続きまして、道の駅の活用と連

携の推進。道の駅等が持つ地域情報の発信や地域連携等の機能を生かし、圏域の地域振興を推

進する。 

 続いて四つ目であります。スポーツ合宿、高地トレーニング施設の誘致促進。スポーツ合宿、
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高地トレーニングの誘致促進のための調査研究を行うとともに、アウトドアイベントの連携を

図る。同じく産業振興の分野のうち、地元農産物による地域経済の活性化に向けた取り組みと

いたしまして、ワイン等を活用した地域振興連携、特色あるワイン用ブドウの産地化とワイナ

リー新規事業者への各種支援策を連携して調査研究し、地域ブランド創造に向けた個別事業の

実施につなげていく。 

 続きまして、移住・定住促進の分野でございます。移住促進施策の情報発信のネットワーク

化。各市町村が既に実施している移住施策について、公式ホームページを活用し情報発信をす

る。 

 そして最後でございます。ＵＩＪターンと地域若者等定住就職支援事業、民間職業紹介事業

者に委託し、ＵＩＪターン希望者の就職相談やお試し就業を実施したり、地域の就職困難な若

者等を基礎研修、職場体験研修等を通じて正規雇用に結びつけるといった１１の事業、こちら

が変更事業として新たに追加をされていく予定の具体的な内容でございます。 

２番（塩野入君） 上田市の共生ビジョンのこれがあるんですが、共生ビジョン推進のための費

用は、その事業を構成する市町村から負担金を徴収して実施したり、それから各市町村で予算

化し実施するという方法で行われてきたようでありますけれども、この中でですね。次期ビ

ジョンも同じような形にするのかどうか、それをちょっとお聞きしたいと思います。 

 それから、今１１の変更事業の中身がありましたが、その費用負担は各事業それぞれどんな

方法でそれを予定しているのかということと。それから国・県などの補助金の取り扱いがある

わけですが、これにも出ていますが、その辺の取り扱いはどのようになるのかということです

ね。これをお聞きをしたいと思います。 

 もう一つは、これは協定は上田市と坂城町、それぞれの構成市町が１対１でするわけですけ

れども、複数の市町村が連携して推進する事業がほとんどだと思うわけです。その事業の取り

組みは上田市が中心になるんですが、上田市を中心に構成市町村の関係でどのように進めてい

こうとしているのかということですね。以上、お聞きをしたいと思います。 

企画調整係長（堀内君） 次期共生ビジョンについても予算化等どのような形になるかというこ

とでございますが、各市町村負担金を支出して実施する事業であったり、各市町村がそれぞれ

予算化をして実施する。これまでと同様の形となる見込みでございます。あと変更事業の負担

につきましては、調査研究といった負担金など生じない事業もございます。それ以外のものに

つきましては、これまでと同様に負担金支出したり、市町村ごと予算化をして実施していくと

いうことを予定しております。 

 国や県の補助金の取り扱いということでございますが、こちらにつきましては、各市町村で

それぞれ補助金申請を行いまして、補助金を得る中で取り組んでいくというような扱いになり

ます。 
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 また、会議、進め方につきましては、中心市であります上田市、こちらが当然中心となりま

して事業ごと各市町村の担当者会議を持ちまして、連携を取り合う中で協議を行いまして事業

展開に努めていくといった形をとる予定でございます。 

 「質疑終結、討論なく（原案賛成、挙手全員により）可決」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第３「議案第５４号 坂城町職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例

について」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）可決」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第４「議案第５５号 坂城町有線放送電話設備基金の設置、管理及び処分に関する条例

の一部を改正する条例について」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）可決」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第５「議案第５６号 坂城町税条例等の一部を改正する条例について」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）可決」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第６「議案第５７号 坂城町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）可決」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第７「議案第５８号 坂城町福祉医療費給付金条例の一部を改正する条例について」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）可決」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第８「議案第５９号 坂城町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例について」 

議長（塚田君） これより質疑に入ります。 

９番（塩入君） 来年からいよいよ総合事業が始まるわけですけれども、その中で町の指定事業

所ですね、特に地域密着型小規模事業所について具体的に決まっているのかどうか。以上です。 

福祉健康課長（大井君） 町の町内での地域密着型サービス提供事業所というところで通所介護

の地域密着型になりますけれども、こちらにつきましてはもう国の法律の中で、１８人以下の

通所介護については地域密着型になるということに決まっておりますので、町内においては

２カ所が地域密着型の通所介護という事業所になります。 

９番（塩入君） その町内の２カ所は具体的にどこですか、決まっていますか。 

福祉健康課長（大井君） こちらについても法で決まっておりますので、もう既に決まっており
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ます。事業所といたしましては、坂城福祉会で運営をしております、さかき美山園デイサービ

スセンター、それから寄り合い処ふらっとさかきの２カ所でございます。 

９番（塩入君） 今具体的に２カ所がわかったわけですけれども、今後ですね、これからいわゆ

る小規模事業所というのは必要になってくるわけですが、今後見通しのある事業所というのは

今考えられている、予想できますか。 

福祉健康課長（大井君） 今後の見通しということでございますけれども、現在協議を受けて新

たに指定をしている、指定をする事業所がございます。また、開所に向けては現在その事業所

は準備をしているというところで、現在準備中の事業所が１カ所ございます。 

１２番（大森君） ２点についてお尋ねいたします。まず一つは第５９条の３の４項、介護職員

は利用者の処遇に支障がない場合は、他の指定地域密着型通所介護の単位の介護職員として従

事することができるということですが、どういう中身なんでしょうか。これは兼務するという

ことですか。この状況をどういうふうに想定されているのかについてお尋ねしたいと思います。 

 それからもう１点は同じ５９条の３の６項、機能訓練指導員は日常生活を営むのに必要な機

能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者と、このように規定されているんですが、

この訓練を行う能力を有する者というのは、どういう方を指すのかお答え願いたいと思います。 

福祉健康課長（大井君） ただいまご質問がありました第５９条の４項についてでありますが、

ご質問のとおり、複数の事業所を運営しているような場合、兼務することが可能となるもので

ございます。同じく６項でうたっておりますのは、作業訓練療法士ですとかそういった資格を

お持ちの方が当たると、従事することができるというものでございます。 

１２番（大森君） 最初の点で、ほかの場所でも従事することはできるということで兼務も可能

だということなんですが、その場合ということですが、支障はないというのは一体誰が判断す

るのか、これについて１点。 

 それから２番目の質問ですが、この機能訓練指導員という資格か何かはこれあるんでしょう

か。この２点です。 

福祉健康課長（大井君） まず最初の誰が判断するかといった点でいえば、この地域密着型にお

いては全て町が指定をしていくということになりますので、それぞれの兼務の状況をお伺いす

る中で判断を町がしてまいりたいというふうに考えております。 

 それから、６項のほうの機能訓練指導員はというところで、ここの指導員につきましてはそ

れぞれの事業所の中でこういった指導員というものを定めてまいりますが、それについては作

業療法士等の資格を持った者というものでございます。 

１２番（大森君） 支障はないという判断、これについては町が認定するということで、町の最

終的には判断になるということですが、これはまず現場をきちんと確認しなきゃいけないと思

うんですよね。本当にそうなのかどうか。これ下手すれば職員を１人減らしていてもいいとい
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う形にもなりかねないと、兼務ということでね。こういう本当におそれがあるということで、

これについての兼務については町へきちんと報告するということと、実際にそれを調査すると

いうことをやっぱりきちんと入れる必要があるというふうに思います。 

 それから機能訓練の点ですけれども、作業療法士等ということでありますが、これもそんな

ような、こういう資格のあるべき人だというふうになっているんですよね。機能訓練指導員に

なるためには柔道整復師、作業療法士、理学療法士、言語聴覚士、あん摩マッサージ師、看護

師、准看護師と、これだけの国家資格を持った人でなければならないとなっているわけです。

ただ、今の説明では作業療法士等ということですけれども、こういうことがきちっとチェック

できるかどうか、それについて答弁願います。 

福祉健康課長（大井君） それぞれまず町が指定をしますので、兼務についても次の機能訓練指

導員の指定につきましても、それぞれの資格であったり、勤務体系であったりということは、

町のほうに申請をいただく中で指定をしてまいるという形になりますので、まず申請時にそれ

ぞれチェックをしていきます。それと地域密着型については、監査・指導についても町に課せ

られておりますので、そういった中で定期的な確認はしてまいりたいと考えております。 

 「質疑終結、討論なく（原案賛成、挙手全員により）可決」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第９「議案第６０号 平成２８年度坂城町一般会計補正予算（第９号）について」 

議長（塚田君） これより質疑に入ります。 

１０番（山﨑君） ページ９ページ、款８土木費であります。Ａ０１号線の用地買収の補正予算

が出ています。私も宇佐八幡宮のそばの方のところにたまたま手入れに行っていまして、その

方のところに町の職員さんが見えて、これからどうするかっていう部分を話し合ったというこ

とを聞いております。用地買収、これから南条小学校以北の宇佐八幡宮のほうまで、来年度多

分そこまで買収して工事をすると思いますけれども、それに当たって今年度どこまでの用地の

取得ができるのか。来年度に繰り越しなのか、その部分をまずお伺いいたします。 

建設課長（宮嶋君） Ａ０１号線の金井工区の状況でございますが、金井工区につきましては今

年度代替の関係と用地買収のほうを進めております。実際に来年度になりまして用地買収を実

施してまいりたいということでございます。それに関連して今年度若干今回補正ございますが、

道路改良工事ということで、既に用地買収が済んでいるところについては、今回工事を進めさ

せていただきたいということで計上させていただいております。 

１０番（山﨑君） 繰り越しはなし。 

建設課長（宮嶋君） 繰り越しの予定はございません。 

１０番（山﨑君） なかなか用地買収って難しい問題もありますから、進む速度が多分遅くなっ

ていると思います。酒玉工区のほうはどうなっていますか。今、金井工区のほうの宇佐八幡宮
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のほうを土地取得のために動いているとはお伺いしていますけれども、酒玉工区、若草橋から

以南ですね、南のほうの用地買収の関係はどうなっているのか。また、町で計画で完成年度が

設定されていますけれども、３１年度でしたかね、２年度どっちかちょっと、どちらかと思い

ますけれども、そのときまでに本当にあそこまで全工区ができるというふうにはなりますか。

以上です。 

建設課長（宮嶋君） Ａ０１号線の酒玉工区の状況でございますが、酒玉工区につきましては、

現在２件のお宅について用地買収が済みまして、実際に動いていただいたり、そんな手続をし

ていただいているところでございます。また、現在若草橋の河川協議を実施しておりまして、

来年度以降から河川協議が済みました後、仮橋をつくるということの中で、工事のほうを進め

てまいりたいという段階の計画を現在進めているところでございまして、その協議が終われば

また来年度以降進んでいくという予定でおります。また、残っている１件のお宅の用地買収に

ついても来年度以降進めまして、そこが完了すれば工事を進めていけるという段取りになって

くる予定でおります。 

１０番（山﨑君） 完成年度。 

建設課長（宮嶋君） 完成は事業の計画に基づいて進めるよう努力しているところでございます。 

７番（西沢さん） ２点お伺いいたします。７ページの民生費、項１社会福祉費、社会福祉総務

費の中の臨時福祉給付金についてですが、これは国の第２次補正で新たな給付金の予算がつい

たということでございますけれども、今この補正をして年度内の事業として、ここに補正をし

てあるということですので、ちょっとスケジュールが大変きついかと思うんですが、どんなス

ケジュールで支払いはいつごろになるか。 

 それと、１０ページの教育費の中の中学校総務費の中学校総務一般経費の中の工事請負費、

これ体育館の耐震整備に係るものということでございますが、体育館についてやはりいろんな

行事などが入ってきますので、どんなスケジュールでこの工事を行っていくのかということと、

その施設改修工事の内容についてお伺いいたします。 

福祉健康課長（大井君） 臨時福祉給付金のご質問についてお答えを申し上げます。こちらにつ

きましては、所得の低い方々に対して国が軽減税率の導入など、制度的な対応を行うまでの間、

臨時的な措置として経済対策として盛り込まれた臨時福祉給付金を支給するための事業及び事

務について計上させていただいております。 

 今回は平成２８年度の住民税非課税の方を対象に１万５千円を支給するということになりま

す。事業につきましては２８年度及び２９年度の年度をまたいで実施という形になります。今

までに行ってきました給付事業の実績を見る中で、対象と思われる方は約２，６００名おいで

になりますが、そのうちおおむね６０％の方が今年度中に申請されることを見込み

１，５６０人分、２，３４０万円の事業費及び郵送料、口座振込手数料、給付金のシステム委
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託料等の事務費を今議会に計上させていただいておるものでございます。 

教育文化課長（宮下君） 中学校体育館の工事の初めに工期ということでございますけれども、

工期につきましては、学校等の行事日程と協議する中で、なるべく早期に実施したいと考えて

おります。また、工事内容でございますけれども、体育館の既設の照明器具の落下防止とあわ

せまして、照明のＬＥＤ化を図りたいと考えているところでございます。 

７番（西沢さん） 今の臨時福祉給付金についてですが、そうしますとおよそ６０％ということ

を見込んで２８年度内に計画をしているという、そういうふうに理解してよろしいですよね。 

 そうしますと、国のほうでは２９年８月ごろまでをめどにということですので、町では継続

してその申請を受け付けて、来年度の分についてはまた予算計上をしていくというふうにとっ

てよろしいのでしょうか。それと、実際に２８年度分の支払いはいつごろを予定しているかと

いうことをお尋ねします。 

 それと体育館の施設改修工事についてですが、これ工事の完了については一応見込みとして

いつごろということをお尋ねします。 

福祉健康課長（大井君） 給付金のスケジュール的なものですが、補正を今議会でお願いをいた

しましてお認めいただいた後、早急にシステム改修の締結を進めてまいりたいというふうに考

えております。そういった中で対象の方を抽出していきたいということで、来年２月中旬ごろ

を目途として対象と思われる方に対して申請書を送付する予定でございます。また、給付につ

きましては、３月下旬から給付を行ってまいりたいというふうに考えてございます。２９年度

の当初予算において、２９年度分の給付費等につきましては計上してまいりたいというふうに

考えております。 

教育文化課長（宮下君） なるべく早期に実施したいところでありますけれども、遅くとも春休

みには実施したいと考えております。 

２番（塩野入君） まずですね、４ページですが、第２表の債務負担行為補正があります。これ

は２９年度は塵芥処理なんですが、業務の内容とそれから限度額の根拠ですね、それをお聞き

をしたいと思います。 

 それから、今度は事項別明細書のほうの３ページですが、款１町税、項１町民税、目２法人

について、節１現年度課税分が今回７千万円の減額補正ということになっております。町長の

招集挨拶等でお聞きすると、減額補正はこれ一定の要件に当てはまる大型投資の特例措置が原

因というように見ているようでありますが、ちょっとその辺の７千万円減額の具体的内容を簡

潔でいいですからお聞きをしたいと思います。 

 それから４ページですね、款１４県支出金、項２県補助金、目１民生費県補助金、節２児童

福祉費補助金の０１４長野県多子世帯保育料減免事業費補助金及び目５の教育費県補助金の節

１学校費補助金の中の００３小中学校看護師配置事業費補助金、それぞれのこの内容をちょっ
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とお聞きをいたします。以上です。 

住民環境課長（金子君） ４ページ、債務負担行為補正額３，３００万円でございますが、平成

２９年度の一般廃棄物収集運搬業務等に係るものでございます。ご質問の業務の内容と限度額

の根拠でございますが、可燃・不燃・資源物等収集運搬業務等が９業務で約２，１００万円。

ごみ指定袋の作成業務で７６０万円、一般家庭から排出される雑排水浄化槽汚泥処理業務が

４業務で４３０万円、計１４業務で３，３００万円を限度額として計上いたしました。 

 また、限度額の根拠でございますが、それぞれ過去３年の落札実績等を勘案する中で算出し

てございます。 

収納対策推進幹（池上君） 法人町民税現年度課税分７千万円減額の理由についてお答えいたし

ます。平成２８年度１１月現在の調定額でございますが、３億９，７９７万５千円で、前年比

２億２，０１５万９千円の減という状況でございます。現状を踏まえ、今後１２月から来年

３月までの申告を３，２００万円と見込み、合計４億３千万で７千万円の減と補正計上をさせ

ていただきました。 

 法人町民税は課税標準額、課税になるもとの金額なんですけれども、国税である法人税を基

準としております。法人税額は企業活動による所得を基本としておりますけれども、各企業に

よる経理の仕方の中で、国税に関する特例を定めた租税特別措置法などを活用し、設備投資を

した償却資産を早期に経費に算入するなど、有利な方法の選択により法人税額が決定する場合

がございます。したがって、今年度の法人町民税につきましては、景気により法人所得が前年

を下回っている影響で減少しているというものではなく、企業の経理状況による影響と考えて

おります。 

教育文化課長（宮下君） 款１４県支出金、項２県補助金、目１民生費県補助金、節２長野県多

子世帯保育料減免事業費補助金の内容でございますが、今年度から町で実施しました町内私立

幼稚園に通園する第３子以降の子供の保育料の町の補助額に対しまして、県が定めた限度額の

範囲内において対象事業費の２分の１が、町に交付されるものであります。なお、該当は５件

となっております。 

 続きまして、目５教育費補助金、節１学校費補助金、小中学校看護師配置事業費補助金の内

容につきましては、現在学校において医療的ケアが必要な児童が通学する学校に看護師を配置

しており、その看護師の人件費について町で負担しております。その額の３分の２が県から交

付されるものでございます。 

２番（塩野入君） 最初の債務負担行為の関係、これ入札はいつごろを予定していますか。 

 それから、１２月１日のですね、信濃毎日新聞に記載されていたんですが、大量のごみを違

法に購入したまま経営破綻した福井県の敦賀市、この廃棄物処分場をめぐって、敦賀市が葛尾

組合を含む６団体に、その汚水対策費の支払いを求めた訴訟についてですが、それについてそ
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の状況をお聞きをしたいと思います。 

 それから、町民税につきまして大体は理解をしましたが、特例的なものですが、今回のよう

な大型投資の特例措置が原因となるような、そういう減額補正は町としては過去にもあったん

でしょうか。その辺をお聞きをしたいと思います。そして、そうした特例措置は行政側として

ちょっと難しい面もあるかもしれませんが、年度当初の予算編成時に推測するということは、

これは難しいことなんでしょうかね。その辺お聞きをしたいと思います。 

 それから、多子世帯の今の補助金の関係と看護師の状況、それは配置がわかりました。これ

が支出の１０ページにはですね、一般財源に全て振りかえられてられているということになり

ます。今お聞きすると、どうも県の補助金が遅くなったのかどうか、その辺がそんな気もする

んですが、その辺実際にはどうなって今回の補正で組み入れたのか、それをお聞きをします。

以上です。 

住民環境課長（金子君） まず入札の予定でございますが、補正予算を議決いただいた後、年内

に指名業者等選定委員会において業者を選定し、来年１月中の実施を予定しております。 

 次に、葛尾組合と敦賀市との訴訟の状況はとのご質問でございますが、平成６年度に葛尾組

合の施設から排出された焼却灰を福井県敦賀市に所在する民間の廃棄物処理場へ搬入し処分を

いたしましたが、その後廃棄物処分場において違法行為を行ったことから、福井県から処理業

等の許可の取り消しがされ、これにより経営破綻をいたしました。この経営破綻により本来廃

棄物処分業者が行うべき汚水流出防止やごみの浄化などの抜本対策について、福井県が行政代

執行を行い、このうち一般廃棄物対策に要した経費を敦賀市が負担をいたしましたが、敦賀市

は廃棄物処分法上の排出責任者として焼却灰等搬入団体に対し、その負担を求めてきたもので

あります。 

 平成１６年には敦賀市より応急対策の費用について搬入団体に協力の要請があり、葛尾組合

には３万円の協力要請があったところでございますが、葛尾組合の搬入は平成６年度のみであ

り、廃棄物処理業者が違法行為を始める以前のものであることから、何ら問題ないとしました

が、環境省からの要請でもあること、また敦賀市の実情を鑑み、１回限りとして支払いを行っ

たものであります。 

 しかしその後、敦賀市より再三にわたり廃棄物処分場の維持管理にかかわる経費について費

用負担の請求がありましたが、葛尾組合の搬入は廃棄物処理業者が違法行為を始める以前であ

り、また廃棄物処理法に基づき適正な方法で搬入したものであることから費用負担責任を否定

し、請求には応じないと回答してきたところでございます。この間、環境省や県を交えた協議

もされましたが、双方の見解の違いから平行線をたどる中、本年３月に敦賀市より催告通知が

届き、協議による解決の意思の有無について確認が求められましたが、葛尾組合は従来どおり

何ら非はないと回答したことから、１０月１７日に福井地裁敦賀支部より訴状が届いたところ
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でございます。 

 今回の訴訟の対象は６団体でありますが、うち県内は葛尾組合を含む３団体で、葛尾組合に

対する請求額は２２３万２千円であります。１１月３０日には第１回口頭弁論が行われ、６団

体は答弁書を提出して請求棄却を求めたところであります。今後、葛尾組合において法廷の場

で責任の所在を明確にしていくものと考えております。 

収納対策推進幹（池上君） 大型投資による特例措置を原因として過去に減額補正はあったか、

年度当初の予算編成時に推測することはできないかについてお答えをいたします。特別償却制

度については、以前に制定された制度でございますが、対象資産が改正されてきた経過がござ

います。国税である法人税算出時の特例であり、把握はしておらないという状況でございます。

年度当初の予算編成時に、国税である法人税の算出の経過における各企業の経理状況や法適用

の選択による影響を把握することは大変困難であり、その影響を法人町民税の見込みに反映さ

せることは大変難しい状況と考えております。 

 当町の法人町民税は、数社の影響により大きく増減する状況でございます。前年の調定額の

ベースをそのまま見込むことは危険である場合もございますので、公表資料、税制改正などの

情報を収集して当初予算の見積もりを進めてまいります。 

教育文化課長（宮下君） まずは、長野県多子世帯保育料減免事業費補助金でございますけれど

も、本年度の新規事業であります幼稚園の第３子保育料の補助につきましては、文科省関連の

補助事業に該当しなかったことから、当初町単独予算として計上したところでありますが、確

認をとる中で幼稚園の多子世帯の保育料につきましても、県の補助事業に該当することとなっ

たところであります。よって、財源の組み替えをするものでございます。 

 続きまして、小中学校看護師配置事業県補助金につきましては、今年度からの県の新規事業

でございまして、県から補助金交付要綱が示されたのが９月でございます。速やかに補助申請

を行い、先般補助金の交付決定がされたことから、今回の補正において財源の組み替えをする

ところでございます。 

 「質疑終結、討論なく（原案賛成、挙手全員により）可決」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１０「議案第６１号 平成２８年度坂城町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

について」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）可決」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１１「議案第６２号 平成２８年度坂城町下水道事業特別会計補正予算（第２号）に

ついて」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）可決」 
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（塚田君） 次に追加議案の審議に入ります。 

 追加日程第１「議案第６３号 坂城町の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例について」から追加日程第４「発委第７号 地方議会議員の厚生年金制度への加入を求め

る意見書について」までの４件を一括議題とし議決の運びまでいたします。 

 職員に議案を朗読させます。 

（議会事務局長朗読） 

議長（塚田君） 朗読が終わりました。 

 最初に提案理由の説明を求めます。 

町長（山村君） では、私からは追加の第１から第３議案までご説明申し上げます。 

 まず、議案第６３号「坂城町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につい

て」ご説明申し上げます。 

 本案は、平成２８年度の県人事委員会勧告に基づく県の一般職の給与改定を踏まえ、町の一

般職につきまして、県の制度に準じて給与改定を行うため、条例の改正をするものであります。 

 改正の内容といたしまして、給料月額につきましては、給料表を改定し、月額９００円から

２千円の引き上げを行うものであります。また、特別給につきましては、勤勉手当の年間の支

給月数を０．１月分引き上げ、期末・勤勉手当の年間支給月数を４．２月から４．３月に引き

上げるものであります。なお、給料表の改定につきましては平成２８年４月１日から、勤勉手

当の引き上げにつきましては平成２８年１２月１日から、それぞれ適用するものであります。 

 次に、議案第６４号「坂城町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び特別職

の職員で常勤の者の給与に関する条例の一部を改正する条例について」ご説明申し上げます。 

 本案は、議会の議員及び町長、副町長、教育長の期末手当につきまして、県の議会議員、特

別職の期末手当の支給月数の引き上げに準じて、支給月数の引き上げを行うため、条例の改正

をするものであります。 

 改正の内容につきましては、議会の議員及び特別職の期末手当の年間支給月数を０．１月分

引き上げることとし、平成２８年１２月１日から適用するものであります。 

 最後に、議案第６５号「平成２８年度坂城町一般会計補正予算（第１０号）について」ご説

明申し上げます。 

 本案は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，６０１万９千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を６２億８，１８３万７千円とするものでございます。 

 歳出の主な内容といたしましては、ふるさと納税事業で３００万円、県人事委員会勧告に対

応した給与改定などに伴う人件費の調整として総額１，２８９万６千円などを追加するもので、

歳入につきましては、全額、財政調整基金からの繰入金を計上するものでございます。 
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 以上、よろしくご審議を賜り、適切なるご決定をいただきますよう、お願い申し上げます。 

議長（塚田君） 次に、趣旨説明を求めます。 

９番（塩入君） 私から発委第７号について趣旨説明を行います。 

 発委第７号「地方議会議員の厚生年金制度への加入を求める意見書について」意見書の朗読

をもって、趣旨説明にかえさせていただきます。 

 地方分権時代を迎えた今日、地方公共団体の自由度が拡大し、自主性及び自立性の高まりが

求められる中、住民の代表機関である地方議会の果たすべき役割と責任が格段に重くなってい

る。また、地方議会議員の活動も幅広い分野に及ぶとともに、より、積極的な活動が求められ

ている。 

 しかしながら、昨年実施された統一地方選挙において、町村では議員の立候補者が減少し、

無投票当選が増加するなど、住民の関心の低下や地方議会議員のなり手不足が大きな問題と

なっている。こうした中、地方議会議員の年金制度を時代に相応しいものにすることが、議員

を志す新たな人材確保につながっていくと考える。 

 よって、国民の幅広い政治参加や地方議会における人材確保の観点から、地方議会議員の厚

生年金制度加入のための法整備を早急に実現するよう強く要望する。 

 以上、よろしくご審議の上、ご賛同賜りますようお願い申し上げまして、趣旨説明といたし

ます。 

議長（塚田君） 提案理由の説明及び趣旨説明が終わりました。 

 ここで議案調査のため１０分間休憩いたします。 

（休憩 午前１１時０３分～再開 午前１１時１３分） 

議長（塚田君） 再開いたします。 

◎追加日程第１「議案第６３号 坂城町の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例について」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）可決」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎追加日程第２「議案第６４号 坂城町の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

及び特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の一部を改

正する条例について」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）可決」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎追加日程第３「議案第６５号 平成２８年度坂城町一般会計補正予算（第１０号）につい 

て」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）可決」 
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎追加日程第４「発委第７号 地方議会議員の厚生年金制度への加入を求める意見書につい 

て」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）可決」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎追加日程第５「閉会中の委員会継続審査申し出について」 

議長（塚田君） 各委員長から会議規則第７５条の規定による閉会中の委員会継続審査調査の申

し出がありました。 

 お手元に配付のとおりであります。 

 各委員長からの申し出のとおり閉会中の継続審査調査とすることにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議長（塚田君） 異議なしと認めます。 

 よって、各委員長からの申し出のとおり閉会中の継続審査調査とすることに決定いたしまし

た。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（塚田君） 以上で本日の議事日程は終了いたしました。 

 ここで町長から閉会の挨拶があります。 

町長（山村君） 平成２８年第４回坂城町議会定例会の閉会に当たり、一言ご挨拶申し上げます。 

 １２月１日に開会されました本定例会は、本日までの１４日間ご審議をいただきました。提

案をいたしました専決報告、協定の変更、条例の一部改正、一般会計及び特別会計補正予算、

全ての議案につきまして原案どおりご決定を賜り、まことにありがとうございました。 

 新聞によりますと、長野広域連合が千曲市に建設する新たなごみ焼却施設、これはＢ施設、

につきまして、平成３０年度中の稼働は厳しいと明らかにしたとのことであります。私にも信

濃毎日新聞社より取材があり、長野広域連合及び千曲市から正式なことは何も聞いておりませ

んが、平成３０年度の稼働に向け断固たる決意で取り組んでほしいと答えたところであります。 

 今後も、長野広域連合及び千曲市には、計画どおり平成３０年度稼働を目指し、最大限のご

努力をいただくよう要請してまいります。 

 また続きまして、坂城町の有線放送電話につきまして、町横尾局の交換機のふぐあいにより

まして、現在、南条地区及び文化センター周辺の一部を除く中之条地区のほぼ全域において、

有線放送電話による通話ができないという状況になっております。また地区別放送、ページン

グ放送ですね、この機能につきましては、役場内の有線本部からの地区別放送を除き、町内全

域において、公民館や区長さん宅の個別電話機からの放送ができない状況となっております。

公民館や区の行事などにおいて地区別放送が必要な場合は、有線本部での対応となりますので、
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お問い合わせいただきたいと思います。 

 なお、緊急放送、定時放送などの放送機能につきましては、これまでどおり全町への放送は

可能でございます。また、有線放送回線を使用してのインターネットにつきましても利用可能

となっております。これまで、通信業者による原因究明と復旧作業に努めてまいりましたが、

施設老朽化とともに、製造終了等に伴い交換機部品の調達ができない中で、復旧の見通しが立

たない状態でございます。加入者の皆様には大変ご不便をおかけしておりますが、加入者の皆

様への対応はもとより、引き続き施設の維持管理に努めてまいりたいと思います。 

 さて、本日追加で補正予算をお認めいただいた、ふるさと寄附金につきましては、町内事業

者様のご努力・ご協力により多くの魅力的な返礼品を備えられ、想定を上回るご寄附のお申し

込みがありました。また、ご要望いただいておりましたバラの花束や、町農産物地域ブランド

化事業補助金対象の「冬のぶどうジェラート」につきましても準備が整い、新たに返礼品のラ

インナップに加えたところでございます。今後につきましても引き続き、坂城町の応援団に

なっていただけるよう魅力を発信するとともに、地元特産品等のＰＲや販路拡大など地元経済

の活性化を図るべく、努めてまいりたいと考えております。 

 また、移住定住に対する施策につきましては、議会でも幾つかのお話をさせていただいたと

ころですが、来年１月２１日と２２日の２日間、長野地域連携中枢都市圏における移住・定住

促進事業の一環として、長野地域を対象とした移住体験ツアーを実施し坂城町にもお越しいた

だきます。当日は、空き家の見学会や移住相談会なども行うこととしており、町のホームペー

ジにもツアー開催のご案内を掲載し、多くの方に参加していただけるよう、情報の発信に努め

ているところでございます。 

 さて、びんぐし湯さん館では、おかげさまをもちまして、この１２月２日に営業５千日を迎

えることができ、記念イベントを開催いたしたところでございます。年末年始の営業につきま

しては、３０日までは通常営業を、大みそか、元旦につきましては、時間を短縮して営業を、

そして２日からは通常営業を行いますので、多くの皆様のご利用をお願いいたします。 

 また、毎年１２月４日からの人権週間にあわせ、人権啓発の取り組みの一環として実施して

おります「人権を尊重し豊かな福祉の心を育む町民集会」を１２月３日に坂城テクノセンター

において開催いたしました。 

 当日は、町内はもとより、遠くは福岡県、静岡県、東京都など県外からの２２名を含め、

１８０名の方にご参加いただき、村上小学校の児童の皆さんによる人権作文の発表や社会福祉

協議会表彰、音楽家・著述家であり、ザ・タイガースの一員としてご活躍されている瞳みのる

さんから私たちがふだん何げなく行っていることと人権とのかかわりや、日本と中国の人権に

対する考え方の違いなどについてご講演いただきました。聴講された皆さんも、改めて人権に

対して考えたり、気づかせられたりする機会になったと考えております。 
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 招集挨拶でも申し上げましたが、明日１２月１５日午後１時半から、文化センター大会議室

におきまして、元全国町村会経済農林部長で、現在ＮＰＯ法人中山間地域フォーラム理事の柴

田寛氏を講師にお招きし、「ＴＰＰの今後の見通し」と題して、ご講演いただきますので、大

勢の皆様のご聴講をお願い申し上げます。 

 また、橋梁修繕事業につきましては、通行規制でご迷惑をおかけしておりますが、産経大橋

は１１月末に通行を再開しております。 

 昭和橋につきましては全面通行どめとなっておりますが、年末年始の１２月２９日から翌年

１月３日までの間は通行可能にし、１月４日からは歩行者及び自転車等の通行を可能にし、天

候にもよりますが、１月中旬には自動車の通行を可能にしてまいります。 

 また、鋭意整備を進めております公共下水道事業につきましては、現在、平成２９年４月供

用に向けて、南条金井地区の国道１８号西側から、しなの鉄道東側までの区域、谷川南側の旧

道沿いの区域、産業道路東側の谷川南側一部区域について工事を実施しております。交通規制

等ご不便をおかけいたしますが、ご協力をお願いいたします。また、年末年始は通行できます

が、工事中は路面が砂利の状態になっておりますので、ご通行の際にはご注意をお願いいたし

ます。 

 さて、これから、新年度に向けての当初予算編成作業が本格化してまいりますが、歳入の見

通しにおきましては、法人町民税や地方交付税など、一般財源を含む歳入の確保は容易ではな

いと考えているところであります。こうした厳しい状況ではありますが、職員一人一人が町の

計画を十分認識し、事務事業の一層の効率化を図る中で、将来のまちづくりに向けた施策展開

が図られるよう取り組んでまいりたいと考えております。 

 何かと慌ただしい季節でもあります。１２月１日から３１日までの１カ月間は、年末特別警

戒期間として、警察、防犯指導員、千曲交通安全協会や交通指導員の皆様と連携し、防犯・交

通安全の啓発を強化しております。年末年始は、犯罪や交通事故の増加する時期でもあります。

引き続き、交通事故の防止、飲酒運転の防止に向け、さらなる啓発活動に取り組んでまいりま

す。町民の皆さんには、犯罪や交通事故の被害に遭わぬよう、一層のご注意をお願い申し上げ

ます。 

 また、１２月２７日から３０日までの４日間は、町消防団による歳末特別警戒が行われます。

消防団員には夜間の警戒に対し敬意と感謝を申し上げるとともに、住民の皆様におかれまして

は大切な生命、財産を守るため、火の取り扱いには十分注意されますよう重ねてお願い申し上

げます。 

 さて、来年平成２９年は「丁酉（ひのととり、ていゆう）」の年であります。「丁」には、

植物などが成長し、一定の大きさに達して安定したという意味があります。また、「酉」はゆ

うですね、「酉」は酒がめを意味し、かめの中のこうじが発酵し、極限に達した状態をあらわ
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しているということから、「丁酉」は、エネルギーが充満し、変革、革命の起きる年とも言わ

れています。つまり、来年は大きな成果のあらわれる年でもあるとも言えます。 

 年が明けますと、元旦には１年間の健康を願う元旦マラソン、１月４日には、新年の願いを

込めて書き初めを行う席書大会、新春賀詞交歓会が開催されます。 

 また、１月１４日には、坂城テクノセンターで「ライフ・ステージエコー２０１７」として、

当町出身のピアニスト宮坂貴子さんのミニコンサートや歌の翼の皆さんによる演劇やダンスに

よる音楽舞台の公演、１月２２日には、町消防団の出初式が挙行されます。 

 また、２月２日には、坂城テクノセンターで流行仕掛け研究所代表の島田始氏を講師に、

「激動する時代の読みかた、地域活性化のためのアイデア発想法」をテーマに、新春経済講演

会が開催されます。大勢の皆様のご聴講をお願いいたします。 

 このように、年末年始には盛りだくさんの行事がございます。また、１月には各区の新年総

会も予定されております。 

 議員各位におかれましても健康に十分留意され、新しい年をお迎えいただきますようお祈り

申し上げまして、閉会の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 

議長（塚田君） これにて平成２８年第４回坂城町議会定例会を閉会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

（閉会 午前１１時２８分） 
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一 般 質 問 通 告 一 覧 表 

 

発言順位 要    旨 通 告 者 答弁を求める者 

１ 

１．資源物回収奨励金について 

イ．奨励金の引き上げを 

２．介護用品購入費補助について 

イ．対象範囲の拡大を 

３．子育て支援について 

イ．ファミリーサポート事業について 

ロ．障がい児の加配について 

４．金融教育について 

イ．平成２９年度研究校に応募を 

１４番 

入 日 時 子 

町 長 

教 育 長 

住民環境課長 

福祉健康課長 

子育て推進室長 

２ 

１．さかきワインについて 

イ．今までの成果と進捗状況は 

ロ．今後の計画と終着点は 

２．命のカプセルについて 

イ．全町配布の進捗率は 

ロ．配布後の対応は 

ハ．四ツ屋方式、一考を 

１１番 

中 嶋  登 

町 長 

企画政策課長 

産業振興課長 

福祉健康課長 

３ 

１．あいさつの町は明るい町 

イ．新アタリマエ憲章の発信を 

２．医療格差拡大対策 

イ．テクノさかき駅にエレベーターを 

ロ．免許返納高齢者にタクシー券を 

３．寄り添う自治 

イ．本庁舎に直通電話の増設を 

ロ．町に勤労青少年ホームを 

５ 番 

柳 沢  収 

町 長 

教 育 長 

教育文化課長 

建 設 課 長 

福祉健康課長 

産業振興課長 

４ 

１．南条児童館について 

イ．実施設計に向けての進捗状況は 

ロ．南条集会所の今後は 

ハ．プロポーザルの方式は 

２．合同金婚式ついて 

イ．案内の方法は 

１０番 

山 﨑 正 志 

町 長 

教 育 長 

教育文化課長 

福祉健康課長 
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発言順位 要    旨 通 告 者 答弁を求める者 

５ 

１．運転免許証返納について（その２） 

イ．返納制度のＰＲを 

ロ．返納者に交通費支援は 

ハ．返納者に返納祝い金を 

１３番 

塚 田  忠 

町 長 

住民環境課長 

６ 

１．職員の健康について 

イ．職員の健康実態とその対応は 

ロ．職員の勤務実態とその対応は 

ハ．職員の健康管理について 

ニ．正規職員を増やし、ゆとりある体制を 

２．生活道路・水路、通学道路にもっと予算を 

イ．町単補助事業について 

ロ．通学道路にグリーンベルト等を 

ハ．平沢林道の道路改修を 

９ 番 

塩 入 弘 文 

町 長 

総 務 課 長 

子育て推進室長 

建 設 課 長 

産業振興課長 

７ 

１．総合戦略について 

イ．移住定住策について 

２．びんぐしの里公園について 

イ．屋外ステージについて 

ロ．マレットゴルフ場について 

６ 番 

滝 沢 幸 映 

町 長 

教 育 長 

産業振興課長 

建 設 課 長 

企画政策課長 

総 務 課 長 

８ 

１．新年度予算に向けて 

イ．新年度予算編成について 

ロ．総合戦略と新年度予算について 

２．いじめについて 

イ．町内小中学校での状況は 

ロ．いじめへの対応について 

３．公共施設等総合管理計画について 

イ．計画策定の進捗状況は 

７ 番 

西 沢 悦 子 

町 長 

教 育 長 

総 務 課 長 

企画政策課長 

産業振興課長 

教育文化課長 

９ 

１．就学援助について 

イ．就学援助費のあり方は 

２．旧北国街道を活かしたまちづくり 

イ．古民家の保存は 

ロ．旧北国街道の実態調査の進捗状況は 

１２番 

大 森 茂 彦 

町 長 

教 育 長 

教育文化課長 

建 設 課 長 



 

(3)  

 

発言順位 要    旨 通 告 者 答弁を求める者 

１０ 

１．学校給食について 

イ．食物アレルギー対応食の実施について 

２．予防接種について 

イ．子どものインフルエンザ予防接種に助成を 

３．協働と交流のまちづくり 

イ．個展のできるギャラリーを 

ロ．さかきの魅力いっぱいパンフレットを 

８ 番 

吉川まゆみ 

町 長 

教 育 長 

教育文化課長 

福祉健康課長 

産業振興課長 

企画政策課長 

１１ 

１．国民健康保険について 

イ．特定健診と特定保健指導について 

ロ．医療費について 

ハ．国民健康保険税について 

４ 番 

小宮山定彦 

町 長 

福祉健康課長 

１２ 

１．農業振興について 

イ．新規就農者の実績と課題 

ロ．町の特産品の施策は 

ハ．新たな農業振興策は 

２．防災行政無線 

イ．防災行政無線の進捗状況は 

ロ．緊急時の情報伝達は 

３ 番 

朝 倉 国 勝 

町 長 

産業振興課長 

１３ 

１．上田地域広域連合「広域計画」の策定について 

イ．「広域計画」の策定について 

ロ．定住自立圏、次世代自立支援産業構想との関連 

ハ．長野広域連合「広域計画」との調整 

２．都市公園整備について 

イ．都市公園施設長寿命化計画について 

ロ．公園整備について 

ハ．びんぐしの里公園屋外ステージ改修工事について 

２ 番 

塩野入 猛 

町 長 

企画政策課長 

建 設 課 長 

 

 

 



 

(4)  

地方議会議員の厚生年金制度への加入を求める意見書 

 

 地方分権時代を迎えた今日、地方公共団体の自由度が拡大し、自主性及び自立性の高まりが

求められる中、住民の代表機関である地方議会の果たすべき役割と責任が格段に重くなってい

る。 

 また、地方議会議員の活動も幅広い分野に及ぶとともに、より、積極的な活動が求められて

いる。 

 しかしながら、昨年実施された統一地方選挙において、町村では議員の立候補者が減少し、

無投票当選が増加するなど、住民の関心の低下や地方議会議員のなり手不足が大きな問題と

なっている。 

 こうした中、地方議会議員の年金制度を時代に相応しいものにすることが、議員を志す新た

な人材確保につながっていくと考える。 

 よって、国民の幅広い政治参加や地方議会における人材確保の観点から、地方議会議員の厚

生年金制度加入のための法整備を早急に実現するよう強く要望する。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

  平成２８年１２月  日 

 

 衆議院議長 大 島 理 森 殿 

 参議院議長 伊 達 忠 一 殿 

 内閣総理大臣 安 倍 晋 三 殿 

 内閣官房長官 菅   義 偉 殿 

 財 務 大 臣 麻 生 太 郎 殿 

 総 務 大 臣 高 市 早 苗 殿 

 厚生労働大臣 塩 崎 恭 久 殿 

 

                          長野県埴科郡 

                           坂城町議会議長 塚 田 正 平 

 

 


